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「京都から発信する政策研究交流大会」は、都市が抱える問題・課題を見つけ、それ

を解決するための研究を行う学生が日頃の研究成果を発表し、大学やゼミの枠を越えた

交流を深めるとともに、地域社会に対する政策提案・情報発信の場となることを目的と

して、2005 年度から開催し、今回で 17 回目を迎えます。 

都市政策全般を発表テーマとし、今大会では、72 組による口頭発表の他、「若者たち

の集い～新たなライフスタイルの提案～」をテーマに学生実行委員の企画・運営による

交流会を開催し、更なる研究の深化と広範な交流を図る機会とします。 
 
 
■開催日時 

2021 年 12 月 19 日（日）10:00 から 17：00 まで 

 

■スケジュール（口頭発表 72組） 

 

 

10:00 

～  

14:55 

分科会 

それぞれの分科会を 

YouTubeLive で配信 

（一般視聴可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間 

 

内 容 

 

15:15 

～  

16:40 

 

 

学生企画 

 

16:45 

～  

17:00 

 

 

受賞者発表 

開催概要 



■学生企画 

  
【テーマ】 

若者たちの集い～新たなライフスタイルの提案～ 

 
【企画趣旨・内容】 

発表内容を今後の研究に活かすこと、参加者同士の交流を図ることを目的に、「フィードバッ

ク交流会」と「トークセッション」を実施します。 

 

＜フィードバック交流会＞  

「“わたし” も質問してみたい」というその思い、必要です。 
たくさんの意見や質問を集めてフィードバックの量を増やし、自分の能力を高めよう！  

 
＜トークセッション＞ 

コロナ禍の学生生活。一言で表すならあなたは何を選びますか？「この生活になって初めてハ

マったこと」など、新たなライフスタイルや学割情報などいろんな情報を集めて、学生生活を

もっと楽しもう！ 
 

 

 

■受賞者発表 

全発表の中から優秀な発表者に対し、以下の研究奨励賞が授与されます。 
（研究奨励賞） 

・大学コンソーシアム京都理事長賞  1 件（発表・論文） 
・日本公共政策学会賞        1 件（論文重視） 
・優秀賞              10 件程度 

・ベスト質問賞                      各分科会から 1件 
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口頭発表 

【分科会１】 

 

 

１ レジ袋有料化の政策分析 ‐アンケート調査によるレジ袋有料化の検討‐ 

龍谷大学 渡邊ゼミ 
近年、世界的に海洋プラスチック汚染が問題となっている。その解決に向けて、2020年7月1日にレジ袋有

料化が導入された。当グループでは、レジ袋有料化の目的である、「レジ袋有料化義務化(無料配布禁止等)」を

通じて消費者のライフスタイル変革を促すこと(環境省、令和元年12月)は実現されたのかを調べるため、アン

ケートによる意識調査を行った。また、その回答に対して、レジ袋を受け取る確率はどのような要因と関係があ

るかの回帰分析を行った。 

アンケート調査より、レジ袋有料化で意識変革ができたと回答した割合は約3割であることや、有料化後、マ

イバックを購入する等の行動変化を促すことはできていないことが分かった。回帰分析の結果、環境問題に対す

る意識変化があった人、倹約家である人、実家暮らしである人のほうがレジ袋の購入確率は低いことが分かった。 

上記より、この政策がライフスタイル変革を起こしたとは言えない。 

 

 

 

 

 

２ デポジット制度導入によるプラごみ排出量削減の可能性について 

京都産業大学経済学部 松尾ゼミ 

地球温暖化の要因の1つとして、プラスチックごみ問題が挙げられる。日本では2015 年からプラごみの排出

量は減少傾向にあったが、2020年に急増した。これはコロナパンデミックによって、不織布マスクやテイクア

ウトが急激に増えたことが要因である。また、日本のプラごみのリサイクル率は低く、このままではプラごみの

排出量を減らすことは不可能であろう。 

本研究ではプラごみのリサイクルについて着目し、ごみの排出削減の可能性を検討する。リサイクル率が低い

理由には、特に、中小企業にとってリサイクルを行うことは費用面で負担が大きく、リサイクル材料を用いるよ

り新造プラスチックを用いるほうがコストがかからないことが挙げられる。そこで、デポジット制度を取り入れ、

企業のリサイクルによって生じる負担を軽減するシステムを構築し、排出量削減の可能性を示す。 

 
 
 
 
 
 
 

３ 「エシカルな暮らし」実践の地 花背を目指して ‐森林資源の多面的利活用による北部山間地域の再生‐ 

同志社大学 政策学部 田中宏樹ゼミ 

京都市北部に悠然と広がる山間地域は、手付かずの森林が残され、環境林、経済林の双方において価値がある。

しかし、木材価格の低迷や過疎化により産業は衰退に追い込まれ、地域の継承が危ぶまれている。われわれは花

背を中心とした北部山間地域（広河原、久多を含む）に着目し、その貴重な森林資源や文化が存続の危機にある

という現状に警鐘を鳴らし、その利活用策と継承策について議論する。そして、花背をはじめとした北部山間地

域が目指すべき在り方を「エシカルな暮らし」実践の地とし、これを実現するためのコンセプトに基づいた4つ

の具体的な政策を提言したい。 
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４ 京都市における再エネ普及戦略と地域循環 -脱炭素社会に向けた取り組み- 

龍谷大学 政策学部 深尾ゼミナール2回生チーム 

京都市では2019年5月に2050年を目標とした脱炭素社会の実現を宣言しているが、未だ京都市は、エネルギ

ー供給の約94.0%を火力発電に依存している。また、京都市の住宅用の太陽光発電の普及率は、寒冷地を除いた

政令指定都市中でも低い水準にある。そのため、本稿では、京都市における太陽光発電の導入に焦点を当て、そ

の太陽光発電の普及率の上昇とともに経済・環境価値を創出する、新たな政策モデルを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ コンポスターの普及率上昇に向けて 

京都産業大学 経済学部 関田静香 

京都市では、1993年から廃棄物の削減 再資源化を目的とした廃棄物処理システムを構築、運用している。 

その結果、事業ごみや家庭ごみの量は年々減少傾向にある。しかし、ごみ処理費は増加傾向にある。 

また、家庭ごみの減少率が事業ゴミよりも低い、なので家庭ごみ削減を目指して研究を行った。 

京都市では、既存の政策として家庭から出る生ごみを削減するため「電動式生ごみ処理機」及び「生ごみコン

ポスト容器」の購入価格の半額を、限度額内で助成している。 

しかし購入費用一部助成だけでは普及率を上げることができなかった。 

よって、私たちは「コンポスターのレンタル」を行う政策を提案する。 

この政策を行うことで、費用が下がり多くの層にコンポスターのメリットを知ってもらうことができる。 

そして、一定期間以上のレンタル費用を高くすることで購入を促しコンポスターを使用する人が増加すること

で家庭ごみの量の減少が見込める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ ブランド京野菜を用いた地域活性化 -京都府亀岡市の事例- 

佛教大学社会学部大谷ゼミ京野菜班 

ブランド京野菜有数の産地として京都府亀岡市が挙げられる。しかし、亀岡市の農業は農業就業者の高齢化や

担い手不足が問題となっている。また、亀岡市は観光面においても旅行利用形態が日帰り利用者の割合が多く、

宿泊利用者数が極端に少ないという課題が存在している。そこで、私たちは亀岡市の農業や京野菜について研究

し、これらの問題の解決につながる政策を検討するため、亀岡市役所産業観光部農林振興課と(公社)ふるさと産

品協会へのインタビュー調査を行った。本論は亀岡で生産されるブランド京野菜を観光と結びつけることで、亀

岡市の観光課題と農業課題の解決を目的とし、亀岡市の知名度向上さらには地域活性化につなげるための政策を

提言するものである。とくに、若者の旅行者のタイプに合わせた京野菜を活用するグリーン・ツーリズムを提言

する。 
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７ 深草の放置竹林の調査 

龍谷大学 政策学部 服部ゼミナール 

近年全国的に管理されていない放置竹林が問題となっている。放置竹林とは、竹材やたけのこの生産を行なっ

ていた竹林の管理が放棄され、伐採が行われず人が入ることもままならないような状態の竹林のことをいう。そ

の放置竹林により、周辺の土地、生態系、災害に対して影響を及ぼしている。龍谷大学のある深草地域でも放置

竹林が問題となっており、都市化が1つの原因とされている。都市化により農業人口の流出、農業の軽視、後継

者不足が生じている。深草の経緯と現状を「住民」「行政」「地域」の3者の立場から探ることで解決への課題

を見出した。それにより農業従事者の人手不足、自家消費の減少、市場での需要の減少により放置されるに至っ

た。これらを解決する為に我々は農地として利用するのではなく、その他の住民にとっての景観、レクリエーシ

ョン、教育、文化などの価値を背景として、放置竹林となっている範囲を公園として利用することを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ グリーンインフラにおける多様な主体間の合意形成に向けて 

-アイスブレイクとしてのカードゲーム「グリーンズ」の有効性- 

京都産業大学 生命科学部 チーム リトルグリーンズ 

近年、環境問題への多様な取り組みが行われている。その中で、自然の資源や仕組みを上手に活用し、現代社

会の課題を解決するグリーンインフラ（以下 GI）に注目が集まっている。GI は多様な機能が期待されると共に、

多様な関係者の関わりを必要とする。そのため多様な主体が参加する会議の場にてGIの円滑で建設的な議論を

進めるには、会議前のアイスブレイクが重要であると考えた。本研究ではカードゲーム「グリーンズ」を作成し、

専門家及び学生に体験してもらい、評価を得た。その後、それらをKJ法によってまとめ、SWOT分析を用いて整

理し、検証した。その結果改善点が半数を占め、次いで評価点が得られた。これらの結果は、コミュニケーショ

ン手法や発想法の適性と、本カードゲームの今後の方針を示している。そのような点から、GIを議論する際の

アイスブレイクとして、本カードゲームが参加者の発想力を高めることに有効であると示唆された。 
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【分科会２】 
 

 

１ 芽と花の咲きに感じる成長「タイムワイナリー」 ‐府中地域における新たな観光事業‐ 

京都産業大学 経済学部 菅原ゼミB班 

私たちは、京都府宮津市「府中をよくする地域会議」と連携し、宮津市府中地域の観光まちづくりデザインに

取り組んでいる。本研究では府中地域の観光の現状を明らかにし、観光復興における課題を検討する。さらなる

課題を追求するために行った観光客満足度調査より若年層である20代のリピーター客が少ないという問題が明

らかになった。一方で、国分地区を訪れた人のみは「自然景観や雰囲気を感じた」傾向にあるため、国分地区に

足を運んでもらう工夫をすれば、より自然景観の良さを感じてもらうことができ、総合満足度も高まると考える。

そこで府中地域をさらなる観光集客地にし、20代の再訪意欲増加を目指すべく100パーセント京都産の生ぶど

うにこだわっている天橋立ワイナリーと協力しオーナー制ワイン事業を提案する。さらに、SDGs12番の「つく

る責任つかう責任」から、ワインの製造過程で発生する搾りかすで新たな付加価値を提供する。 

 

 

 

 

 

 

２ 鴨川沿い行政看板の分かりやすさに関する研究 ‐日本人と外国人の比較調査を基に提言‐ 

京都女子大学「京をつなぐプロジェクト」 

2019年に京都市を訪問した総観光客数は5,352万人であり、そのうち外国人観光客数は886万人と過去最高

を記録した。このような観光客の急増に伴って、各種の課題が生じる場合があり、快適な観光地やまちづくりの

保全に支障をきたすことも考えられる。 

そこで、本論文では、鴨川沿いに設置されている行政の看板が外国人にも分かりやすいものであるかという点

に着目し、日本人と外国人の比較調査を行った上で提言を行う。比較調査に関しては、現在鴨川沿いに設置され

ている看板を2種類取り上げ、日本人と外国人に対し、アンケート調査を行った。そして、調査によって判明し

た課題点を改善し、新たな看板の代替案を独自にデザインした。 

本論文の提言によって、新型コロナウイルス感染症収束後の観光地における課題が少しでも解決され、観光客

と市民双方が快適に過ごすことができるようなまちづくりを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 夕日ヶ浦における観光消費額向上計画 -ひねもす観光化を目指して- 

京都府立大学公共政策学部2回生藤原ゼミ 

人口減少と地域経済の縮小という悪循環に歯止めをかけるため、全国で地域資源を活かして観光入込客を呼び

込み、消費の増加を図る地方創生の取組が進められている。京都府北部の京丹後市においても、豊富な地域資源

を活かして観光振興を図る「もうひとつの京都（海の京都）」という政策が進められている。市内海水浴場には

毎年多くの人々が来訪しているが、夏季の観光消費額が低迷しているという現状がある。8月に実施した現地調

査から、その要因が①夏季の観光消費額の客単価が低いこと、②夏季の観光客の滞在時間が短いことにあると明

らかになった。以上の課題を解決するため、本研究では夕日ヶ浦海岸における消費スポットの創出と宿泊要因の

創出という二つの施策提案を行い、京丹後市浜詰地区における夏季の観光入込客数と観光消費額を向上させる地

域活性化策を検討している。 
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４ 新時代の京都市観光へ 

京都文教大学 総合社会学部 黒宮ゼミ 観光班 

我々は、現在京都市が抱えている様々な課題の中から観光分野に関する課題の調査・研究を行った。本研究で

は調査・研究を行った課題を解決するための政策を提案させてもらう。今回、我々が調査したのは観光に関する

課題の中でも主要観光地に観光客が集中していることと、京都市の観光を支えているリピーターの訪問頻度の減

少していることの二つである。提案内容の概要としては、主要観光スポットへの集中の解決策とは地方の観光ス

ポットへの分散化を計るものであり、そのために地方観光スポットの認知度が主要な観光スポットとは比較的に

低いことが理由と考え、認知度を上げるための方法を考えた。リピーターの訪問頻度減少と課題については、リ

ピーターの確保及び維持について、リピーターが求める要素や近年注目されている体験型観光に焦点を当て調査

を進めた。これらの提案について論文ではまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ シェアサイクルについて ‐経費削減が及ぼす効果‐ 

京都産業大学 経済学部 八塩ゼミ チームB 

私たちは、SDGsの中でも、『エネルギーをみんなにそしてクリーンに』をテーマにシェアサイクル事業を通

して、地域や日本全体のエネルギー問題を考察した。現状として、シェアサイクルは、利用者の増加が見込めず、

シェアサイクル事業の赤字や、ポートの設置における問題点が散見された。これらに対する改革案で、シェアサ

イクル利用者の増加における公的事業の黒字転換、自動車やバスの利用減少による排気ガスなどの環境問題に貢

献できるのではないかと考えた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 正直者が得をする新たな交通方策 -モチベーション3.0に着目して- 

福知山公立大学 2年杉岡ゼミ 

本稿では、京都府における交通事故の現状と課題を整理し、ドライバーに対する歩行者保護の意識の改善を目

的とする。全国で取り締まり件数の多い一時停止違反と最高速度違反が全国比より多い京都府において、歩行者

妨害の違反による人と車との命に関わる事故を防止するために、交通規則の遵守に動機づけを持たせるため、

「法定速度を守ったとスピードカメラによって判定されると、過去の最高速度違反による罰則金を宝くじとして

還元する」というスウェーデンの先行事例を参考に京都市の取締りを強化している春と秋の交通安全運動期間に

特産品を進呈する形で動機づけを行い歩行者保護の徹底方策を実現するための政策を検討することを目的とする

ものである。 
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７ 外国人避難対応 

京都先端科学大学 経済経営学部 阿部ゼミ 自然災害チーム 

現状、新型コロナウイルス感染症により訪日外国人旅行者の数は減少しているが、アフターコロナを見据え京

都市で大規模な災害が起きた際の訪日外国人旅行者への対応（避難誘導）について再検討した。現在、京都市で

は災害時の帰宅困難者や訪日外国人旅行者への対策として京都市災害時帰宅困難者ガイドマップ、京都市帰宅支

援サイトや日本観光庁が監修を行っている災害アプリも存在している。しかし、どれだけサイトやアプリがしっ

かりしていても、その存在自体が認知されていないと意味がない。そこで私たちは先行研究などを基に、「観光

情報と防災情報が一体化したサイト」と「広報啓発のためのQRコード」を政策提案していく。 

 

 

 

 

 

 

 

８ ユニバーサルツーリズムにおける観光地図の課題 -視覚障害者の視点から- 

龍谷大学 政策学部 村田和代・池田麻衣子ゼミナール 

近年、ユニバーサルツーリズム（以下UT）の考え方が広まりつつある。日本では、平成26年に障害者制度の

充実を目指す障害者権利条約への締結、そして2021年に東京オリンピック・パラリンピックでインクルーシブ

な大会が実施された影響で、「すべての人が楽しめるよう創られた旅行であるUT」への需要が増加してきてい

る。人間は、90％近くの情報を視覚から得ていると言われている。しかし視覚障害者は、視覚から情報を得るこ

とが難しいため、情報弱者となりがちである。このことから、UTを考えるにあたって、我々は「京都ユニバー

サル観光ナビ」を視覚障碍者の視点から分析を行い、視覚障碍者が観光地図から排除されている現状が明らかに

なった。そこで、音声ブラウザを用いた視覚障碍者向けの観光地図を作成することを提案する。視覚障害者に寄

り添った地図の作成はユニバーサル観光への貢献に繋がると考える。 
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【分科会３】 

 

 

１ 現代アートのプロジェクションマッピングによる四条通地下道活性化事業の提案 

同志社大学風間ゼミチームC 

私たちが提案する現代アートを活用したアートプロジェクト「Art Basement 360」は、四条通地下道にプロの

現代芸術家が手掛けた映像作品を360度プロジェクションマッピングによって投影し、地下道にアート空間を創

出するものである。地上の賑わいとは打って変わって無機質で暗い「単に通り抜けるだけの空間」となっている

四条通地下道の現状を変えることが目的だ。私たちが提案するアートプロジェクトのコンセプトは、人々の日常

生活の中に本格的な現代アートを取り入れることである。移動手段として機能してきた四条通地下道で行うから

こそ、現代アートを「わかりにくい」と敬遠しがちな一般市民に対しても現代アートに触れる機会を創出するこ

とができる。「Art Basement 360」によって、薄暗く閑散とした地下道が現代アートの力で明るく生まれ変わり、

多くの人が歩きたいと思える「目的地」となることが期待できる。 

 
 

 

 

 

 

２ 地場産業存続に向けた循環型産業の確立 -政所地区での実証的検討を踏まえて- 

龍谷大学 政策学部 深尾ゼミナール政所プロジェクト 

滋賀県東近江市奥永源寺地域では、600年の歴史を持つ政所茶が生産されている。政所茶は、在来種かつ無農

薬で栽培され、近年その希少価値が評価されている。しかし、昨今、政所茶を生産している茶工場の老朽化・採

算面の問題により、政所茶は存続の危機に陥っている。現在、茶工場の再建は決まっているが、政所茶生産事業

のみでは茶工場の採算性が低く、新たな地場産業の確立が必要になっている。そこで、製茶機械の動力源に木質

バイオマスボイラーを用いることで、政所茶に新たな付加価値をもたらすと考えた。さらに、製茶期間外に地域

外との連携を図りながら、熱源を利活用した新規事業を行うことで、その便益は域内に留まらず、連携地域にも

相乗効果をもたらすことができると考えた。本研究では、これらの実現可能性を高めるために、地域の方の想い

に寄り添った新規事業の提案をし、地場産業の掛け合わせによる相乗効果の可能性について研究していく。 

 

   
 
 

 

 

 

３ 「都市型」文化的景観の継承と活用についての研究 ‐京都市左京区岡崎地域を事例に‐ 

京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会 

文化庁が選定している重要文化的景観の中で、農林水産業関連の文化的景観と比べ、都市部の文化的景観は、

その流動性による「良い景観」の見つけづらさから、持続可能性の担保の難しさを指摘されてきた。こうした都

市部の文化的景観の継承にあたっての課題を考察するため、本研究では京都市左京区岡崎地域の市民の取り組み

に着目した。岡崎地域では、市民団体が主体となり「茶座」という文化を用いて、文化的景観の継承に求められ

る、人と自然の相互作用の維持を試みている。2018年から現在に至るその活動について、景観に触れる機会を

設けることができただけでなく、相互作用を認識と、対象そのものの持続可能性の担保に繋がっていると考察し

た。本研究では、目的そのものが「継承」でなくとも、多様なアクターの個人的意欲が出発点となる活動が、結

果として文化的景観を維持する力となり、継続的にそれを継承していく源になるのではないかと提言する。 
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４ 京都産木材の有効利用 -三条大橋の活動を通して- 

京都産業大学現代社会学部鈴木ゼミ 三条大橋チーム 

私たち京都産業大学現代社会学部鈴木ゼミ三条大橋チームでは、三条大橋の魅力発信や補修・修景事業を認知

してもらうための広報活動をしている。この活動をする中で、橋に利用される京都産の木材についてお話をうか

がう機会があった。 

木材問題は国が力を入れて改善しようと取り組んでいる政策の一つであり、10月には法改正が行われるなど

注目の話題である。しかし、京都では伐期を迎えたにもかかわらず放置されている木材が多いのが現状である。 

また、京都市が管理する橋りょう約2900のうち40%は建設後50年以上経過しており、多くの橋を近々修繕し

なければならない。こちらも解決するべき課題である。 

私たちはこの2つの課題に対して、これまでの経験を踏まえ橋りょう修繕に京都産木材を用いること、学生と

行政が協働して補修事業を行うことの2つを提案させていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 廃校を活用した京都発アート・コレクティブ拠点 

同志社大学政策学部野田ゼミB班 

京都市は、既存の施設をどのように有効活用するかが問われている。また、京都市には全国的に認知度の高い

京都市立芸術大学をはじめとする、数多くの芸術大学があり、文化芸術に関する学生が多いという特徴がある。

これらを糸口に本研究では廃校を活用した、京都の芸術学生が気軽に交流したり発表したりする“アート・コレ

クティブ拠点”を提案する。具体的な調査として文献調査や、インタビュー、ヒアリングを行い本政策の実現可

能性や効果を検証した。京都は競争力のある資源活用が求められることが分かり、若手アーティストには自分の

作品の発表の場や他分野のアーティストとの交流の場のニーズがあることが分かった。これらを踏まえ、廃校に

ある多数の教室を生かし、個人の発表、他分野のアーティストとの交流、新進気鋭の協働制作物の展示ができる

場所を提案する。 

これは、文化創出政策であり、京都の文化をより振興させるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 京友禅による更なる地域活性化 -京都府宇治市の観光業界の事例- 

佛教大学社会学部大谷ゼミ京友禅班 

私たちは京都府宇治市の更なる地域活性化のために京都の伝統工芸品である京友禅を用いて宇治市の観光を盛

り上げようと考えた。京友禅の生産は京都の様々な地域で行われており、宇治市もそのひとつである。宇治市で

は、観光人口が年々増加傾向にあるが、観光滞在時間が短いことやリピーターが少ないことが問題である。これ

らの問題を解決する手段として、京友禅を活用しようと考えたが、京友禅業界にも後継者不足や着物を着る機会

の減少といった問題があることが分かった。また、宇治市は京友禅の生産地であるが、そのことに対する人々の

認知度が低いため、京友禅を使った宇治の観光政策はほとんど実施されていない。これらの問題について先行研

究の検討やインタビュー調査、フィールドワークを行うことで改善策を見出した。以上を踏まえ、伝統産業と宇

治市の観光を融合させることで地域の特徴を生かし、持続的に交流人口の増加を目指すための政策提言を行う。 
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７ 京都市営地下鉄東西線沿線のブランディング 

龍谷大学 政策学部 石原ゼミ交通チーム 

京都市営地下鉄東西線はイメージが定まっていないため、ブランディングが必要である。阪神地域では阪急と

阪神が並行しており、各沿線には明確なイメージが確立している。本研究は沿線のブランディングが確立してい

る阪急・阪神沿線の事例を引き合いに、地下鉄東西線沿線の活性化を図る考察と提案を行う。先行研究で示され

ていた店舗のイメージ指数を使ってまちを構成する要素を地図データから数値化して分析を行った。その結果、

阪急、阪神沿線ではそれぞれ地域イメージがはっきりしていたのに対し、東西線沿線では特徴が見られなかった

駅が多数みられた。この調査結果を踏まえて、地下鉄東西線をブランディングするために、京都市交通局が店舗

で使うことのできるクーポンを付けた企画乗車券の販売や、駅のイメージをPRする企画ポスターを作成するこ

とを提案する。今回の政策提案を行うことで京都市が抱える問題の解決の糸口につながるのではないかと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 伝統工芸品への若年層の需要開拓に向けた取り組み 

京都産業大学経済学部 松尾ゼミ 伝統工芸班 

伝統工芸品は、生活様式の変化や、安価な代替品の登場により需要が低迷し、伝統工芸品の生産額や従業員数

が減少傾向にある。このままでは、日本の伝統工芸産業はますます衰退し、伝統が途絶えてしまうかもしれない。

さらに、伝統工芸品の関連企業や地域の雇用など地域経済にも影響する。 

本研究では、需要がなぜ増加しないのかについて若年層に対して伝統工芸品の販促方法とブランド化ができて

いないことにあると考えた。そこで、改善策としてリブランディング化を提案する。具体的には、日常生活で使

う伝統工芸品として「つげ櫛」を例に挙げ、SNSを活用した情報発信や櫛のデザインのオーダーメイド、伝統工

芸品をもっと親しく感じてもらうためのイメージキャラクターの作成などを考えた。 

比較的身近な伝統工芸品に焦点を当て、リブランディング化を通して若年層に認知してもらい、伝統工芸品の

需要の増加を促す効果があるという結論に至った。 
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【分科会４】 

 
 

１ 移動販売車はいーどー！！！！！！！！！ ‐「待ち」から「発信」への転換による町づくり‐ 

京産大経済菅原ゼミA班 

私達は、宮津市へ来訪する観光客の内、府中地域に占める割合が少ないという問題に着目した。府中地域の知

名度が低いことは、集客に直接的に繋がっていると考え、移動販売車を通して認知度の向上と魅力の発信を行う

ことを提案する。先行研究や参考事例の中には、ターゲットを絞った広告や限定商品の販売による購買意欲の促

進、また現地の人とのコミュニケーションが観光行動を促進させるという事例や研究があった。そこで私たちは

観光客にアンケート調査を行うことにした。その結果、SNSで情報を得た人が多く、さらに食事やお土産に満足

した人が多くみられた。これらにより、移動販売車で地元の食材を使った商品を販売し、それに加え写真などを

配布・掲示することで強いイメージを与えられると考察した。さらにSNSを活用し、移動販売車の宣伝を行い

様々な人に告知することを目指すつもりである。 

 

   

 

 

 

 

２ コロナ禍における地方活性化戦略 ‐奈良市を事例にした「地味な街」の魅了度向上に向けて‐ 

龍谷大学経済学部神谷祐介ゼミ 嶺上開花 
近年、少子高齢化に伴う地方都市の労働力不足や都市部への人口移動による地方都市の過疎化が大きな問題に

なっている。こうした課題に加え、2020 年に発生した新型コロナウイルス感染症は、都市部や地方に関わらず、

大きな影響を及ぼした。こうしたコロナ禍の中で、我々はその中でも奈良市を事例として研究することは、「地

味な街」の活性化につながると考えた。アンケート分析とフィールドワークを用いたSWOT分析を行い、奈良市

の持つ観光資源や自然環境の豊かさ、そしてコロナ関連の状況の良さについて、潜在的な顧客に対してアピール

することで、観光客や移住者を増やすことが可能となる。特に、移住者を増やすためには、「住む場所」と「働

く場所」としての魅力度も高める政策が必要不可欠であろう。コロナ禍という状況を逆手に取り、都市部から

「地味な街」へ呼び込むことで、コロナ禍における地方活性化に繋がると考える。 

    
 
 

 

 

 

 

３ 北近畿の起業による地域活性化 ‐北近畿から始める雇用創出‐ 

福知山公立大学 地域経営・医療福祉経営・大谷ゼミ 

昨今、地方での若者の流出が懸念されている。本研究では、本学が位置する北近畿の若者の流出を起業

による雇用の創出により抑制することを最終目標とし、それに係る制度や政策を提言することを目的とし

ている。本研究は、4部構成としており、現状分析・課題では本学学生に対して行ったアンケート調査を

基に課題をあぶり出した。また、政策提言に強みをもたせるため、実際に北近畿で起業した方にヒアリン

グ調査を行い、北近畿の魅力や、重要視した制度、政策を伺った。先行研究として日本だけでなく海外の

事例を取り上げることにより、多面的に起業支援をみていった。本研究の目的である政策提言は、実際に

行われている事例を2つ取り上げ参考とし、北近畿で起業による雇用の創出を図るための政策とした。 
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４ ニュータウンの団地力とコミュニティ形成 -2040年の日本を見据えた政策を‐ 

龍谷大学 政策学部 深尾ゼミナール11期生 

私たちが研究対象とする泉北ニュータウンは、49.9％が団地で構成されている。しかし、建物の老朽化や建

設当初に入居した世代も同様に高齢化が進んでいるため、オールドニュータウンとして捉えられているのが現状

である。しかし、私たちのアンケート調査・分析の結果、団地の構造としての価値や高齢者の潜在的に持つ「住

民力」が明らかになった。こういった潜在的な価値は気付かれず、活かされないどころか、問題視されているの

が現状である。私たちはそのような価値を引き出し、急激に変化する時代の中で、これからの高齢化社会に対応

するための政策提案を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 障害者スポーツのデリバリーサービス -移動式体験サービス「ボッチャカー」の導入- 

同志社大学 政策学部 風間ゼミナール Boccia班 

東京パラリンピックが開催され、パラアスリートが活躍する姿に注目が集まった。今大会を機に、障害者スポ

ーツに対する興味・関心の高まりが期待される。しかし障害者スポーツは依然として普及していない。費用が掛

かる点、障害の程度によって競技が限定される点、施設が整っていない点がその要因として挙げられる。そこで

手軽に、どこでも、誰でもできる「ボッチャ」に注目し、研究することにした。 

本稿では、地域における障害者スポーツの実態を調査するために京都府障害者支援課、大阪ボッチャ協会へヒ

アリング調査を行った。また、障害者スポーツの普及にボッチャを活用した場合の可能性を調べるために大学で

ボッチャ体験会を行った。 

今回提言する「ボッチャカー」は、現状分析で明らかになった行政の障害者スポーツ普及政策が拠点中心であ

るという課題にアプローチしており、同時に障害者のスポーツ機会創出、健常者への普及も視野に入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ AR(拡張現実)を用いた地域振興 

京都橘大学高山ゼミAR地域振興チーム 

私たちは、大阪・関西万博開催が近いこともあり、新技術を用いた政策を提言できないかと考えた。そこで、

京都市において、AR技術を用いた地域活性化事業を提案することとした。 

先行研究を調査したところ情報が少なかったため、2人の先生にインタビュー調査を行い、分析を行った。そ

の結果、AR技術を用いて京都市の観光をより良いものにするための政策として、2種類の政策を提案する。 
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７ 「海の京都」の活性化-インフルエンサーとSNSが与える影響- 

京都産業大学中井ゼミ 

私たちは、京都の南北格差の中でも、京都北部の観光客が少ないことに着目しました。現状分析と考察を重ね

た結果、特に若年層の認知度が低いことが判明しました。そこで若者に効果のあるSNSとインフルエンサーを起

用することで、観光客を増やせるのではないかと考えました。 
 
 
 
 

 

 

 

 

８ 商店街における住民主体の災害支援拠点の提案 ‐熊本県人吉市の日本版POSKOを事例に‐ 

龍谷大学政策学部石原ゼミナール5期生 

COVID-19の影響で、災害ボランティアの不足が問題となり、外部支援が期待できない。本研究では、地域内

で自主的な支援拠点を構築した熊本県人吉市の日本版POSKOの支援の実態を明らかにし、京都市内の商店街を日

本版POSKOの支援拠点とすることを提案する。日本版POSKOを支援している「被災地NGO協働センター」の村井

雅清氏とその活動拠点の「個庫茶屋メンバー」代表の園田富巳子氏からヒアリング調査、日本版POSKOが設置さ

れた人吉市への現地調査を行った。その結果、各団体・時期で活動内容に変化があり、被災者を迅速で円滑に支

援することが可能で、被災後も地域住民が気軽に訪れることができる場所となることが明らかになった。そこで、

京都で日本版POSKOを運営するために、京都市内の商店街の空き店舗を活用し、行政の支援を受けながら5つの

機能を持った商店街組合とサロンを運営主体とする「POS京」を提案する。 
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【分科会５】 

 
 

１ 若年非正規労働者を救う -人手不足業界への進出- 

京都先端科学大学 経済経営学部 阿部ゼミ 労働チーム 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、未来を担う多くの若年層が含まれている非正規労働者が雇用調整の対象

となった。京都労働局への聞き取り調査によると、介護分野とIT分野において人手不足問題が顕著であること

がわかった。介護分野に関しては積極的な支援が行われているが、長期的な育成を要するIT分野においては支

援が難しい。今やコンピュータはどこに行っても使用されている情報社会であるため、多くの企業でIT化が進

められており、今後も確実に発展していく業種であると考えられる。よって、IT分野における人手不足問題の

解消は喫緊の課題である。 

本稿では、若年非正規労働者と現在の労働支援の実情について検討し、職業経験の機会が乏しいため人手不足

が解消しきれないとされるIT分野への流入を促すための政策を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 就活先決定モデルに基づく京都企業論プログラム 

同志社大学政策学部 野田ゼミC班 

京都には世界的にみても高いシェアを誇る優良企業が数多く存在しているが、京都の大学生の多くが優良企業

の存在を認識することなく就職活動を行っている可能性がある。本研究ではこの実態を具体化し学生に対する京

都企業の情報提供の手段に関する有効な政策を提案する。そこで学生が京都の優良企業を認知していないこと、

また京都企業も十分な人材を確保できていないことをアンケートで立証した。そして大学4年生と卒業生にアン

ケートを実施し学生がどのように就職活動先を決定しているかを明らかにした。また実際に京都に本社を置く企

業に企業PRの模擬授業を行ってもらった結果、講義を行った企業を将来の就職先候補に含める学生が大幅に増

加した。この結果を踏まえた政策として、京都企業が学生に対してPRを行う大学講義と、京都企業に関する情

報を集約したデータベースを利用できる「京都企業論プログラム」を設置することを提案する。 

 

 

 

 

 

 

３ 転勤による「単身赴任」の選択が家庭に与える影響 

京都産業大学 現代社会学部 藤野ゼミAグループ 

本研究は日本独特の企業社会における転勤制度やそれに伴う単身赴任が雇用者のライフコースや夫婦関係、

家族生活にどのような影響を与えているのかを考察する。その分析結果から、働き方改革、特に企業の転勤制度

に関する改革を提言することを目的にする。本研究では、30代から40代の核家族世帯における既婚男女計７名

に1時間半程度の半構造化面接法によるウェブインタビューを実施し、被験者のライフコースの選択や単身赴任

への意識を聞き取ることで転勤制度や単身赴任の課題を浮き彫りにする。分析結果から単身赴任は妻の育児負担

を大きくする一方で父子関係を希薄化する傾向が見られた。また単身赴任の期間の長さが家族関係に影響を及ぼ

していることも明らかになった。これらの結果を踏まえ、雇用管理のアドバイスや法律の実質化と強化など、家

庭と仕事の両立を高める具体的な政策の必要性を述べる。 
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４ どうすれば地方の転出人口を食い止められるのか ‐兵庫県豊岡市での若者活躍都市に向けた政策提言‐ 

京都文教大学 総合社会学部 黒宮ゼミ 地方班 

近年、コロナウイルス感染症の影響により、三大都市圏居住全体で地方移住の関心が高まっている。しかしな

がら、総務省の住民居住台帳人口の報告では、2020年の東京圏の転出入のトータルを見た際、約10万人の転入

になっているが、内訳として三大都市圏以外からの転入が約8割と地方の転出が依然として進んでいる。さらに、

年齢層で見たときには、20～29歳の転出が多く、東京では2020年、約40万人もの若者が転入している。その

ため、若者が転出した地方では、地域経済や地域コミュニティが衰退し、地域の過疎化がより一層進行すること

となる。そこで本研究では、関係人口に着目し、地方の若者転出人口を減少させ、若者が地域内で活躍できる場

をつくることを提案する。 

 

   
 
 

 

 

 

 

５ 大学生活の幸福度 ‐就職活動に対する不安‐ 

龍谷大学経済学部渡邊正英ゼミ HAPPINESS 

近年、新型コロナウイルスが蔓延し多くの大学生の生活様式が変化した。そこで、現在の大学生の幸福度を調

査し、規定する要因を探す。本研究では、アンケート調査を元に重回帰分析で分析し、非説明変数を幸福度、説

明変数には属性や日常生活に加えて、大学生の多くが不安視している就職活動を加えた。 

分析結果を元に就職活動に不安をもつ人ほど、幸福度が低いと分かった。またアンケート調査の結果キャリア

センターの利用率は約30%ということが分かり、就職活動に不安を抱いていても、実行に移せていないという点

から、コロナ禍でもオンライン上で就職活動の不安や悩みなどを解決する「就職活動掲示板」を提案する。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

６ 新規就農者の増加を目指して -農業の現状を踏まえて- 

京都産業大学 経済学部 松尾ゼミ 農業班 

近年、我が国の農業就業人口が減少しており、日本の農業の衰退が懸念される。その要因として、新規就農者

が増加していないことに着目した。 

そこで、本研究では、新規就農者が増加しない理由を明らかにし、新規就農者の拡大の可能性について検討し

た。 

その結果、新規就農者が増加しない要因として、初期投資の資金面と若い世代の農業に対する意識が考えられ

る。資金面については、国や各地方自治体が補助金の給付により、新規就農を希望する人へのサポートが用意さ

れている。一方、若い世代にとって農業は職業の選択肢にすらはいっていない。 

新規就農者の獲得に向けた地方自治体の取り組みなど事例を踏まえ、新規就農者を増やすために、（1）地方

自治体や民間団体が新規就農者を農地の受け手として育成し、彼らを職員として雇うこと、（2）農業体験を高

校や大学の科目として取り入れることを提案する。 
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７ 福知山市の人口減少を食い止める ‐子育て世代を応援！子どもを守る家！！‐ 

福知山公立大学地域経営学部井上ゼミ 

近年、福知山市の総人口は減少を続けているが、合計特殊出生率は高水準になっている。全国的に待機児童問

題が広がっている一方、現在、福知山市の現在待機児童は0人である。合計特殊出生率の上昇が続く場合、今後、

さらに子どもが増加し、待機児童が現れる可能性がある。また、総人口が減少を続けていることも影響し、福知

山市内の空き家が年々増加し、深刻な問題となっている。 

今回、合計特殊出生率と育児に関する課題、および、空き家に関する課題を踏まえたうえで、「子どもを守る

家」を政策提言する。これは、働きに出ている間や保育園などの時間外に、地域で子どもを預かる場をつくると

いうものである。そこにいる間、遊んだり、勉強をしたりと子どもが望むことや年代に合った対応を地域住民が

主体となって行う。その場所は地域の空き家を再利用することで確保する。この政策により福知山市の子育てや

空き家の課題解決に近づくのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

８ 京都府全域の活性化を目指した関係人口増加策 ‐今日から京でワーケーション‐ 

同志社大学政策学部風間ゼミナール ワーケーション班 

現在、日本は人口減少という大きな課題に直面しており、京都府も同様の状況である。少子高齢化とも相まっ

て、地域の活力は大きく衰退しつつある。 

本論文では、地方創生に関わる人の創出を最大化し、地域の魅力を維持・発展させる「関係人口」に着目し、

観光資源の豊富な京都府でワーケーションを推進することで、関係人口を増加させる提案を行う。 

提案においては、ハード事業として「もうひとつの京都」の各エリアにワーケーションの拠点となるコア施設

整備、ソフト事業として、企業が定期的な利用を自治体と提携する提携制度、地域のニーズと企業のマッチング

を促進するWebサイトの整備の3つを軸に論じる。 
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【分科会６】 

 
 

１ 今日から始めるメディア・ユニバーサルデザイン  

‐情報アクセシビリティ向上のためのポータルサイトと認証制度の創設‐ 

京都産業大学法学部 高畠ゼミ 

私たちの研究目的は、誰にとっても見やすく、伝わりやすくするための配慮手法である「メディア・ユニバー

サルデザイン（MUD）」に着目し、MUD推進の政策を提言することにある。 

近年、バリアフリー新法、SDGs、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、バリアフリーやユニバー

サルデザイン（UD）の実現が進み、設備面でのバリアフリーはある程度整えられた。しかし、視覚メディアのバ

リアフリーは、十分に取り入れられているとはいえない状況にある。そこで本研究では、MUDポータルサイトや

認証制度を創設することで、MUDを社会全体に広めることを政策として提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 精神疾患者のつながりをつくる -従来の「カタリバ」を基盤とした空間的「カタリバ」の導入- 

佛教大学 社会学部 チーム シルバーリボン 

近年、社会問題の1つとして注目を浴びている精神疾患は、内閣府（2008）によると誰にでも発症する可能性

のある病気である。さらに、精神疾患は、2013年度に従来定められていた日本の4大疾病に追加され、5大疾病

となった。社会問題化している精神疾患の改善に向けて、法律の制定といった対策が行われている。しかしなが

ら、文献調査から精神疾患者は、社会に対して生きづらさを感じている現状が判明した。より実態に触れるため、

フィールドワークを行った結果、生きづらさという課題を解決するには、カタリバの増設が必要であると考えた。 

そこでチームシルバーリボンは、必要最低限の従来の「カタリバ」を基盤とした空間的「カタリバ」の導入を

提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 工福連携モデルの可能性 -障碍者雇用の現場におけるテクノロジーの導入- 

龍谷大学 政策学部 深尾ゼミナール工福連携PJ 

日本では、2021年3月に障害者雇用促進法の改定が行われ、障碍者の法定雇用率が引き上げられた。しかし

現状を見ると、障害の軽い人の雇用促進に繋がってはいるが、就労継続支援B型において全国月額平均工賃は

16,369円、時給で換算すると223円となっており、指定基準第201条第2項により、下回ってはならないとさ

れている1ヶ月あたりの平均工賃3,000円を、下回る事業所も存在する。そのような「取り残された人々」に対

する労働環境を整備しなければ、ディーセントワークを実現することはできない。そこで私たちは、就労継続支

援B型を対象にヒアリング調査等の研究を行い、高工賃が期待できる新たなモデルとして、ロボットと障碍者が

協働する「工福連携モデル」を提案する。従来のモデルとは異なり、ロボットをベースとした仕事を受注するこ

とで、利用者の仕事を変えずとも高付加価値化を可能にするモデルである。 
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４ 高齢者犯罪 -孤立を軽減する取り組み- 

京都先端科学大学 経済経営学部経済学科 阿部ゼミ 高齢チーム 

本論文では、現在少子高齢化が進んだことに伴い、高齢者による犯罪、特に再犯という問題がある。その再犯

は万引き、窃盗などの軽犯罪が多く、検挙されても矯正や更生保護による各種処遇に至らない場合が多い。 

そこで、なぜ高齢者が軽犯罪を繰り返し犯罪をするのかという背景事情や現状を調査した結果、「犯罪性が進

んだ高齢犯罪者ほど社会的な孤立や経済的不安といった深刻な問題を抱え、このことが高齢犯罪者全般の主な増

加原因であるといえる」ことが分かった。そこで、先行研究として経済的要因、福祉的要因、生活習慣要因、の

3つの要因に着目し、そこで見えた課題の分析を行い、高齢者が犯罪や孤立を防ぐために地域に密着した政策提

案を提言する。 

 
 
 

 

 

 

 

 

５ ICT等の認知症対策を最大活用するためには 

同志社オレンジゼミ 

2025年には約700万人にも増加するとされている認知症。しかし早期発見、対応することにより回復、進行

を遅らせることも可能である。私たちはその「早期発見」に着目し、最終的には当事者の幸福度の上昇に繋がる

ことを目的とする提案をしたいと考えている。 

早期発見には、高齢者が定期的に自らの状況を確認する習慣を持つことが重要である。確認できる情報は多く

存在しているものの当事者が能動的に接触しなければならないために十分に活用されていないのが現状であると

考える。そこで自治体と多くの高齢者が共通して利用するLINEに着目し、認知症チェック・サービス利用の促

し機能(①対話型②簡単な選択肢で会話が進む③個人のタイプ・認知症チェック結果・ニーズ別)を提案する。こ

の機能を用いて簡単に定期的に自らの状態を確認してもらうことで、サービス利用の増加・早期発見につながる

と考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

６ アンコンシャス・バイアスをなくす試み -SNS上の配偶者呼称の内容分析から- 

京都産業大学藤野ゼミ Eグループ 

本研究では、配偶者に対する「呼称」がどのような社会的文脈で使用しているかを探り、呼称を通じて日々構

築されているジェンダー階層的な関係を明らかにする。その結果からアンコンシャスバイアスをなくし、これま

でのジェンダー関係を解体する新しい試みを提案する。このためにTwitterから配偶者の呼称「嫁」「奥さん」

「家内」「妻」「パートナー」の500件のテキストを無作為に抽出し、テキストマイニングのフリーソフト「KH 

Coder」で計量的なテキスト分析を行う。分析の結果、「パートナー」は多様な単語と関連している一方でそれ

以外の呼称は、「家事」という単語との関連性が強く、これらが性別役割分業の中で家事というパフォーマンス

性を包含していることが明らかになった。ここから、これまでのジェンダー関係の解体を図り、新呼称を創設す

ること、特に自治体が新呼称を広報活動の一環として用いることなどを提案する。 
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７ 防災標識を価値あるモノに 

龍谷大学 石原ゼミ チーム防災標識 

日本には、様々な防災標識が数多く設置されている。しかし、それらの防災標識が街の景色に紛れ込み、形骸

化しており、本来の防災標識の力が発揮されておらず、意味や価値が失われているのではないかと考えられる。

そこで本研究では、防災標識が「人々の命や生活を守るための迅速な行動や避難行動を呼びかける」という本来

の目的を果たしているのかを明らかにするとともに、それを解決するために「防災標識ワークショップ＆コン

ペ」の提案を目的とする。龍谷大学・大学院に在学中の学生を対象に、龍谷大学深草キャンパス周辺の防災標識

と道路標識などの標識の認知度や理解度を比較する旨のアンケート調査を行った。アンケート調査の結果を基に

防災標識の課題を解決する方法として「防災標識ワークショップ＆コンペ」を提案する。参加者が主体的に活動

を行うことで防災標識を「自分ごと」として捉えてもらい、防災標識の形骸化の解消を図ることが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 成年後見制度を中心とした高齢者支援の在り方について  

-エンディングノートを活用したアプローチ- 

京都府立大学 佐藤ゼミ 

近年、日本では急速な高齢化が進行している。このような状況を踏まえ、人生の終わりを迎えるための準備活

動、いわゆる「終活」の必要性が高まっている。より良い終活を行うためには、高齢者自身の意思を尊重するこ

とが重要となる。高齢者の意思決定を支援するための制度やツールとして、成年後見制度やエンディングノート

が存在する。近頃、エンディングノートの配布を行う自治体も見られ、その知名度は段階的に向上している。し

かし、成年後見制度の認知度は依然として低く、また制度の内容に対する正しい理解も得られていない。そこで

本論文では、まず、成年後見制度やエンディングノートの現状について、研究によって得られた情報やデータを

提示する。そのうえで、エンディングノートのさらなる普及とこれに連動させた成年後見制度の理解度向上に焦

点を当て、終活支援を行うための政策を提案する。 
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【分科会７】 

 
 

１ カラオケ店・映画館を帰宅困難者の休憩スペースに 

龍谷大学 石原ゼミ休憩スペースプロジェクト 

災害時、帰宅困難者がむやみやたらに動くことによってパニックや群集事故といった二次被害や、大勢の人間

が道路に溢れて緊急車両が通行できなくなるという問題が発生すると想定されている。カラオケ店・映画館を帰

宅困難者のための休憩スペースとして活用することで路上や駅周辺の人流を減らし、混乱や二次被害の抑制に効

果的だと考え、中京区のカラオケ店・映画館に対し調査を行った。その結果、カラオケ店・映画館を帰宅困難者

のための災害時帰宅支援ステーションとして活用できることが明らかとなった。カラオケ店・映画館をステーシ

ョンとして活用するために、関西広域連合が主体の「会員制度」を提案する。利用者は会費を支払うことで災害

時にステーションで飲料や食料、休憩スペースなどを無償で利用できる。帰宅困難者と企業の双方にメリットを

生むと共に、帰宅困難者の混乱や二次災害を防ぎ、分散帰宅を促すことも可能になる。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害時の性被害防止 ‐SNS活用による情報収集と情報発信‐ 

同志社大学政策学部川口ゼミ1班 

現在、日本での避難時における性被害の問題というのは、大きな災害を通して徐々に注目を浴びるようになっ

てきたが根本的な解決には至っていない。我々はこの問題について、避難所での性犯罪に関する安全が確保され

ていないかつ、現状が把握し切れていないため、情報を収集する手段が必要であると考え、また被災者にも情報

が行き渡っていないことから、情報提供に工夫する必要があると考えた。そこで、本研究では、SNSを利用し被

災者の方が自ら性被害の情報を伝え、その情報に基づき、適切な相談窓口に案内したり、避難所運営をしている

人たちに伝えたりすることができるというシステムを作るという政策を提言する。 

 

 

 

 

   
 
 

３ 京都市の子供食堂の実態と支援のあり方 

京都産業大学 藤野ゼミDグループ 

本研究の目的は京都市内の子供食堂の実態や課題に迫り、自治体の子供食堂への支援の具体的施策を提言する

ことである。インタビュー調査や参与観察の結果、調査対象となった子供食堂は、交流等を重視する共生食堂タ

イプが多いものの多様な役割を有していることが確認できた。また、年数の浅い団体を中心に補助金等の情報が

得られず、継続の不安を抱えていること、真に支援が必要な人を受け入れているかわからない中で実施している

こと、コロナの影響で利用者が減少したことなどの課題を抱えていることもわかった。これらを踏まえると自治

体は子供食堂が今や地域社会の中で重要な意義と多様な役割を持っていることを認識し、情報のやりとりを強化

すべきことが提案できる。また子ども食堂の活動の今以上の広報や支援金制度等の周知、企業の支援情報の橋渡

しをすること、ケアが必要な人の情報を迅速に得られる体制を築くことも重要な施策として提言できる。 
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４ 新たなる地域内循環の形成と福祉サービスの拡充 ‐京都府相楽郡笠置町の事例を通して‐ 

龍谷大学深尾ゼミナール笠置プロジェクト 

近年、全国的に高齢化や人口減少が進行しており、特に地方や中山間地域においてはその影響が著しい。 

高齢化が進む社会状況下では、各地で様々な政策や取り組みが行われているが、高齢者一人ひとりが生き生き

として暮らせる環境を構築するためには、より一層福祉サービスを拡充していくことが重要であると考える。 

本研究では、京都府の中山間地域にある笠置町に焦点を当て、深刻な高齢化が進む地域の現状や行政の取り組

み、高齢者及び要支援認定者へのニーズ調査の結果などを基に、高齢者と地域の双方に効果的な取り組みと政策

アプローチを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ パン屋×子ども食堂＝SDGs 

京都橘大学 現代ビジネス学部 松石ゼミBグループ 

近年、日本は食品ロスの問題に直面している。年間2351万トンの食品が廃棄されている。その中でも本

研究では、地域性の観点からパンの食品ロスに着目している。パンの消費量が多い京都府にあるパン屋は、

過剰生産や天候の影響で、本来は食べられるにもかかわらず、廃棄しなければならないパンが出ているの

が現状である。実際にパン全体の5～10％は廃棄されている。そこで、このような廃棄されるパンを何か

に再利用できないだろうかという考えに至り、その対象をNPOが運営している子ども食堂を利用する人た

ちにした。私たちは余ったパンの使い道に困っているパン屋と献立のレパートリーを増やしたい子ども食

堂を結び付ける政策を提案する。消費期限や量などのパンに関するあらゆる情報を簡単に交換できるホー

ムページを作成することによって、パンの再利用が促進されると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

６ タイムバンキング「おかげさまクレジット」導入案 ‐京都市における新しいボランティアのかたち‐ 

同志社大学政策学部風間ゼミナール タイムバンキング班 

地域課題の解決には、住民の主体的な参加を前提とした地域のつながりが不可欠である。しかしその反面、

2017年に京都市が実施した「市民総合アンケート」によると、地域のつながりの希薄化がうかがえ、地域住民

の団結は喫緊の課題となっている。 

地域のつながりを形成する手段の一つとして、ボランティアが挙げられる。だが無報酬のボランティアは参加

率が低く、奉仕精神に基づくボランティアには限界がある。従って、互酬性に基づいた新しいボランティアのか

たちが求められている。 

そこで、私たちは国内外で取り組みが見られるタイムバンキングをもとに考案した、「おかげさまクレジッ

ト」の導入を提案する。 

本制度は、互酬性に基づく奉仕の経験の繰り返しが住民の意識変化に繋がり、ボランティア活動が持続可能な

ものになることから、地域のつながりの再構築の手段となり得る。 
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７ 旧市街地エリア再創造に向けた古民家シェアリングモデルの創出 -交流の場としての可能性- 

福知山公立大学地域経営学部 谷口ゼミ リノメイションチーム 

近年、社会情勢の変化や個人の価値観の多様化により、地域活動への無関心、若者の地域離れ等が課題となっ

ている。本研究対象地域である福知山駅から北側エリアは、街としての賑わいに欠け、地域コミュニティの衰退

も懸念されている。また、総務省統計局(2019)によると、全国的な空き家の増加で多くの社会問題が発生してお

り、空き家の有効的な利用のための対応が各地において必要とされている。本研究では「地域コミュニティの希

薄化」「空き家の増加」の二つに問題意識を置き、福知山旧市街地エリアにおける古民家「さつき荘」を多様な

用途でシェアすることで、地域コミュニティの活性化及び空き家・古民家活用モデルを創出することを目的とし

ている。現段階では二つの実践調査を行い、それぞれ「交流の場」「コワーキングの場」としての可能性を探り、

結果を明示した。加えて、二つの実践調査を通した考察を述べ、最後に今後の展望について記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

８ 子どものための「サードプレイス」の創出 ‐JOCA大阪の事例研究と政策提言‐ 

龍谷大学経済学部神谷祐介ゼミ G.G.さとうグループ 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、昨年来週、外出自粛や学校の休校措置が取られた。その影響を受け、

日本全国で、子どもたちの教育・遊び・スポーツなどの機会の減少、不登校児童の増加、家庭内での子どもの虐

待が深刻な社会問題となっている。我々は、コロナ禍における子どもの抱える教育機会とメンタル面での問題の

解消策として、レイ・オールデンバーグにより提唱された「自宅や学校、職場とも隔離された自分らしい時間を

過ごすことができる第三の居場所」である「サードプレイス」に着目した。実際に、大阪府摂津市にて、地域の

子どもたちにサードプレイスを提供する活動を行っているJOCA大阪をケーススタディ先に選び、訪問調査を行

なった。分析結果より、我々は、大学キャンパスの空き教室を有効活用して、JOCA大阪のように安心して子ど

もを見守ることのできる空間やサービスを提供することを提言する。 
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【分科会８】 

 
 

１ 学生と行政・地域をつなぐ -京都ファンネットワークの構築- 

京都産業大学 鈴木ゼミ 京都ファンネットワークチーム 

京都市は人口に対する学生の割合が日本で1位だが、就職を機に他府県に住むケースの多いことが課題となっ

ている。そこで、京都の魅力を知った多くの学生が卒業後も定住し、京都を活性化させることが求められる。本

研究は学生と行政を直接つなぐ「京都ファンネットワーク」の仕組みについて、鈴木ゼミと京都府が協働で検討

した。ゼミからはアンケート結果を踏まえて、京都府の事業へ学生の参加を誘導するためにLINEグループの活

用を提案した。行政ではLINEグループを使用できない課題があり、仕組みは公式LINEとTeamsを併用すること

とした。検討した仕組みは本年の12月に試行されることとなっている。京都府主催の事業に参加した学生で構

成される「京都ファンネットワーク」を通じて地域の魅力を発信することが地域活性化につながる。また、学生

同士、学生と行政とを「つなげる」効果もあると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域住民を巻き込んだ関係人口の創出‐与謝野町から学ぶホップ・ステップ・ジャンプの地域づくり‐ 

福知山公立大学杉岡ゼミ 

地域の過疎化が進む今日では、定住人口だけではなく地域と多様に関わる人々である関係人口の創出も重要で

ある。それを踏まえて、本論文では地域住民を巻き込んだ関係人口の創出にチャレンジする与謝野町の取り組み

に注目し、その現状分析、先行事例を踏まえ、政策提言を試みた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 大学の避難所運営における学生ボランティアの育成 

京都橘大学高山ゼミチームシェルター 

私たちが住む日本では災害が多い。京都には多くの大学・短期大学が集まっていることから、大きな災害が起

きた際には、私たちが通う大学も含め多くの大学が避難所になりうる。先行研究の調査によって、ボランティア

活動をやりたい学生は多いものの、実際に参加している学生は少ないことが分かった。そこで、「避難所運営に

携わる学生ボランティアの認定制度」を設けることを提案する。この制度は、大学コンソーシアム京都に加盟す

る大学・短期大学にて、単位認定型のボランティア科目を開講し、避難所運営に当たっての基本的な知識を会得

することを目標とするとともに、避難所運営における人手不足の解消、また、学生のボランティア活動への参加

を促進させることができると考えられる。避難所運営に携わる学生ボランティアの認定制度を設けることにより、

「学生のまち」と呼ばれる京都だからこそできる避難所運営の在り方の確立が期待できる。 
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４ 京都市のベンチャー企業におけるSDGs評価 ‐企業マップの作成‐ 

京都産業大学 イケダゼミナール 

近年の日本におけるSDGsへの関心は急速に高まりつつあり、それは投資機関や大企業の動向から見て顕著な

変化として現れていると思います。一方で持続可能な開発という考えは社会的な流れから一般の人々にも広まり

つつありますが、地元企業が実際にどのような形でSDGsに貢献しているのかという点については詳しく知って

いる人はそれほど多くありません。このような現状を踏まえて、地域の人々が自らが住む地域においてSDGsに

貢献している企業の活動について理解し、それらの企業への関心を持ってもらうために京都市内のベンチャー企

業を対象にSDGs企業マップという企業一覧表を作成しました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

５ 自治体における同性カップルの権利を保障する取り組みについて 

龍谷大学政策学部政策学科大田ゼミ 

LGBTなど性の多様性が世界的に注目されている。アメリカ、イギリス、台湾などでは同性カップルの権利を

保障するため同性婚制度が導入された。一方、日本では同性婚が法制化されていない。このため、同性婚を求め

る人々が2019年に札幌、東京、名古屋、福岡、大阪の5箇所で訴訟を起こしている。 

国レベルでは同性婚承認へ向けた動きはない。しかし地方自治体で独自に同性カップルの権利を保障するため

のパートナーシップ制度と呼ばれる取り組みを行なっている。一方で、パートナーシップ制度では解決できない

法的不利益をはじめとした課題がいくつもある。本論文では2020年に9月1日よりパートナーシップ制度を導

入した京都市の事例から、パートナーシップ制度の課題と思われる点を二つ挙げ、そこからパートナーシップ制

度の今後の展望について私たちの考えを述べていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 「一票の重み」と知識は投票参加を促すのか ‐サーベイ実験を通じた実証的検証‐ 

京都府立大学 2回生秦ゼミ 

本稿は、政治的有効性感覚と政治的知識が、投票参加に対して与える影響について、サーベイ実験を通じて明

らかにする。近年、日本の若年層の投票率が低下しており、民主主義の崩壊が危惧されている。こうした状況に

対して、有効性感覚と政治的知識が重要だと指摘されているが、実際にどのような因果効果を及ぼしているかは

明確ではなく検証する必要がある。 

仮説は以下の通りである。「有効性感覚と政治的知識を情報として有権者に提供することで、政治的関心を高

め、有権者の投票参加を促しうる。」 

実験の結果、政治的有効性と知識を付与しても、政治参加への意欲は促されないことが明らかになった。むし

ろ、政治的有効性と知識を同時に付与すると投票意欲を有意に減少させたことから逆効果とまで言え、仮説は棄

却された。以上の知見は、政治的知識を重要視し、一票の重みを強調する主権者教育は、一見正しく見えるが、

そうではないことを示している。 

 

 

 

 

 

 

-24-



７ 政令指定都市におけるオープンデータの推進 

同志社大学政策学部真山ゼミ 

本論文は近年世界的に取り組みが盛んに行われているオープンデータについて、その概要や現状についてまと

めた後、全国の政令指定都市のオープンデータサイトについて調査した結果および政策提言を記したものである。

オープンデータには「透明性の向上」「官民協働の推進」「経済効果」等の目的があるとされており、我が国に

おいてもオープンデータの取り組みを進める自治体は増加傾向にある。しかしながら、「市民に活用され、便利

で有益なオープンデータサイト」とはどのようなものであり、どのように整備するべきなのかという点は議論の

余地がある。そこで今回の調査では全国政令指定都市のオープンデータサイトのデータ数や使いやすさ、政府の

推奨データの数などを実際に計測し、アクセス数を調査して実態の把握に努めた。その結果、オープンデータの

アクセス数には市の財政規模や人口よりもデータ数や種類、検索のしやすさに強い相関があることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 「親ガチャ」意識がなくなる社会の実現に向けて -親の子への進路期待の要因分析から- 

京都産業大学 現代社会学部 藤野ゼミ Bチーム 

本研究は、子どもがどんな親の元に生まれてきたかで進学先や通塾状況、留学の選択肢が限られてしまういわ

ゆる「親ガチャ」状態を、どのように改革すべきかを提言する。データはベネッセ総合研究所2012年の「学校

教育に対する保護者の意識調査2012」を使用、二次分析している。その結果、進学先、留学希望、通塾の全て

の項目において、関東地域に居住していることと子の性別が男子であることが親の子に対する教育期待を高めて

いることが分かった。また、進学先では親の学歴が、留学と通塾では兄弟数が多いと親からの期待が薄くなるこ

とが分かった。以上のことから、子が「親ガチャ」の影響を受けないようにするため、3つの政策を挙げる。①

進路や教育について正しい知識を持ち、自己決定できるようにする。②親の子どもに対する期待を変更できる環

境をつくる。③志望状況に沿って社会全体で子の進学を支援する。この三点を政策提言とする。 
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【分科会９】 

 
 

１ 高齢者に対する高額医療と2025年問題 

福知山公立大学 地域経営学部 医療福祉経営学科 2年 岡本ゼミ 

2025年までに、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となるタイミングの前後で引き起こされる「2025年問

題」。この問題を交えつつ、統計データを集め、分析することで、中丹医療圏(福知山市・綾部市・舞鶴市)の高

齢者の医療費負担の増加状況を明らかにし、課題、対策を提言していく。2020年の中丹医療圏の病床数は、全

国・京都府と比較しても多くある一方、医師数は大きく下回っている。病院数が全国・京都府と比較して上回っ

ている一方、一般診療所の数は下回っている。また、2020年の京都府全体の一人当たりの医療費負担は、全国

平均より上回っている。医療需要減少の対策として、医師数とのバランスが取れる程度に病床数を減らすこと。

一般診療所を増やす、又は訪問医療等の工夫が必要と考える。また、かかりつけ医を持つことの推奨、セルフメ

ディケーションを推進することで、医療費の自己負担を軽減することができると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 若年層における特種詐欺被害への対策 

京都産業大学 経済学部 地域金融グループ 

私たちは高齢者の特種詐欺被害に隠れた若者の被害に注目し、研究を進めた。その中で、被害に遭う対象の心

理的特徴の自信過剰を用い、特種詐欺の遭いやすさを脆弱性とし、対象が若者だからこそ効果のある政策を私た

ちは考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 結婚を考えやすい環境へ ‐出会いの場の提供を‐ 

京都先端科学大学 経済経営学部 阿部ゼミ チームK 

結婚をする年齢が高くなったり、あるいは結婚の影がないという現象は薄々気づいているだろう。そこで本論

文は、現在、晩婚化・未婚化が進んでいる原因の中で女性の社会進出について着目し、25歳から34歳までの就

業女性を対象とした婚活について政策の提言をしたものである。内閣府のアンケートより、結婚はしたいが、理

想の相手が見つからないこと考える人が多いことが主な原因であると判明した。また、現在コロナ禍におけるテ

レワーク化の拡大により、より出会いの場が限られている。そこで、女性がキャリアアップのできる環境づくり

と自然に異性と出会うことを両方叶えるシェアオフィスの兼ねた社宅を兼ねたシェアハウスを我々は提案した。 
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４ 持続可能な社会の実現に向けたエビデンスに基づく政策立案(EBPM)の実践  

‐ランダム化比較試験を活用した難民支援アプローチ開発の事例‐ 

龍谷大学経済学部神谷祐介ゼミ 栗山一丸 

現在の日本では、コロナ禍の影響もあり、社会の分断や孤立の問題が深刻化している。今後、国内でSDGsを

推進するには、地域社会・企業・学校にて、多様性・包摂性を有する持続可能な社会の実現に向けた取り組みを

広げる必要がある。そこで我々は、エビデンスに基づく政策立案（EBPM）の手法を応用することで、持続可能な

社会の実現に貢献できるのではないかと考えた。具体的なテーマとして難民問題を取り上げ、EBPMの手法の代

表格であるランダム化比較試験（RCT）を用いて、効果的な難民支援アプローチの開発を行なった。RCTでは、

ネット・アンケートを行い、「身元の分かる被害者効果」が人々による難民支援への支払い意思額を高めるかを

検証した。その結果、「身元の分かる被害者効果」が寄付金アップに有効であることが明らかとなった。こうし

たEBPMの手法は、今後、多様な社会課題や身近な問題の解決にも応用可能であると考える。 

 

 
 

 

 

 

 

 

５ 日常使いとしての着物 ‐着物会議習慣による着物産業復興への手がかり‐ 

同志社大学政策学部 野田ゼミA班 

近年、京都市の着物産業の衰退が深刻化している。こうした現状を打開するため、京都市では様々な政策が実

施されている。しかし、それらの取り組みの多くは、お祭りなど非日常場面での着物着用に焦点を当てているた

め、着用機会は限られており、着物の需要喚起にあまりつながっていない。つまり、着物の需要を拡大するため

には、着物の着用機会を増やす必要があるといえる。そこで、どの業種の企業でも日常的に実施されている会議

と、着物を着用することで得られる心理的効果に着目した。着物を着用して行う会議「着物会議」が参加者に与

える心理的効果を調査する検証をふまえ、京都市の企業を対象に日常的な着物着用を習慣づける政策「着物会議

習慣」を提言し、京都市の着物産業の復興を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 生理の貧困から考える日本のジェンダー平等推進 

京都産業大学 現代社会学部 藤野ゼミCグループ 

本研究は、ツイッター分析及び大学での女子学生へのアンケートにより、女子学生の生理の実態を調査し、大

学教育におけるジェンダー平等のための具体的な政策を考案することを目的とする。 

まずツイッター分析の結果によると、生理の貧困とは金銭的な意味だけではなく、教育や身体理解の欠如など、

貧困の持つ意味は広いことがわかった。次にアンケートの分析結果によると、回答者のほとんどは生理痛がある

と回答し、高い割合であった。特に生理痛が「毎回ある」場合、28％の人が授業の欠席の経験がある。一方でピ

ルの使用率は低いことがわかった。さらに、生理用品のトイレへの無料設置の希望が高いことも分かった。 

これらを踏まえて大学に対し次の二つの施策を提言する。①学内での生理用品・鎮痛剤の無料配布②教員や学

生向けのセミナーや講習会の開催である。これらによって、女子学生の教育機会の喪失を防ぎ、ジェンダーの平

等性を高める。 
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７ 脱京菓子離れ -若者へ向けたPRから文化継承へ- 

佛教大学社会学部大谷ゼミ京菓子班 

京菓子。それは、日本、そして京都の年中行事や季節と強く結びつき、その優美な見た目や気品あふれる風味

から五感で楽しまれ、京都の伝統文化として長く愛されてきた歴史を持つ伝統和菓子である。 

しかし、近年、社会では洋菓子の普及などを背景に和菓子離れが懸念されており、消費量は年々減少傾向にあ

る。特に若者の間で洋菓子の普及や和菓子離れが進んでいることから、若者を対象とした京菓子の需要拡大が京

菓子業界において課題となっている。 

そこで、今回、私たちは京菓子業界の現状を理解し、現代の若者の間で起こる京菓子離れの問題解決につなが

る政策を検討するため、京菓子協同組合や京菓子販売を行う京菓子司寿菓舗にインタビュー調査を実施した。そ

の結果をもとに、これからどのようにして若者の京菓子への関心を高め、長期的な需要拡大につなげていくのか

についての政策提言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 主権者教育におけるデジタルコンテンツの有用性と可能性

‐より早く、楽しく、効果的な学びに向けて‐ 

京都府立大学 公共政策学部 2回生窪田ゼミ 

本研究では、先行研究にて確認された「アナログゲームを用いた主権者教育プログラムが短時間で楽しく効果

をもたらす可能性」をさらに高めるため、大谷中学校マルチメディア部と共同開発したデジタルゲーム・動画・

ポスターとそれらを掲載するHPを活用することで、有権者が自身の選択に自信を持って投票に行けるようにな

る効果を検証する。 

調査としては、(1)昨年度まで高等学校で実施してきたアナログゲームを用いた同プログラムの持続効果、(2)

同HPの活用で、早く、楽しく、効果的に政策比較を体験し学習できる効果、(3)同プログラムについて、座学と

アナログゲームの組合せと、そこにデジタルコンテンツを加えた場合の効果の比較及び相乗効果を参加者へのア

ンケ―トで検証する。 

以上より、多様な方法で複数回、自主的に学べる方が効果的であることから、先行研究に楽しさと手軽さを備

えるデジタル要素を加えた主権者教育の実践を提案する。 
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応募論文（掲載のみ） 

 

 

１ これからの福知山市の観光について ‐生涯学習の視点から‐ 

福知山公立大学 大谷ゼミ 観光班 

 2020年、これまで増加傾向にあった福知山市の観光客数は新型コロナウイルスの影響で減少した。大河ドラ

マ「麒麟がくる」の影響で福知山城などでは過去最高の入館者数となったものの、大河ドラマはすでに終了し

関連施設は閉鎖、新型コロナウイルスの猛威はいまだに続いており、福知山市の観光は逆風が吹いている。そ

こで私たちは生涯学習と観光を絡めることによって何か新しい観光の形が見つかるのではと考え、福知山市の

観光地を実際に調査した。生涯学習を選択した理由として世代、学習内容や方法、形態が様々であり高齢化社

会などに適した観光の形になると考えたからである。本論文を通して福知山市や、生涯学習と観光の関連性に

ついて一度考える機会になれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

２ お年寄りのIT支援について 

京都産業大学 経済学部 八塩ゼミ お年寄りのIT支援チーム 

 現代社会に欠かせないインフラとしてビジネスのあり方や産業構造に大きな改革をもたらしているITだが、

発展の一方で情報リテラシーの低さにより若者と高齢者の間で生じる知識格差が問題になっている。高齢者は

スマートフォンを手に入れても誰かが教えないと使えないことがほとんどだ。ITの利用経験は乏しいが知的好

奇心と修得意欲が高い多くの高齢者に向けたサポートが求められている。そこで私たちは高齢者が使いやすい

アプリなどを標準搭載したスマートフォンを販売する新たな制度を改革案とする。健康面のチェック、タクシ

ーの手配、病院の予約など高齢者の生活に欠かせないサービスが単純な操作のアプリを通じて高齢者に提供さ

れる。また、高齢者向けアプリの認証制度を作り、認証が得られたアプリのみ標準搭載を認める。そうしたア

プリを一定数集め、購入時に認証アプリ一覧から利用者が選択すれば、のちに家族の負担軽減にもつながると

考えられる。 

 

 

 

 

 

３ 子育てママと女子大生を繋ぐ架け橋プロジェクト 

福知山公立大学地域経営学部谷口ゼミRainbow Pocketチーム 

福知山公立大学の谷口ゼミRainbow Pocketチームは、ＳＮＳを利用した子育てママと女子大生を繋ぐ架け橋

プロジェクトを行っている。福知山の「子育てママ」が抱える悩みを大学生が解消していく、また大学生が抱

える悩みも「子育てママ」の知恵を使って解消していく。このようなお互いを支えあえるような関係を目指し

ている。主にはInstagramを使い福知山公立大学の女子大生に向けて情報発信をしている。このプロジェクト

の特徴でもある、女性だけで構成されたプロジェクトメンバーならではの視点で、子育てママからの情報、自

分たち自身の情報を発信している。現在は子育てママと女子大生へのインタビューを通して、Instagramを活用

しており、今後は徐々に子育てママと女子大生のオフライン交流に向けて活動していきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

-29-



４ 女性（わたし）が議員になるために‐「非選挙権」の主権者教育‐ 

佛教大学 社会学部 チーム京都からパリテ 

女性の更なる社会進出のために、女性の政治分野での参画である女性議員を増やすにはどうしたらいいのか

について、主権者教育の立場から提案を行うことにある。 近年政府は2025年までに国政選挙での女性の立候

補者数を全体の35%にまで引き上げることを目標に掲げているが、実際10月に行われている衆議院選挙での女

性の立候補者の割合は17.7%にとどまっており、女性が初めて選挙権を行使した1946年の衆議院選挙から75年

が経過しているが、女性の立候補者は依然として少ない状況にある。対して諸外国では近年女性立候補者、女

性議員は格段に増加している 。2021年2月15日段階ではイギリスは30.6%、ドイツは31.9%である。日本が他

国と比べて女性議員が少ないのは、高校教育の中で主権者教育の内容が薄いと考える。したがって、被選挙権

の主権者教育が女性の地位向上に繋がると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 効果的なデートDV防止教育とは？ 

佛教大学 社会学部 チームパープルリボン 

近年「DV（ドメスティック・バイオレンス）」だけでなく「デートDV」という言葉も広く知られるようにな

った。しかし、言葉が周知されていっても、それが必ずしも正しい知識と理解と共に広がっているとはいえな

い。そこで、正しい知識が認知されているのか検証するため、若い世代である高等学校の生徒のデートDVに対

する認知度と、現在行われている防止教育について検討した。そこから見える課題では、認知度の低さと、従

来の防止教育方法の問題点が発見された。 

本研究では、その課題を踏まえ、正しくデートDVについて認識し、デートDVによる被害を無くすため、従

来の方法に代わる新たな防止教育方法として、デートDVを社会問題として扱い、高等教育の教科内で防止教育

を取り入れ、複数回行うことの必要性を提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 近畿地方4県の要介護認定率、離婚組数、高齢者独居世帯の割合と各市町村の自殺者数との関係 

京都産業大学 経済学部 チームカルシウム 

 僕達は当初、コミュニティの形成や参加が高齢者や、一人暮らしをしている人の孤独死防止にいかにつなが

るか考えようとしました。しかし、孤独死が世間的に定義が曖昧でデータが集められなかったので、はっきり

と区別されている自殺について、社会的影響があるのか、考えることにしました。ゼミで勉強中の重回帰分析

を用いて、近畿2府2県各市区町村の範囲で要介護認定率・離婚率・高齢者独居世帯割合が、どれだけ自殺率

に影響を与えているのか、関係を調べました。 
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７ 子ども食堂の現状と展望 ‐地場スーパーを主体とした持続可能な多世代交流拠点を目指して‐ 

龍谷大学 政策学部 安ゼミナール 

世間的に認知され、関心を集めている「子ども食堂」。 

  子ども食堂というシステムには依然として多くの課題が存在しているが、その中でも私たちは、子ども食堂

の持続可能性に焦点を当てた。持続可能性を阻害している要因として考えられる①代表者への依存②人材不足

③会場の確保等について整理し、私たちは「地場スーパーを運営主体とする子ども食堂の持続可能性」につい

て政策提言する。 

また、子ども食堂が持つ潜在的な可能性も考慮したい。私たちが実際に訪れた子ども食堂で見聞した経験か

ら、子ども食堂は子どもたちが気軽に集まることのできる「居場所」としての役割を担うだけでなく、地域の

高齢者や障がい者等も集まることのできる多世代交流拠点になっていると感じた。 

昨今、日本社会における地域コミュニティの希薄化が問題視されている中で、私たちが考える子ども食堂の

よりよい在り方を提示する。 

 

 

 

 

 

 

８ 都市近郊におけるシカ食害に関する若年層への普及啓発手法の検討‐クイズイベントと動画による効果の把握‐ 

京都産業大学 生命科学部 PROTECT FOREST 

近年、長期にわたるシカの生息数の増加及び生息域拡大により森林の被害は深刻な状況が生じている。京都

府においても同被害は生じており、シカによる下層植生の食害により森林生態系・生物多様性に強い影響を与

えている。このような森林被害を防ぐためには市民による活動への参加が重要であるという認識が拡大してい

る。本研究ではクイズイベントと動画を情報伝達媒体とした際に、シカ食害に対する若年層の関心を高めるこ

とが出来るのかを検証をした。研究対象としては自然環境について関心が低い若年層とし、アンケート集計に

より効果を把握した。クイズイベントや動画ではシカ食害に対する効果を高めることが示唆され、若年層の理

解者を増加させる手段としての利用価値のあるものである可能性が見出せた。関心を高めることが出来た要因

としては、若年層が楽しんで学習することが出来るような工夫をした点であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 高齢者ドライバーの事故は本当に増えているのか ‐データと人々の意識の不一致‐ 

京都産業大学 法学部 片岡歩未 

近年、「高齢者ドライバーの加害事故が増えている」という話題をよく耳にする。実際に高齢者ドライバーに

関する記事では、前置きにそういった表現が使用されることがある 。そのように感じる人も多いのではないだ

ろうか。またそれに伴い、高齢者ドライバーに対する風当たりも非常に強く、免許の早期返納を催促するよう

な意見も多くみられる。しかし本当に事故は増加しているのだろうか。増えていないとすると、なぜ「増えて

いる」と認識してしまうのであろうか。  
そこで本研究では、「高齢者ドライバーの事故が増えている」とはどのような認識であるのか、高齢者ドライ

バーが起こす事故にはどのような特徴があるのか、そのような認識に至る要因とは何であるのかについて検討

を行った。 
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１０ 青色防犯灯の更新に関する自治会の意思決定 

京都産業大学 法学部 古山理香子 

かつて防犯効果があると全国各地で青色防犯灯が設置された。様々な専門家が調査をして青色防犯灯自体に

防犯の効果はないとわかってから約十年が経ち、現在防犯灯の交換をしたか交換時期である。青色防犯灯を設

置している地域は次は何色にしたのか、あるいはするのか。そしてその決定は行政・自治会でどのような決定

の仕方をするのか調査する。 

 

 

 

 

 

 

１１ 学生の居場所づくりの実践と提案 -映画評論合戦シネマバトルの試み- 

福知山公立大学 谷口ゼミ 居場所づくりチーム 

学生が主に集う場所は、「学校」「飲食店」「自宅」である。これらの集いの場は比較的閉鎖的になりがちであ

る。親密な関係の中に閉じたり、学生同士の交流が広がらないのではないかと考えた。そこで私たちのグルー

プでは学生が気軽に集まり交流ができる居場所を作りたいと思いプロジェクトを開始した。 
また、学生が集まる機会が少ないことは学生の“つながり”を形成する機会も減少させている。多様な“つ

ながり”が少ないことは学生生活の満足度を下げる可能性がある。このことは先行研究で明らかにされている。 
さらにコロナ禍の影響で多くの学生は飲食店へ行く機会やサークル・部活等の活動にも参加できない状況が

続くことが多く新たな居場所を作ることの需要がより高まっている。以上の理由からオンラインや対面での居

場所は必要であると考え活動している。 
本稿では実践した取り組みの概要と考察、今後の活動について述べている。 
 

 

 

 

 

 

１２ 花火大会が地域にもたらす効果の研究と実践 ‐『ドッコイセ福知山花火大会』の復活に向けた取り組み‐  

福知山公立大学 地域経営学部 谷口ゼミ まつりチーム 

1932年から始まった『ドッコイセ福知山花火大会』は、市民だけでなく市外からも多くの観光客が訪れるお

盆の一大イベントであった。近年では京都府の『宇治川花火大会』と併せてニ大花火大会と称されるほど大規

模なものであった。しかし、2013年にドッコイセ福知山花火大会の露店で爆発事故が発生してしまった。その

被害は大きく、死者3名・重軽傷者59名を出す悲惨なものであった。事故を受けて、翌年以降は一度も正規の

ドッコイセ福知山花火大会が開催されていない。この現状を知り、福知山市外からやって来た学生だからこそ

花火大会の復活に向けてできることはないかと考え、4つ活動を始めた。1つ目は花火大会関係者への聞き取り

調査。2つ目は2度行ったアンケート。3つ目は福知山商工会議所青年部ドッコイセ光委員会が主催する「ドッ

コイセスカイランタンfinal」のスタッフ活動。4つ目はYouTube で配信する番組制作である。 
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口頭発表 
 

【分科会１】
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レ ジ袋有料化の政策分析 
‐ アン ケート 調査によ る レ ジ袋有料化の検討‐  

 

龍谷大学 渡邊ゼミ  

○小林聖汰（ Shot a Kobayashi ）・ 石山真帆（ Maho I shi yama）  

・ 梅阪麻歩（ Maho Umesaka）・ 上岡歩勇（ Ayu Kami oka）・ 金城拓夢（ Takumu Ki nj o）  

・ 田代楓花（ Fuka Tashi r o）・ 橋本未海（ Mi nami  Hashi mot o）  

・ 宮原莞汰（ Kant a Mi yahar a）・ 山中愛里彩（ Ar i sa Yamanaka）  

・ 吉田晃（ Aki r a Yoshi da）・ 坂上千夏（ Chi nat su Sakaj o）  

（ 龍谷大学経済学部現代経済学科）  

キーワード ： レ ジ 袋有料化、 アン ケート 調査、 回帰分析 

 

1.  はじ めに 

近年、 世界的に海洋プラ スチッ ク 汚染が問題に

なっ ている。 海洋を浮遊するプラ スチッ ク には、

酸化防止材や難燃剤等の様々な有害化学物質が含

まれており 、 それを生物が取り 込んでし まう と 、

ポリ スチレン微粒子の曝露による牡蠣の再生産能

力の低下などの悪影響を及ぼすこ と が報告さ れて

いる( 廃棄物資源循環学会誌, 2018）。  

こ の問題の解決に向けて、日本では 2020 年 7 月

1 日、 すでに 60 か国以上で導入さ れている、 レジ

袋有料化がスタ ート し た。  

レ ジ袋有料化の目的は、 海洋プラ スチッ ク 汚染

を 解決するために「 レジ袋有料化義務化（ 無料配

布禁止等）」を通じ て消費者のラ イ フ スタ イ ル変革

を 促すこ と である（ 環境省, 令和元年 12 月）。し か

し 、 国民の意識変革を促し レジ袋を削減するだけ

では、 海洋プラ スチッ ク 問題の解決は難し い。 理

由と し て、 漂着ごみ（ プラ スチッ ク 類のみ） の種

類別割合（ 図 1） では、 総漂着ごみに対するレジ

袋の割合が、重量では 0. 4%、個数では 0. 6%と 非常

に低い割合であるこ と が挙げら れる。  

 
図 1 日本の漂着ごみ（ プラ スチッ ク 類のみ） の種類別

割合 

出典： 環境省「 海洋ごみをめぐ る最近の動向 p4」  

をも と に筆者ら が作成。  

あく までこ の政策の目的は、 レジ袋有料化によ

り 、 消費者のプラ スチッ ク ごみ問題に対する意識

改革を通し て、 ラ イ フ スタ イ ル変革を 促すこ と で

ある。 本稿では、 レジ袋有料化により 、 消費者の

意識変革は実現し たのかを調べるため、 アンケー

ト による意識調査を行っ た。 その回答に対し て、

レ ジ袋を受け取る確率はどのよう な要因と 関係が

あり 、 変化するのかを回帰分析する。 また、 レ ジ

袋への支払意思額を調べ、 国民の中でのレジ袋の

価値を調査する。  

 

2.  アンケート 調査と 分析方法 

本研究では政策効果を分析するため、 大学生を

対象にアンケート を実施し た。 こ こ では、 レジ袋

有料化により 環境に対する意識変化が生じ たのか

どう かや、 レジ袋を購入する確率等を質問し た。

また、 アンケート と 共に、 海洋プラ スチッ ク に関

する知識調査を行う ため、7 つの問題を提示し た。

アンケート 実施期間は2021年10月14日から 2021

年 10 月 17 日で、 集計結果は 125 件と なっ た。 こ

れら の回答を基に、 消費者のラ イ フ スタ イ ル変革

が達成さ れているのかを回帰分析を用いて調べる。 

被説明変数には、 レジ袋有料化後、 レ ジ袋を 購

入する確率と し た。 レジ袋有料化後に意識変化が

生じ た人、 知識問題の正当数が高い人、 政治的関

心度が高い人( 衆議院選挙の認知+投票に行く か行

かないか) 、実家暮ら し である人、倹約家である人

ほど、レジ袋の購入回数が少ないと 推測し たため、

説明変数にはこ れら 5 つを加える。 そし て、 質問

の回答をダミ ー変数に置き 換えた( 表 1) 。  

 
図 2 レ ジ袋( コ ンビニ中サイ ズ)  

また図 2 のレジ袋に対し て最大どこ まで支払え

るか（ 支払意思額） を質問し た。 こ れにより 現在

のレ ジ袋に対する価格設定が妥当であるのかどう

かを 調べる。  
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表 1 アンケート 内容と その結果( N=125)  

 
3.  分析結果 

 アンケート 結果より 、レジ袋有料化後にマイ バ

ッ グを購入し た人の割合は約 27%、 家庭内外と も

に分別を開始し た人の割合は約 2%と 、どちら も 非

常に低いこ と が分かっ た。 また、 レジ袋有料化に

より 環境問題に対する意識が変化し たと 回答し た

割合も 約 3 割と 非常に低かっ た。  

レ ジ袋（ コ ンビニの中サイ ズ） の支払意思額を 調

査し たと こ ろ 、 平均 4. 87 円であっ た。  
表 2 回帰分析結果 

被説明変数： レジ袋有料化後のレジ袋購入確率 

サンプルサイ ズ： 125 

  係数 P-値 

切片 -0. 28 0. 003 

意識変化 -0. 098 0. 03 

性別 -0. 063 0. 16 

生活様式 0. 11 0. 03 

正答数 0. 017 0. 29 

政治的 

関心度 

0. 006 0. 82 

倹約家 -0. 11 0. 01 

レ ジ袋有料化による意識変化と 、レジ袋の購入確

率を回帰分析し た結果、 意識が変わっ た人の方が

レ ジ袋を受け取ら ない確率が 0. 098 下がり 、 有意

水準 5％で有意と なっ た。 また、 生活様式（ 一人

暮ら し か実家暮ら し か） と 倹約家であるかを 分析

し たと こ ろ 、 と も に有意水準 5％で有意と なり 、

一人暮ら し であると レジ袋購入確率が 0. 11 上が

り 、 倹約家であると 0. 11 下がるこ と が分かっ た。

し かし 、 知識問題の正答数や政治的関心は有意水

準 5%で有意と なら ないため、レ ジ袋の購入確率と

の相関関係は認めら れなかっ た。  

 

4.  考察 

回帰分析の結果から 、 環境問題に対する意識を

変化さ せるこ と ができ れば、 レ ジ袋の使用回数を

減ら すこ と ができ ると 分かっ た。 また、 レジ袋有

料化は、 倹約家のレジ袋購入機会の減少に効果的

であっ たこ と も 分析できた。  

し かし 、 レジ袋有料化で意識変革ができたと 回

答し た割合は約 3 割であるこ と や、 有料化後、 マ

イ バッ ク を 購入する等の行動変化を促せていない

こ と から 、 ほと んどの学生にはラ イ フ スタ イ ルの

変革ができ なかっ たと いえる。 また、 レジ袋有料

化後も レジ袋を購入し たと 答えた人は理由と し て、

「 購入物がかばんに入ら ない」「 急な買い物でエコ

バッ ク を持っ ていなかっ た」 等を 挙げていた。 こ

れは、 環境への意識が変化し たと 答えた学生も 該

当する。 こ のこ と から 、 レジ袋有料化により 店舗

でレ ジ袋を 手に入れる機会は減少し たが、 一定数

レジ袋を必要と する機会があると 考えら れる。  

また、 表 1 の結果から レジ袋を 再利用する人の

割合は 91. 2%であるこ と がわかる。 そのため、 レ

ジ袋有料化でレジ袋の購入を控えた消費者は、 袋

の不足に対し 、 家庭内ポリ 袋を購入するよう にな

っ た。 朝日新聞（ 2020/9/13） によると 「 100 円シ

ョ ッ プのダイ ソ ーでは（ 中略） 有料化直前の 6 月

は、 昨年に比べて 2 倍以上の売れ行き 。 7 月は 3

倍に迫る。」 と 報道さ れている。  

さ ら に、 分析結果①のレジ袋・ 中サイ ズに対す

る支払い意思額の平均は、 市場に出回っ ているレ

ジ袋の価格（ 中サイ ズ 3 円） と 比較すると 1. 87 円

高く 、 消費者にと っ て購入許容範囲内であるこ と

が分かる。 こ のこ と から 、 政府は価格設定を引き

上げるこ と で、 レ ジ袋購入量を減少さ せるこ と が

でき ると 推察でき る。  

以上より 、 レジ袋有料化で環境問題への意識が

変革し た 25 人のう ち 8 人、 すなわち 10％程度の

人がレジ袋を受け取ら なく なっ たと いう 結果が得

ら れた。 し かし 、 こ の政策が大き な変革を起こ し

たと は言えないこ と が分かっ た。 そこ で、 レジ袋

の価格を支払意思額に近づけるこ と で、 レジ袋購

入量の減少を促すこ と ができ ると 考える。  
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変数名 定義 平均

性別 女性1,その他0 0.28

生活様式 一人暮ら し 1,その他(実家等)0 0.248

意識変化 変化あり 1,変化なし 0 0.312

正答数 知識問題の正答数 3.168

衆議院選挙認知 知っ ている,知ら ない 0.704

投票 行く 1,行かない0 0.472

政治的関心度 衆議院選挙認知+ 投票 1.176

倹約家 倹約家1,その他0 0.448

購入し ない0,10回に1回0.1,

5回に1回0.2,3回に1回0.3,毎回1

マイ バッ ク 購入 有料化後1,その他(以前から ,未購入)0 0.272

家庭での分別 有料化後1,その他(以前から ,未実施)0 0.024

外出先での分別 有料化後1,その他(以前から ,未実施)0 0.016

レジ袋の再利用 する1,し ない0 0.912

支払意思額(円) レジ袋(コ ンビニ中サイ ズ) 4.87

レジ袋有料化後の購入確率 0.213
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デポジッ ト 制度導入によ る  

プラ ごみ排出量削減の可能性について 
 

京都産業大学経済学部 松尾ゼミ  

〇高田吏玖（ TAKADARI KU） ･岡治瑞樹（ OKAZI MI ZUKI ） ･ 

中堀起喜（ NAKAHORI TATUKI ）  

（ 京都産業大学経済学部経済学科）  

キーワード ： ご み問題 
 

1 はじ めに 

地球温暖化の要因の 1 つと し て、 プラ スチッ ク

ごみ問題が挙げら れる。 プラ スチッ ク は可塑性・

形成性・ 軽量性があり 、 自然分解さ れないと いう

特徴があり 、 家庭用品、 電化製品、 医療用品など

私たちの生活に欠かせないも のと なっ ている。  

し かし 、 プラ スチッ ク を燃やす場合、 紙や生ご

みなどの可燃ごみと 比べ、 温室効果ガスに加えて

有害物質を含むガスを発生さ せてし まう 。  

図 1 は日本の廃プラ スチッ ク 総排出量の年代ご

と の推移を表し たも の（ 単位は万ト ン） である。

2015 年から 2019 年まではプラ ごみの排出量は減

少傾向にあっ たが、 2020 年には急増し ている。  

こ れは、2020 年のコ ロナパンデミ ッ ク の発生に

より 、 プラ スチッ ク への需要が増えたこ と が挙げ

ら れる。 例えば、 巣ごも り 現象により 、 飲食店の

テイ ク アウト 利用が増え、 プラ スチッ ク 製の容器

の利用が増えたこ と が指摘さ れている。 また、 不

織布マスク の利用の増加も 挙げら れる。 不織布マ

スク の 2020 年の販売数量は 197 億枚と 前年比の

3. 5 倍と なっ た。 こ の不織布マスク の原材料はす

べてプラ スチッ ク である。  

以上に鑑み、 本研究ではプラ ごみのリ サイ ク ル

について着目し 、 ごみの排出削減の可能性を 検討

する。  

  

2 わが国のプラ ごみのリ サイ ク ル方法と 現状 

日本のプラ ごみのリ サイ ク ルには、マテリ アル、

ケミ カ ル、サーマルの 3 種類の方法が用いら れる。 

マテリ アルリ サイ ク ルと は、 回収し た廃棄プラ

スチッ ク （ 以下廃プラ ） を溶かし て成形し 、 再び

プラ スチッ ク 製品と し て再利用する。 こ れを繰り

返すと 、 様々なプラ スチッ ク 分子が混ざり 、 品質

が悪く なるため、 最終的にプラ スチッ ク と し て使

用でき なく なる。  

ケミ カ ルリ サイ ク ルは、 廃プラ を科学的に分子

レベルまで分解し 、 その後他の化学物質に転換し

て再利用する。 何度でも 再生が可能と なる、 理想

的なリ サイ ク ル方法であるが、 プラ スチッ ク を 分

子に分解するために、 大がかり な設備と 資金がか

かるため、 日本ではあまり こ の方法でリ サイ ク ル

はさ れていない。  

サーマルリ サイ ク ルは、 プラ スチッ ク を燃やし

た熱エネルギーを 火力発電や温水プールと し て利

用する方法である。  

し かし 、 サーマルリ サイ ク ルは、 焼却による熱

回収であると 判断さ れるためこ の方法は、 欧州な

どではリ サイ ク ルと は認めら れていない。 図 2 を

見ると 、 わが国のプラ ごみのリ サイ ク ル率は国際

的な基準でみると 、 約 25％と なる。  

わが国でマテリ アルリ サイ ク ル、 ケミ カ ルリ サ

イ ク ルが進まない理由は、 再生さ れたプラ スチッ

ク の価格より 、 新し く 生産さ れたプラ スチッ ク の

価格のほう が安いから である 。 プ ラ スチッ ク は

様々な材質（ ポリ エチレン、 ポリ スチレン、 プロ

 
図 1 プラ スチッ ク ごみの総排出量の推移 

出典 プラ スチッ ク 循環利用協会 

“ プラ スチッ ク リ サイ ク ルの基礎知識 2021”  
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図 2 国内のリ サイ ク ル方法の割合 

出典 プラ スチッ ク 循環利用協会 

“ プラ スチッ ク リ サイ ク ルの基礎知識 2021”  

マテリ アル

リ サイ ク ル

22％

ケミ カ ルリ

サイ ク ル

3％
サーマルリ サイ ク ル

61％

焼却

88％

埋め立て

6％

-36-



 

ポリ ピレンなど） が組み合わさ っ てできている。

こ の材質の違いによっ て再生でき るプラ スチッ ク

に違いがある。 例えば、 ポリ エチレンから はポリ

エチレンし か作るこ と はでき ない。 そのため、 プ

ラ スチッ ク の回収やその後の過程でさ ら に細かく

分別する必要がある。 こ の分別は、 一般的には人

の手で行われるため、コ スト が高く なっ てし まう 。

需要と 供給の面から あまり リ サイ ク ルが促進さ れ

ない。  

 

3 プラ ごみのリ サイ ク ルに向けた取り 組み 

 本章では、プラ ごみのリ サイ ク ルに向けた企業の

取り 組みと ノ ルウェ ーの取り 組み事例について紹

介する。  

 

3. 1 企業のリ サイ ク ルに向けた取り 組みの現状  

こ こ では、 中小企業のリ サイ ク ルへの取り 組み

を 事例に挙げ、 企業が直面する問題や課題を 指摘

する。  

あるポリ エチレ ンテレ フ タ レ ート フ ィ ルム（ 以

下 PET フ ィ ルム） メ ーカ ーの大手企業は、 自社の

リ サイ ク ル PET の開発に取り 組んでいる。 こ の大

手企業は化粧品などのク リ アケースを 製造し てい

るある中小企業から 、 プラ スチッ ク の残り を 回収

し ている。 それを元にリ サイ ク ル PETを製造する

こ と ができ れば、 使う 材料（ 原料は石油） を 減ら

すこ と ができ 、 他方で中小企業も プラ ごみを 減ら

すこ と ができ るため双方にメ リ ッ ト がある。  

また、 消費者の環境配慮への動向を意識し 、 化

粧品の容器などリ サイ ク ル材料を使う 企業が増え

ている。 リ サイ ク ル材料を使っ た商品には、 その

旨を記すこ と ができ 、 環境に配慮し た企業である

こ と を消費者にアピールでき るメ リ ッ ト も ある。  

2 章でも みたよう に、 再生プラ スチッ ク のほう

が新造プラ スチッ ク より 仕入れ価格が高いため、

大企業に比べ中小企業はリ サイ ク ル材料を用いた

包装資材にコ スト をかける余裕がない。 中小企業

はどう し ても 安く 仕入れるこ と ができ る新造プラ

スチッ ク を使用せざるを得ない。  

企業の取り 組みを調査し た結果、 リ サイ ク ル材

料を使用する場合、 納期の問題（ 開発中であるこ

と や時間がかかるこ と ） と コ スト の問題が明ら か

と なっ た。 企業にと っ て簡単にリ サイ ク ル材料を

用いるこ と ができ ないのが現状である。  

 

3. 2 デポジッ ト 制度 

ノ ルウェ ーではペッ ト ボト ルのリ サイ ク ル率が

97%と 高い。ノ ルウェ ーが高いリ サイ ク ル率を 維持

し ている背景には、 国をあげて取り 組んでいるデ

ポジッ ト 制度がある。 デポジッ ト 制度と は、 製品

に預かり 金( デポジッ ト ) を上乗せし て販売し 、 製

品を回収する際に返金する制度である。 ノ ルウェ

ーでは、ペッ ト ボト ルなどのプラ スチッ ク 製品は、

使用後にお店やガソ リ ンスタ ンド 、 ペッ ト ボト ル

回収機で現金やポイ ント に変えるこ と ができ る。

そのため、 ペッ ト ボト ルを一般ごみと し て捨てる

人は少ない。 また、 ノ ルウェ ー政府は、 リ サイ ク

ル率が高い企業ほど、 環境税を安く するなどの優

遇措置をと るこ と で、 企業側のリ サイ ク ルを促進

し ている。  
東京都八丈町では 1998 年から 2003 年までデポ

ジッ ト 制度の実証実験を行っ ている。 導入後、 八

丈町の消費者や小売業者を対象にし たアンケート

調査によると 、「 全店参加すべき 」 と の意見が 41%

にのぼり 、「 現状のままでよい」、「 止めるべき 」 と

する回答( それぞれ 6%) を 大き く 上回っ た。  

 

4 考察 

以上のこ と から 、 わが国のリ サイ ク ル率をあげ

るための今後の取り 組みについて考察し たい。  

中小企業にと っ てリ サイ ク ルを 行う こ と は費用

面で負担が大き く 、 リ サイ ク ル材料を用いるより

新造プラ スチッ ク を用いる傾向にある。 そこ で、

デポジッ ト 制度のよう な回収機構の導入が求めら

れる。  

そこ で、 プラ 容器製造企業を例に説明すると 、

リ サイ ク ル費用、 リ サイ ク ル材料の仕入れ、 デポ

ジッ ト 制度を運用するための費用などを上乗せし

て商品を販売する。 企業は小売店などと 協力し 、

独自で容器を回収し 、 デポジッ ト を返却する。 こ

のよう なシステムを構築するこ と で企業のリ サイ

ク ルによっ て生じ る負担を軽減するこ と が可能で

あろ う 。  

さ ら に、 政府は中小企業に対し 、 リ サイ ク ル率

に応じ て法人税の減税を行う こ と で、 中小企業に

と っ てリ サイ ク ルに取り 組むイ ンセンティ ブを 与

えるこ と も 重要であろ う 。 また、 こ のシステムは

ノ ルウェ ーと は異なり 、 政府が介入し 回収を行わ

ず、 補助金を支払う こ と も ないので、 財源調達を

考慮する必要がない。  

こ のよう に、 デポジッ ト 制度を 導入するこ と

で、 プラ スチッ ク のリ サイ ク ル率を高め、 プラ ご

みの排出量を削減するこ と が期待でき よう 。  

 
【 引用文献】  

プラ スチッ ク 循環利用協会“ プラ スチッ ク リ サイ ク ルの
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( huf f i ngt onpost . j p)  ( 2021. 10. 28)  
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「エシカルな暮らし」実践の地 花背を目指して 
‐森林資源の多面的利活用による北部山間地域の再生‐ 
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1. はじめに  

市内からバスで１時間ほどの距離、「無垢で森厳」

という言葉を体現したかのような山里がある。京

都市北部山間地域に位置する花背は、古くから山

を起点とする産業で大いに潤い、自然と人の営み

の調和が継承されてきた歴史がある。木材価格の

低迷や人口減少により地域の衰退が懸念されその

再生が急務となっている。本稿では、花背を中心

とした北部山間地域（広河原・久多を含む）の潜

在的な価値を掘り起こしつつ、暮らしの継承を題

材に、地域の今後の方向性について検討する。   

2. 現状分析    

 北部山間地域は古くから山林業で賑わいを見せ

ていたが、安価な輸入外材に押され林業は衰退、

林業就業者数は 1995 年度の 36 人から 2010 年度

に 10 人に減少、人口も 1995 年度の 607 人から

2020 年度の 412 人にまで減少している（「京都市

統計ポータル」）。地域拠点としてレジャー・宿泊

施設等を備える山村都市交流の森が 1998 年に開

設されたものの利用者数の減少が続き、施設所有

者の 1人である京都市は、運営の民間委託を検討

中である。綾部市、京丹波町、美山町（南丹市）

とともに、京都丹波国定公園に指定されながら、

北部山間地域だけ、京都府の観光振興策の推進母

体である「森の京都 DMO」は加入しておらず、知名

度、集客力ともに低い。地域内には樹高日本一と

される「花背の三本杉」、希少な植生が見られる久

多の「八丁平湿原」といった自然資源に加え、伝

統行事の「松あげ」、京都の暮らしと文化に欠かせ

ない「粽ササ」の生産等、注目すべき人為の成す

地域の伝統がある。自然と人為の調和、「無垢で森

厳な自然と人間が織りなす営み」が生む心地よさ

は、北部山間地域の最大の資源である。    

3. 提言の基本的方向性  

花背のような山里での暮らしは、効率性・利便

性の点で、都会での暮らしに見劣りする部分があ

るだろう。しかし、豊かさよりも心地よさに価値

を感じる人々なら、山里で成立しやすい「エシカ

ルな暮らし」への憧憬を抱くと筆者は考える。 そ

れは地給地足による循環型経済が形成された暮ら

しであり、効率性追求による大量生産・大量消費

が当たり前となった現代社会とは、相反する暮ら

しでもある。「無垢で森厳な自然と人間が織りな

す営み」という北部山間地域のイメージにふさわ

しい「エシカルな暮らし」の実践の場を目指せば、

都会には無い心地よさや共助に根差した温かな社

会が継承発展させる余地は大いにあると考える。  
以上のような問題意識のもと、以下より 4つの

具体的な政策を提言する。  
4. 政策提言  

(1)森林信託による森林の維持継承  
「平成 30 年度森林資源構成表調」によると北部

山間地域の人工林率は 48%と比率が高い。人工林

維持には、下草狩りや枝打ちなどの間伐を行わな

ければならず、森林の放置は災害の被害拡大や森

林の荒廃化につながる。そこで、森林における自

然との共生を守り、森林利活用を持続可能にする

ため、森林信託をまずは提言したい。  

森林信託とは、山主が森林を委託し、受託者で

ある信託銀行が施業や維持管理などを代行する制

度である。森林信託は他の信託制度と異なり、不

動産所有権が信託銀行に移るため、諸々の手続き

が簡略化される。そのため、委託者にとっては森

林経営の選択肢が豊富にあり、受託者は何度も委

託者に施業の了承を得る必要がなく、裁量権が大

きいという利点がある。先行事例として三井住友

信託銀行、住友林業、西粟倉村の三者共同による

導入実績がある。山主から森林を預かった三井住

友信託銀行は、地元の林業経営者である百森へ経

営実施権を再委託する。住友林業は百森に対して、

経営面や自社ノウハウを活かした技術的支援を行

うというものである。不動産取引においては境界

画定が必須であるが、所有者不明林は、年々増加

している。境界画定を行わなければ、林業事業者

の施業や補助金申請ができないため、境界画定と

森林信託は不離一体と言えるであろう。 
(2)木質バイオマス発電による「緑の産業」創出  
第 2の森林資源利活用策として、木質バイオマ

ス発電を柱としたエネルギー産業創出を提言した
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い。自然再生エネルギーは「固定価格買取制度

（FIT）」の後押しもあって普及が進んでいる。山

間部における木質バイオマス発電は、材料調達お

よび運送にコストがかさみ、商機を見いだすこと

は難しいが、先行事例がないわけではない。例え

ば、 松阪バイオマスパワーテクノロジーズ（松阪

市）は、ストーカー方式と呼ばれる含水率の高い

木質資源も燃焼可能なボイラーを利用することで、

難処理木材由来のチップの効率的な燃焼に成功し、

調達コストを抑制している。  
花背での電力供給先としては、北部山間地域の

181 世帯、近隣の大原百井の 632 世帯、京北の

1,882 世帯、合わせて 2,700 世帯余りを想定して

いる。松阪バイオマスパワーテクノロジーズがカ

バーする 4,800 世帯と比べても、より小規模な発

電プラントの建設で事足りると考えられる。燃料

の供給源に関しては、京北の木質ペレット製造プ

ラント（年間製造量 3,500t）である森の力京都（株）

が、候補に上がる。発電可能な体制さえ整えば FIT

制度を利用し、エネルギー買い取り期間の 20 年

間は、事業継続が可能だろう。FIT 終了後も採算

性を維持するために、熱電併給も視野に入れる必

要がある。廃棄物の資源化は、緑の産業の創出、

新たな雇用の創出、エネルギーの地給地足による

防災力の向上に資する。木質バイオマス発電への

取り組みは、花背を始めとする北部山間地域が率

先して再生可能エネルギーを地域再生に取り込む

「エシカルな地域」として認知されるきっかけに

なるであろう。  
(3)森林浴を含むグリーンサービス産業化の推進 
第 3の森林資源の利活用策として、森林のグリ

ーンサービス産業化を提言したい。林業の低迷が

問題視される昨今、森林をサービス産業として利

用する機運が高まっている。コロナ禍における健

康志向の上昇もアウトドアブームに拍車をかけて

いることから、広大な森林環境を誇る北部山間地

域も、トレッキングや沢登り、たき火やキャンプ

ファイヤーなどを楽しむポテンシャルを有してお

り、サービス産業化を検討すべきである。  
加えて、森林では「フィトンチッド」と呼ばれ

る成分が人体に作用し、不安や緊張、ストレスな

どを和らげるといった効果があるとの研究が多数

報告されている。都会の喧騒から離れて仕事をし

たい中長期滞在のリモートワーカーや社員の健康

増進などで森林浴を活用したい企業に対しても、

森の効用や他の観光資源などとパッケージ化して

PR することで、森林を満喫してもらえるに違いな

い。また、ノスタルジー溢れ日本人の原風景に訴

える美山に対し、厳かな森と無垢な営みが体感で

きる場として北部山間地域をブランド化すること

で、地方回帰を志向する移住者や来訪者のニーズ

を取り込めると考える。  
(4)粽ササ再生を契機とする地域継承教育の実践 
現状分析でも述べたように花背は粽ササの特産

地として知られているが、鹿害によって一斉に枯

死してしまった。しかし、武田薬品京都薬用植物

園が苗の一部の移植栽培用に敷地を提供し、また、

地元と京都大学による「チマキザサ再生委員会」

結成など、伝統産業復活への動きは確実に進んで

いる。再生した粽ササを次世代へと継承していく

べく、人材を養成する必要がある。 

2022 年、美山の小学生向け山村留学施設「四季

の里」が閉設する。山村留学は、都会の子どもが

自然と共生することを通して感受性を育んだり、

創造力を養ったりする情操教育の場としてはうっ

てつけである。地域人教育や I ターン移住の獲得

を考えるなら、北部山間地域にも「四季の里」に

代わる留学施設を開くことを提言したい。 山林留

学で、ササについて知る授業や栽培体験など、サ

サに関連したカリキュラムを提供し、伝統産業の

未来の担い手を醸成する場の形成を目指す。 
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1.はじめに 

 近年、地球温暖化の深刻化によって脱炭素社会

への転換が求められている。2020 年 10 月、菅前

内閣総理大臣は「2050 年脱炭素社会の実現を目指

す」ことを宣言した。2019 年 5 月に京都市では

2050 年を目標とした脱炭素社会の実現を宣言し

ている。脱炭素社会の実現には、再生可能エネル

ギーの導入だけでなく、電力運用による経済・環

境価値の創出が必要である。 

本研究では、京都市における太陽光発電の導入

に焦点を当て、経済・環境価値を創出する持続可

能な政策を考えていく。 

 

2.京都市の現状 

 京都市は、エネルギー供給の約 94.0%を火力発

電に依存している。これは極めて高い数値であり、

2050 年までに「脱炭素社会」を実現するためには、

早急に火力発電を低減する必要がある。しかし、

京都市の住宅用太陽光発電の普及率は寒冷地を除

いた政令指定都市では、大阪市に次いで低い状況

である。 

我々は太陽光発電が京都市内で普及すれば、電

力の地域内循環の促進と脱炭素社会が実現すると

考え、シミュレーションを行った。 

 

3.シミュレーション 

我々は現状を踏まえ、京都市での「脱炭素社

会」に向けた政策提案を行うため、標本調査とシ

ミュレーションによって京都市全域の 1軒家に太

陽光発電システム（以下、太陽光発電）を設置し

たときの電力量と、太陽光発電の初期費用を算出

した。 

 まず京都市の全 1軒家から太陽光発電の設置条

件に合致しない家を除くための標本調査を行った。

なお、空き家も管理者がおらず自家消費が発生し

ないため今回は除く。調査地として南区、東山区、

伏見区を選定し、各区 200 軒の屋根を標本とした。

その結果、太陽光発電が設置できる屋根は全体の

約 85％であった。よってここでは太陽光発電が設

置できる屋根を 85％と仮定する。 

この結果を元に、設置する太陽光発電の年間発電

量を計算した。 

まず全１軒家の数から空き家の数 37,700 軒を引

く。京都市のデータより、1 軒あたりの年間発電

量が 4,000Kw である太陽光発電を設置すると仮定

する。 

（ 322,200 軒 – 37,700 軒 ）× 0.85 × 4,000kW 

＝967,300,000kW  

つまり、京都市全域の太陽光発電を設置可能な

1軒家に設置すると、年間 9億 6,730 万 kW の電力

を発電できると推計される。 

つぎに、京都市全域の太陽光発電を設置可能な

1軒家に設置する場合の初期費用を算出する。 

（ 322,200 軒 –  37,700 軒 ）× 0.85 × 

1,160,000 円 ＝280,500,000,000 円 

つまり、上記の条件で太陽光発電を設置する場

合の初期費用は 2,805 億円と推計される。 

 

4.政策提案 

 我々は、前章で算出した初期費用 2,805 億円に

対して、経済価値と環境価値に重きを置き、妥当

性を有した政策を提案する。提案は以下の 4つで

ある。 

1 つ目の方策は、新築の住宅及び屋根の建て替

えを行う住宅への太陽光発電の設置を義務付ける

条例の制定という手法である。具体的には施工会

社に対して、太陽光発電設置可否の調査、設置可

能な設計の 2点を義務化する。長期的な政策では
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あるが、京都市の財政面の負担がなく、将来的に

太陽光発電を普及させることができる。 

 2 つ目の方策は、京都市が市債を発行し、初期

費用を全額負担する形で太陽光発電を設置する方

法である。この方法ではいち早く太陽光発電を市

内に設置できるが、京都市の財政負担が大きい。 

3 つ目の方策は、協賛企業と連携し持続したエ

ネルギー調達を行う方法である。環境価値を示す

「グリーン電力証書」の発行制度を京都市が導入

し、それを協賛企業に購入してもらい太陽光発電

設置の資金を募る。その資金を利用して太陽光発

電を全 1 軒家に設置する。電力は一部を家庭に、

残りの電力は京都市が小売電力事業者に売電する。

売電して得た新たな資金で今回の政策への資金を

回収する。 

 4 つ目の方策は ESG 投資とグリーンボンドの導

入である。具体的には地域企業による ESG 投資と

ローカルグリーンボンドの仕組み及び構造の導入

で資金を調達し、その資金で太陽光発電を設置す

る。そして売電による利益で元本償還と利息を生

み出す。最終的に地域の企業が環境価値を得られ

ることで企業の競争力を生み出し、地場産業の発

展につながることで産業政策としても有効で 

あると考える。 

 

5．考察・まとめ 

 京都市の全 1軒家に太陽光発電を設置すること

は、市民にとっても利点がある。日本の電気料金

は年々上がり続けることが見込まれているが、

我々の政策提案に参加することで太陽光発電で作

った電気を使用することができ、電気料金に関す

る支出の安定を図ることができる。これにより、

市民も地域循環の輪に組み込むことができ、企業

も行政もこの制度を利用することで、地域循環し

ていると言えるのではないかと考える。 

 また、京都市の全 1軒家に太陽光発電を設置し、

グリーン電力を生産していく仕組みづくりを行な

うことができれば、環境価値の創出につながり、

脱炭素社会の実現に近づくと考える。 
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コ ン ポスタ ーの普及率上昇に向けて 
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1.  研究の背景 

 

京都市では、 1993 年から 廃棄物の削減 再資源

化を目的と し た廃棄物処理システムを構築、 運用

し 、 ごみ減量のための取り 組みをおこ なっ てい

る。 その結果、 事業ごみや家庭ごみの量は年々減

少傾向にあるが、 ごみ処理費は増加傾向にある。

では、 なぜごみの量が減少し ているにも かかわら

ず、 ごみ処理費は増加し ているのか。 事業ごみよ

り も 減少率が低い家庭ごみに着目し て問題点を探

っ ていく 。                       

図 1． 京都市ゴミ 処理費( 2013-2020)  

コ ンポスタ ーと は、 家庭から 排出さ れる生ごみ

を 分解し 堆肥を 作る家電製品または、装置を 指す。 

 

図 2． 京都市家庭ごみ量の推移( 2006-2020)  

2.  現状分析 

2. 1 世帯数の増加 

家庭ごみの大部分を占める燃やすごみの量は、

京都市がおこ なっ た取り 組みが成果を 生じ 、 平成

18 年から 30 年の間で約 15% 減量し た。 し かし 、

近年は微減に留まっ ている。 京都市の人口は微減

傾向にあり 、 今後も 少子高齢化と 人口減少が予想

さ れる一方、 世帯数は増加傾向にあるため家庭ご

みも 増加し ていく と 考えら れる。  

 

2. 2 非効率的な生ごみ処理 

 家庭から 出る燃やすごみの約 4 割を占めるのは

生ごみである。生ごみは重量中約 80％が水分であ

るため、 燃やすと き のエネルギー効率が非常に悪

い。 京都市の焼却炉は、 ごみを燃やし た際に出る

熱で発電を 行っ ているが、 水分が多いと 、 水分を

蒸発さ せるこ と に熱が使われてし まい、 発電に回

る熱を損なっ てし まう のだ。  

 

2. 3 既存の政策 

京都市では、 家庭から 出る生ごみを削減するた

め、 2006 年から 「 電動式生ごみ処理機」 及び

「 生ごみコ ンポスト 容器」 の購入価格の 1/2 を、

助成限度額内で助成し ている。           

図 3． 京都市 人口・ 世帯数の推移( 2006-2021)  
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図 4． 京都市歳出( 2013-2020)  

 

3.  政策提言 

3. 1 コ ンポスタ ーのレンタ ル 

そこ で私たちは、「 コ ンポスタ ーのレ ンタ ル・

コ ンポスト 購入費の助成」 を 行う 政策を提案す

る。 理由は、 現在京都市が行っ ているコ ンポスト

購入費助成だけでは、 燃やすごみの 4 割を 占める

生ごみを減少さ せる効果が薄いから である。 実際

に、 台数が少なく 多く の人に使っ ても ら えないた

め普及し ない。  

まず、 こ の政策の趣旨は、 コ ンポスタ ーの貸し

出し によっ て、 コ ンポスタ ーに興味はあっ たが、

購入する前に使用し てみたかっ た人やコ ンポスタ

ーに全く 興味がない人でも 、 借り るだけなら 試し

てみよう と 興味を持っ ても ら う こ と である。 そし

て、 コ ンポスタ ーを使用し てみて、 購入し たいと

思っ た人のコ ンポスタ ー購入費を助成し て、 コ ン

ポスタ ーの普及率を増加さ せよう と いう も のだ。  

 

3. 2 政策の詳細 

こ の政策の詳細について、 コ ンポスタ ーの購入

費、 台数、 種類、 レンタ ル価格・ 期間・ 助成の順

に説明し ていく 。 初めに購入費は、 3 万円のコ ン

ポスタ ーを京都市が購入し 、 台数は市民に 2～3

台貸し 出し 、 徐々に台数を増やし ていく 。 コ ンポ

スタ ーの種類は、 乾燥式を使用する。 貸し 出す期

間は、 最長で 3 か月に定め、 1 か月目は無料、 2

か月目から は 1500 円で貸し 出す。 コ ンポスタ ー

の購入費助成については、 既存の政策のと こ ろ で

も 挙げていた購入価格の 1/2 を 助成限度額内で助

成し ていく 。 こ れはより 多く の人に使っ ても ら い

たいため 3 ヶ 月以上の貸出は値段が高く なるよう

に設定し ている 

 

3. 3 期待さ れる効果 

こ の政策を行う こ と で、 今までコ ンポスタ ーに

興味はあっ たが購入には至ら なかっ た人やコ ンポ

スタ ーに興味がなかっ た人にも コ ンポスタ ーを知

っ ても ら う こ と ができ るよう になり 、 手が届き や

すい価格で、 コ ンポスタ ーを使用するこ と ができ

る。 そし て、 購入費助成では、 1. 5％し かなかっ

たコ ンポスタ ー普及率も さ ら に増加するこ と が予

測でき る。  

 

4.  まと め 

本研究では、 京都市のごみの量が年々減少傾向

にあるのにも かかわら ず、 なぜごみ処理費が増加

傾向にあるのかを 分析し 、 家庭ごみに着目し て問

題点を探っ た結果、以下のこ と が明ら かになっ た。 

第一に、 京都市の世帯数が増加傾向にあると と

も に、 家庭ごみの量も 多く なっ ているこ と が明ら

かになっ た。 第二に、 水分量が多く 燃えにく い生

ごみが、 家庭から 出る燃やすごみのう ち約 4 割を

占めるこ と が明ら かになっ た。 第三に、 生ごみ削

減に向けた政策と し てコ ンポスタ ー購入費の補助

を京都市がおこ なっ ているも のの、 市民のコ ンポ

スタ ーの認知度の低さ などにより 、 普及率が芳し

く ないこ と が明ら かになっ た。  

 以上の分析を踏まえ、 本論では市民のコ ンポス

タ ーの認知度の向上を目的と し た「 コ ンポスタ ー

のレ ンタ ル」 を提言し た。 市民が安価でコ ンポス

タ ーを試せるこ と によっ て、 コ ンポスタ ーの認知

度の向上・ 購入につながり 、 結果と し て普及率の

上昇が期待さ れる。  
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1．はじめに 

⑴ 研究目的 

京都府には京の伝統料理を彩る「京野菜」があ

る。その中には京野菜の魅力の発信、府内全域で

の京野菜の生産・拡大を目的とする京野菜ブラン

ド戦略により作られた「京のブランド産品」があ

る。これには 31 品目が認証されており、高品質イ

メージを有し、高単価である。また、31 品目のう

ち 23 品目は「ブランド京野菜」と呼ばれる。 

ブランド京野菜有数の産地として京都府亀岡

市が挙げられる。亀岡市では観光施設に野菜の販

売所が併設されるなど、観光と農業が結びついて

いる。亀岡市の農業は、農業就業者の高齢化や担

い手不足が深刻であり、今後の農業を担う人材の

育成が課題である。また、亀岡市の観光は現在、

観光入込客数は増加傾向にあるが、日帰り利用に

対して宿泊利用が極端に少ない現状がある。この

ため、滞在型観光をいかに増やしていくかが課題

である。 

そこで亀岡市の農業や京野菜について研究し、

これらの亀岡市の観光と農業の課題の解決を目

的とした政策を提言することが本論の目的であ

る。 

 

⑵ 先行研究  

河藤佳彦によれば、農林漁業地域における地

域産業と観光を融合した地域活性化方策とし

て、固有の地域資源を有効活用することにより

ブランド力の強い特産品や観光産業を創出する

ことを挙げている（河藤 2015）。 

また、佐藤彩生・八木浩平によれば、農山漁

村滞在型旅行において旅行者は旅行動機に基づ

いて意欲旺盛型と心身開放型の旅行者タイプに

分類される。意欲旺盛型タイプは 20 代女性、30

代男性など若年層に多く見られ、農業や農村の

実生活に対して強い関心を持ち、学びや体験に

興味を示している。そのため、体験プログラム

数の充実や若い世代の感覚にあった体験提供が

求められている。一方。心身開放型タイプは、

農村景観や自然に癒しを求める傾向にあること

から、宿泊施設と連携した体験提供が望ましい

という（佐藤・八木 2021）。 

 

2．対象 

⑴ 亀岡市について 

亀岡市は京都府の中央部に位置し、京都市や

大阪府と隣接している。周囲を亀岡盆地に囲ま

れ、市の中央部を桂川が流れる自然豊かな土地

である。また、JR 山陰本線・国道 9号線・京都

縦貫自動車道が市内を通り、京阪神圏へのアク

セスに優れている。 

 

⑵ 亀岡市の観光・農業 

観光地としては、亀岡から嵐山までの渓流を下

る「保津川下り」、山陰本線の旧線を活用した「嵯

峨野トロッコ列車」、京の奥座敷「湯の花温泉」が

有名であり、亀岡の三大観光となっている。 

 また、最近では 2020 年 1 月～2021 年 2 月に放

送された NHK 大河ドラマ『麒麟がくる』の主人公・

明智光秀ゆかりの地として、JR 亀岡駅や亀岡市役

所には看板・のぼりを設置するなどの㏚活動を行

っている。 

農業としては、亀岡市は府内有数の穀倉地帯と

して高い生産力を誇っている。ブランド京野菜は

保津川の水や亀岡盆地による深い霧など気候や

地形に恵まれた環境で栽培されており、「京の台

所」として京の豊かな食文化を支えている。一方、

農業経営者の高齢化や労働力不足、耕作放棄地の

増加などが問題となっているのが現状である。 
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3. 研究方法 

 私たちは、①亀岡市役所産業観光部農林振興

課へのインタビュー調査（2021 年 8 月 5 日）、②

公益社団法人京のふるさと産品協会へのインタ

ビュー調査(2021 年 10 月 19 日)を行った。 

 

4. 調査結果 

亀岡市役所産業観光部農林振興課の三木氏と

川並氏へのインタビュー調査から、亀岡市では

コスモス園や保津川下りの乗り場の売り場や店

舗での京野菜の販売など観光と農業が結びつ

き、観光の中に農業があることが分かった。ま

た、ふるさと納税の返礼品に京野菜を希望され

ることは年々増加傾向にあり、ブランド京野菜

の需要は増加していると推測されている。しか

し、亀岡市産の京野菜の認知度については、消

費者の認知度に関するデータがなく、把握でき

ていない状況だった。 

また、(公社)ふるさと産品協会の川崎淳司氏

によると、コロナ禍でイベントや店頭などで実

際にブランド京野菜を味わう機会が減少してい

る。そこで若者層に対して簡単京野菜レシピの

開発、スーパーでの京野菜特設コーナー設置に

合わせたレシピ動画の放映、SNS での発信などを

行っている。ここで言う若者はファミリー層の

ことであり、京野菜の持つ優れた機能性や料理

特性、スイーツへの利用など 10 代 20 代への㏚

が課題になっている事が分かった。 

  

5. 政策提言 

以上の先行研究と調査結果を踏まえ、若者の

旅行者のタイプに合わせた京野菜を活用するグ

リーン・ツーリズムを提言する。 

グリーン・ツーリズムとは、「緑豊かな農村地

域において、その自然、文化、人々 との交流を

楽しむ、滞在型の余暇活動」のことである。                                

意欲旺盛型タイプには、農家民宿に滞在して

農業体験を行い、収穫・調理・食事を共にす

る。また、食事の際、農家民宿の方にブランド

京野菜の優れた機能性についての説明をしても

らい、実際に宿泊客が味わう。 

心身開放型タイプには亀岡の観光地である湯

の花温泉と保津川下りがセットになったコース

を回り、亀岡自慢の癒しのスポットを楽しんで

もらう。また、宿泊先では京野菜を使用した料

理を食べてもらうことを提案したい。 

その結果、亀岡市の滞在型観光の増加が期待

できる。また、これらのプランを通して、京野

菜の魅力を体験してもらうことによって、若者

に京野菜の魅力を知ってもらうきっかけとなる

ことが期待できる。加えて、京野菜や農業に関

心のある若者に対しても、農家民宿や農業体験

を通して農家とかかわることで、京野菜や農業 

への理解が深まることが期待できる。 

以上を通じて、亀岡市の観光と農業の課題の

解決が図られ、亀岡市の地域活性化に貢献する

ものと考える。 

 以上が私たちの政策提言である。 
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深草の放置竹林の調査 
 

服部ゼミ ナール 

〇土田 樹生（ TSUCHI DA I TSUKI ）・ 加集 優仁（ KASHU YUTO）・  

大江 龍ノ 介（ OHE RYUNOSUKE）・ 鳴神 柚希（ NARUKAMI  YUZUKI ）・  

吉田 瑞希（ YOSHI DA MI ZUKI ）・ 岩前 智哉（ I WAMAE TOMOYA）・  

別所 直紀（ BESSHO NAOKI ）・ 郡司 魁人（ GUNJI  KAI TO）  

（ 龍谷大学政策学部政策学科）  

キーワード ：  放置竹林、 深草地域、 都市化 

 

1． はじ めに 

近年全国的に管理さ れていな い放置竹林が問

題と なっ ており 、 周辺の土地、 生態系、 災害に対

し て影響を及ぼし ている。 我々はそう いっ た問題

について 特に深草における 放置竹林問題に注目

し その経緯と 原因を 探る こ と から 解決への課題

を 見いだし 、 考察を行っ た。  

 

2． 放置竹林と その原因 

放置竹林と は竹林の管理が放棄さ れ、 伐採が行

われなく なるこ と により 、 生育し ている竹の密度

が高く なっ た状態の竹林のこ と を いう ( 林野庁、

2018 年) 。  

古来で は竹と 日本人の生活は密接なも ので あ

っ た。 孟宗竹や真竹のよ う な大型の竹は日用品、

農業用の材料と し て 供給する ために多く 植え ら

れていた。（ 岩井、 2008）  

そんな竹と 人間の付き 合いも 1965 年を過ぎ、

人間の生活が自然と 離れる につれ関わり がな く

なっ ていき 、 里山が放置さ れ藪になっ てし まっ た。

そし て竹林も 竹藪と なっ たのだ。  

放置竹林の影響は、 大きく 3 つに分けるこ と が

出来る。 1 つ目は、 地域住民への影響である。 竹

林が放置さ れると 、 森林や農地に浸入し 、 スギや

ヒ ノ キを 枯ら せ、 林業に影響を 与える。 そし て竹

林面積が拡大するこ と で、 動物の生息域も 拡大し 、

イ ノ シシ 等の動物が人里に接近する 可能性があ

り 、 竹林付近の住宅街にも 悪影響と なる 。（ Rea-

Jenee Japan、 2021） それだけでなく 、 アスフ ァ ル

ト を 突き 破っ たり 、 伸びすぎた竹が電線を 切っ て

し まう こ と があり 、 竹林付近の住宅街に悪影響と

なる。（ NHK ジャ ーナル、 2021） 2 つ目は生態系へ

の影響である。 伸びた竹林の影響で日当たり が悪

く なり 、 本来の草花の成長の妨げと なり 、 生物多

様性に影響が出る。3 つ目は災害への影響である。

放置さ れた竹林は太陽光が入っ てこ ないため、 他

の草木を 枯ら し 、荒廃が進み、林床が裸地化する。

こ う いっ た場所は土壌化し ないため、 保水力が低

く 、 そこ から 台風や大雨などに伴っ て竹林地帯が

地すべり に繋がる。（ 徳永、 2007）  

 

3. 深草の現状 

深草固有の経緯と し て は都市化が一つの原因

と し て挙げら れる。 1898 年に旧陸軍の歩兵 38 連

隊が拠点を置いて以降、 深草は軍隊の街と し てい

く 中で、 田畑などの市街化が進んでいっ た( 会報

「 にし う ら 」 編集、 1994) 。 農村に起こ る変化と し

て西村は、 農業人口の流出や農業を 軽視するよう

に作用する こ と 、 後継者不足を 引き 起こ すこ と 、

自給する こ と が多かっ た農村が市場への出荷を

推し 進める 動き が生じ る こ と など を 指摘し て い

る( 西村、 1990： pp273-276) 。  

自家消費の減少については深草で 農業に対し

ての聞き 取り において、 かつて筍を 自家消費し て

いた物がス ーパーで買う よ う にな っ たと いう 話

があっ た。 また農業センサスによると 伏見区の農

業従事者男女計の平均年齢は 2005 年では 50. 0 歳

であるのに対し 2015 年では 57. 5 歳であり （ 農林

水産省、2008, 農林水産省、2018） 高齢化が認めら

れ、 今後の人口減少が推測でき る。  
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4. 課題 

以上の経緯と 現状から 深草の放置竹林におけ

る課題を まと めると 以下の通り である。  

農家の立場から の課題と し て、 高齢化と 農業従

事者の減少による人手不足、 また竹の需要の減少

が農業と し て竹林を 管理する 事を 難し く し て い

るこ と 、 支援の不足などが挙げら れる。  

その他の住民において はま ず竹林の管理を 手

伝おう と 考えても 技術や知識が無いこ と 、 竹製品

や竹林への関心の薄さ 、 日用品と し ての竹製品の

利用の減少等がある。  

また行政の立場から は、 竹林所有者の労働力不

足、 放置竹林解消のための効果的な対策例不足が

聞き 取り から 挙げら れる。  

地域においては、 農業従事者の減少によっ て深

草の人口の内に農業従事者が占める 割合が少な

いこ と がある。 2018 年 10 月 1 日時点での住民基

本台帳での深草の人口( 京都市、 2018 a) と 京都市

農林統計における 農家人口の常住世帯員数( 京都

市、 2018 b) を基に計算すると 、 約 1. 8％である。 

また、 聞き 取り において自家消費の減少が挙げ

ら れたが、 こ れは市場の発達による「 商品生産を

保証」 ( 宮本、 1990： p25) 、 自給自足から 商品消費

へと 言う 意味での「 都市的生活様式」( 宮本、1990：

p28) への変化が原因と し てあげら れる。  

 

5． おわり に 

以上を踏まえると 、 深草においては農地と し て

の利用ではなく 、 例を 挙げると 公園と し て利用す

る こ と が放置竹林問題の解決に繋がる のではな

いか。 そう するこ と で景観、 教育、 娯楽などの価

値を 背景と し て 地域全体で 継続的に竹林を 管理

する 事が出来るよう に思われる。 こ う いっ た価値

は清水ら 研究から も 示唆さ れる ( 清水他、 2017) 。

竹と 人の関係の変化に合わせて管理のあり 方も

変える必要があるのではないだろ う か。  
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芽と 花の咲き に感じ る 成長「 タ イ ムワイ ナリ ー」  
‐ 府中地域における 新たな観光事業‐  

 

菅原ゼミ B 班 

仲村 凜乃（ Nakamur a Ri nno） ・ 柳原 理冴（ Yanagi har a Ri sa）  

・ 奥村 鈴（ Okumur a Ri n） ・ 林 涼介（ Hayashi  Ryosuke）  

・ 秋間 智貴（ Aki ma Tomoki ） ・ 番田 竜太（ Banda Ryut a)  

・ ○古野 沙弥（ Fur uno Saya） ・ 山本 妃菜田（ Yamamot o Hi nat a)   

（ 京都産業大学経済学部経済学科）  

キーワード ： 観光活性化、 20 代リ ピ ータ ー、 オーナー制 

 

1.  問題意識 

私たちは、宮津市の「 府中をよく する地域会議」

と 連携し 、 宮津市府中地域の観光まちづく り デザ

イ ンに取り 組んでいる。 フ ィ ールド ワーク 活動で

住民と 対談を行い、 府中地域を 訪れる観光客が少

ないと いう こ と が分かっ た。 本研究では、 府中地

域の観光の現状を明ら かにし 、 観光振興における

課題を検討する。 さ ら なる原因を追究する為に、

菅原ゼミ が観光客満足度調査を 実施し たと こ ろ 、

若年層である 20 代のリ ピート 意欲が著し く 少な

いと いう 問題が明ら かになっ た。  
 

表 1 20 代における満足度調査 

 
※菅原ゼミ のアンケート 結果より 著者作成 

 

なお、 菅原ゼミ によるフ ィ ールド ワーク 調査で

は、100％京都産の生ブド ウにこ だわっ ている府中

の国分地区の天橋立ワイ ナリ ーが、 ワイ ン製造後

のブド ウの搾り かすの再利用方法を模索中である

と わかっ た。 現在、 年間赤ブド ウ 2t 、 白ブド ウ 1

ｔ （ 水分含む）の搾り かすの廃棄が行われている。  

2.  先行研究・ 参考事例 

私たちの提案を より 具体的にするために、 私た

ちは千葉県鴨川市の大山千枚田が行っ ている稲作

中心のオーナー制と いう 取り 組みを参考事例と し

て取り 挙げる。 大山千枚田が 3ha の棚田で、 その

う ち 1ha がオーナー制と なっ ている。 オーナー募

集は鴨川市が窓口と なり 、2004 年度のオーナーは、

地元千葉県 84、 隣県東京都 34， 神奈川県 13、 埼

玉県 5 計 136 名（ 継続 122、新規加入 14） である。

こ の制度が始めら れた 2000 年はオーナー希望者

173 名で 4. 4 倍の競争率だっ た。 競争率は依然と

し て今も 高い。  

また、 神戸大学の中塚雅也氏による「 オーナー

制度の実態と 展開過程に関する考察」 と いう 先行

研究を参考にする。 オーナー制度を運営し ている

当事者の有益度と 活動開始の動機をリ ッ カ ート 型

で調査し た結果、 特に地域の PR・ フ ァ ン作り の交

流による相互作用の数値が高いこ と が分かっ た。

またオーナー制度の実施によっ て自治活動などの

既存の活動の活性化に加えて新たなグループ・ 団

体も 多く 創出さ れており 、 地域活動活性化の契機

と し て機能し ているこ と が分かる。  
 

表 2 オーナー制度の便益の重要度と 有益度 

※中塚（ 2004） より 引用 

 

3.  分析 

菅原ゼミ は、 府中地域の飲食店と 旅館のご協力

のも と 、 7 月初旬から 9 月中旬にかけて、 来店客

に対する満足度調査を実施し た。有効回答数は 74

件である。  
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 アンケート の回答を分析し たと こ ろ 、 20 代の再

訪意欲の増加と いう こ と が府中地域の新たな観光

活性化について有効であると いう 結果が得ら れた。

なお、「 こ の土地なら ではの土産品を手に入れら れ

た」 と 感じ た人は、どの満足度も 高い。なかでも 、

リ ピート 意欲の高さ や印象変化と 非常に強く 相関

し ている。20 代のリ ピート 意欲を増加さ せるには、

魅力的な土産を 提案する必要がある。 また、 文殊

地区、 大垣地区、 国分地区、 成相寺、 天橋立の五

つの地域で、 国分地区を訪れた人のみは「 自然景

観や雰囲気を感じ た」 傾向にあり 、 さ ら に「 天橋

立以外の見どこ ろ を感じ た」 傾向も 伺える。 そこ

で、 国分地区に観光客に足を運んでも ら える工夫

を すれば、 より 自然景観の良さ を感じ ても ら う こ

と ができ 、 総合満足度も 高まると 考えら れる。  

  
表 3 全体的満足度と 個別満足度の相関 

 
 

表 4 景観満足度と 訪問地区 

 
 ※菅原ゼミ のアンケート 結果より 著者作成 

 
また、 私たちの提案を 原案と し て、 地域会議の

メ ンバーをはじ め府中の飲食店経営者の方々など

にイ ンタ ビュ ーし たと こ ろ 、 私たちの原案には、

人員不足、 既存のオーナー制ワイ ンと の差別化と

いう 課題があるこ と が分かっ た。  

そし て、 府中をよく する地域会議の皆様と オン

ラ イ ンにて会議を 行っ た際に、 人と 繋がる旅と い

う アイ デアを頂いた。 私たちの提案は、 オーナー

制のワイ ンが主と なっ ているが、 ワイ ン農園の方

と の交流に限ら ず、 地域の皆様と の関わり を楽し

めるよう な取り 組みも 考えたい。  

4.  提案 

こ れら の分析結果やイ ンタ ビュ ー調査から 、 私

たちは宮津市府中地域の若年層である 20 代のリ

ピート 意欲の少なさ 、 天橋立以外から の府中地域

への観光アプローチの必要性と いう 問題を解決す

るために、 オーナー制ワイ ン事業を提案する。  

従来の、 剪定から 収穫までを一貫し て行う オー

ナー制ワイ ンに加えて、 オーナー限定の特典を 盛

り 込んだプラ ンの提供である。 なお、 こ こ で重要

になるのは、 オーナーがも ら える特典は一緒に同

行する“ 人” によっ て異なると いう こ と である。

私たちは、 府中を よく する地域会議の皆様と の会

議で「 人と の繋がり 」と いう キーワード を頂いた。

こ れをも と に、 他のワイ ナリ ーと の差別化を「 人

と 繋がる」 ワイ ナリ ーにするこ と によっ て図ろ う

と 考える。  

具体的な特典の内容は、 は四季折々のワイ ン・

ぶどう ジュ ースの試飲会である。 さ ら に、 現在廃

棄さ れているブド ウの搾り かすを 使用し て入浴剤

や石鹸、 キャ ンド ルなどの手作り 体験等も 思案し

ている。  

20 代でワイ ナリ ーのオーナーになっ た場合、家

族で訪れると いう より は、 カ ッ プルや学生時代の

友人と 訪れる可能性が高いと 考える。 そし て、 30

代、40 代になるにつれて、カ ッ プルが家族になり 、

日常的に関わる人が学生時代の友人から 職場の同

期に移り 行く 。 ブド ウの木が育つ時の流れと と も

に、 自身の成長、 時の流れを実感する仕組みと な

っ ている。 こ れは、 オーナーが自分の成長は自分

だけのも のではなく 、 たく さ んの人と の繋がり を

経て今の自分があるこ と 、 また天橋立ワイ ナリ ー

にと っ ても 、 数多く の方に訪れても ら えるこ と で

ワイ ンの魅力を知っ ていただき 、 知名度が上昇す

ると いう 相乗効果を期待し ている。  

また、 小・ 中学校の校外学習においてワイ ナリ

ーを 訪問し ても ら い、 地域学習の場と し ても 活用

でき ると 考えた。 幼少期に思い出を共有するこ と

で、20 代になっ てまた同じ メ ンバーで再来し ても

ら う リ ピート が目的である。  

ただし 、 私たちの提案には人員不足と いう 課題

がある。 こ れについては、 引き 続き 地元の方々の

ご意見を伺いつつ、 オーナー制ワイ ンについて調

査を するなどし て実現可能性を 深めていき たい。  
 

参考文献 
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鴨川沿い行政看板の分かりやすさに関する研究 
‐日本人と外国人の比較調査を基に提言‐ 

 

京都女子大学「京をつなぐプロジェクト」 

〇近藤 優衣(Yui Kondo)・林 可奈(Kana Hayashi)・古鞘 歩花(Honoka Kosaya)・ 

友次 絢音(Ayane Tomotsugi)・上田 菜月(Natsuki Ueda)・ 

沼澤 藍妃(Aibi Numazawa）・松下 晃子(Akiko Matsushita)・ 

塩川 瑶子(Yoko Shiokawa）・戸川 琴乃(Kotono Togawa） 

(京都女子大学現代社会学部現代社会学科・文学部国文学科・文学部史学科・ 

家政学部生活造形学科・法学部法学科) 

キーワード：行政看板、観光と市民生活の調和 
 

1. はじめに 

2019年に京都市を訪問した総観光客数は5,352

万人であり、そのうち外国人観光客数は 886 万人

と過去最高を記録した（京都市 2019）。このよう

な観光客の急増に伴って、各種の課題が生じる場

合がある。例えば、日本人が容易にその意図を理

解できる注意喚起標識・案内板であっても、外国

人にとっては「わかりにくい」と感じられ、その

ために、危険な行為やマナー違反に繋がり、快適

な観光地やまちづくりの保全に支障をきたすこと

も考えられる。 

そこで本稿では、鴨川における注意喚起標識・

案内板等の行政の看板(行政機関によって設置さ

れた注意喚起標識や路面標示等のサインとし、以

下では「行政看板」と呼ぶものとする)「わかりや

すさ」が、観光と市民生活の調和にどのように貢

献し得るかについて考察する。 

 

2. 鴨川における注意喚起標識等の課題 

現在、鴨川は京都府京都土木事務所の管轄地域

に含まれている。京都土木事務所では鴨川川岸の

遊歩道の整備も行っているが、遊歩道において自

転車が比較的スピードを高いまま走行し、歩行者

への危険が生じることを問題視してきた。このよ

うな危険性の認識を基に、スピード抑制や、自転

車利用者向けの表示を行ってきたが、これらが外

国人を含む遊歩道利用者に適切な情報提供を行っ

ているかについての検証は十分とはいえない。 

 

3. アンケート調査目的及び結果 

3.1 調査概要 

そこで本稿では、京都土木事務所の協力も得つ

つ、既存の行政看板における課題を絞ることを目

的として、アンケート調査を実施した。調査にあ

たっては、鴨川沿いに設置されている行政看板の

中で、特にデザイン・文章表現がシンプルであり、

内容の理解が難しいと推測される図 1・図 2 を対

象とした。 

図 1は自転車のスピード抑制を喚起する行政看

板であり、図 2 はこの先は階段のみであることを

案内する路面貼付型の行政看板である。 

調査対象は、外国籍で京都在住または京都に留

学経験のある外国人(アメリカ・韓国・中国・台

湾・イギリス・ドイツ・フランス・フィリピ

ン )28 名と、鴨川の利用歴がある、または鴨川

付近に在住の日本人 34 名の計 62 名(どちらのグ

ループも 20 代〜50 代の男女)とした。 

質問項目は、主に、表示に関する理解のしやす

さ(認識可・不可）、および、設置者の意図通りの

理解が行われているかの 2点である。 
 

3.2 調査結果 

アンケート調査の結果は図 3・図 4 の通りであ

る。 

図 1の看板が注意喚起している内容については、

日本人、外国人ともに「理解できる（認識可）」と

した回答が多かった。しかし、図 1は自転車運転

者に向けて歩行者への注意を促すことを目的とし

ているが、回答者によっては「死角から歩行者が

出てくる可能性がある道であること」「歩行者に対

して、自転車のみに注意喚起している看板」であ

るといった、誤解とも捉えられる解釈が見られた 

(日本人 3件、外国人 2件）。 

図 1 スピード抑制 図 2 案内標識 

73

78

27

22

日本人

外国人

％

認識可 認識不可

76

69

24

31

日本人

外国人

％

認識可 認識不可

図 3 図 1 の認識度 図 4 図 2 の認識度 
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図 2の看板が注意喚起している事柄については、

日本人、外国人ともに半数以上が看板の意図を理

解できるとした。しかし、図 2も「この先にある

階段部分のみ、自転車・車椅子は通行不可」とい

う意図であるにもかかわらず、「この道は自転車・

車椅子は(全面的に）通行不可」であるとのように、

設置者の意図と異なる理解をしている回答が外国

人に 4件見られた。なお、日本人には図 2の看板

についての誤解は見られなかった。 
 

4. デザイン提案 

 このように、設置者の意図と異なる解釈が生じ

る背景には、設置者側が、表示解釈を行う主体が

表示をどのように理解するかを汲み取って、デザ

インに反映するプロセスが十分ではないことが関

与しているものと思われる。 

 そこで、本プロジェクトでは、ヒアリング対象

者の意見を基に、2つの行政看板を改善する場合

どのようなデザインが考えられるか検討した。 

 

図 1の改善案が図 5、図 2の改善案が図 6であ

る。 

図 5の代替案は、自転車運転者の視点に向けた

ピクトグラムと英語表記の追加、目を引くアート

に重きを置いたデザインにした。特に、アンケー

ト調査結果から、「注意喚起の対象者が誰なのかわ

かりにくい」といった意見が得られたことから、

自転車運転者の視点をデザインの中心に据えるこ

とで、「自転車運転者に対する注意喚起」であるこ

とを伝えるよう努めることとした。 

図 6の代替案は、アナモルフォーシス手法を用

いて、遠近法で路面標示が立体的に見えるデザイ

ンとした。アナモルフォーシス手法は、「止まれ」

といった路面標示や自動車の減速標示(イメージ

ハンプ)に近年活用されており、注意喚起の効果が

立証されている（永見ほか 2018）。アナモルフォ

ーシス手法に、自転車と車椅子を表すピクトグラ

ムにスロープを加え、文字等の情報量を減らし、

簡潔にまとめたデザインに努めた。 

なお、本稿執筆時点において、京都土木事務所

の協力を得ながら図 5・図 6 に関する第 2 段階の

評価を行い、その結果を取りまとめているところ

である。 

 

5. 考察・結論 

本調査により、日本人にはその意図する情報が

伝わる注意喚起標識・案内板であっても、外国人

には理解しづらい表記や表現があることが明らか

となった。そのため、日本人にも外国人にも理解

されるグローバルな行政看板を提案する必要があ

る。なお、その際には、世界共通である注意喚起

の色彩やピクトグラムを使用すること、そして日

本語だけではなく英語表記も加えたデザインを心

掛ける必要がある。 

 注意喚起標識・案内板の在り方を見直すことで、

その設置環境の改善に繋がり、観光と市民生活の

調和を期待できる。さらに、現在乱立している注

意喚起標識・案内板の必要性を見極め、適切な場

所で効果を発揮できるよう整備していくことにも

つながるであろう。 

 なお、今回の調査では外国人 28 人と日本人 34

人に対して 2つの行政看板に関する調査を行った。

今後さらに偏りのない意見集約を行うためには、

更に調査対象者数の増加を図る必要がある。また、

今回の対象となった表示の他にもわかりにくい行

政看板があることが考えられるため、調査対象と

する表示を拡大する必要もあるだろう。 

そもそも、観光と市民生活の調和のためには、

行政が主体となって、管理する看板や標識の意図

が正しく伝わるかを事前に調査する必要がある。

このようなプロセスを通じて、新型コロナウイル

ス感染が収束し、再び多くの観光客が京都市を訪

れるようになった際、各課題が少しでも解決され、

観光客と市民双方が快適に過ごすことができるよ

うなまちづくりが実現されるよう期待する。 
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図 5 スピード抑制 図 6 案内標識 
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夕日ヶ浦における観光消費額向上計画 
‐ひねもす観光化を目指して‐ 
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（京都府立大学公共政策学部公共政策学科） 

キーワード：観光政策、夕日ヶ浦 

 

1. はじめに 

わが国の人口は 2008 年をピークに減少局面に

転じ、2100 年には 5700 万人程度まで落ち込むと

推計されている。人口減少は地域経済の縮小を招

き、地域経済の縮小がさらに人口減少を加速させ

るという悪循環に陥る。 

そこで、政府が作成した『まち・ひと・しごと

創生総合戦略』では、「しごと」が「ひと」を呼び、

「ひと」が「まち」を創るという好循環の第一段

階である「しごと」の創生として、地域に根付い

たサービス産業の活力と生産性の向上が掲げられ

ている。 

本研究は、そのようなサービス産業の代表とし

て観光産業に着目する。2017 年に閣議決定された

『観光立国推進基本計画』では、観光産業は幅広

い経済効果をもたらす総合産業として、地方創生

の切り札及び成長戦略の柱に位置づけられている。 

国際観光都市である京都市を有する京都府にお

いても、京都市域以外のエリアにおいて、「もうひ

とつの京都」という地域資源を活用した様々な地

域活性化策により観光入込客の増加と観光消費額

の向上を図る新な観光政策を推進している。 

日本海に面する北部地域では、「海の京都」とし

て、美しい海岸線や海水浴場、豊かな水産物や果

樹などの地域資源を生かした様々な政策が、京都

府北部地域連携都市圏振興社（海の京都 DMO）を

中心に京都府や地元市町、観光事業者などの連携

により展開されている。 

この中で、「海の京都」の構成市町の一つであり、

ユネスコ世界ジオパークに認定された山陰海岸ジ

オパークを含む美しい海岸線や海水浴場、天然温

泉などの豊かな地域資源が存在する京丹後市は

52,997 人の人口を有するが、2010 年国勢調査時の

59,044 人と比べると約 10％減少している。 

こうした人口減少による地域経済の縮小に対応

するため、地域資源を活かした施策が実施されて

いるものの、海水浴がメインである夏季の観光に

おいて、海水浴客の減少と客単価が低く、観光消

費額が伸び悩むという問題を抱えている。 

そこで本研究では、夏季の京丹後市における観

光について、客数及び客単価を向上させるための

政策について、京丹後市網野町浜詰地区（以下、

「夕日ヶ浦」）で実施したフィールドワーク等の調

査をふまえ、目的と現状及び課題を示した上で、

具体的な政策提言を行う。 

 

2. 研究目的 

本研究の目的は、「海の京都」エリアにおいて

豊富な地域資源を十分に活かせていない京丹後市

に対し、①観光入込客数の増加、②観光消費額の

増加につながる政策を提言することである。 

その手法としては、美しい夕日の景勝地とし

て、日本三景天橋立と並んで「海の京都」エリア

の主たる滞在促進地区に指定され、かつ温泉旅館

が集積し、宿泊者数の向上を狙える夕日ヶ浦にお

けるモデル事業を検討し、その後京丹後市の他地

域へ横展開することを想定している。 

また、COVID-19 について収束はせずとも経済 

的制約は解消され感染対策の上で観光ができる状 

況を想定し、政策は屋外で人々の密集を防げるよ 

う留意したものとしている。 

海水浴という強みを活かすことで一定数の集客

が見込まれる夏季を舞台として、前述の①、②を

実現するため、観光客が夕日ヶ浦で消費できる場

所を設けること、観光客の滞在時間を延ばし宿泊

のきっかけをつくることに焦点を当てた提案を行

う。 

 

3. 現状課題 

『「海の京都 DMO」観光マーケティング調査デー

タ』によると、2019 年の京丹後市の観光入込客数

は 211 万人であり、2016 年の 219 万人から 8万人

減少した。そのうち宿泊客数は 2019 年では 37 万

人であり、2016 年の 36 万人から大きな変化はな

かった。また、2019 年の観光消費額は約 71 億 7000

万円（うち宿泊客からは約 50 億 300 万円、日帰り

客からは約 21 億 6800 万円）であり、2016 年の約

68 億 3400 万円（うち宿泊客からは約 45 億 5800

万円、日帰り客からは約 22 億 7600 万円）から約

3億 3600 万円の増加となった。 
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本提案で対象とする夕日ヶ浦における海水浴場

の 2018 年の利用者数は 37,241 人であった。夏は

海水浴、冬はカニを誘客の主軸とする本地区であ

るが、夏は冬と比較して観光消費額が小さく、ま

た観光客の滞在時間も短い傾向がある。観光消費

額が少額となる理由としては、冬と比べ客単価の

高い観光資源に乏しい、消費スポットが不足して

いる、といったものが挙げられる。特に消費スポ

ットについては飲食店が地区に 3店舗しか無いな

ど、海水浴客をうまく消費に結びつけられていな

いと言える。また観光客の滞在時間が短い理由に

は、海水浴客はカニを目的とした冬の観光客より

も日帰り観光を行いやすいことや、京都縦貫自動

車道の整備による京阪神地区からの日帰り観光の

容易化が挙げられる。以上より、浜詰地区の夏季

の観光には、観光消費額の低迷及び観光客の滞在

時間の短期化という課題があると言える。 

 

4. 政策提案Ⅰ 

まず、観光客の観光消費額を向上させる施策と

してキッチンカーの出店支援による消費スポット

の創出を提案する。キッチンカーのような移動販

売は、2021 年 6月の食品衛生法の改定において営

業許可に関連する規制が緩和されたことで従来よ

りも出店が容易になった。また、固定店舗を構え

るよりも初期費用や設備投資を抑えることができ、

模擬店用テントでの営業と比較しても安全性と衛

生面に優れているという利点があると考える。 

当施策におけるキッチンカーは、その場で購入

し消費する軽食や飲料を販売する車両、及び持ち

帰りが可能な土産物を販売する車両の複数台を用

意する。これにより、より幅広い消費ニーズへの

対応が可能になり消費額の向上に寄与する。出店

者は夕日ヶ浦温泉街の旅館や地域内の飲食店、土

産物販売店を想定している。営業に関しては、浜

詰地区観光協会と京丹後市が主体となって出店者

や提供メニューを定期的に変更する仕組みを確立

する。また、観光消費額の向上による利益が地域

に還元され地域活性化の一助となるよう、地産地

消の徹底及び地域の事業者との連携を行う。出店

者に対しては、車両や調理器具の手配や貸出とい

った支援を行う。移動が容易というキッチンカー

の特徴を生かし、日中は海水浴客を対象に海水浴

場沿いの路上にて、日没頃から夜間にかけては遊

歩道からアクセスしやすい海水浴場付近の広場に

て出店することを検討する。 

 

5. 政策提案Ⅱ 

2 つ目に滞在時間の延長と宿泊機会の誘因を図

る政策として既存の遊歩道の再整備と夕日ヶ浦海

岸のライトアップを提案する。 

具体的には、SNS 映えスポットとして既に一定

の知名度を得ている「ビーチブランコゆらり」と

並ぶ新たなスポットとして、既存の遊歩道「夕日

の路」(全長約 200m)を再整備する。夕日の路は浜

詰の魅力である夕日を観覧および撮影する場を想

定して整備されたが、現在では路面材の腐食や雑

草による荒廃が進み、その機能を十分に発揮して

いない。そこで雑草の除去及び石畳の設置を行う

ことにより夕日の路を再整備し、SNS 映えスポッ

トとして活用することで前述のビーチブランコと

周遊を図り、滞在時間の延長に向けた相乗効果が

発揮されやすくする。 

加えて、海水浴に訪れる若者や家族連れを主な

対象に、浜辺と遊歩道のライトアップを行い夕日

だけでなく夜の景観も観光資源化することで、宿

泊機会の誘引につなげる。 

そのため、ライトアップはボラード照明で遊歩

道を、投光照明や LED で海岸を照らし、実施期間

は 夏期の消費額向上という目的と夕日が見られ

る時間帯を加味し 8、9 月の期間毎日、日没後に限

定する。 

また、前述のキッチンカーによる消費スポット

創出との相乗効果を狙うため、夜間のキッチンカ

ーの駐車位置を遊歩道に隣接させるとともに、遊

歩道近隣にベンチや小さなテーブルを設け、景観

を楽しみながら時間を過ごすことができるイート

インエリアを作る。 

なお、これら事業に係る経費は、遊歩道の再整

備は管理者である京丹後市が、ライトアップの整

備は受益者である観光協会が行うことを想定して

いる。 

 

6. おわりに 

調査から、この地域の課題は夏季観光消費額の

客単価が低いことであると明らかになった。本研

究では、京丹後市浜詰地区に対して①観光入込客

数の増加、②観光消費額の増加に繋がる地域活性

化施策を検討した。今回提案したキッチンカーと

遊歩道整備の施策によって課題の解決を図ること

で、浜詰地区を契機とした京丹後市全体の地域経

済の底上げに繋がることを期待する。 
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新時代の京都市観光へ 
 

黒宮ゼミ  観光班 

○中川原亮（ Nakagawahar a Ryo）・ 下司瑞貴（ Geshi  Mi zuki ）・  

田丸悠雅（ Tamar u Yuga）・ 津田一志（ Tsuda Kazushi ）・ 湯浅聖也（ Yuasa Sei ya）  

( 京都文教大学 総合社会学部 総合社会学科)  

キーワード ： リ ピ ータ ー、 体験型観光、 分散化 

 

1.  はじ めに 

 近年京都市では、 観光分野において国内リ ピー

タ ーの維持・ 増加を 目標と し た政策を進めている。

また、 特定の季節や時間帯に観光客が集中するこ

と を問題と し ており 、 観光客の分散化が課題と な

っ ている( 京都市観光協会 2020) 。京都市観光協会

の調査によると 、 リ ピータ ーの観光先は中心街で

はなく 京都市内周縁部( 以下周縁部と 記載) で周遊

する傾向にある。 また、 リ ピータ ーの確保のため

には「 癒し 」 の要素の強化も 課題と し ている。  

そこ で本研究では、 京都市を 訪れる観光客の分

散化を図るため、 周縁部の観光における施策の考

案のための調査を行っ た。 なお、 調査対象は京都

市右京区にある京北細野町と し た。 京北細野町を

調査対象に選んだ理由は、 後述するよう に体験型

観光を複数実施し ている地域であるためだ。  

本研究においての「 観光客」 と は、 京都市産業観

光局が定めた定義に則り 、「 観光目的だけでなく ，

通勤、 通学以外のあら ゆる目的で入洛し たすべて

の人」と する。また、京都市観光協会が行っ た 2018

年の調査結果によれば、 観光客は 3 度目の来訪か

ら 滞在日数が増加し 始めるこ と が分かっ ており 、

同時に主要な観光地を回り き るには 2 度は来訪し

なければ難し いと し ているこ と から 、「 リ ピータ ー」

は「 3 回以上同じ 地域を訪れる人」 と 定義し た。   

 
2.  現状分析と 問題提起 

 2019 年時点で、 京都府の観光客数は約 8, 791

万人と 全国でも 上位の数である。 その中でも 京都

市を訪れる観光客が最も 多く 、 その数は約 5, 352

万人と なっ ており 、 国内観光客に限定すれば

4, 466 万人になる（ 京都市産業観光局 2019）。

一方で京都市を 訪れた観光客を対象に行われたア

ンケート の結果によると 、 再度京都市を訪れたい

と 回答し た人が全体の約 26％、 訪れたく ないと

回答し た人は約 74％と なっ ており 、 京都市にお

けるリ ピート 率は高いと は言えない( 京都市産業

観光局 2019) 。  

 いま説明し たよう に、 京都市が抱える課題と し

てリ ピータ ーの訪問頻度の減少が挙げら れる。 以

下の図のよう に、「 訪問頻度が増えた」 と 回答し

た人はわずか 4. 1%なのに対し て、「 訪問頻度が減

っ た」 と 回答し た人が 59. 4%を 占めている。  

 

 要因と し ては、 交通機関の混雑、 観光客のマナ

ーの低下等が挙げら れる。 また、 先述し たよう

に、 リ ピータ ーは周縁部で周遊するこ と が多い。

そのためリ ピート 率の減少を抑えるための手段と

し て、 京都市では主要な観光地から 離れた周縁部

の観光を活性化し 、 観光客の分散化を図るこ と を

推進し ている。  

 実際に、 観光客は 3 回目以降の訪問の際に体験

型の観光を 好む傾向にあるため( 京都市観光協会 

2019) 、 観光客の分散化と 並行し て体験型観光を

実施し ていく こ と も 重要と なっ ている。 それか

ら 、 分散化には「 時間」 による分散化と 「 場所」

による分散化の 2 種類があるが、 本研究では場所

による分散化について考察するこ と と し た。  

 また周縁部では、 移動手段が限定さ れてし まう

場所も あり 、 周縁部の観光地を 活性化さ せるため

には、 同時に十分な移動手段も 確保が必須条件と

いえるだろ う 。  

 

3.  政策提案 

今後新たなリ ピータ ーを獲得するためには前述

し たよう に周縁部における観光を 活性化さ せる必

要がある。そのために周縁部の観光スポッ ト の PR

や交通渋滞の緩和、 豊富な移動手段の確保を推進

し ていく こ と を提案する。  

 認知度が低い周縁部の観光地においては現在で

も 、 SNSを 活用し た宣伝など、 さ まざまな方法で

客足の増加を図っ ていると 思われる。 青森県青森

市では Googl e スト リ ート ビュ ーを利用し 、 現地

に足を運ぶこ と なく ねぶた祭り を楽し むこ と がで

図 1 令和元年度 京都市訪問意向調査 

（ 参考資料 2、 図表 3） から 引用 
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き るプロジェ ク ト が実施さ れている（ 青森県庁観

光企画課 2015）。 観光目的ではないが、 京都市中

央区でも マータ ーポート と 呼ばれる技術により 錦

商店街をオンラ イ ン化し 、 イ ンタ ーネッ ト 上で錦

商店街を見るこ と や買い物ができ るサービスが既

に行われており （ 京都錦市場商店街振興組合 

2021）、 各地方公共団体がこ う し た技術を積極的

に取り 入れるこ と で、 観光分野にも 活用するこ と

ができ ると 考える。 例えば、 本研究で調査対象と

し た京北細野町では、 里山風景を楽し みながら 4

輪バギー体験ができ るアク ティ ビティ ツアーが開

催さ れている。 他にも 、 京北細野町には常照皇寺

の九重桜や滝又滝など、 抜群の眺望を楽し めるス

ポッ ト や周山城址、 時代行列の再現など歴史を楽

し める要素などがある。 こ れら VR技術を用いた

AR観光と し て活用するこ と を 提案する。 こ のよ

う に、 比較的気軽に参加でき る擬似観光によっ て

認知度を上げるこ と ができ れば、 結果的にリ ピー

タ ーの獲得に期待が持てるのではないだろ か。  

 またこ れら と 並行し て、 各地方公共団体と 旅行

会社が提携し た観光事業を行う こ と も 効果的であ

ると 考える。 具体的には、 周縁部に点在する観光

スポッ ト を活用し たツアーの企画や新たな観光資

源の発掘、 および活用法を見出すと いっ た際に有

効である。  

 あるいは、 京都市の魅力発信を目的と し たアプ

リ ケーショ ン( 以下アプリ と 記載) の開発、 及び配

信を京都市が行う こ と で、 京都市を訪れた人たち

が当アプリ を介し 京都市の更なる魅力について知

るき っ かけと なるだろ う 。 アプリ の普及方法に関

し ては、 現代の代表的な情報媒体である

I nst agr amや Twi t t er、 YouTube 等の SNSを 活用

し た宣伝や、 京都市、 あるいは京都府各地でパン

フ レッ ト の設置やポスタ ーの掲示をするこ と で、

京都市を訪れた人に認知し ても ら う 。 また、 現在

京都市が推奨し たい、 も し く は認知度を上げたい

と いっ た観光地を、 アプリ 内の検索において上位

に出てく るよう な活用方法も 視野に入れて検討す

る。  

 次に、 周縁部の交通の不便さ を改善するための

施策について論じ る。 車道や歩道の整備、 電車の

普及を進めるこ と いで周縁部の交通に関する課題

の大部分は解決でき ると 考える。 また LRT( *1) を

導入すれば、 周縁部におけるさ ら なる交通機関の

充実が狙える。 そのため、 LRT の導入も 検討の余

地があると いえるだろ う 。 あるいはデマンド 型交

通( *2) の導入も 効果的な施策と 言える。 理由と し

ては、 デマンド 型交通はその柔軟さ により 観光客

の多様なニーズに対応するこ と が可能であるため

だ。 ただし 、 デマンド 型交通を導入する場合に

は、 住民や観光客の移動需要を調査し 把握し たう

えで検討する必要がある点に留意し なければなら

ない( 国土交通省 2013) 。  

4.  おわり に 

現在京都市は観光産業において多く の課題を 抱

えており 、 それら の解決策を模索し ているこ と が

分かっ た。 上記の政策が少し でも 実現でき れば、

減少し 続けるリ ピータ ーの獲得につながり 、 さ ら

には京都市が抱える課題解決への第一歩と なるの

ではないだろ う か。  

 

（ 注）  

*1…Li ght  Rai l  Tr ansi t の略。 LRT と は、 昔な

がら の路面電車と は違い、 最新の技術が反映さ れ

た次世代型の路面電車。  

*2…デマンド 型交通と は、 予約があっ た時のみ

運行する方式のこ と 。 運行方式、 運行ダイ ヤ、 発

着地の自由度の組み合わせにより 、 多様な運行形

態が存在する。  
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シェ アサイ ク ルについて 
‐ 経費削減が及ぼす効果‐  
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キーワード ： 環境、 経済政策、 改革 
 

1. はじ めに  

 シェ アサイ ク ルと はサイ ク ルポート ( 自転車置き

場) を事業エリ アに設置し 、任意のサイ ク ルポート

で借り た自転車を任意のサイ ク ルポート に返却す

るこ と ができ るシステムである。 現在、 北米や欧

州など多く の先進国を中心に約 2300 の都市で取

り 入れら れている。日本では 1981 年に仙台で実証

実験が行われており 、事業と し ては 2010 年に富山

で開始さ れた。 欧米を中心と する海外では、 導入

当時は無料と いう こ と も あっ て盗難や破壊が相次

いで起こ り 、 中国に至っ ては乗り 捨てが社会問題

化し ており 、 過当競争によるか過剰生産で自転車

の廃棄処分なども 問題と なっ ている。 こ れら の問

題点を抱えているシェ アサイ ク ルを日本で導入す

る際には、 GPS 機能を搭載し て盗難を 防ぎ、 ク レ

ジッ ト カ ード 認証で違反者を抑制するなどの対策

を 講じ た。 さ ら に、 充電式の電動自転車を用いる

こ と で急な道の移動も 楽に行え、 さ ら に安価に利

用でき る便利な移動手段と し て用いら れている。

し かし 、 多く の地方自治体では補助金を利用し て

も 赤字の事業になっ ているこ と が多く 、 シェ アサ

イ ク ルの存続を 考える自治体も 出てき ている。 そ

う し た現状の背景にある問題と 今後どのよう な改

革を行う べき か、 今後どう いっ た課題が生じ るか

について考察する。   

2. 現状分析  

2. 1 採算性確保が難し い  

一つ目の課題と し て、シェ アサイ ク ルの収益の確

保が困難なこ と が挙げら れる。 現状、 シェ アサイ

ク ル導入都市のう ち約 6 割において収支がマイ ナ

スで、 赤字に陥っ ている。 赤字の都市では、 収支

に対する利用料金収入の割合は 4 割程度に留まり 、

地方公共団体による補助金を受けている都市も 2

割程度に留まっ ている。 さ ら に、 シェ アサイ ク ル

における支出の 3～4 割が再配置費用であると 分

かる。 下の図はポロク ル（ 札幌市） の例だが、 図

を 見て分かるよう に運営経費の約 26%を再配置費

用が占めている。 その再配置費用を削っ た分がそ

のまま利益につながると 考えら れる。 シェ アサイ

ク ルの利用が増えるこ と で、 ポート 間では自転車

の過度な集中や不足による偏り が生じ る。 そのた

め、 シェ アサイ ク ルを運営するにあたっ て自転車

の再配置は欠かせない。 現在、 シェ アサイ ク ルの

再配置は自転車を ト ラ ッ ク で回収し 、 不足し てい

るポート に再配置すると いう 方法で行っ ている。

それによっ て人件費が運営経費を 圧迫し ている。

そこ で、 より 効率的に自転車を回収する方法や再

配置費用を 抑えるための改革案が必要と なっ てく

る。   

 
図１  事業経費内訳例 

 

2. 2 利用者が少ない  

二つ目の課題と し て、 利用者が少ないこ と

が挙げら れる。 その大きな理由はポート の

設置数が少ないこ と である。 現状、 ポート

が利用者の目的地付近になく て、 自転車に

乗っ ても 行き たいと こ ろに行く こ と ができ

ないこ と が多い。 そのため、 シェ アサイ ク

ルの値段が他の公共交通機関より 安いと し

ても 便利さ の観点で比べた時にシェ アサイ

ク ルを利用するこ と が少なく なる。 こ の現

状が起き ている理由は、 ポート の設置費用

が高額であるこ と 、 設置場所の確保に費用

がかかるこ と 、 設置し たポート に毎月賃料

がかかるこ と などがある。 こ れら のこ と を

考えると 利用者が確実に増えると いう 保証

がない限り 、 上記の費用が無駄になっ てし

まい、 赤字が増大するだけになっ てし まう
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ため、 今すぐ に何か所も ポート を増設する

こ と はでき ず、 費用を 抑えたり 、 賄っ たり

するこ と ができ る新たな改革案が必要と な

る。

 
図 2 シェ アサービスの認知度 

図 3 シェ アリ ングサ－ビスの使用例 

 

また、 図 3 サイ ク ルシェ アの認知度がカ ーシェ

アより 劣り 、 カ ーシェ アが 90％程度あるにも か

かわら ず、 サイ ク ルシェ アは 50％にも 満たない

こ と がわかる 。 他にも 駐車場シェ アなどの新た

なシェ アリ ン グサービ スが認知さ れ始めている

こ と を 考える と 認知度アッ プは急務である と い

える。  

そし て、 図 3 から は認知度が主なシェ アリ ング

サービ スの中で二番目に多いにも かかわら ず、

実際に利用し たこ と のある シェ アリ ン グサービ

スと し ては駐車場シェ アに劣り 、 三番手と なっ

ている 。 以上のこ と から サイ ク ルシェ アはシェ

アリ ン グサービ ス内での認知度はそこ そこ であ

る が、 利用と なる と 敬遠さ れてし まっ ている こ

と がわかる。  

さ ら に、 利用者を増やす際、 宣伝効果を増やす

であっ たり 、 費用を 増やし た対策を 投じ たり す

る にも リ スク が大き すぎる 。 費用はなる べく 抑

えたう えでの利用者増大の対策が、 シェ アサイ

ク ル事業発展の大き な力と なるであろう 。  

3. 改革案 

3. 1 再配置コ スト 削減への改革案  

上記の分析から 、再配置に要するコ スト が人件費

を 圧迫し ているこ と がわかる。 現在、 AI を 利用し

たシステムを構築、 導入する I CT 化の案やポート

設置費用の補助などを検討する案が主流と なっ て

検討さ れている。 そこ で、 こ れら の課題に対する

我々の改革案はシェ アサイ ク ルの利用をポイ ント

制にするこ と だ。 通常は利用料金の５ パーセント

分を ポイ ント と し て付与し 、 不足するポート への

乗り 継ぎに応じ てポイ ント を加算すると いう 政策

だ。 例えば、 自転車が不足し ている特定のポート

をアプリ で通知し 、 そのポート に自転車を返却し

てく れる利用者のみ通常ポイ ント に 10 ポイ ント

を加算するこ と でポート 内の偏り を防ぐ 方法であ

る。  

3. 2 利用者数増加への改革案 

現状分析でも 述べたよう に、利用者が少ない原因

と し てポート の数が少ないこ と が考えら れる。 利

用者数を増加さ せるためにはポート の数を増やす

必要がある。 そこ で考えた改革案は２ つある。 １

つ目は、 ポート を 設置さ せていただく 飲食店等の

広告を自転車に付ける代わり に、 ポート の設置費

用や賃料を 安く さ せていただく と いう 改革である。

こ の改革案のメ リ ッ ト と し ては大き く ２ つ挙げら

れる。 1 つ目はシェ アサイ ク ル事業者側のメ リ ッ

ト で、 ポート を設置するのにかかる費用と ポート

賃料を安く 済ませるこ と ができ 、 固定費の削減に

つながるこ と だ。 ２ つ目はポート を設置するお店

側のメ リ ッ ト で、 広告を無料で打つこ と ができ 且

つポート 賃料が入るこ と である。 ポート の設置費

用と 賃料を 削減するこ と で、 固定費が削減でき 且

つポート を 設置するお店が増えるこ と で、 ポート

が増え利用者の増加にも つながると 考える。 2 つ

目の改革案は、 タ ーゲッ ト を絞っ たポート 配置で

ある。 例えば、 学生マンショ ンへの配置だ。 地方

から く る学生にタ ーゲッ ト を絞るこ と で、 自転車

を新し く 買わずに済み且つ社会人になっ た際の利

用にも つながるメ リ ッ ト がある。 マンショ ンの所

有者側も 、 一定の賃料を得るこ と ができ 、 事業者

側も ポート が増えると いう メ リ ッ ト が考えら れる。

以上の 2 つが利用者数増加への改革案である。  

4. 今後の課題 

こ れら を踏まえたう えで、シェ アサイ ク ルに求め

ら れているこ と は、 いかに費用を 抑えたう えで、

利用者を増やすかと いう こ と である。 し かし 、 事

業が赤字の上、 昨今の新型コ ロナウイ ルスの影響

で、 規制が緩和さ れ始めて外出する人は増えたも

のの事業の発展を 目指そう にも 困難を強いら れて

いる。 また、 現在は、 都市部やスマホ世代に向け

た事業がなさ れているが、 今後は、 年代や幅広い

地域の普及も 視野に入れて、 さ ら なる事業発展を

目指し ていかなければなら ない。 シェ アサイ ク ル

事業には、 まだまだ解決すべき 問題点が数多く あ

るよう に考える。  
参考文献 対照的！認知度、 B2C カ ーシェ ア 89％、 ラ イ ド

シェ ア 15％ MaaSの肝「 シェ アリ ング」 で調査 |  自動運

転ラ ボ ( j i dount en-l ab. com)  

（ ＃８ ５ ５  シェ アサイ ク ル国内大手２ 社の決算を みる 

ド コ モバイ ク シェ アと オープンスト リ ート  - dor at t ar a!  

Season4 ( hat enabl og. com) )  
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正直者が得をする新たな交通方策 
―モチベーショ ン 3. 0 に着目し て― 

 

福知山公立大学 2 年杉岡ゼミ  

〇伊藤大貴( I t o hi r oki ) ・ 伊藤沙也伽( I t o sayaka) ・ 上口貴子( Kami guchi  t akako) ・  

中山優輝( Nakayama yuki ) ・ 堀雄翔( Hor i  yut o) ・ 道林英鉄( Mi chi bayasi  ei t et su)  

（ 福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科）  

キーワード ： 交通安全、 交通事故防止、 歩行者保護 
 

1. はじ めに 

 本稿は、 京都府における交通事故の現状と 課

題を 整理し 、 ド ラ イ バーに対する歩行者保護の

徹底方策を実現するための政策を 検討するこ と

を 目的と する。 警察庁の調べによると 、 2019

年の車の取締り 件数が最も 多い案件は「 一時停

止違反」 であり 、 続いて多かっ たのが「 最高速

度違反」 であっ たと さ れている。 また JAF は、

2020 年の「 全国の信号機のない横断歩道での

車の一時停止状況」 で全国平均は 21. 4％であ

り 、 そのう ち京都府は平均を 下回る 19. 9％で

あっ た。 同時に京都府の 2018 年の最高速度違

反の検挙件数は、 47 都道府県のう ち 5 番目に

多いこ と が警察庁のデータ で明ら かになっ てい

る。 こ う し た状況を踏まえれば、 京都府におけ

る交通事故の現状と 課題を 整理し 、 ド ラ イ バー

に対する歩行者保護の徹底方策を 検討するこ と

は重要な意義を 持つと 言えるだろ う 。  

 

2． 先行研究 

 交通安全に寄与する交通取締り 計画に関する

先行研究と し ては、 例えば石村・ 森本（ 2016）

が挙げら れる。 そこ では、 ド ラ イ バーの違反行

為を 抑制さ せる取り 組みの一つである交通取り

締まり に着目し 、 交通事故と の関係について考

察し ている。 石村・ 森本（ 2016） は結論と し て

「 交通取り 締まり の実施はド ラ イ バーに安全運

転行動を 促すも のの、 多く のド ラ イ バーは違反

行為を軽視する傾向にあり 、 取締り に対する懐

疑的な意識や運が悪いと 感じ るのは、 違反行動

と 交通事故の関連性に対する認識不足である」

と し ている。 すなわち、 わが国においては交通

ルールを 遵守するための積極的なイ ンセンティ

ブは（ 動機） は不存在である。 かつてダニエ

ル・ ピンク （ 2015） はモチベーショ ンには３ 段

階あり 、 1. 0 が生理的動機づけ（ 生死） 、 2. 0

が外発的動機づけ（ アメ と ムチ） 、 3. 0 が内発

的動機づけ（ 自主性） と 整理し たが、 現状の交

通取り 締まり は、 2. 0 にまでし かアプローチで

き ていないと いう こ と である。  

 

 

3． 先行事例 

 と こ ろ で、 exci t e ニュ ースによれば、 スウ

ェ ーデンでは、 こ の問題について「 スピード 違

反の罰金を宝く じ と し て還元する 」 と いう 取り

組みを実施し 、 功を奏し ていると いう 。 具体的

には、 ある地域に設置さ れたスピ ード カ メ ラ に

法定速度を守っ ている と 判定さ れた車は、 自動

的に宝く じ に参加し たこ と になり 、 罰金の一部

がその宝く じ の賞金と し て還元さ れると いう 仕

組みである。 24, 000 台の車を 対象に 3 日間行

っ た実験では、 現場の平均速度が 22％も 下が

っ たと のこ と であっ た。 また、 スウェ ーデンで

はカ メ ラ の前に標識があり 、 安全にスピード を

落と せるため十分な距離を 取ら せるこ と で、 急

ブレ ーキを避けている と いう 。 すなわち、 交通

取り 締まり などの非日常的かつ罰則的なアプロ

ーチではなく 、 交通ルールを 自主的に遵守する

ための積極的なイ ンセンティ ブを （ 動機） 日常

的に組み込んでいる点が大変示唆深い。  

 

4． 政策提言 

 以上を 踏まえ、 最後に政策提言を行う 。 それ

は「 正直者が得を する 交通政策」 の導入であ

る 。 具体的には、 京都府の交通事故が多い地域

において、 交通ルールを守っ て走行し た人を 警

察官がラ ンダムに選抜し 、 京都府の 26 市町村

の 1 万円相当のふるさ と 納税の特産品を贈呈す

る と いう 仕組みを 都道府県と 市町村が連携し 構

築すると いう アイ ディ アである。 なお、 こ のア

イ ディ アを日常的に実装するためには、 まずは

試行が必要である。 例えば警察官ら が取締り を

強化し ている 春と 秋の交通安全運動期間に試験

導入し 、 検証を重ねる 必要がある 。 なお、 話題

性による混雑を避ける ためにも 実際に行われる

交差点や行われる期日の一般公開は行わない。

実施パタ ーンは 2 案考えら れる。 1 案目は、 交

差点前で一時停止し た車に警察官がラ ンダムに

声を かけ、 特産品を進呈するパタ ーンである。

こ の場合、 取締り の光景を 写真付き で新聞等で

報道し ても ら う こ と で、 徐々に安全走行の意識

が広がっ ていく メ リ ッ ト がある一方で、 現場に

やや負担をかけてし まう と いう 課題がある。 2

-62-



案目は、 オービスを対象地域に設置し ておき 、

ラ ン ダムに選抜し た交通規制を守っ た車に対し

て後日家に特産品を送るパタ ーンである。 こ の

場合、 非接触で実装でき 、 感染症対策にも 配慮

でき るメ リ ッ ト がある一方で、 AI など活用し

てシステムを 構築し なければなら ないと いう 課

題がある。  

 

5． まと め 

 最後に本政策提言の意義を ２ 点改めて整理し

ておき たい。 1 つは、 本案では交通ルールを 順

守し ているド ラ イ バーを たたえ、 交通ルールを

守る 積極的な動機を作る形で、 ド ラ イ バーの自

主性を促す交通事故を 抑制し ていく と いう 新し

いアプローチを 採用でき たと いう こ と である。

ダニエル・ ピンク の整理で言えばモチベーショ

ン 3. 0 への懸け橋である。 言う までも なく 、 今

までのド ラ イ バーに罰を 与える交通取り 締まり

方法を漫然と 続けるだけではド ラ イ バーが交通

ルールを 守ろ う と いう 意欲がわかないであろ

う 。 2 つ目は、 京都府内各地域の特産品を 景品

にするこ と で、 交通政策と 地域づく り を架橋で

き たと いう こ と である。 また、 都道府県による

政策と 基礎自治体による協働政策と 見るこ と も

でき よう 。  

最後に、 交通事故は事故を 起こ し た本人のみ

なら ず、 巻き 込まれた側の未来も 奪っ てし まう

恐れがある。 そう し た悲し いニュ ースをこ れ以

上増やさ ないためにも 、 ぜひ一人一人の自主性

を 引き 出し 、 結果と し て交通事故が減少するア

プロ ーチの実現を 期待し たい。  
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1. はじめに 

地震災害大国日本においては、東日本大震災後

も日本各地で地震が発生しており、今年に入って

から(10 月 30 日現在)も、震度 4 以上の地震が 

44 回 発生するなど、いつ大規模地震が発生して

もおかしくない状況である。ここ京都において

も、今後想定されている南海トラフ巨大地震が発

生すれば、大きな被害を受ける可能性がある。観

光都市である京都においては、地震が発生したと

きに、世界各国から訪れる多くの訪日外国人旅行

者への対応についても重要な課題になるだろう。

日本人の私たちですら土地勘のない観光地などで

地震が発生した場合、どのように行動すれば良い

のか理解していない。そうなると、訪日外国人旅

行者にとって異国の地での地震は、さらに不安や

恐怖になる存在になると予測することができる。

観光白書(2021)によると、訪日外国人旅行者につ

いては、７年連続で過去最高を更新し、2019 年

には 3188 万人となっていたが、現在新型コロナ

ウイルスの流行により訪日外国人が大幅に減少し

てしまっている。しかし、そんな今こそ、アフタ

ーコロナを見据え、もう一度訪日外国人旅行者が

戻ってくるために、より「安全安心な京都」をア

ピールするためにも災害発生時の訪日外国人旅行

者への対応について検討する意義は高いと考え

る。 

そこで、本稿では、訪日外国人旅行者が日本で

地震に被災した場合、どのような対策があるのか

を分析した上で、政策提案を行っていきたい。  

2. 訪日外国人旅行者の声 

実際に東日本大震災を経験した訪日外国人旅行

者を対象とした観光庁の調査(2013)や熊本地震直

後に実施された調査結果(2016)によると、訪日外

国人旅行者の多くは、地震発生時に十分な対応す

る知識を持っておらず、「今何が起きているの

か」、「自分は何をしなければならないのか」とい

った情報を必要としていた。さらに、「言葉がわ

からずどこに行けばよいかわからなかった」など

災害時の情報収集方法への不安の声が多く挙げら

れた。 

3. 観光庁の対策 

 東日本大震災後の政府の取り組みとしては、観

光庁は 2014 年 10 月に、自治体向けの「訪日外

国人旅行者の安全確保のための手引き」を作成し

た。その後、この手引きを元に観光・宿泊施設向

けの「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初

動対応 マニュアル策定ガイドライン」 が策定さ

れた。このガイドラインに基づいて、それぞれの

自治体の駅・空港、競技場、旅館・ホテル等など

において取り組みが進められた。また、2014 年

からは観光庁が監修する Safety tips というアプ

リにて災害情報提供を行なっている。このアプリ

の特徴は、災害の状況や災害時に自分がしなけれ

ばならない行動など訪日外国人旅行者にとってニ

ーズの高い情報を多言語（５カ国語）で入手する

ことができる。コンテンツは避難フローチャー

ト、大使館や JNTO（日本政府観光局）ウェブサ

イトへのリンク、コミュニケーションカードなど

がプッシュ型で通知される仕組となっている。 

4. 京都市の対策 

京都市では、東日本大震災で浮き彫りとなった

課題を精査し、大地震が発生した際の対策に生か

すべく平成 23 年「京都市防災総点検委員会」を

設置し、委員会において、今後京都市が行うべき

事項として約 130 項目からなる最終報告をとりま

とめた。京都市ではこれを受け全国に先駆け、観

光地対策協議会、事務所対策協議会、ターミナル

周辺協議会が連動し、進めてきた取り組みが「京

都モデルの帰宅困難者対策」である。この対策で

は、観光客に特化した全国初の帰宅困難者対策を

推進するための「京都市帰宅清水・祇園地域及び

嵯峨・嵐山地域困難者観光地対策協議会」を設置

した。この協議会では大地震が起こった際の観光

客対応として清水・祇園や嵯峨・嵐山をモデルと

した「帰宅困難観光客避難誘導計画」を制定し、

この計画に基づき京都市が地域商店街などの事業

者や寺院・神社、旅館等の観光関連団体の関係者

と協定を結び、観光客への初期対応の中心を担っ

てもらうこととしている。平成 30 年度 3月に

は、「京都市災害時帰宅困難者ガイドマップ」も

作成しているガイドマップでは、災害時の行動に

ついて３STEP に分け説明するとともに、各観光

地の近くに存在する緊急避難広場が地図上に掲載

されている。 災害時の情報提供については、上

記で紹介したガイドマップだけでなく、京都市帰

宅支援サイトも存在している。このサイトは観光
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客向けに市内のほぼ全域で無料公開している公衆

無線 LAN 「KYOTO Wi-Fi」 を利用し、同サイト

へ誘導する機能を備えている。 

5. 現状のアプリの問題点 

上記で見てきた以外にも、他言語に対応した

様々な防災アプリやサイトが存在しているが、そ

れらについては、以下のような問題点が指摘され

ている。 

秦(2020)によれば、観光目的で来日している外

国人に、国や自治体が開発している災害情報提供

アプリ等をインストールすることには無理がある

との指摘がある。 相引等(2016)によれば、訪日

中のお役立ち情報として観光・イベント情報を合

わせて受け取れるサービスで、平時から利用され

ているものの方が、災害時においても訪日外国人

旅行者が身を守る助けになり、訪日外国人旅行者

に周知浸透させていくために、官民が一体となっ

た普及活動が必要であると指摘する。菊澤(2020) 

によると、アンケート結果を分析して、外国人は

主にテレビ等で情報を得ていることがわかるが、

テレビでは、多くの人に「共通」の情報が公開さ

れることに対し、「個別」の情報は得にくいの

で、そのために、避難所の情報や最寄り駅の運行

状況などのローカルな情報が得られにくいと指摘

しており、そういう点でも地域ごとの情報の提供

という重要性は高いだろう。 

以上の先行研究により、①災害だけに特化した

サイトではなく、観光や交通情報などで災害がな

いときから利用しやすいもの②地域の情報を得る

ことができ多くの人に利用してもらえることが必

要と考える。 

6. 政策提案 

（1）観光情報と防災情報が一体化したサイト 

現状、京都市では、京都市帰宅支援サイトなど

の防災情報や外国人向けの Kyoto City Official 

Travel Guide などといった観光サイトが別々に

存在しているが、それらを一体化し、災害時に切

り替えられるような仕組みを取り入れると緊急事

態に災害サイトやアプリをもう一度入れなおす手

間が省けるのではないだろうか。そこで参考にな

るのが 沖縄県の VISIT OKINAWA JAPAN というサ

イトである。運営会社である一般財団法人沖縄観

光コンペティションビューローに電話にてヒアリ

ング調査をしたところ、普段は観光情報サイトで

あるが、災害時はサイト内に必要とされる情報を

発信しているサイトの URL を貼るということを行

っているとのことであった。具体的には、避難所

の情報、今するべき行動、飛行機の日程、交通情

報などを発信している。避難所に行った時や観光

時にコミュニケーションに困らないようにと、コ

ミュニケーションシートというのもサイト内で活

用できるようになっている。このサイトを参考

に、京都においても観光サイトの中に災害情報を

提供し、災害時には切り替わることのできるサイ

ト構成にするべきだと考える。 

（2）広報啓発のための QR コード 

観光情報と防災情報が一体化したとしても日頃

から多くの人に認知され、利用してもらわなけれ

ば意味がない。そのため QR コードの導入を提案

する。QR コードを、ホテルのフロントやお店の

入り口、駅構内など、比較的目につきやすい場所

に設置する。ホテルやお店で、アナウンスでお知

らせをすることでさらに多くの人に認知してもら

えるだろう。日頃から観光サイトを利用してもら

えることで、災害時にサイトに切り替わったとき

スムーズに利用することに繋がることを期待す

る。また、京都市で災害が発生した時の現場の誘

導は京都市の職員に加えて、地元商店街、寺社な

どのあらかじめ市と締結している人々が観光客な

どの避難誘導の対応に当たるが、対応する人全員

が英語を話せるわけでは無い。そこで、QR コー

ドが書いてある紙などを、商店街などいたるとこ

ろに配布しておくことで、誘導する側も、そのサ

イトのコミュニケーションカードなどの活用しな

がら避難誘導できるだろう。日頃のコミュニケー

ションや情報の理解にも活用してもらうため、の

ようなサイトでは、言語だけでなくピクトグラム

や絵を用いてわかりやすくするなどの工夫も必要

である。 
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1.はじめに 

近年、ユニバーサルツーリズム（以下 UT）の

考え方が広まりつつある。観光庁の定義による

と UT とは、「すべての人が楽しめるよう創られ

た旅行であり、高齢や障害の有無にかかわら

ず、だれもが気兼ねなくできる旅行」を指すも

のである(観光庁 online:manyual.html）。 

 日本では、平成 26 年に障害者制度の充実を目

指す障害者権利条約への締結、そして 2021 年に

東京オリンピック・パラリンピックでインクル

ーシブな大会が実施された影響で、「すべての

人が楽しめるよう創られた旅行」である UT への

需要が増加してきている。 

 人間は、90％近くの情報を視覚から得ている

と言われている（伊藤、2015）。しかし視覚障

害者は、視覚から情報を得ることが難しいた

め、情報弱者となりがちである。また、メディ

ア誘導型観光研究（鈴木、2009 他）によると、

地図は、観光行動決定のための重要な情報を与

える主要なメディアである（Ikeda & Higgins, 

2018）。しかしながら、視覚情報中心であるた

め、視覚障害者は、地図の情報に効果的にアク

セスできない状態にある。 

 本稿では、UT の取り組みの一つとして、リス

クの高い視覚障害者に安全な歩行ルートを提供

でき、且つ容易にアクセスできる地図とは何か

について検討する。 

 

2.現状      

2 ｰ 1. 京都市の UT への取り組み 

 日本の各観光地では、他の地域との差別化を

図るため、積極的に様々な UT への取り組みが行

われており、京都市もその一つである。その取

り組みの中でも特に、「京都ユニバーサル観光

ナビ」と「京都ユニバーサルコンシェルジュ」

は、障害者や高齢者に必要な情報を与え、快適 

 

 

な旅行計画を支援する重要な役割を担っている

と考えられる。 

2 ｰ 2. 情報バリアフリーの観点からの調査 

 京都市のこれらの UT の取り組みは視覚障害者

のための情報発信の配慮がされているか否かを

調査するため「京都ユニバーサルコンシェルジ

ュ」と「京都ユニバーサル観光ナビ」のホーム

ページを調査した。 

 「京都ユニバーサルコンシェルジュ」とは、

京都市が公式に任命する UT のプロで、それぞれ

の得意分野を持ったコンシェルジュが、旅の相

談に無償で応じている。この取り組みによって

視覚に障害がある方にも京都観光を楽しんでも

らおうという狙いが見受けられる。 

 しかしながら、京都コンシェルジュへの相談

は電話のみの受付で、健常者の我々がインター

ネット等から得られる情報に比べて情報量が圧

倒的に少ない。また、その際に起こる情報を得

られるまでの間の時間差は彼らが旅行をする上

での弊害となりうるものである。 

 次に「京都ユニバーサル観光ナビ」である。

これに掲載されている地図を視覚障害者の視点

で分析を行った。ユニバーサル観光ナビは身体

障害者に特化した地図を掲載しており、視覚障

害者が排除されているのではないかという懸念

がある。 

 我々が行った分析で注目した点は以下の四つ

である。 

 一つ目は、道路の道幅についてである。正確

な道幅の広さや歩道の有無、歩道の幅の記載な

どは、視覚障害者にとって安全かどうかの判断

材料になり、行動の選択肢の幅に関わると考え

られる。 

 二つ目は、信号についてである。視覚障害者

は信号の判別が難しいうえに、電気自動車など

の増加により、エンジンの音が聞こえないなど
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といった弊害が発生していることから、音声信

号の有無の記載が必要である。 

 三つ目は、歩行を妨げる障害についてであ

る。視覚障害者にとって突然現れる溝を避けた

り、段差などの障害物の中を避けて歩いたりす

ることは容易ではない。よって、それらの情報

を視覚障害者に提示する必要がある。 

 四つ目は、点字ブロックについてである。点

字ブロックは視覚障害者の移動に重要である。

そのため、路上の点字ブロックの有無について

の記載があることは視覚障害者の行動決定に影

響し得る。 

 以上の四点は視覚障害者の観光にとって非常

に重要なものであるが、分析の結果「京都ユニ

バーサル観光ナビ」の地図ではこれらのことは

ほぼ示されていないことが分かった。 

 

3.地図の役割 

3 ｰ 1.メディア誘発型観光研究からの地図の役割 

メディア誘発型観光研究とは、観光に関係す

るメディア情報の観光行動への影響を調査する

研究分野である（鈴木、 2009）。鈴木による

と、観光者用地図の情報は、観光者の観光行動

決定の要因となる。例えば、観光地図の多く

は、地図上に目的地までのルートを示すこと

で、観光客の歩むルートに影響を及ぼす。ま

た、地図に観光場所を記載することで、観光者

の目的地選定や行動選択の基準となり得る。し

かしながら、地図は視覚情報中心であり、UT の

取り組みの一つとして、地図の情報にアクセス

できない視覚障害者への対応が求められてい

る。 

3 ｰ 2 視覚障害者のための地図とは？ 

 視覚障害者の見えない壁を取り除き、安全な

観光を提供する地図に必要な情報とは何かを明

らかにするため、視覚障害者へのヒアリング調

査と、視覚障害者歩行支援の文献の調査をそれ

ぞれ行った。ヒアリング調査では、視覚障害者

の情報収集の手段と移動を支援する情報は何

か、ということについてメールとズームを使用

し調査した。また、視覚障害者歩行支援の文献

調査では、移動の支援に有益な情報を調査し

た。 

 ヒアリング調査から情報収集について、点字

識字率はわずか 10％と、点字での情報伝達では

視覚障害者にとって有効な手段でないことが分

かった。視覚障害者は、音声で情報を得るのが

通常であり、音声で視覚障害者の歩行支援情報

を提供することが必要であることが明らかにな

った。 

 移動の際の困難な点としては、文献調査とヒ

アリング調査での結果から、困難回避のために

必要な溝や段差、看板などの歩行を妨げる障害

があり、更に視覚障害者が道路を横断しようと

するときに、歩行者用信号機の色の判別を行い

にくいことが分かった。 

 

4.政策提案 

 文献調査とヒアリング調査の結果、「京都ユ

ニバーサルコンシェルジュ」と「京都ユニバー

サル観光ナビ」のホームページの調査を元に、

我々は音声ブラウザを用いた視覚障害者向けの

観光地図を作成することを提案する。音声が視

覚障害者にとって情報を得る際に重要な手段で

あるため、音声ブラウザを用いた観光地図は視

覚障害者の観光に有効であると考える。 

 観光地図に記載する内容は道順に加えて、道

幅が広いこと、点字ブロックがあること、音声

信号があることなど、視覚障害者が安全に観光

できる道順を条件として記載する。また、音声

ブラウザが正確に読み上げられるようにするた

めに観光地図には図の記載はせず、文字のみで

情報提供を行う。 

 このように地図による旅行者の行動決定の影

響を利用することで、視覚障害者が安全に目的

地まで到達できる地図の作成を提案する。 

 

5.まとめ 

 UT が注目されている今日において、視覚障害

者に対応した観光の支援が必要とされる。京都

市の UT への取り組みに加え、文献調査とヒアリ

ングを基にした視覚障害者に寄り添った地図を

作成することで、UT への貢献へと繋がるだろ

う。 

 
6.参考文献 

1)伊藤亜紗(2015)『目の見えない人は世界をどう見てい

るのか 』光文社新書 

2)鈴木晃志郎（2009)『メディア誘発型観光の研究動向と

課題』 

3)Higgins Christina and Ikeda Maiko(2021)『The 

materialization of language in tourism networks』 

4)観光庁(2021)「ユニバーサルツーリズムについて」

https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/man

yuaru.html (最終閲覧日 2021 年 10 月 29 日) 

-67-

https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/man


 

-68-



 

口頭発表 
 

【分科会３】 

-69-



 

現代アートのプロジェクションマッピング 

による四条通地下道活性化事業の提案 
 

同志社大学風間ゼミチーム C 

〇名護 青凱（Ohga Nago）・小松 慎平（Shinpei Komatsu）・笹森 聖矢（Seiya 

Sasamori）・阪野 ともの（Tomono Banno）・堀 雪乃（Yukino Hori） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：プレイスメイキング、現代アート 
 

1. 問題意識 

 四条通は京都随一の繁華街であり、観光客・京

都府民ともに日々多くの人が訪れる場所である。

その四条通の地下には、阪急電鉄烏丸駅、京都河

原町駅の 2駅をつなぐ約 1.1km の歩行用地下道が

通っている。この地下道は繁華街の地下という一

等地にあるにもかかわらず、地上の賑わいとは打

って変わって無機質で暗い「単に通り抜けるだけ

の空間」となっている。私たちは、この現状がパ

ブリックスペースの活用機会損失となっていると

認識し、四条通地下道の有効活用策を提案すべく

調査研究を行った。 

 

2. 現状分析 

これまで地下道の活用に向けた動きが全くなか

ったわけではない。京都市では、2017 年から

「四条通地下道活性化事業」を展開している。 

その事業内容を調査するために、私たちはこの

事業を担当する京都市「歩くまち京都推進室」に

ヒアリングを行った。その結果、以下の点が明ら

かになった。①四条通地下道は鉄道施設の一部で

あり、大部分を阪急電鉄が所有しているが、10

番出口から 14 番出口の間は京都市が借用してい

る。②2017 年には京都市、阪急電鉄、四条繁栄

会商店街振興組合の 3者で協議会を立ち上げ、京

都市の借用部分の中でも 10 番出口から 12 番出口

の間約 200m は文化的活用エリアとして写真や児

童絵画、アートポスターを展示されてきた。③し

かしこれまでの展示内容はどれも小規模なもの

で、地下道全体の雰囲気をがらりと変化させるほ

どの影響力を持っていないため、活性化事業の目

立った成果は見られない。 

 
（図 1：四条通地下道略図 令和元年度「歩くまち・京

都」 推進会議説明資料より引用） 

文化活動エリアとして有効に活用されないのに

は、四条通地下道が抱えるいくつかの問題点が関

係していることもわかった。 

 最も大きな問題は、インフラが整っていないこ

とである。水道、電気などが通っていない他、資

材等の搬入・搬出に使用できるエレベーターがな

い。また、備品の保管場所がなく高価な美術品等

を展示することができない。さらに、整備のため

の資金不足も問題である。京都市は財政難に陥っ

ており、公的資金を投入したハード面の整備を行

うことは難しい状況にある。四条通地下道で行う

活性化事業には、これらの障害を乗り越えるアイ

ディアが求められる。 

さらに独自に通行量調査を行ったところ、10

月 29 日 6:30～22:30 の間で 10 番出口から 11 番

出口の間の通行者数は 6,165 人であった。それに

対して阪急電鉄京都河原町駅の 1日の乗降人員は

5万人を超えており、地下道の通行者数と駅の利

用者数が大きく乖離していることがわかる。 

 以上の調査を踏まえ、私たちは、地下道活性化

の先行事例となる神奈川県厚木市主催の本厚木駅

東口地下道活性化事業について、ヒアリング調査

を実施した。この事業では、「CHiKa フェス」が

企画され、展示や体験型の催しが開かれている。

イベントの際には来場者へのアンケート調査や通

行量の調査が行われている。「地下道の活性化に

期待することはどれですか」（※複数回答可）と

いうアンケートの質問に対する回答として最も多

かったのが「イベントなどでにぎやかにしてほし

い」（56.8％）という声であった。その他にも地

下道特有の静かで薄暗い雰囲気の変化を期待する

回答が見られた。また、通行量調査の結果による

と CHiKa フェス開催時の通行量は平時と比較して

約 1.84 倍であり、地下道でのイベント開催は一

定の効果があることがわかった。 

 

3. 政策提言 

以上の現状分析を踏まえ、私たちは四条通地下

道を活用し、現代アートを用いたアートプロジェ

クト「Art Basement 360（以下 AB360）」を提案

する。AB360 では、壁面・天井・床にプロの現代

芸術家が手掛けた映像作品をプロジェクションマ

ッピングによって投影し、地下道にアート空間を

創出する。なお、使用するエリアは、京都市が保

有する 10 番出口から 12 番出口の間の文化的活用

エリア約 200ｍの部分である。 
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（図 2：360 度プロジェクションマッピングのイメージ 

エプソン HPから引用） 

＜プロジェクトの基本コンセプト＞ 

本プロジェクションマッピングのコンセプト

は、人々の日常生活の中に本格的な現代アートを

取り入れることである。 

現代アートを鑑賞することは能動的な知的体験

に他ならない。アートは鑑賞者に視覚や聴覚から

作家が抱く社会的なメッセージを訴えかけ、さら

には問いを与える。これを受けて鑑賞者は自然と

現代社会が抱える問題を意識し、思いを巡らせる

のである。いつも通り、地下道を歩く。ただそれ

だけで現代アートの世界に入り込むことができ、

“いつの間にか”このような知的体験に参加する

ことができる。また、文化庁の全面的移転を控え

る京都府では、総合計画「京都夢実現プラン」の

主要施策の一つとして文化創造を掲げており、ア

ートフェアなどを通して現代アートの振興に力を

入れている。 

先述した 6千人という通行者数は、裏を返せば

確実に来場者数につながるということである。つ

まり、本事業は一部のアート関係者だけでなく、

現代アートを「わかりにくい」と敬遠しがちな一

般市民に対しても現代アートに触れる機会を創出

することができるのだ。これは、敷居が高い美術

館ではなく、移動手段として機能してきた四条通

地下道で行うからこそ達成できるものである。さ

らに、日光から遮断されている地下道はプロジェ

クションマッピングに最適の空間であり、日中で

もひとたび地下道への階段を下りれば非日常的な

現代アート空間に入り込むことができる。 

＜事業の運営体制＞ 

本事業を運営するにあたって、AB360 運営委員

会を組織する。委員会は①京都市歩くまち京都推

進室、②京都府文化スポーツ部文化芸術課、③京

都商工会議所、④四条繁栄会商店街振興組合、⑤

映像技術の提供をビジネスとしている企業関係

者、⑥日本で現代アート振興に取り組んでいる協

会、⑦アートディレクター、⑧阪急電鉄で構成さ

れる。 

 運営委員会は、以下の役割を担う。 

①事業実施計画を策定し、事業の実施に向けたス

ケジュールをたてる。 

②本事業についてのホームページや各種 SNS アカ

ウントの運営、チラシ・ポスターの作成、テレ

ビ・ラジオ等を通じて宣伝活動を展開する。 

③プロジェクターと映像を映し出すパネルなど、

プロジェクションマッピング実施のために必要な

設備を用意する。 

④アートディレクターが中心となってアーティス

トから提案を募り、展示する作品を選定する。 

⑤アーティストへの謝礼や設備資金を調達するた

めに、国の文化振興関連の補助金の申請を行うほ

か、企業メセナを展開するスポンサーからの協賛

金、地下道ポスター等からの広告料、クラウドフ

ァンディングを行うなどにより資金調達を行う。 

＜事業の実施＞ 

依頼するアーティストの決定後、委員会所属の

映像技術を持つ企業とアートディレクターは、ア

ーティストと打ち合わせを行い、映像作品として

の形を作り上げていく。投影する映像作品は、異

なるアーティストによる異なるテーマで 3 カ月に

1度入れ替えることで展開性を高め、人々が飽き

ることなく何度も歩きたくなるような空間を持続

的に実現させる。 

                      

4．期待される効果 

私たちが提案する AB360 によって、薄暗く閑散

とした地下道が現代アートの力で明るく生まれ変

わり、京都の新たな観光名所として賑わう公共空

間となる。そして単なる通り抜け通路ではなく、

多くの人が歩きたいと思える「目的地」となるこ

とが期待できる。地下道の通行量が増加し、広告

料や協賛金を得ることができれば、その資金をイ

ンフラの充実に活用することが可能となり、正の

循環が生み出される。 
また、本事業は、芸術振興面でも様々な効果を

期待できる。多くの人が行き交う四条通に展示ス

ペースを設けることにより人々への現代アートの

浸透を促し、官民協働のアートプロジェクトの展

開を通じて、文化芸術都市としての京都の存在感

を一層高めることができる。 
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地場産業存続に向けた循環型産業の確立 
‐ 政所地区での実証的検討を 踏まえて‐  
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はじ めに 

滋賀県東近江市奥永源寺地域では、 600 年の長

い歴史を持つ政所茶が生産さ れている。政所茶は、

在来種かつ無農薬で栽培さ れているこ と によっ て、

近年では希少価値を高めている。 し かし 昨今、 政

所茶を生産し ている茶工場の老朽化・ 採算面の問

題により 、 政所茶は存続の危機に陥っ ている。  

そこ で、 本研究では地場産業存続を目指し 、 再

生可能エネルギーを基軸に置いた付加価値づく り

と 地場産業の掛け合わせによる相乗効果の可能性

について研究し ていく 。  

 

第 1 章 現状 

政所茶の生産に関わる茶工場は、JAにより 運営

さ れていた。 近年、 茶工場は老朽化に伴い修繕を

繰り 返し ていたが、2019 年 5 月に老朽化が進行し

重油ボイ ラ ーの重油漏れが発生し た。 こ れを 機に

生産者は、 政所茶の高い品質を 維持し た生産の持

続に危機感を抱く よう になっ た。 政所茶生産事業

のみでは茶工場の採算性が低く 、JAが運営から 撤

退する方向性を 決定し た。   

 そこ で現在、 政所茶の生産者で構成さ れている

政所茶生産振興会は、 政所茶を 存続さ せるために

茶工場の再建に向けた活動を行っ ており 、 私たち

は月に 1 度の定例会議に出席する形で活動に参加

し ている。 定例会議では、 茶工場の再建において

政所茶に新たな付加価値を付けるための検討を重

ねている。  

 

第 2 章 木質バイ オマスボイ ラ ー導入検討 

製茶機械の動力源に木質バイ オマスボイ ラ ーを

導入するこ と で政所茶に新たな付加価値をも たら

す事ができ ると 考え、 新茶工場に導入するボイ ラ

ーの検討を行なっ た。 地域内循環の視点、 環境の

観点から 木質バイ オマスボイ ラ ー導入の方向性を

固めた。 燃料の木材は、 奥永源寺地域に存在する

森林組合から の森林資源により 調達が可能である。

地域内の木材を 利用するこ と で地域内循環を 可能

にするだけでなく 、 CO2 排出量の削減を実現する

こ と ができ る。  

 し かし 、 現在のボイ ラ ーの稼働率は低く 、 政所

茶の生産事業だけでは茶工場の採算性を確保する

こ と ができ ない。そこ で、茶工場の稼働率を上げ、

採算性を確保するために、 昨年度政所茶生産振興

会に新規事業と し て鰻養殖事業を 提案し た。 それ

ら の実現可能性を 検証すると こ ろ から 始めたい。  

 

第 3 章 鰻養殖事業の実現可能性 

新規事業と の掛け合わせによっ て、 茶工場の採

算性を確保するこ と が必要だ。 し かし 、 こ の新規

事業は 3 つの要因から 実効性に欠けていた。  

1 つ目は初期費用が高額であっ た点である。 鰻

養殖事業を 行う にあたり 、 施設建設などの初期費

用によっ て約 33, 600, 000 円の資金を自費で政所

茶生産振興会が負担し なければなら ない。 地元住

民主体で行う 事業と いう こ と を考えると 初期費用

を抑えた新規事業が求めら れる。  

2 つ目は鰻養殖事業の難易度が高い点である。

鰻の生態について解明さ れていない部分が多く 、

非常に高度な養殖技術が求めら れる。 さ ら に、 水

質管理を徹底するこ と や病気予防など管理に時間

と 費用が掛かる。 鰻養殖と いう 規模が大き い事業

は、 政所茶生産振興会では担いき れないと いう 観

点から 難色を示し た。  

3 つ目は政所地域への景観配慮不足と いう 点で

ある。 鰻養殖を行う 際に建設する建物により 、 政

所地域の美し い自然と 景観を損なう こ と に政所茶

生産振興会は懸念を抱いた。  

 鰻養殖事業がも たら すローカ ルイ ンパク ト は大

き いも のの、 政所茶生産振興会の想いと は噛み合

わず実現可能性が低い提案と なっ てし まっ た。 鰻

養殖事業の提案を 経て、 新規事業を行う ためには

茶工場の採算性の面だけではなく 、 政所茶生産振

興会の想いに寄り 添い、 地域性に見合っ た地場産

業の確立を するこ と が新規事業の実効性を高める

ために必要であると 考察し た。  

 

第 4 章 ボト ルネッ ク 解決に向けた新規事業再提

案までの過程 

そこ で私たちは、 新たな熱利用の資源を模索す

る中で、 政所茶と 深い関係性がある愛東地区の既

存資源に目を向け調査を行なっ た。  
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愛東地区で行われている「 菜の花エコ プロジェ

ク ト 」 では、 菜種の栽培から 廃食油の燃料化にい

たる循環の過程で、 学習やまちづく り など「 農」

の枠を超えた様々な分野で波汲効果を も たら し て

いる。 政所茶は、 その一環で菜の花を 搾油し た際

の油粕を堆肥化さ せ有機質肥料と し て再利用し て

いる。 こ の関係性は、 1998 年から 活動開始さ れて

以来、 政所茶の生産を支えてき た。 こ のよう に、

東近江市内では資源を循環さ せ、「 農」 の多面的機

能の活用を促し ている。  

こ のよう な政所茶と 愛東地区の関係性を活かし 、

新規事業では愛東の地域資源である農作物を 活か

し た事業を行う こ と が効果的だと 考えた。 愛東地

区は、 東近江市の中央に位置し 、 豊富な種類の農

作物を栽培し ているだけでなく 、「 愛東梨」 や「 愛

東メ ロン」 のよう にブラ ンディ ングにも 成功し て

いる。 し かし 、 こ れら の農作物ではフ ード ロスが

発生し ている。  

例えば、「 愛東梨」 ではブラ ンド 維持のために平

成 19 年度に選果機を導入し たこ と で、 重量だけ

でなく 糖度までも 選定基準と なっ た。 厳し い基準

が設けら れたこ と により 、 糖度不足 1, 782 ㎏と 品

質不良 2, 537 ㎏合わせて年間で 4, 319kg が規格外

商品と し て発生し ている。  

そこ で私たちは、 愛東の規格外商品を 活用し た

新規事業を確立するこ と で、 フ ード ロスを軽減す

るこ と ができ ると 考えた。 さ ら に、 市場に出回る

こ と がなかっ た農作物が加工品と し て市場に出回

るこ と で、 規格外商品に付加価値をつけるこ と が

可能と なり 、 結果的に農家の収益向上が見込まれ

る。  

 私たちは政所茶生産振興会の定例会議で、 鰻養

殖以外に海老養殖事業、 苺栽培の提案を行なっ て

き た。 複数の事業提案を行う 中で、 振興会の方か

ら 「 ド ラ イ フ ード 事業」 に挑戦し たいと いう 意見

が挙げら れた。 地域の方が自ら 新規事業を行う に

あたり 、「 やり たい」 を軸にし た事業展開が必要で

ある。 持続可能な地場産業を展開し ていく ために

は、 主体性のある事業を行う こ と 、 また地域資源

を 活かすこ と が実効性を高めると 考察し た。  

 

第 5 章 地場産業×地場産業の実証的検討 

こ れら の実証的検討から 、 政所新茶工場に導入

する木質バイ オマスボイ ラ ーの熱源を 利用し た新

規事業と し て、 東近江市内にある愛東地区の農作

物を使っ たド ラ イ フ ード を加工・ 販売する事業を

提案する。  

こ の事業を考察するにあたり 、 宮城県大崎市に

ある鳴子温泉の源泉の熱を利用し ド ラ イ フ ード の

加工・ 販売をおこ なっ ている株式会社湯治にヒ ア

リ ングを行い、政所地域での実証的検討を行っ た。

株式会社湯治では、「 食」 と「 農」 に地域づく り の

視点を持たせ活動し 、 地域の農作物を 活用し てド

ラ イ フ ード に加工し ている。  

こ の事業を政所地区で行う こ と で、 収穫時期の

異なっ た農作物を ド ラ イ フ ード と し て加工するこ

と ができ、 木質バイ オマスボイ ラ ーを 12 か月間

稼働さ せるこ と が可能だ。 それによっ て、 茶工場

の稼働率は製茶期間と 合わせると 理論上約 133％

と なる。  

また、 茶工場付近の空き 家を活用し てド ラ イ フ

ード の加工を行う こ と で政所地域の景観保全に繋

がり 、 鰻養殖事業と 比較すると 低コ スト で行う こ

と が可能である。  

そし て、 ド ラ イ フ ード の加工工程が容易である

ため、 新たな担い手を確保するこ と なく 事業を 展

開するこ と ができ る。  

 以上のこ と から 、 私たちはド ラ イ フ ード 事業を

提案するこ と で鰻養殖事業提案の際に挙げら れた

3 つの課題を克服するこ と ができ る。 また、 地域

資源を活かし た事業にするこ と が、 地域内循環を

実現し 持続可能な茶工場運営になると 考える。  

 
【 図 1】 政所地区におけるド ラ イ フ ード 事業を用いた地

域内循環モデル（ 筆者作成）  

 

第 6 章 まと め 

歴史ある政所茶を 存続さ せていく ためには、 茶

工場の採算性を向上さ せる仕組みが必要である。

そこ に、 再生可能エネルギーを基盤と し た政所茶

の生産や、 ボイ ラ ーの熱源を利活用し た新規事業

による地域内循環や地域連携を行う 意義がある。

こ のよう な地域循環共生圏の構築によっ て政所茶

の存続だけではなく 、東近江市のフ ード ロス軽減、

農作物の付加価値創出に繋がる。  

 奥永源寺地域だけで事業を完結さ せるのではな

く 、 近接の地域と の連携を図るこ と で高付加価値

を生み出す地場産業の展開になる。 こ れが結果的

に、 持続可能な地場産業の形成になり 、 地域経済

発展の可能性を高めるだろ う 。  
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「都市型」文化的景観の継承と活用についての研究 
‐京都市左京区岡崎地域を事例に‐ 

 

京都橘大学現代ビジネス学会まちづくり研究会 

阿部 祈莉（ABE INORI）・〇清水 咲良（SHIMIZU SARA） 

（京都橘大学 現代ビジネス学部 都市環境デザイン学科） 

キーワード：文化的景観、持続可能なまちづくり、市民参画 

 

1. 目的と背景 

 本研究は、文化庁が選定している重要文化的景

観（以下、文化的景観とする）の中で「都市型」

と考えられるものに着目し、その市民主体の持続

的な継承の在り方について考察を行うものである。 

都市におけるまちづくりを考える上では、多様

な住民に対し、そのまちの環境や社会などへの理

解を促す必要がある。特に人の営みによる変化が

激しい都市部において、人と自然の相互作用によ

って生まれた景観が評価される文化的景観を継承

していくにあたっては、こうしたまちづくりの視点

を十分に活用し、地域特性に応じた取り組みを図っ

ていくことが重要と考えられる。なお、本研究ではこ

うした文化的景観を「都市型」と便宜的に分類する。 

清水重敦(2011)は、川や棚田などの農林水産業

関連の文化的景観は、その理解や保全が容易であ

るとする一方、都市域における文化的景観の性質

として、「異質な要素が多様に存在し、かつ混在し

て」おり、「歴史的に変遷を重ねてきた場所であり、

現在に至っても早い速度で変化を続けていること」

を指摘する。そして、都市域においては文化的景観

がなにを指し、どのように価値が見いだされ担保さ

れるのかが理解しにくいことを課題に挙げている。 

本研究では、こうした都市部の文化的景観の継

承にあたっての課題を考察するため、2015 年に重

要文化的景観に選定された京都市左京区岡崎地域

での市民の取り組みに着目した。まちづくりの視

点を持った具体的な取り組みにおいて、文化的景

観の「対象」と「価値」について市民がどのよう

に捉えてきたかを検証することで、その継承に向

けた具体的なアプローチを展望する。 

その上で、「都市型」の文化的景観と考えられる京都

市左京区岡崎地域を事例として取り上げ、その持続可

能な継承方法について検討する。 

 

2. 研究対象・方法 

2.1 京都市左京区岡崎地域 

岡崎地域は都市部において重要文化的景観が指定

された数少ない事例である。岡崎地域は、京都市左京

区の南部に位置しており、史跡である琵琶湖疏水や

平安神宮、岡崎公園、動物園など、多彩な水利用空間

と人々の賑わいの場所として発展してきた。特に、琵

琶湖疏水から分水する白川沿道エリアについては、

当初は指定対象とは考えられていなかった地域につ

いて、事前調査段階で庶民による水利用活用の事実

が明らかになり、エリアが追加される形で指定され

た経緯がある。そのため景観要素の検証等が不十分

な状態で指定が行われた後、地域住民や学生らの自

主的な動きとして文化的景観の対象や価値を探る活

動が行われてきたことが特徴である。本研究はこの

白川沿道で行われてきたまちづくりと、そこから派

生した学生の取り組みについて検証を行った。 

 

2.2 「茶座（ちゃざ）」の活用 

岡崎地域での地域活動のひとつとして、まちづく

り団体「白川あかり茶の湯の会」が、岡崎の重要文

化的景観エリアに含まれる白川の魅力の発信と、水

に親しむ文化の継承を目的として、川床で茶の湯を

体験するプログラムを実施している。活動を続ける

中で、人数や場所が限定される従来の茶席とは違い、

自由に景観を楽しむことのできる「茶座」が、2018

年から行われるようになった。茶座とは、中国の成

都における喫茶文化であり、公園でベンチなどに座

りながら各々が余暇を楽しむことである。 

さらに、2018年から現在にかけて、琵琶湖疏水沿

いの公的な空間の活用に適した茶座スポットをマ

ッピングした「茶座マップ」を制作している。この

制作過程では、茶座文化に「普段気づかない景観を

楽しんでもらう」という要素を加えており、マップ

制作とその利用を通して、岡崎における新たな魅力

発見を促す手段となることが期待された。これは、

文化的景観の継承に求められる、人と自然の相互作

用を市民主体で維持する試みであると言える。 

 

3. 具体的な取り組みと成果 

京都橘大学の学生団体は、「白川あかり茶の湯の会」

と連携し、当初から茶座ワークショップやマップの

制作に関わってきた。ここでは、2018年度から2020

年度におけるその取り組みの概要と成果を説明する。 

1 年目では、参加者を募り、茶座ワークショップ

を行った。このイベントでは、参加者に茶座キット

を渡し、自由に選んだ「景色の良い場所」で茶座体

験ができる機会を設けることを目的とした。合わせ

て、参加者に景観探索用紙を配布し、各々が良いと

思う景観とその理由を収集、それらを基にマップ制

作を行った。この成果として、イベントで普段利用
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しないベンチに腰掛けたことにより、景観の良さに

気付く参加者が多く居たことが分かった。このこと

から、意識して座る行為が景観の再認識に繋がるこ

とが明らかになった。また参加者に「岡崎ときあか

り」の運営関係者がおり、同イベントの一企画として

平安神宮敷地内にて茶座イベントを行うことが可能

となった。さらに、マップ化することで茶座を活用し

ながら「点在していたスポット」を発見する楽しさを

参加者と共有することができ、文化的景観に触れる

機会の作り方について模索することに繋がった。 

2 年目では、１年目に引き続き、岡崎ときあかり

の一イベントとして、改装された京セラ美術館の日

本庭園にて茶座を行い、新たにできた景観スポット

の在り方を住民に向けて提案した。茶座マップの制

作では、京セラ美術館周辺と岡崎公園周辺の茶座ス

ポットをマッピングした。 

この成果として、岡崎地域で活動している岡崎と

きあかりのキーパーソンに対し、茶座が有する景観

を再認識できる機能について興味を持ってもらう

ことができたことが挙げられる。これは、前年度の

ワークショップの結果、京セラ美術館の日本庭園で

茶座を実施できたからこその成果である。 

3 年目では、蹴上疏水公園にて茶座マップを制作

した。これまでの取り組みを継続し発展させる予定

であったが、新型コロナウィルスの影響による様々

な制限があり、思うように活動を実施することが困

難であった。しかしマップを五感を通して景色を味

わえるような構成にすることで、会話が制限される

中でも、各々が景観を楽しめるよう工夫を行った。 

この成果は、コロナ禍による制限下でも活動の灯

を絶やさないよう、学生主体でマップ制作を行うこ

とができたことである。マップの内容も、学生が良い

景観を紹介するだけでなく、自ら魅力的な場所を見

つけることそのものを楽しんでもらうような構成と

した。これにより、地域への愛着を生むことや、思い

出として語るきっかけづくりへつながったと考える。

また、これまでのつながりを生かし、岡崎地域にある

公共施設でマップを配布することができたことも、

これまでの活動の継続が生かされた結果である。 

 以上、3年間の活動を通して、岡崎の景観を継承す

る市民団体と学生団体による取り組みは、茶座を用

いて市民にその良さを体験してもらう機会を生むも

のであったと言える。さらに茶座マップという媒体

を活用して、参加者がその場所と付随する体験を形

として残せるよう、提案することができた。 

 

4. 考察 

4.1 市民同士で創出した景観に触れる機会 

茶座文化を用いた活動で、岡崎の景観を継承する

団体が、市民に開放的かつ体験的な空間を用意し、

「留まる仕掛け」「集まる仕組み」を提案することが

できた。「留まる仕掛け」では、茶座という手段を通

し、その景観に触れ合う時間を設けることを可能と

した。「集まる仕組み」では、茶座によって生まれる

コミュニティ、茶座をする人々そのものが景観とな

ることを可能にした。茶座ワークショップでは、①

地域のキーパーソン等と繋がる、②岡崎地域全体規

模のイベントに参加する、③観光地周辺で実施する

ことで、地域内外、老若男女問わず、参加する市民

規模を拡大させることができたと考えられる。 

 

4.2 運営団体の継続的な循環機能 

茶座の運営主体である白川あかり茶の湯の会には

主に一般市民・茶人・学生が参加している。それぞれ

直接的に文化的景観を守るためではなく「岡崎地域

で人々が賑わう面白い取り組みがしたい」「岡崎地域

の景観を用いて茶会をしてみたい」「まちづくりにつ

いて学びたい」といった各々の目的を持っている。お

互いの目的を尊重し、茶座の運営を行うことで継続

的で無理のない環境を構築することができたのであ

る。各々の目的の達成が、結果的に文化的景観の継承

につながっている要素になっていると言えよう。 

特に、学生は、新しい発想の提供だけでなく、年

度ごとに新しい学生が加わり、活動を前進させる力

ともなる。一方で、先輩が後輩に引き継いでいく、

継続的な活動から蓄積されたノウハウは、新しい学

生にもより深い学びを与えるのではないだろうか。 

 

5. おわりに 

本研究では、文化的景観の中で「都市型」と考え

られるものに着目し、京都市の岡崎地域を事例に、

その継承の在り方について考察した。茶座の事例は、

岡崎地域における文化的景観を継承していくための

一つの契機を生み出すものであったと考える。この

ことは、都市型の文化的景観における人と自然の相

互作用を認識できるようになるだけでなく、対象そ

のものの持続可能性の担保へと繋がっている。 

文化的景観は、観光資源やシティプロモーション

など経済的や行政的に活用される場面が多くある

が、本研究からは「市民主体で居心地の良い場所を

つくっていく」という傾向が見られた。「都市型」の

文化的景観は、その流動性による「良い景観」の見

つけづらさから、持続可能性の担保の難しさを指摘

されてきた。しかし、本研究で示したように、目的

そのものが「継承」でなくとも、多様なアクターの

個人的意欲が出発点となる活動が、結果として文化

的景観を維持する力となり、継続的にそれを継承し

ていく源になると言えるのではないか。 
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京都産木材の有効利用 
‐ 三条大橋の活動を 通し て‐  

 

京都産業大学現代社会学部鈴木ゼミ  三条大橋チーム 

○鈴木啓治（ Suzuki  Kei j i ）・ 田頭克浩（ Tagasi r a Kat uhi r o）・  

藤田和樹（ Fuj i t a Kazuki ） ･中村楽（ Nakamur a Gaku）・  

山口遙大（ Yamagut i  Har ut o）・ 西川郁美( Ni si kawa I kumi ) ・  

内海優希( Ut umi  Yuki )  

（ 京都産業大学現代社会学部現代社会学科）  

キーワード ： 三条大橋、 木材、 橋り ょ う  
 

1. はじ めに 

 私たち鈴木ゼミ は 3 年前から 京都市橋り ょ う 健

全推進課と 協働し 、 三条大橋の魅力発信や補修、

修景事業を認知し ても ら う ための広報活動を 行っ

ている。 こ れは現在改修が計画さ れている三条大

橋を未来へ引き 継ぐ ための活動である。 こ の活動

の中で、 三条大橋にも 使用さ れる予定である京都

産の木材についてのお話をう かがう 機会があり 、

その需要が減っ ているこ と を知っ た。 そこ で、 活

動の中で得た知見から 、 学生の立場で三条大橋と

国産木材（ 地域資源） の有効利用を結びつけ、 資

源の利用拡大のための政策を 述べていき たい。  

 

2. 三条大橋と 京都市が管理する橋について 

 三条大橋の木製高欄は、1974 年を最後に改修さ

れていない。 約 50 年が経過し た現在では老朽化

が進行し 、高欄には木目に沿っ たひび割れがあり 、

腐食し た場所には苔が生えている。（ 図 1）  

 
（ 図 1） 腐食し ている高欄 

 現在京都市は約 2900 の橋を 管理し ている。2016

年のデータ によれば、そのう ち 40％の橋が建設後

50 年以上経過し ていて、 2030 年には 80％に達す

ると 推測さ れている。  

 

3. 活動内容 

 私たちのゼミ での具体的な活動内容について大

き く 2 つに分けて紹介する。  

１ つ目は広報活動である。SNSを使用し た定期的

な情報発信やポスタ ー作成を行っ ている。 こ のポ

スタ ーは観光客等をタ ーゲッ ト と し ているため、

一目見て印象に残り かつ三条大橋の高欄補修事業

と ふるさ と 納税を伝える内容と し なければなら な

かっ た。 そのため、 今年は「 と んでも はっ ぷん」

と いう 現在の三条大橋が完成し た 1950 年の流行

語を 使用し て、注目を集めら れるデザイ ンと し た。
（ 図 2）  

 
（ 図 2） 11 月下旬から 貼ら れる予定のポスタ ー 

2 つ目はク ラ ウド フ ァ ンディ ングを利用し た寄

付金募集である。 既にふるさ と 納税を利用し た寄

付金募集は行っ ていた。 し かし 若者から の認知度

アッ プや寄付金を 増加さ せるために、2021 年から

若者になじ みがあり 、 少額から 寄付のでき るク ラ

ウド フ ァ ンディ ングを使っ た寄付金募集の計画を

行っ ている。 こ こ では、 複数の値段帯を設定し 、

中には返礼品付き のコ ースも ある。 こ の返礼品は

株式会社 K. Kフ ァ ームさ んに協力し ていただき 、

三条大橋を 連想さ せるこ と ができ るよう 、 檜のア

ロマオイ ルと ディ フ ュ ーザーを 用意し ている。  
（ 図 3）  

 
（ 図 3） アロマオイ ルと ディ フ ュ ーザーの試作品 

こ れら 以外に、 アンケート を行う ほか、 イ ベン

ト での三条大橋の魅力の講演を 行っ てき た。  

 

4. 京都の木材の現状 

京都市の国産木材の利用状況は国内と 同様に進

んでいない。京都市は面積の 74％を森林が占めて
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おり 、 過去 10 年以内に施業履歴がある人工林は

人工林全体の約 48％である。 つまり 、 造林さ れた

人工林の大半以上が伐期を迎えているにも かかわ

ら ず放置さ れている。 こ れだけではなく 、 シカ 等

の野生鳥獣の個体数の増加、 行動範囲拡大により

苗木の食害被害等が増加し ている。 また、 災害の

甚大化により 森林被害額が増加し ている。他にも 、

木材価格の長期低迷により 林業労働者は 30 年間

で 80％減少し ている。こ のよう な現状が相互作用

し 、 負のスパイ ラ ルを生んでいる。  

 また、 2021 年８ 月京都市の木の文化・ 森林政策

推進本部の方を 訪問し た際にお話を伺う こ と がで

き た。 京都市は林業振興を庁内横断的に取り 組ん

でいる。 その際に生産性や安全性の向上、 新産業

育成などによる持続可能な林業にすると いう 「 売

り 手よし 」、木の文化に触れ、良質な木材の活用に

よる心豊かな生活に「 買い手よし 」、 2030 年 SDGs

達成への多面的な貢献に「 世間よし 」、2050 年 CO₂

ゼロの実現など、 持続可能な未来に「 未来よし 」

の「 四方よし ！」 を大切にし ている。 今後の推進

本部の方向性は人と 森林の関係づく り である。 人

と 森林のかかわり を増やし 、 みんなで森林を 有効

に使う 。 森林を 有効に使う こ と によっ て、 森林の

機能を取り 戻すと と も に、地域の活性化を目指す。

人と 森林の関係性と し て 3 つが挙げら れている。

1 つ目は、資源を 得る場所、2 つ目は自然に触れる

場所、 3 つ目はく ら し を守る場所である。  

京都市では伐期を迎えた木材の利用を 進め、 伐

採地に新し い苗木を植えるこ と で循環社会を 目指

し ている。  

 

5. 木材利用に関する法令 

2010 年に「 公共建築物等における木材の利用の

促進に関する法律」 が制定さ れ、 公共建築物の床

面積ベース の木造率は、 法制定時の 8. 3％から

2019 年には 13. 8％に上昇し た。更に 2021 年 10 月

には「 脱炭素社会の実現に資する等のための建築

物等における木材の利用の促進に関する法律」 へ

と 改正さ れ対象が建築物一般に拡大さ れた。 こ の

よう に木材の利用は国が現在力を入れている事業

のひと つである。  

 

6. 政策提案 

 京都産木材の利用を促進さ せる提案と し て橋り

ょ う への木材利用を推奨し ていく こ と を提案する。  

前にも 述べたよう に現在京都市が管理する橋の

内約 40％は建設後 50 年以上経過し ている。 つま

り 、 近々多く の橋を修繕し なければなら ない。 今

後修繕する橋の一部に京都産木材を利用するだけ

でも 、 その消費量は増やすこ と ができ る。 現在、

三条大橋と 同様に、 木製高欄を 有し ている橋り ょ

う は京都市の管理する約 2900 橋のう ちわずか 10

橋程度である。 そのため、 現在は希少と さ れる木

製高欄を広める点でも 効果的と 考える。  

 橋り ょ う への木材使用に関するこ と を景観条例

に追記するのも 良いと 考える。 京都には寺社仏閣

など伝統的な木造の建物が多い。 そのため、 木材

の利用は景観を守るこ と につながっ ている。 2021

年 9 月に行っ たアンケート では「 京都の橋と いえ

ばどこ を思い浮かべるか」と 言う 設問を用意し た。

その結果過半数が渡月橋と 答えた。 こ れは渡月橋

が有名な観光地であると 理由の他に、 木造（ 現在

は高欄のみ） であるこ と が大き かっ たと 考える。

つまり 、 学生や観光客が思う 京都ら し さ には木造

が含まれ、 木造の橋を増やすこ と は観光業にも メ

リ ッ ト があると 考える。  

 も う 一つ、 橋り ょ う などの補修事業をする際、

今まで以上に行政と 学生のコ ラ ボを提案し たい。

学生が補修事業に参加するこ と で、 話題性が生ま

れ補修事業を地域住民へ PR し やすく なる。 更に

学生と 同世代の若者についても 同様である。 私た

ちの場合は、木の商品を PRするこ と で、三条大橋

や木の存在を身近に感じ ても ら い、 個々へ木の使

用を 促し た。 学生は柔軟な思考を 持つため、 多様

な木の商品の開発や PR 活動を行う こ と ができ る

のではないかと も 考える。 現在私たちは活動の最

中であるため、 どれほど影響があっ たか具体的な

数値は出てない。 し かし 、 三条大橋や京都産木材

の利用促進に貢献するために、 そし て私たちのよ

う に行政と 学生の活動の輪を広げるために、 取組

中の活動を 成功で終えよう と 尽力し ている。  
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廃校を活用した京都発アート・コレクティブ拠点 
 

同志社大学政策学部野田ゼミ B 班 

〇山田 菜穂子(Naoko YAMADA)・奥村 沙耶(Saya OKUMURA)・喜多嶋 一博(Kazuhiro 

KITAJIMA)・北本 健人(Kento KITAMOTO)・田中 絵莉香(Erika TANAKA)・ 

寺井 乃々香(Nonoka TERAI)・中尾 純(Jun NAKAO)・升川 桃菜(Momona MASUKAWA) 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：アート・コレクティブ、リエゾン、京都芸術資源 

 

1. 問題の所在と検討手順 

自治体の実際の政策現場では、地域の問題を解

決するために一から政策をつくるだけでなく、既

にある施設を活用してどのような問題に対応させ

るかといった課題にも悩まされている。京都市は、

大都市として自治体の中で最も古くから先進的な

取り組みも含め様々な政策を蓄積してきた自治体

である。ところが人口減少に直面しているにもか

かわらず肥大化した行政の効率化ができず、財政

緊急事態の中でいかに施設を有効活用するかが問

われている。小学校の廃校活用は京都市にとって

まさにそうした課題であり、本研究では特に新洞

小学校と聚楽小学校の廃校活用法方策を検討した。 

検討手順は、はじめに、全国の自治体における

廃校活用事例の分析を行い、京都市がめざすべき

方向性を特定した。結論から先に言えばその方向

性とは都市の優位性のある分野の地域資源を生か

した政策であり、京都市の場合は文化芸術政策を

ターゲットに設定した。次に京都市の芸術文化政

策の現状分析（文献調査と専門家インタビュー）

と、文化芸術政策を振興するうえで主要アクター

となる若手アーティストのニーズを抽出するため、

アーティストにニーズ調査やミーティングを行い、

ニーズに基づく政策案を掘り下げた。最後に京都

市の担当部署にヒアリングするなかで、政策の実

現可能性や効果を検証した。 

 

2. 廃校活用調査にみる京都市の政策の方向性 

2.1 廃校活用調査 

全国の廃校活用事例を日経テレコンの記事検索

と Web 検索、ならびに先行研究や国の成功事例集

で網羅的に把握したうえで、それらを類型化した。

その結果は図 1のとおりであり、都市部と地方部、

地域資源活用の高低で分類できる。都市化の低い

地域での廃校活用は、地域資源を活用できる場合

は、ほとんどは地場産品や観光に依存した事例で

ある。また、そうした資源が十分にない地域では

介護施設や保育施設として利用されている。都市

部では、地域資源が豊富にあるため複合施設にす

る事例が多い。ただし複合施設は様々に利用でき

るメリットはあるものの市の特徴をアピールでき

る施設にはなっていないという課題がある。一方、

地域資源が豊富にある都市において競争力ある資

源を活用する廃校活用ができれば他都市と差別化

できる。現状ではそうした事例は少ないため、豊

富な地域資源をもとに競争力ある資源を伸ばす施

設活用が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 廃校活用の類型 

（出所）筆者作成 

 

2.2 京都市の廃校政策の方向性 

京都は人口も多く、都市化されているために図

1 の第 1 象限にあてはまる。本調査では、競争優

位を確保する京都市の優位性の高い資源として芸

術文化に着目した。すなわち廃校をその拠点とし

て活用するのである。これは京都市では芸術文化

に関する政策や資源が豊富に存在するためである。

京都市立芸術大学をはじめとした文化教育機関や

芸術に関心をもつ学生が圧倒的に多い優位性を廃

校活用で低コストにより発揮させるのである。 

 

3. 京都市の芸術文化政策とニーズ調査 

3.1 京都市の芸術文化政策 

1200 年以上の悠久の歴史があり誰もが知る歴

史文化資源が豊富にある京都市では、1978 年に

世界文化自由都市宣言を行い、それを基本

構想の理念として様々な取り組みを進めて

きた。国際交流会館、国際日本文化研究セ

ンター、ゲーテ・インスティトゥート・ヴ

ィラ鴨川等があり、フランス総領事館の移

転、比叡山宗教サミット開催等の芸術文化

振興が行われてきた。周知のとおり京都の神

社・寺社、町家等の町並み、京都市美術館、京都

国立近代美術館・博物館、芸術センター、考古資

地場産品直売所 

農家レストラン 

観光案内施設 
 

  46.4％ 
 

低 

芸術センター 

音楽スタジオ 
 

 

 

 

  8.4％ 
 

低 都市化 高 

地域資源活用度 高 

介護・福祉施設 

子育て支援施設 

町民会館 
 

 

 

 

  33.8％ 
 

複合施設 

廃校水族館 

 
 

 

 

  11.2％ 

(n=142) 
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料館、寺社の宝物殿・資料館、企業の記念館・美

術館は数えきれないほどあり、アニメについては

京都アニメーションに代表される最先端の市民文

化や芸術文化を先導する組織も多い。 
さらに、京都市には、京都市立芸術大学、京都

芸術大学、嵯峨野美術大学、同志社女子大学（音

楽専攻）、京都精華大学（マンガ学部）、京都工芸

繊維大学（美術工芸資料館）など関係大学が突出

して多く、京都市立芸術大学は 2023 年に京都駅

東部に全面移転予定である。同志社女子大学出身

者で声楽指導者（現在天理市議員）への専門家イ

ンタビューの結果によれば、芸術関係者には、東

の東京芸大、西の京都市芸大と認知されてきたが、

近年京都市芸大のプレゼンスが希薄化しているた

め、移転を契機とした再興が期待されている。 
2006 年には京都文化芸術都市創生条例を制

定し京都市文化芸術都市創生計画や文化庁移転を

ふまえ京都文化芸術プログラム 2020 を進めてい

る。そうした中で、伝統文化とは異なり、新進気

鋭の京都市出身のアーティストによる新たな作品

や取組がアートギャラリーで果敢に発表されてい

る。ただし、芸術家を多く輩出する環境であるに

もかかわらず、特に若手アーティストの発表の場

は充実していない。このため、京都市ではスタジ

オ整備による若者芸術家の居場所づくりが進めら

れてきた。京都市文化芸術企画課へのインタビュ

ーでは、市立楽只小学校の 6 教室をアーティスト

公募で展示スペースとしているが、既に貸出は満

員状態で、さらなるニーズへの対応が求められる。 
 

3.2 若手アーティストニーズ調査 

若手アーティストの発表の場へのニーズを具体

的に把握するため嵯峨野美術大学と京都芸術大学

と京都市立芸術大学の学生に対するインタビュー

調査を行ったところ 64 件中 54 件（91％）は自分

の作品のアピールの場を求めていることがわかっ

た（図 2）。また、インタビューの中では「展示

場所が学内しかない」「他分野の芸術家との交流

をもちたい」という声が多くあがった。なかには

「コロナ禍で学祭に家族しか呼べなくなったので

人に作品を見てもらえる機会が減った」というコ

ロナ禍ならではの悩みも知ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2  芸術関係大学の学生のニーズ 
（出所）筆者作成 

4. 若手アーティストミーティング  

若手アーティストニーズ調査で特に積極的な発

言をしていただいた学生アーティスト 3 名、4 名

の 2組で政策提案が有効であるかを確認するため

のミーティングを実施した。得られた結果は次の

とおりである。若手アーティストは、他分野で活

躍する学生と交流することで、新しい作品を生み

出すことができたり、自分の持つ感性や芸術技術

が向上したりすると考えていることが分かった。

現在、京都市で行われている展示スペース貸出は

アーティストごとの空間となるが、そうではなく

交流による化学反応が期待されていた。京都に行

けば新進気鋭の様々な芸術文化に出会える、リエ

ゾン機能が必要という意見が提示された。 
 

5. 京都発アート・コレクティブ拠点の提案 

以上の調査をふまえ、廃校を活用したアート・

コレクティブを提案する。これは、京都の若手ア

ーティストが最先端の作品を展示しあう共同かつ

協働の文化創出政策であり、財政難にある京都市

の既存施設の有効活用政策である。政策の仕掛け

は、単に 1 教室に複数の作品を展示するというも

のだけではない。廃校には多数の教室があるた

め、従来からある個々の展示スペースニーズも満

たしつつ、作品の検討や生産において交流や協働

作業ができるスペースを部門ごと（絵画、彫刻、

音楽、映像、アニメ同士と相互で各部門）に多数

設け、さらに、完成した作品を同時に展示して京

都発の最先端若者アートを発表する空間（部屋）

を設ける。つまり、個々のアート空間→協働アー

ト空間→新しい文化創出空間の一連の流れが凝縮

された京都発アート・コレクティブである。 

ある教室では絵画専門の学生が個展を開いた

り、またある教室では映画撮影専門の学生が上映

会を開催できたりするのは、廃校に多くの教室が

あるためである。様々な分野の学生が集まるの

で、他分野の学生同士が交流し、リエゾン機能が

発揮され、相乗効果を生み、京都の新しい芸術文

化が創出される仕掛けである。 

6. 展望（実現可能性） 

京都市へのインタビューにより、政策案の実現

可能性を確認したところ、市立楽只小学校では芸

術家にスペースを貸出す事業を行っており、本政

策の実現可能性は高いことが明らかになった。ま

た、現状学生が気軽に使える状態にはなっていな

いため本提案は有効な政策とご意見をいただいた。

廃校活用のため整備コストが低い点も本政策の特

徴である。 
参考文献：日経テレコン等各種データベース 

久保勝裕・渡部貴久・西森 雅広(2009)「北海道の小規模自治体における廃校利用の実

態に関する研究」『都市計画論文集』44.1: 44-49. 

・波出石誠・福代和宏(2014)「地域活性化に資する廃校を活用したソーシャルビジネス

に関する研究」『日本建築学会技術報告集』20(44): 299-304 

n＝64 
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京友禅による更なる地域活性化 
-京都府宇治市の観光業界の事例- 

 

佛教大学社会学部大谷ゼミ 京友禅班 

〇岩元 郁也（ I wamot o Fumi ya） ・ 中谷 千晨（ Nakat ani  Chi asa）  

小川 佳久（ Ogawa Yoshi hi sa） ・ 植田 尚人（ Ueda Naot o）  

道田 梨里（ Mi chi da Ri r i ） ・ 陳 至励（ Chi n Shi r ei ）  

（ 佛教大学社会学部現代社会学科）  

キーワード ： 京友禅、 観光、 宇治市 
 

1.  はじ めに 

（ 1） 研究目的 

   京都府は、 伝統工芸品のひと つである「 京友

禅」 の産地である。 京友禅は、 約300年前に京都

府で宮崎友禅斎によっ て確立さ れた手描き 友禅が

起源と なっ ており 、 織物の代表的な存在である

（ 京友禅協同組合HP2021） 。  

京友禅の生産は京都の様々な地域で行われてお

り 、 宇治市も 京友禅の生産地のひと つである。  

こ の宇治市では観光人口が年々、 増加傾向にあ

り 、 平成22年の約510万人から 令和2年の10年間で

50万人増加の約560万人が訪れており 、 観光面を

中心に地域活性化し てき た( 宇治市ホームページ

2021) 。 一方で観光滞在時間が短いこ と や、 リ ピ

ータ ーが少ないこ と が問題である。  

こ れら の問題を解決する手段と し て、 京友禅を

活用し よう と 私たちは考えた。  

ただ、 京友禅業界にも 問題があり 、 着物を 作る

職人の後継者不足や高齢化を はじ め、 着物にはど

う し ても 高級で高価なイ メ ージがつき まと う た

め、 着物を着る機会は成人式や結婚式などに限ら

れている問題も ある。  

 こ のよう な宇治市の観光業界や伝統産業の問題

を 調査・ 研究を するこ と によっ て改善策を 見いだ

し 、 伝統産業と 宇治市の観光を融合さ せるこ と で

地域の更なる活性化につなげるための政策を 提言

する こ と が本論の目的である。  

 なお、 本報告では、 便宜上、 地域の更なる 活性

化と は地域の特徴を生かし 、 持続的に交流人口を

増加さ せるこ と と 定義する。  

 

（ 2） 先行研究 

 宇治市では、 宇治茶ブラ ンド を 活かし た交流人

口の拡大のために、 ご当地グルメ の開発であっ た

り 、 茶摘み体験などのイ ベント を 行っ ている（ 京

都財務事務所 2021） 。 こ の結果、 京都市に次ぐ

観光入込客数と なっ たが、 観光客が同じ と こ ろ に

集まる一極集中などの問題が挙げら れる。  

京友禅業界の先行研究と し て、 以下の研究があ

る。 京友禅業界には後継者問題がある。 前田実香

（ 2010） によれば、 友禅の世界は完全分業制で、

各工程は少人数で家内工業的に行っ ている場合が

多く 、 分業制の弱点は、 一つの工程を 担う 職人が

いなく なれば、 全体が立ちいかなく なるこ と であ

り 、 どの工程でも 後継者不足は深刻である。 ま

た、 職人が高齢化し ているこ と から 、 技術・ 技能

の喪失が危惧さ れる。 後継者不足は深刻であり 、

後継者があっ たと し ても 、 経済的な面で将来の不

安は付き まと っ ている。  

また、 白須正（ 2019） によれば、 伝統産業と 観

光に関し ては、 京都を 訪問する観光客には、 ほん

も のの京都（ 歴史、 文化、 精神、 匠の技等） に触

れても ら う こ と が大切で、 伝統産業の工房見学、

寺院で座禅や写経など、 時間をかけて京都を体験

するこ と が、 一層質の高い京都観光につながる も

のと 思われると いう 。  

以上の研究から 、 宇治市の観光業界や京都の伝

統工芸品である京友禅には様々な課題が存在し て

いるが、 宇治市の更なる地域活性化のためには、

伝統工芸品の魅力を発信し 、 観光につなげていく

こ と が不可欠であると 考える。  

 

2． 対象 

（ 1） 地域について 

宇治市は京都盆地の東南部にあり 、 京都市や大

津市と 隣接する。 宇治市の総人口は17万8582人

（ 令和3年度9月1日時点） である。 宇治市は京都

駅から JR奈良線の快速で15分程度の距離であり 、

京都市に次ぐ 、 京都府内の第二都市である（ 宇治

HP） 。  

 

（ 2） 宇治市の観光について 

宇治市は平等院や宇治上神社などのユネスコ 世

界遺産にも なっ ている文化財が人気であり 、 特に

平等院の鳳凰堂に関し ては、 10円玉の表面のデザ

イ ンにも 用いら れており 、 と ても 有名である。  

また、 市営茶室対鳳庵と いっ た宇治茶を提供す

るほかに、 お点前体験などが実施さ れている。  

 宇治市は「 響け！ユーフ ォ ニアム」 と いう アニ

メ の舞台と なっ ており 、 聖地巡礼と し ての観光客

も 訪れている。  
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3． 研究方法 

 私たちは京友禅協同組合連合会を 対象に、 会長

である山田容永氏へのイ ンタ ビュ ー（ 2021年7月

29日） を 行っ た。  

宇治市観光協会を 対象に専務である多田重光

氏と 兼井茜氏にイ ンタ ビュ ーを実施し 、 宇治市

内のフ ィ ールド ワーク （ 2021年10月20日） を行

っ た。  

 

4. 調査結果 

京友禅協同組合連合会の山田容永氏へのイ ンタ

ビュ ー調査から 高齢化・ 後継者問題については、

先行研究で取り 上げたよう に、 現状と し てなかな

か後継ぎがいない問題は確かにあり 、 なかには京

友禅が好き で京友禅業界に入っ てく る人も いる

が、 近年では若手に教育を する余裕がなく 、 き っ

ちり と 育てていく こ と が難し い状況にある。 仮に

専門大学を出ていたと し ても 雇っ ても ら える場所

がほと んどないのが現状であるこ と が分かっ た。  

また、 成人式で着用さ れる振袖は、 毎年、 成人

する 人数があら かじ めわかっ ているため、 売り 上

げが安定し ているが、 リ ピータ ーが少ないので、

成人式後でも 着物を着る機会の増加を 可能にする

ための方法を 考えていかなければなら ないと のこ

と である。  

宇治市観光協会の多田重光氏と 兼井茜氏へのイ

ンタ ビュ ー調査から 、 宇治市の観光入込客数が増

加し た要因と し て、 イ ンバウンド の増加が挙げら

れる こ と が分かっ た。 し かし 、 京都市と 比べると

リ ピ ータ ー率が低い傾向にあるため、 国内観光客

や、 来訪数の割合の多く を 占めている東アジアを

中心と し たイ ンバウンド のリ ピータ ー率を 高める

ための取り 組みを 思案し ているこ と が分かっ た。   

また今後は、 観光入込客数だけでなく 、 観光消

費額の増加を 目指し 、 滞在時間を 延ばすための工

夫や、 情報発信の強化を 行っ ていく 予定と のこ と

である。 宇治市内では、 レ ンタ ル着物等を 活用す

る観光客も 見受けら れ、 京都府等が発行する「 京

都き も のパスポート 」 と も 連携し 、 宇治市営茶室

の割引等の取り 組みも 行っ てき たそう である。  

以上から 、 宇治市は京友禅の生産地であるのに

も かかわら ず、 人々から の認知度が低いため現状

で、 一部の土産品等では取り 扱いはあるも のの、

宇治市と し ては京友禅を 使っ た観光政策はほと ん

ど行われていないと 伺っ た。  

 

5． 政策提言 

以上の先行研究と 調査結果を 踏まえ、 本論で

は京友禅を活用し て、 宇治市の更なる地域の活

性化を目的と し た政策提言を 行う 。  

それは宇治市と 大学生が連携し 、 「 京友禅デザ

イ ン コ ンテスト 」 の実施を するこ と である。 専用

の特設サイ ト を 立ち上げ、 宇治市の地域住民はも

ちろ んのこ と だが、 京友禅の認知度の更なる向上

を 目指し 、 全国的にも 京友禅デザイ ンの募集を す

る。 それに加えて、 宇治市はイ ンバウンド も 多い

ので、 日本国内だけでなく 、 海外から でも 参加で

き るよう に様々な地域の言語に対応し て、 京友禅

デザイ ンの募集を し ていく 。 そし て集まっ た中か

ら 選ばれたデザイ ンを 京友禅に携わる方々に制作

し ていただき 、 注目度の向上のために、 制作さ れ

た作品を イ ンフ ルエンサーと 呼ばれる人に着用し

ても ら い、 SNSやフ ァ ッ ショ ン雑誌を 用いて発信

すると いう 政策を 考えた。  

さ ら に、 宇治市の名所付近に京友禅のオブジェ

などを 設置し 、 フ ォ ト スポッ ト を 設け、 その場所

で京友禅を着用し たイ ンフ ルエンサーの写真を 撮

る。 こ の政策のねら いと し て、 寺院だけでなく イ

ンスタ 映えするよう な場所で写真を 撮っ ても ら う

こ と で、 幅広い世代から 京友禅への親近感を抱い

ても ら う こ と に繋がり 、 新たな客層を 呼び込める

こ と が期待さ れる。  

他にも 、 宇治市の観光面における課題であるリ

ピータ ー率の低さ を解決するために、 こ のフ ォ ト

スポッ ト を活用し て、 季節ごと に変化するプロ ジ

ェ ク ショ ンマッ ピングを 行う 。  

こ う いっ た政策を 実施するこ と によっ て、 多く

の人々が京友禅に触れる機会になり 、 将来的に京

友禅産業自体の活性化につながる可能性も 生ま

れ、 それと 同時に宇治市を 訪れる新たなき っ かけ

になるであろ う 。  

以上を 本論における政策提言と する。  
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京都市営地下鉄東西線沿線のブラ ンディ ング  

 

石原ゼミ 交通チーム 

 池上 将史（ I kegami  Masashi ）・ 小味渕 悠希（ Komi buchi  Yuki ）・ 田浦 亘

（ Taur a Wat ar u）・ 槌谷 信人( Tsuchi ya Nobut o) ・ 〇寺西 亮太( Ter ani shi  Ryot a)  

（ 龍谷大学政策学部政策学科）  

キーワード ： ま ち づく り 、 地下鉄東西線、 ブ ラ ン ディ ン グ  

 

1. 研究背景・ 目的

地域イ メ ージを 形成し 、 まちに価値を 見出すこ

と は重要である。 吉川（ 2010） によると 、 街の全

体的イ メ ージを 構成する要素と し て、 店舗の業種

構成が働く 割合が非常に大き い。 すなわち、 個々

の店舗業種イ メ ージの集合と し て、 まちのイ メ ー

ジが構成さ れていると 述べら れている。 土井・ 河

内（ 1995） では、 阪急と 阪神は並行し ているが、

その各地域には異なっ たイ メ ージがあると 述べら

れている。 つまり 、 阪神間のまちではブラ ンディ

ングに成功し ていると いう こ と になる。  

し かし 、 沿線のまちのブラ ンディ ングが定まっ

ていない鉄道路線がある。 それは、 京都市営地下

鉄東西線である。 地下鉄東西線では沿線のイ メ ー

ジが定まっ ていないこ と だけではなく 、 利用客の

減少が問題と なっ ている。実際に令和 2 年 5 月 22

日( 金) から 5 月 31 日( 日) の利用率は 62. 62%の減

少であっ た（ 京都市交通局ホームページ）。こ のよ

う な問題を解決するためには、 東西線沿線で活性

化を図る必要があると 考えた。 そこ で、 本研究で

は、 沿線のブラ ンディ ングが確立し ている阪急神

戸本線・ 阪神本線沿線の事例を 引き 合いに、 地下

鉄東西線のブラ ンディ ングを通じ て、 沿線の活性

化を図る考察と 提案を行う 。  

 

2. 調査方法 

吉川（ 2010） では、 店舗の種類ごと イ メ ージ指

数が示さ れており 、 本研究ではこ の数値を参照し

ながら 沿線イ メ ージを明ら かにする。吉川（ 2010）

は 25 の項目があっ たが、 本研究では駅ごと に特

徴づける店舗のイ メ ージ指数と し てイ メ ージの良

さ を構成する店舗から 3 項目（ 雑貨・ 花屋、 カ フ

ェ 、 パン和洋菓子）。 指数の表から 下位 3 項目（ 携

帯ショ ッ プ、 スナッ ク ・ キャ バレー、 パチンコ ）

を 用いた。  

 

本研究では、 阪急神戸本線・ 阪神本線の主要駅

各 5 駅と 京都市営地下鉄東西線全駅に対し て地図

データ 調査を行っ た。 調査方法は、 周辺の駅間距

離を考慮し 、 地図上で駅の中心から 半径 200 メ ー

ト ル圏域内での種類別の店舗数をカ ウント し た。  

店舗数と イ メ ージ指数を掛け合わせて各小計を

出し 、 小計を駅ごと に集計し 、 合計をその駅の得

点と し た。  

 
・ 表 1 各業種の分類と 各業種のイ メ ージ指数（ 吉川，

2010）  

店舗の種類 イ メ ージ指数 

A 雑貨・ 花屋 0. 5 

B カ フ ェ  0. 44 

C パン・ 和洋菓子 0. 34 

D 携帯ショ ッ プ -0. 1 

E スナッ ク ・ キャ バレー -0. 18 

F パチンコ  -0. 29 

 

3. 調査結果 

①阪急・ 阪神沿線 

阪急沿線では、 指数が高い店舗が多い傾向にあ

る。 一方、 阪神沿線では指数の高い店舗も 多かっ

たが、 指数の低い店舗も 多く 、 結果的に平均的に

伸びなかっ た。 つまり 、 阪神と 阪急では同じ 地域

を通っ ているにも 関わら ず、 指数が異なるこ と か

ら 、 両線独自のイ メ ージ化に成功し ているこ と が

読み取れる。  
 

②京都市営地下鉄東西線沿線 

東西線では、 各駅によっ て指数小計に差がみら

れたため、 路線で一体的なイ メ ージづけができ て

いないこ と が読み取れる。 つまり 、 ブラ ンディ ン

グが定まっ ていないこ と がわかる。 そこ で、 各駅

のイ メ ージの良さ を構成する店舗の中から 指標の

高いも のを 活かし てブラ ンディ ングを行う こ と が

最適であると 考え、 東西線各駅を 以下のよう に分

類し た。  
 

雑貨・ 花屋が強みの駅 

三条京阪 

カ フ ェ が強みの駅 

太秦天神川、 二条城前、 烏丸御池、 東山、 東野、

椥辻 

パン・ 和洋菓子が強みの駅 

二条、 京都市役所前、 山科 
 

こ のよう に、 各駅差があるため、 駅ごと にブラ ン

ディ ング戦略を考える必要がある。  
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・ 表 2 阪急神戸本線・ 阪神本線の 1 駅あたり の店舗数、

イ メ ージ指数の得点と その平均 
 阪急神戸本線沿線 阪神本線沿線 

店舗数 192 83 

得点 46 10. 4 

平均 0. 2 0. 1 

 

・ 表 3 東西線 1 駅あたり の店舗数、 イ メ ージ指数の得点

と その平均 
駅名 

 
  店舗 

 種類 

A B C D E F 

店

舗

数 

合

計 

平

均 

太秦天神

川 

0.

5 

1.

3 

0.

6 

0 0 -

0.

2 

 

7 2

.

2 

0.

3 

二条 1.

5 

0.

9 

1.

7 

-

0.

2 

-

0.

9 

-

0.

6 

19 2

.

4 

0.

1 

二条城前 1.

5 

4.

8 

2.

4 

0 0 0 21 8

.

7 

0.

4 

烏丸御池 1 1.

3 

1.

0 

-

0.

3 

0 0 11 3

.

0 

0.

3 

京都市役

所前 

7.

5 

8.

4 

9.

2 

-

0.

2 

-

0.

7 

0 65 2

4

.

2 

0.

4 

三条京阪 2 1.

3 

1.

0 

0 -2 0 22 2

.

3 

0.

1 

東山 3.

5 

10

. 1 

3.

1 

0 -

0.

2 

0 40 1

6

.

5 

0.

4 

山科 1 1.

8 

2.

4 

-

0.

2 

-

0.

2 

-

0.

9 

30 3

.

9 

0.

1 

東野 0.

5 

1.

3 

1.

0 

-

0.

1 

-

0.

4 

-

0.

3 

11 2 0.

2 

椥辻 0 1.

8 

0.

7 

0 -

0.

2 

-

0.

5 

9 1

.

8 

0.

2 

 

4. 政策提案 

東西線の各駅を 細かく みていく と 、 山科～椥辻

間の街では、 1 店舗あたり の平均値が低く 住宅が

多いため、 店舗が少ないこ と が挙げら れる。 つま

り 、 こ れら の駅周辺は閑静な住宅街と なっ てい

る。 こ の特性を活かし てこ れら の地域は住宅街

と し てのイ メ ージを確立する。  

太秦天神川、烏丸御池、京都市役所前、東山は、

1 店舗あたり の平均値が高いため、 市街地が広が

っ ており 、店舗がまちの構成の中心と なっ ている。

そこ で、 各駅それぞれ一番多かっ た店舗をピッ ク

アッ プし 、 その店舗を町の PR ポイ ント と し て PR

する。こ のこ と によっ て街にイ メ ージづけができ 、

まちの活性化につながると 考えた。  

具体的には、 三条京阪駅は雑貨・ 花屋を PR す

る。 太秦天神川駅・ 二条城前駅・ 烏丸御池駅・ 東

山駅・ 東野駅・ 椥辻駅の各駅ではカ フ ェ を PR す

る。 二条駅・ 京都市役所前駅・ 山科駅の各駅では

パン・ 和洋菓子店を PRする。  

PR する こ と によ っ てその街に同じ 種類の店舗

が増え、 イ メ ージを付けるこ と ができ る。  

具体的には、 京都市交通局がまちの店舗で使う

こ と のでき るク ーポンを付けた企画乗車券や企画

ポスタ ーで PR を 行い、 まちのイ メ ージ付けを 進

めていく 。  

今回の調査結果を 踏まえて、 地下鉄東西線沿線

での店舗の構成などのまちづく り について考察す

る。 店舗の集積が増えるこ と によっ て、 まちのブ

ラ ンディ ングが可能と なる。 沿線のイ メ ージが確

立するこ と で、 東西線沿線の活性化につながり 、

東西線の沿線の発展と 乗降客数の増加につながる

と 考える。  

 
5.  まと め 

研究を通し て、 地下鉄東西線ではイ メ ージが

定まっ ておら ず、 イ メ ージを定める必要性が浮

き彫り と なっ た。 し たがっ て、 今回提案し た政

策を行う こ と で、 東西線沿線のブラ ンディ ング

と 活性化を図り 、 東西線沿線のさ ら なる発展に

つなげていく 。 阪急、 阪神沿線ではそれぞれ地

域イ メ ージがはっ きり し ていたのに対し 、 東西

線沿線では特徴が見ら れなかっ た駅が多数みら

れた。 そのため、 まちの PR のためには先ほど提

案し た企画乗車券やポスタ ーを活用し た方法以外

にも 様々な策がある。 そのため、 問題解決に向け

て、 京都市交通局は創意工夫するこ と が求めら れ

る。  
そし て、 今回の研究を通し て提案し た事柄を 京

都市交通局が実行すれば、 地下鉄東西線沿線が活

性化し 、 京都市が抱える問題の解決の糸口につな

がるのではないかと 考えている。  
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伝統工芸品への若年層の需要開拓に向けた取り 組み 
 

京都産業大学経済学部 松尾ゼミ  伝統工芸班 

○岩野 翔太（ I WANO SHOTA）・ 三﨑 玲緒奈（ MI SAKI  REONA）・ 池田 潤哉（ I KEDA 

JUNYA）・ 時岡 宗生( TOKI OKA MUNEO)  

（ 京都産業大学経済学部経済学科）  

キーワード ： 伝統工芸品、 SNS、 リ ブ ラ ン ディ ン グ  

 

１ はじ めに 

着物や焼物と いっ た伝統工芸品は、 100 年以上

の歴史を持ち、 伝統的な技術、 技法により 製造さ

れるも のである。 し かし 、 こ う し た伝統工芸品の

産業は図 1 の生産額を見てわかるよう に、 衰退の

一途を辿っ ている。伝統工芸品の生産額は 1985 年

の 5410 億円をピーク に減少し 続け、 30 年で 5 分

の１ にまで減っ ている。  

伝統工芸品の生産額が減少し ている要因は、 消

費者の伝統工芸品への需要の減少が挙げら れる。

例えば、 消費者の服装が和服から 洋服へと 変化し

たよう に、 生活様式の変化が挙げら れる。 こ のよ

う に、 欧米の生活習慣が日本でも 定着し たこ と が

伝統工芸品の需要減少につながっ た。  

また、 生産面における産業の近代化やグローバ

ル化も 影響し ている。 海外の安い原材料を用い、

機械の導入により 量産をおこ なう こ と で、 伝統工 

芸品の代替品を 効率的に生産するこ と が可能と な

っ た。 伝統工芸品は伝統的な技術や技法、 により

製造さ れるも ので、 主に手作業で作成さ れる。 そ

のため、 コ スト と 時間がかかり 、 その価格は量産

さ れた製品と 比べると 割高である。 し たがっ て、

消費者の需要が減少し ていっ た。  

こ う し た状況を 踏まえると 、 今後伝統工芸品従

事者の生活を安定さ せるだけの収入を確保するこ

と は難し い。 図 2 は伝統工芸品従事者数を 表し て

                                               
1 日本伝統文化振興機構「 日本伝統工芸品産業に関するア

ンケート ～Ⅰ」 を参照。 伝統工芸産業を生業と する個人や

おり 、 1979 年で 28. 8 万人いた従事者数は減少を

続け、 2015 年にはその 4 分の 1 の 6. 5 万人まで

減少し ている。  

こ のままでは、 日本の伝統工芸産業はますます

衰退し 、 伝統的技術が途絶えてし まう かも し れな

い。 伝統工芸品の製作に関わる関連企業に影響す

る。 地域の雇用が失われ、 地域経済の衰退にも つ

ながる。  

そこ で、 本研究では、 伝統工芸産品への需要を

増やすこ と について考えたい。 はじ めに、 伝統工

芸産品に対する 需要低迷の要因を 明ら かにし 、 3

章で消費者の需要増加に向けた取り 組みについて

事例を紹介する。  

 

2 伝統工芸品への需要低迷の要因分析 

 伝統工芸品の需要の低迷は、 生活様式の変化と

産業の近代化が主な要因であっ た。 こ のよう な社

会的な変化以外に、 消費者の需要が伸びない要因

について指摘し たい。  

第 1 に、 伝統工芸品の宣伝方法、 販売方法が時

代に合っ ていないこ と が挙げら れる 1。伝統工芸の

業界では、 卸会社や百貨店を通じ た実店舗での販

売に依存し ており 、 日本伝統文化振興機構の報告

によると 、 伝統工芸従事者が抱える課題と し て、

人材育成・ 後継者育成につぎ、 販路開拓や宣伝・

販売の機会を挙げた回答が多かっ た。 し かし 、 販

団体を対象に、生産活動を行う 上で感じ ている問題点や課

題に関するアンケート を行っ ている。  

 
図 1 伝統工芸品の生産額の推移 

引用：（ 一財） 伝統的工芸品産業復興協会資料より  

 
図 2 伝統工芸品の従業員の推移 

引用：（ 一財） 伝統的工芸品産業復興協会資料より  
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売については、 自社店舗販売と 実店舗に固執し て

いる事業者も 多く 、 消費者の需要拡大に積極的で

あると は言えない状態である。  

佐藤（ 2018） は、伝統工芸品の販売促進方法は、

地域の自治体や同業者の組合による共同パンフ レ

ッ ト の作成や企業のホームページで商品紹介を行

う 程度にと どまっ ているこ と を指摘し ている。  

第 2 に伝統工芸品のブラ ンド 化ができ ていない

こ と が挙げら れる。  

地方自治体など地域ブラ ンド への取り 組みは既

に行われているが、 新規顧客の獲得や需要の増加

につながっ ていると は言えない。  

そのよう な中で、 ブラ ンド 化に成功し た例が福

井県鯖江市の眼鏡である。 鯖江市の眼鏡の歴史は

115 年ほどであるが、 他の伝統工芸品と 同様、 海

外から 安い輸入品が入っ てく るなど、 眼鏡の生産

額の減少に直面し た。 し かし 、 鯖江市と 事業者に

よる取り 組み2により 、鯖江ブラ ンド を確立するこ

と ができ たが、 他の伝統工芸産業において、 殆ど

そのよう な成功例がみら れず、 消費者に伝統工芸

品の価値を見出さ せるこ と ができ ずにいるのが現

状である。  

 

3 伝統工芸産業の活性化に向けたさ まざまな取り

組み 

 鯖江市のブラ ンド 化の成功例は有名であるが、

本章では若年層への取り 組みについて紹介する。  

 1 つ目に 200 年以上にわたり 福岡県八女市で提

灯づく り をし ている伊藤権次郎商店がある。 こ の

店は、 2017 年から 、 提灯の魅力を伝えるために、

SNS を活用し 、 新し い客を取り 込んだこ と に成功

し ている。 具体的には、 I nst agr amと HPで自社の

提灯を紹介し ている。 提灯の使用例を 動画や写真

用いて紹介し 、 提灯が醸し 出す雰囲気を伝えてい

る。 SNS を活用し た情報発信が成功し 、 神社仏閣

だけでなく 飲食店等の新規の注文が入るよう にな

っ た。 さ ら に、 20～30 代の新規顧客を 獲得するこ

と ができ 、 イ ベント 会社やハリ ウッ ド から も 注文

受けるよう になっ た。  

 2 つ目に、 村上木彫堆朱と いう 新潟の伝統的な

漆器産業におけるリ ブラ ンディ ング化がある。 リ

ブラ ンディ ング化と は、 既存のブラ ンド を時代や

顧客に合わせて再構築するこ と を指す。  

村上木彫堆朱は、 新規顧客を 獲得でき ず、 業績

が悪化し ていた。 そこ で新規顧客層を 獲得するた

めに、 新たな商品コ ンセプト を 打ち出し 、 新ブラ

ンド ラ イ ン「 SHUKI 朱器」 を立ち上げた。新たなコ

ンセプト は、 洗練さ れた普段使いでき る酒器、 食

器と いう も ので、 そのデザイ ンには若手人気ク リ

                                                
2 有名ブラ ンド などから 委託さ れ、 眼鏡を作っ ていたが、

単に「 眼鏡を生産する」 から「 眼鏡を生産し 、 自ら 販売す

る」 よう に方向転換を行っ た。「 鯖江ブラ ンド 」 は国内だ

エイ タ ーを 起用し 、 注目を集め、 新潟三越伊勢丹

の初出店で完売し 、 その後首都圏の展示会にも 積

極的に参加し 、 販路拡大を続けている。  

  

4 考察 

こ のよう に伝統工芸品への需要開拓の取り 組み

を踏まえ、 若年層が伝統工芸品の価値を見出し 、

購入につながるこ と が重要である。  

そこ でまず、 伝統工芸品のリ ブラ ンディ ング化

を提案し たい。  

 例えば、 日常生活で使用可能な伝統工芸品の一

つと し て「 つげ櫛」 のリ ブラ ンディ ングについて

考えよう 。  

つげ櫛は一般の櫛と 比べると 高価だが、 静電気

が起き にく く 、 髪の毛を傷めないと いう 特徴があ

る。「 貰っ てう れし い贈り 物」 と キャ ッ チフ レーズ

をつけ、 使用者の名前を刻むサービスを提供し 、

贈り 物の定番商品と 認知さ れるよう 、 SNS などを

使い発信し ていく 。 具体的には、 つげ櫛の使用動

画を 発信し 、 商品がも たら す効果（ 髪の毛の艶が

出るなど） を宣伝する。  

さ ら に、 消費者は宣伝のデザイ ンにも 影響を 受

ける。 そのため、 洗練さ れたデザイ ンや、 見た目

にかわいいデザイ ンを用い、 包装や WEBページを

刷新する必要があろ う 。  

こ のよう に、 販売促進の欠点を SNSやイ ンタ ー

ネッ ト を用い克服し 、 幅広い世代に認知し ても ら

う 機会を増やし 、 商品自体の値段は変えずにデザ

イ ンを変え、 つげ櫛を手に取っ ても ら えるよう に

なると 考える。  

こ のよう に、 時代や消費者のニーズに合っ た手

法で、伝統工芸品のも つ良さ を 伝え、質の高い「 本

物」 であると いう 認識を若年層に啓蒙し ていく こ

と が、 伝統工芸品の需要の増加につながるのでは

ないだろう か。  
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移動販売車はいーどー！！！！！！！！！ 
‐ 「 待ち 」 から 「 発信」 への転換によ る 町づく り ‐  

 

京産大経済菅原ゼミ A 班 

○大頭涼菜（ Ogashi r a Suzuna）・ 井上詩織（ I noue Shi or i ）・ 川野佳也（ Kawano 

Yoshi ya）・ 木下真菜（ Ki noshi t a Mana）・ 小西梨央（ Koni shi  Ri o）・ 小林琉唯

（ Kobayashi  Rui ）・ 﨑田俊輔（ Saki t a Shunsuke）・ 中島悠人（ Nakaj i ma Yut o）・ 中西

芽生（ Nakani shi  Mei ）  

（ 京都産業大学経済学部経済学科）  

キーワード ： 宮津市府中地域、 移動販売車、 地場産業 

 

1.  問題意識 

私たちは、「 観光まちづく り デザイ ン」 の取組み

について地元の地域会議と 連携し ている宮津市府

中地域でのフ ィ ールド ワーク 活動を通じ て、 宮津

市へ来訪する観光客のう ち、 府中地域に占める割

合が少ないと いう 問題に着目し た。  

こ の問題に関連し て、「 海の京都」 が行っ た来訪

者満足度調査から は、 観光客が訪れた場所やイ ベ

ント・ 体験さ れたこ と の回答を 仕分けし たと こ ろ 、

天橋立駅周辺は 62. 4％に対し て、府中地域周辺は、

37. 6％と いう 実態と なっ ているこ と を 確認でき た。                  

更に、地域ブラ ンド 調査の認知度順位によると 、

宮城県松島町（ 陸前松島） は 403 位、 広島県廿日

市市（ 安芸宮島） は 492 位であるのに対し て、 京

都府宮津市（ 天橋立） は 646 位であっ て、 同じ 日

本三景の地域であるにも 関わら ず知名度に大き な

差があっ た。 他方、 菅原ゼミ が実施し た観光客満

足度調査から 訪れた人の中で街並みの景観や雰囲

気が感じ ら れたと 思う 人は今後一年以内にこ の地

域へ来訪し たいと 感じ る傾向にあっ た。  
表 1： 総合－個別満足度 相関係数（ 抜粋） ( 2021 年)  

 
※菅原ゼミ のアンケート 結果より 著者作成 

こ れら の調査の結果から 、 宮津市府中地域には

魅力があるのにも 関わら ず、 知名度の低さ から 観

光客の来訪に繋がっ ていない事が分かっ た。 府中

地域には、 大き なネームバリ ュ ーを付ける必要が

ある。 そこ で、 こ の問題の解決のために移動販売

車を 用いて、 府中地域への観光客増加を目的と し

た導線作り を提案し たい。  

2.  先行研究・ 参考事例 

私たちの提案をより 具体的にするために、 私た

ちは鹿児島県大阪事務所が行っ ている梅田の地下

街での鹿児島観光物産展と いう 取組みを参考事例

と し て挙げる。 こ の物産展では、 平日開催ながら

多く のお客様の来場を成功さ せた。 集客効果があ

っ た要因と し て、 まず新聞やラ ジオで広告を行っ

たこ と だ。 実際に、 当日こ れら で知っ たと いう 声

が多数あっ た。 こ のよう に事前に広告を行う こ と

が効果的である。 更に、 限定商品を使っ た販売戦

法も 成功し た要因である。「 物産展限定」「 県外で

買えるのは今だけ」 と いっ た購買意欲が高まるよ

う なマーケティ ングを行う こ と も 成功のコ ツであ

る。  

し かし こ れだけでは、 宮津市府中地域への集客

には繋がら ない。 そこ で、 平（ 2010） を参考にす

る。 こ の研究では、 観光行動を促す方法と し て、

来場者の五感を刺激するこ と が重要視さ れている。

紙媒体や電子媒体のメ ディ アでは、 基本的に情報

を受け取るのみで発信はでき ない。 一方で物産展

やアンテナショ ッ プでは、 現地の人と の会話が生

まれ、 情報の受信だけでなく 発信が可能になる。

こ のよう に物産展やアンテナショ ッ プは、 地域を

プロモーショ ンでき る媒体であり 、 視覚・ 聴覚・

触覚を刺激するこ と ができ る。 更に、 現地の人と

の直接的なコ ミ ュ ニケーショ ンは、 イ メ ージに強

く 残る。 旅行の初期段階である目的地の選択に影

響を 与え、 開催地域への観光行動促進が期待でき

る。  

私たちはこ のよう な先行研究・ 参考事例をも と

に、移動販売車を動く 物産展と 見立て、提案する。  

3.  分析 

菅原ゼミ は府中地域の飲食店と 旅館のご協力の

も と 、 7 月初旬から 9 月初旬にかけて、 来店客に

対する満足度調査を実施し た（ 有効回答数 74 件） 

アンケート の回答を分析し たと こ ろ 、「 こ の地域
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なら ではの食事を味わえた」は、どの世代も「 4（ そ

う 思う ）」 の割合が一番大き いこ と から 、食事に対

する満足度は高めであると 分かっ た。 し かし 天橋

立に代表さ れる自然景観の満足度と 比べると 低く 、

さ ら に食に力を 入れるこ と によっ て観光全体に対

する満足度も 上がるのではないかと 考える。  
表 2： 個別満足度（ 抜粋） ( 2021 年)  

 
※菅原ゼミ のアンケート 結果より 著者作成 

また私たちの提案の原案を基にし て、 地域会議

のメ ンバーをはじ め府中の飲食店経営者の方々な

どにイ ンタ ビュ ーし たと こ ろ 、私たちの原案には、

宮津の食材を活かし き れていないと いう 課題があ

るこ と がわかっ た。 そし て、 宮津の野菜や魚介類

を 使っ た商品を 考案するのはどう かと いう アイ デ

アをいただいた。 こ のアイ デアも 先ほど述べた食

事に対する満足度の向上に繋がると 考える。  

更に、 初来訪の観光客の情報源に関するアンケ

ート 結果から 、 家族や友人知人から の紹介、 SNS、

観光系のサイ ト ・ ブログを見て訪問し た観光客の

割合が高いこ と が分かっ た。 こ の結果から 、 画像

や人から 聴いた事、 SNS で自然に流れてき た情報

の方が、 人々が宮津市に行き たいと 思えるき っ か

けづく り になると 考える。  
表 3： 初来訪者の情報源（ 抜粋） ( 2021 年)  

 
※菅原ゼミ のアンケート 結果より 著者作成 

4.  提案                      

こ れら の分析結果やイ ンタ ビュ ー調査から 、 私

たちは、 宮津市府中地域の府中地域の宮津市へ来

訪する観光客のう ちで府中地域に占める割合が少

ないと いう 問題を解決するために、 移動販売車を

用いて、 府中地域への観光客増加を目的と し た導

線作り を提案する。 提案内容は、 毎週金曜日の夜

に、 オフ ィ ス街を中心に府中地域の食材を使用し

た商品を移動販売車で販売すると いう も のである。

オフ ィ ス街を中心と する理由は、 仕事後で疲労を

感じ る時に自然を感じ る食品や写真を 見るこ と で、

癒し を求めて府中地域を訪れたいと いう 気持ちを

抱かせるこ と ができ ると 考えたから である。また、

購入意欲を促進さ せるために、 週に 1 度「 華金」

と 呼ばれている金曜日に出店するこ と で特別感を

演出し たい。  

商品と し ては、 府中地域に面し ている阿蘇海で

は獲れる希少な金樽鰯を使用し たオイ ル漬け、 府

中地域のワイ ナリ ーが製造し ているブド ウジュ ー

スなどを販売し たい。また、府中地域で 1980 年ご

ろ まで生産が盛んだっ た府中フ キを使用し た商品

を開発し たいと 考えた。 府中フ キは甘露煮にし て

乾燥さ せると ド ラ イ フ ルーツのアンゼリ カ に似た

も のになる。 それを使用し たパウンド ケーキやク

ッ キーの販売を行っ ていき たい。  

移動販売車に足を 止めても ら う ためには販売す

るメ ニュ ーも 大事であるが、 人の気を引く 策を 講

ずるこ と も 重要である。 外装をオフ ィ ス街に馴染

むよう な清潔感があり ながら 、 目を引く よう なデ

ザイ ンにするこ と で足を止めるき っ かけになると

考える。 アンケート の分析結果から 主に SNS を情

報源と し て利用し ている こ と が分かっ たため、

Twi t t er や I nst agr amなどの SNS でアカ ウント を

作り 、 SNS で移動販売車の営業時間と 位置情報の

みを 発信し たい。 販売内容を記載し ないこ と で、

実際に足を 運ばないと 販売内容が分から ないワク

ワク 感を演出するこ と ができ るだろ う 。  

ただ単に府中地域の食材を使っ たメ ニュ ーを 販

売し ても 、 実際に府中地域を訪れたいと 感じ る人

は少ないのではないだろ う か。 府中地域に足を 運

んでも ら う ためには工夫が必要になる。 そこ で、

購入者に府中地域の風景が載っ ているポスト カ ー

ド を 渡すこ と や、 販売車に府中地域の映像を流す

モニタ ーを 設置し たい。 それにより 、 府中地域の

イ メ ージがし やすく なり 、 実際にその場所を来訪

し たいと 感じ るき っ かけになるだろ う 。  

私たちの提案の課題である運営コ スト について

は、引き 続き 地元の方々のご意見を聞く などし て、

コ スト を削減する方法を模索し ていき たい。  
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コロナ禍における地方活性化戦略 
‐奈良市を事例にした「地味な街」の魅了度向上に向けて‐ 

 

龍谷大学経済学部神谷祐介ゼミ 嶺上開花 

○阪井 唯普（Sakai Tadayuki）・永川 遥也（Egawa Haruya）・井上 爽（Inoue Sou）・ 

砂後 琴梨（Isago Kotori）・鈴木 香維（Suzuki Kai）・村田 真彩（Murata Maaya）・ 

喜多 生美（Kita Ikumi）・田中 航希（Tanaka Koki）・本田 皓也（Honda Hiroya）・ 

菊池 龍之介（Kikuchi Ryunosuke）・関 勝哉（Seki Katsuya） 

（龍谷大学経済学部国際経済学科） 
キーワード：地方活性化、奈良市、コロナ禍 

 

1. はじめに 
近年、少子高齢化に伴う地方都市の労働力人口

の減少や人口移動による東京一極集中の結果、更

なる地方の過疎化が予測される。このような地方

の問題に加え、2020 年以降、新型コロナウイルス

の拡大に伴う緊急事態宣言の発令により、都道府

県をまたぐ移動が大きく制限された。 

こうしたコロナ禍での外出自粛や外国人観光客

の減少による地方の観光業や飲食業の経営危機、

及び人と直接会う機会の減少による社会的孤立の

深刻化といった地方の課題を改善する必要がある。 

そこで、本研究では奈良県奈良市でフィールド

ワークを行い、その分析結果を用いて、コロナ禍

における地方活性化の政策提言を行う。 

 

2. 現状分析 
2.1 奈良市を事例とした理由 

我々が奈良県奈良市を事例とした理由として、

まず、奈良市は日本を代表する歴史や観光資源、

そして自然を有する魅力的な都市であるにも関わ

らず、関西の 3大都市（大阪、京都、神戸）の影

に隠れて、外部者にはその魅力が十分に伝わって

おらず、「地味な街」であるイメージを持たれてし

まっていることが挙げられる（PRESIDENT 2019 年

9 月 13 日号）。我々は、こうした大都市の影に隠

れた「地味な街」が、奈良市の他にも日本全国に

多く点在していると思い、奈良市を事例として研

究することは、「地味な街」の活性化につながると

考えた。加えて、コロナ禍で、関西では京都府・

大阪府・兵庫県にて多くの期間、緊急事態宣言が

発令されていたが、奈良県では対象外であったた

め、現地でのフィールド調査が可能であったこと

も挙げられる。 

 

2.2 奈良市の現状 

2020 年奈良市観光入込客数調査報告によると、

2020 年に奈良市に訪れた観光客数は、724.2 万人

（対前年比 58.4%減）であった。また同年におけ

る宿泊客数は、78.4 万人（対前年比 58.5％減）で

あり、コロナによって観光業を中心とした地域経

済に影響を及ぼしたことが考えられる。 

 

3. 研究手法 
3.1 フィールド調査と SWOT 分析 

2021 年 6〜7 月、奈良市の店舗や寺院にてフィ

ールド調査を行なった。調査先は、地元住民をメ

インターゲットにしている店舗（美容院 Triple 

double、古着屋 SEED）と、観光客をメインターゲ

ットにしている店舗・寺院（餅屋中谷堂、世界遺

産・元興寺）である。調査結果を元に、奈良市の

持つ「強み」「弱み」「機会」「脅威」を整理し、SWOT

分析を行った。分析結果は以下の通りである。  

図 1 奈良市の SWOT 分析（筆者作成） 

 

3.2 都市の魅力度・イメージ調査 

2021 年 10 月、関西の６つの県庁所在地（大阪、

京都、神戸、奈良、大津、和歌山）の魅了度と都

市イメージに関する独自のネット・アンケートを

実施した。結果、大学生 62 名から回答を得た。 

魅力度調査では、各都市について、「観光」「エ

ンターテインメント」「働く場所」「住む場所」「コ

ロナ関連（感染のしにくさ、ワクチン接種、行政

の対応）」「環境との調和」の 6項目を指標とした。

その後、「とても魅力的」を 100 点、「やや魅力的」

を 75 点、「普通」を 50 点、「やや魅力的でない」

を 25 点、「魅力的でない」を 0点として、平均値

を各都市・各項目のスコアとして、図 2のレーザ

ーチャートを作成した。イメージ調査では、回答

者が各都市についてのイメージを３つキーワード

で挙げてもらった。 
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図 2 関西 6 都市の魅力度レーザーチャート（筆者作成） 

 

4. 分析結果と考察 
フィールド調査と SWOT 分析の結果より、奈良市

の課題として、3 大都市と比較して観光地として

の魅力が少ない点が確認できた。 

続いて、アンケートで行なった関西 6都市の魅

力度調査より、奈良市は、3 大都市と比較して、

「エンターテイメント」（36 ポイント）と「働く

場所」（44 ポイント）の面で大きく魅力度が劣っ

ていることが確認できた。逆に、「環境との調和」

（77 ポイント）と「コロナ関連」（66 ポイント）

に関しては、3 大都市と比較して魅力度が高く、

人々はポジティブな印象を持っていることが明ら

かとなった。「住む場所」（55 ポイント）について

は、京都市と神戸市よりも低いものの、それ以外

の年寄りも魅力度が高く、6 都市中第 3 位であっ

た。「観光地」（68 ポイント）の魅了度は、3 大都

市と比べて低かったが、大津市（40 ポイント）と

和歌山市（54 ポイント）よりも優に高かった。 

最後に、都市のイメージ調査からは、奈良に対

する人々の認識は「鹿」「大仏」といったイメージ

が非常に強く、それ以外の奈良の魅力が外部者に

は全く浸透していないことが確認された。 

分析結果を踏まえた考察として、奈良市に対し

て人々が持つ高い魅力度（「環境との調査」「コロ

ナ関連」）を生かしつつ、低い魅力度（「エンター

テイメント」「働く場所」）への対策を考える必要

がある。 

 

5. 政策提言 

調査結果を活用した、奈良市のような「地味な

街」の具体的な地方活性化戦略として、「エンター

テイメント」の部分は、奈良市からアクセスの良

い 3 大都市に任せる一方、奈良市の持つ観光資源

や自然環境の豊かさ、そしてコロナ関連の状況の

良さについて、潜在的な顧客に対してアピールす

ることで、観光客や移住者を増やすことが可能と

なる。特に、移住者を増やすためには、人々が奈

良市に抱く「住む場所」に加えて、「働く場所」と

しての魅力度も高める政策が必要不可欠であろう。 

実際に、この「住む場所」と「働く場所」を軸

に、本社機能の地方移転を実行した企業がある。

2020 年 9月、パソナグループは本社機能を東京

から兵庫県淡路島に移すことを決定した。理由と

して、通勤混雑の回避やコロナ感染のリスクを分

散することが挙げられる。また、自然豊かな淡路

島で仕事の効率アップや社員同士の交流といった

メリットも考えられる。コロナ禍でテレワークや

WEB 会議といったオンラインツールが普及したこ

とで、地方への移住が容易になった。 

この事例を参考に、奈良市を外部の企業に対し

て「働く場所」の誘致場所としてアピールするこ

とで、企業と居住者を呼び込むことができる。 

また、奈良市に居住する人の増加により、観光

客をターゲットにしている店舗と地元をターゲッ

トにしている店舗の双方で利用してもらうこと

で、コロナ禍で疲弊した地域経済の回復に繋がる

ことが期待できる。 
最後に、コロナ禍という状況を逆手に取り、テ

レワークで業務が可能な企業や社員を都市部から

「地味な街」へ呼び込むことで、コロナ禍におけ

る地方活性化につながると考える。 
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北近畿の起業による地域活性化 
‐北近畿から始める雇用創出‐ 

 

福知山公立大学 地域経営・医療福祉経営・大谷ゼミ  

○大西 翔太朗（Onishi Shotaro）・浅井 瑞生（Asai Mizuki） 

鶴巻 拓(Tsurumaki Taku）・難波 晃司(Namba Koji) 

榊原 真理乃(Sakakibara Marino) 

（福知山公立大学地域経営学部地域経営学科・医療福祉経営学科） 

キーワード：起業、雇用創出、スタートアップ 

 

1. はじめに 

昨今人口減少の一端を担っている地方での若者

の流出が問題視されている。2014 年に発表された

増田寛也編著の『地方消滅』では、人口減少に重

点を置くなかで若い世代の地方から大都市への社

会移動が問題とされている。本研究の目的は、北

近畿の若者の人口の減少を起業による雇用の創出

で抑制するための対策を明らかにすることである。 

中国の清華大学を例にとると、起業家アイデア

ピッチの場として校長杯・校友三創（創業、創意、

創新）などのビジネスコンテストを行い、優勝チ

ームに起業のスタート資金を提供している。非参

加者の学生も含めて、起業に対する認知・興味関

心を高め、初期スタートアップ段階では、エンジ

ェル投資家・企業経営者による指導や支援を個別

で行っている。スタートアップの製品・サービス

が確立された後は、最も重要な課題が顧客開拓に

なる。資金・技術・人材・協業パートナーなどの

資源を清華大学関係者に限定せず、全てのスター

トアップに提供している。 

本研究では、本大学学生に対して行った起業に

関する意識調査から、北近畿や起業の課題と若者

と起業の間にあるギャップを明らかにする。また、

実際に北近畿で起業した方にインタビュー調査を

行い、起業のきっかけ、従来の起業に関する諸政

策では不十分な部分や必要とした政策、北近畿の

魅力を伺った。調査を通して明らかになった若者

の人口減少への対策と、起業しやすい環境を整え、

起業する若者を支援する政策を提案する。 

 

2. 大学生へのアンケート調査 

 北近畿での雇用の創出を考えるにあたって、本

学の学生が起業に対してどのような意識を持って

いるかを調べるために、匿名でのアンケート調査

を行った。調査項目は「就職をするときどこで働

きたいか」、「北近畿での就職を考えているか」で

ある。「就職する際、どこで働きたいですか？」と

いう質問では、大企業・中小企業が全体の半分、

公務員・公的機関を志望している回答者も 40％近

くを占めており、起業を考えている回答者は数人

という結果となった。「北近畿で就職を考えたこと

がある」と答えた回答者は全体の 20％程度で、「北

近畿に愛着がわいた」「自然に囲まれており、良い

環境である」という理由だった。反対に「北近畿

での就職を考えていない」と回答した人の理由は、

「地元に帰って就職したい」という意見が大半を

占めたが、「交通の便が悪い」や「北近畿のことを

よく知らない」といった北近畿で働くことの難し

さについての意見も寄せられた。別の土地で起業

を目指す回答者は、「情報が入ってこない。東京や

都会の情報は有益で、人脈も作りやすく、フリー

ランスを考える私からすると北近畿では適さない

と考える」という意見が挙げられ、北近畿で起業

を目指す際に都会とはアドバンテージの差がある

ことも指摘された。一方で、「北近畿で働きたくな

い原因がなくなった場合、働きたいか」という質

問では、思うと答えた割合が 40％近くまで大きく

なり、「北近畿を魅力的な地域だと感じますか」と

いう質問では魅力を感じていないと答えた人が

20％であった。このようなアンケート結果から多

くの人が北近畿を魅力的だと感じ、条件次第では

働く場所になり得ることが明らかになった。 

 

 
図 1 北近畿を魅力的な地域だと感じますか 

 

3. 起業家へのヒヤリング調査 

起業の実態を把握するため、実際に与謝野町で

大学在学中に株式会社ローカルフラッグを起業さ

れた濱田祐太氏に 2021 年 9 月 2 日ヒヤリング調

査を行った。主な事業は、地域プロデュース事業

とクラフトビール事業である。地域プロデュース

3

21

48

37

14

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

-92-



 

事業では、行政や金融機関と連携して行う人材育

成を行うなど地域課題解決に向けた取り組みをし

ている。クラフトビール事業では、牡蠣殻と与謝

野町特産のホップを活用しホップの香りと麦の甘

味のバランスが良いビールを作っている。 

質問項目は、以下の通りである。 

①株式会社ローカルフラッグが行っている事業に

ついて教えてください。 

②起業しようと思ったきっかけは何ですか。 

③起業先として与謝野町を選んだのはなぜですか。 

④若者の起業・事業承継等を促進するためは、ど

のような制度・支援が必要だと考えますか。 

⑤起業されてから今日まで大きな困難はありまた

か。また、それをどのようにして乗り越えました

か。 

濱田氏によると、住民側から見た与謝野町の魅

力・経営者から見た与謝野町の魅力はビジネスと

いう目で見た時にチャンスが本当に多いと言う。

与謝野町では、まち・ひと・しごと創生本部が司

令塔となり、関係省庁との連携をより一層強化し、

地方創生のために第 2期「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定した。しかし、様々な与謝野

町の計画・プランがあるにもかかわらず、ほとん

どやられておらず、参入できる話題が非常に多く

転がっている。また、若者の起業・事業承継等を

促進するために経営者の個人補償を無くすことや

チャレンジングな計画・事業に行政やファンドが

お金を出していくことが重要である。目に見える

範囲にしかお金が回らないと、新しい事業や革新

的な事業は生まれにくくなる。そこで、起業のリ

スクを取れることを推奨する空気感をどう社会が

作るかが重要であり、失うものが何もない環境が

生まれることにより起業にチャレンジしようとい

う人が増えるという。 

 

4．政策提言 

実際に、日本でも起業を促す動きは、広がって

おり、安倍晋三首相が 2014 年 6 月に発表した政

府の成長戦略にも起業の促進が重点テーマとして

盛り込まれている。政府は、中小企業を現状の 2

倍に当たる 140 万社に増やすことを目標として掲

げている。例えば、国の研究開発法人 NEDO（新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構）では、研究開

発型ベンチャー企業のスタートアップ支援を公募

し「年間 650 万円の生活費を 2年間支給する」な

ど、手厚い支援制度を実施している。また、国の

「中小企業庁」でも、若者に対して起業・創業支

援制度を積極的に実施している。女性や若者など

の地域での起業・創業や、後継者による家業を活

かした新分野への挑戦を資金面で支援する「地域

需要創造型等起業・創業促進事業（いわゆる「創

業補助金」）」が存在する。対象者から事業計画を

募集し、その実施に要する費用の 3 分の 2を助成

スタートアップ支援を公募し「年間 650 万円の生

活費を 2年間支給する」など、手厚い支援制度を

実施している。また、国の「中小企業庁」でも、

若者に対して起業・創業支援制度を積極的に実施

している。女性や若者などの地域での起業・創業

や、後継者による家業を活かした新分野への挑戦

を資金面で支援する「地域需要創造型等起業・創

業促進事業（いわゆる「創業補助金」）」が存在す

る。対象者から事業計画を募集し、その実施に要

する費用の 3分の 2を助成（上限有）するもので、

これまでに約 2,500 件が採択されているただ、こ

のような制度は、起業意識の低い若者への認知度

は少ないと考えられる。そこで、中国の事例を参

考に、日本でも大学や企業が連携してビジネスコ

ンテストを行うことを提案する。それによって、

若者の起業への興味関心を高めることができると

考えられる。 

現在日本に足りない制度は何かと考えると、リ

スクヘッジのための制度を作ることではないだろ

うか。若者への金銭的な支援はあるものの、企業

に失敗した場合の補償などの制度は見受けられず、

失敗を恐れて二の足を踏む若者も少なくはないと

考えられる。そこで、国として企業に起業に失敗

した若者を積極的に雇用することを推進する事を

提案する。それによって、若者の起業を後押しす

ることが可能になる。また、起業に失敗した若者

の救済措置にもなり、企業側も起業する行動力の

ある人材を雇うことが出来ると考える。 

都心部では、同じようなビジネスモデルを持っ

たライバルが多く、利益を上げることは困難であ

ることが予想されるが、3.2 のヒヤリング調査で

も述べられているように、地方であればライバル

が少ないうえに、上述した通り、地域需要創造型

等起業・創業促進事業など地域で起業することに

より受けられる助成金や補助金が存在する。 

以上のことから、地方で起業するメリットは多く、

上述した 2つの提案を実現することができれば、

北近畿で起業する若者は増やすことができるので

はないかと考えられる。 

 
参考文献 

増田寛也『地方消滅』中央公論新社、2014 年  

 

参考 URL 

株式会社ローカルフラッグ「事業紹介」 

 https://www.local-flag.com/work 地域創生「第 2 期 

『まち・ひと・しごと創生総合戦略』  

（2020 改訂版）」 

r02-12-21-senryaku2020.pdf (chisou.go.jp) 

「日経ビジネス」オンライン 2014 年 7 月 29 日掲載記事

より(令和 3年 10月 19日閲覧) 

あおもり産業総合支援センター「独立行政法人中小企業基

盤整備機構『第 3回創業補助金公募のご案内』」 

https://www.21aomori.or.jp/sougyouhojyokin3.html 
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ニュータウンの団地力とコミュニティ形成 
‐2040 年の日本を見据えた政策を‐ 

 

深尾ゼミナール 11 期生 

○松山 真子（Matsuyama Mako）・池上 梨乃（Ikegami Rino)・大岡 桜子（Ooka 

Sakurako）・ 川西 航平（Kawanishi Kohei）・木原 みなみ（Kihara Minami）・ 

志水 香介（Shimizu Kosuke）・城之木 敦（Shironoki Atsushi）・谷 益伸（Tani 

Yoshinobu）・坪内 真梨乃（Tsubouchi Marino）・中前 愛実花（Nakamae Amika）・西河  

遥也（Nishikawa Haruya）・新田 圭祐（Nitta Keisuke）・原 千紘（Hara Chihiro）・

藤田 悠斗（Fujita Yuto）・室屋 和加奈（Muroya Wakana）・安井 慶子（Yasui 

Kyoko） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 
キーワード：団地、ニュータウン、高齢化社会 

 
1．はじめに 

第二次世界大戦後、深刻な住宅不足に伴い大規

模な住宅開発が行われ、数十万人単位で受け入れ

られる「ニュータウン」が誕生した。私たちが研

究対象とする泉北ニュータウンは 49.9％が団地

で構成されている。しかし、これらの団地は建設

から 50 年以上が経過し団地自体の老朽化が進ん

でいる。また、建設当初に入居した世代も同様に

高齢化が進んでいるため、オールドニュータウン

として捉えられている。 

本研究では泉北ニュータウンを研究対象とし、

高齢者人口が最大となる 2040 年に対応するため、

ニュータウンにおける団地力に着目し、それらの

可能性を見出し、急速に変化する時代の課題に対

して団地の構造を活かした政策提案を行う。 

 

2．泉北ニュータウンの概要 

2.1 ニュータウンの設計思想 

泉北ニュータウンは「近隣住区論」を基に形成

された。この「近隣住区論」は、「自動車から守ら

れた完結したコミュニティ形成を目指して、小学

校を中心に幹線道路を境界とするコミュニティ単

位を提唱しており、住区内の地域サービス機能に

ついては、小学校を地域の中心に据えるほか、店

舗地区は隣の近隣住区の店舗地区と隣接させるこ

とで、商業的な圏域人口を確保するとともに、内

部の住宅地の快適性を確保している」（藤田 

2016,p82）という思想である。 

2.2 堺市の政策 

泉北ニュータウンの再生指針および SENBOKU 

New Design では、「若年層の誘引」に重きを置い

ている。 

堺市役所の泉北ニューデザイン推進室長にヒア

リングを行うと、最大の課題は「居住者の高齢化」

と述べていた。これらを堺市が最大の課題だと考

えている要因には、人口減少や自治会の担い手が

不足することが挙げられる。堺市が考える課題に

対して、若者誘引を行うのは、地方消滅を訴えた

増田レポートや東京一極集中是正を謳った地方創

生が大きく影響を与えている。しかし、泉北ニュ

ータウンの空き家率は 10%であり、全国的にも少

子高齢化が進んでいく限り、他地域から若者を誘

引し、若者を増やすことは泉北ニュータウンにお

いては難しいと考える。 

 

3．調査内容と分析 

3.1 調査方法 

前述で堺市は若者誘引政策で自治会などの担い

手不足を解消しようとしていることを示したが、

私たちは高齢者も自治会を担う力を持っているの

ではないかと仮説を立てた。これを立証するため

に、泉北ニュータウン泉ヶ丘地区の公的賃貸住宅

を対象にアンケート調査を行った。調査方法は、

アンケート用紙に記入もしくは Google フォーム

を用いたオンラインでの回答で行なった。回答数

517 のうち有効票 513、無効票 4であり回収率 36%

であった。また、アンケートのデータ分析には

SPSSversion27 を用いた。 

3.2 調査の実態（資源の可能性） 

① 団地からの視点 

日本全国に居住する満 20～89 歳の男女を対象

に行った石田（2007）の先行研究によると、年齢

が上がるにつれて、孤立しやすい傾向にあること

が示されている。一方で今回の調査から、「孤立の

有無」を従属変数とし、説明変数に「年齢」「配偶

者の有無」「子供の有無」「二世帯以上」「居住年数

30 年以上」の 5 つを用い、ロジスティック回帰分

析を行ったところ、年齢の効果があらわれた(表

1)。Exp（β）＜1であることから、ニュータウン

においては年齢が上がるにつれて孤立しにくい傾

向があるといえる。 
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表 1 孤立=1 とするロジスティックス回帰分析 

 
加えて団地の住民は年齢が上がるにつれ、住民

力を構成する要素のうち、どの変数に変化が起き

ているのかを知るため、「親密なネットワーク量」

「橋渡しネットワーク量」「支援期待度」「地域参

加度」「信頼」の 5つを従属変数、「年齢」を独立

変数に用い、それぞれ単回帰分析を行った(表 2）。

その結果、橋渡しネットワークの効果が見られた

(表 2)。さらに、β＞0であることから団地では年

齢が上がることによって、橋渡しネットワークが

増加することがわかる。 

これらのことから私たちは、団地においては年

齢を取るにつれて橋渡しネットワーク量が増え、

そのことにより孤立しにくい構造となっていると

考察した。 

 
表 2 50 歳以上=1 と単回帰分析 

② 高齢者からの視点 

3.1 で立てた仮説を立証するため、住民力1 と

いう指標を用い年齢と住民力に関する相関分析を

行なった。その結果、年齢と住民力には正の相関

があり、5％水準で有意（p<.05）であった(表 3)。

このことから若者よりも高齢者の方が比較的住民

力が高い傾向にあるといえる。 

 
表 3 相関分析 

 
4．課題 

泉北ニュータウンは、豊富な自然を有する緑道

と、地区センターを中心に放射線状に張り巡らさ

れた交通網などの特徴を持ち、設計思想としては

「歩いて暮らせるまち」としての構造を持ってい

る。しかし、現在のニュータウンでは、自動車の

                                               
1 住民力：より良い地域社会の形成に主体的に関わるこ

とができるような住民自身が有するソフトな資源のこと

である。 

保有率の増加、大型ショッピングセンターの建設

が行われるなど、まちが多様に変化し、近隣セン

ターの商業機能の低下や歩いて暮らせる町として

の機能が失われていることが課題として挙げられ

る。 

 

5．政策提案 

これらの調査結果・分析を踏まえ、私たちはこ

れからの高齢化社会に向けて、団地という構造的

な強みをさらに引き出す政策を提案する。 

1 つ目は活動を行うための環境作りの提案であ

る。団地の構造という資源がある一方、現状とし

てそれを活かせていないという実態もある。行政

が法律を整えることや機関投資家などによる資金

面での支援環境を作ることによって団地の構造的

な資源を有効活用し、団地としての価値を引き出

すことに繋がる。この政策を行えば、住民力の高

い高齢者は、自主的に地域に横たわる課題解決に

取り組むだろう。 

2 つ目はオープンスペースなどの既有地にサー

ビスを設ける提案である。上記でも述べたように、

泉北ニュータウンは近隣住区論を基に形成されて

おり、歩いて暮らせるまちという特徴がある。そ

のため、歩いている範囲に団地が数多く存在する

ことから交流を生みやすくなっている。 

 

6．終わりに 

本研究では団地を対象にアンケート調査を行い、

その分析から団地の構造としての可能性について

述べてきた。高齢化が進行していく日本において、

団地力を活かした政策を行うことは先進的・効果

的であり、急激に変化する時代の中で持続可能な

社会を形成する一助となるだろう。 

 
7.参考文献 

(1) 藤田（2016）『地域サービス機能から見た近年

の日本の都市計画論の歴史的位置づけ』公益社団法人

日本都市計画学会 都市計画報告集 No.15 p82  

https://www.cpij.or.jp/com/ac/reports/15_81.pdf 

(2) 世田谷区民の『住民力』に関する調査研究 

http://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-

content/uploads/2013/09/reportg19_5_2.pdf 

(3) せたがや自治政策研究所研究・活動報告書『せ

たがや自治政策 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/00

2/006/003/d00191966.html 

（最終閲覧日：2021 年 10 月 30 日） 
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障害者スポーツのデリバリーサービス 
‐移動式体験サービス「ボッチャカー」の導入‐ 

 

風間ゼミナール Boccia 班 

○花房 空也（HANAFUSA KUYA）・國府田 駿(KODA TAKASHI）・ 

中尾 莉子（NAKAO RIKO）・小野 真凜（ONO MARIN）・荻堂 夏那（OGIDO KANA） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：障害者スポーツ、ボッチャカー、パラリンピック 

 

【問題意識】 

東京 2020 パラリンピックが開催され、各種競技

のパラアスリートが活躍する姿が注目を集めた。

今大会を機に、パラスポーツに対する興味・関心

の高まりが期待されている。しかし、障害者スポ

ーツは健常者が行うスポーツに比べ活動が制限さ

れており、競技人口が依然として少ないのが現状

である。その要因として用具の購入や運営に費用

がかかる点、障害の程度によって競技の選択肢が

限定される点、施設の整っていない点等が挙げら

れる。 

そこで、私たちは「ボッチャ」というスポーツ

に注目した。ボッチャは簡単なルールで親しみや

すく、重度の障害者から健常者まで誰もが平等に

楽しむことのできるスポーツである。またボール

と小さなスペースがあればどこでもプレーが可能

である。以上の問題意識をもって、私たちは、ボ

ッチャを活用した障害者スポーツの研究を始めた。 

 

【現状分析】 

1. ボッチャについての調査 

ボッチャは重度脳性麻痺者もしくは同程度の四

肢重度機能障害者のために考案されたスポーツで

ある。障害者スポーツが盛んなヨーロッパ発祥で、

1988 年ソウルパラリンピックから正式種目とし

て採用された。 

ジャックボールと呼ばれる白球を投げた後、対

戦する両者が赤と青の 6球を投げ合い、白球をよ

りジャックに近づけたチーム、または個人が勝者

となるというルールである。手で投げることがで

きない選手は、キックあるいは競技アシスタント

のサポートを受けながら「ランプ」と呼ばれる投

球補助具を使ってボールを転がすことができる。 

また、ボッチャは頭脳戦が繰り広げられる奥が

深いスポーツである。競技はマイボールを使用し、

大きさや重さ等の規定を満たしてさえいれば材質

は自由で、選手はボールの外皮や中身を自分好み

にカスタマイズする。戦術として相手ボールをは

じいたり、密集したところにボールを積み上げた

りと、状況に応じたボールの使い分けが勝敗を左

右する。 

ボッチャは健常者と障害者で実力の差が出にく

いスポーツである。その競技特性からレクリエー

ションスポーツや生涯スポーツとしても用いられ

ている。 

 今回、実際に大学内の小さな教室でボッチャ体

験会を実施した。集まった参加者からは「思いの

ほか頭を使う競技で楽しかった。またやりたい。」

「パラリンピックで気になっていたが体験する機

会がなかった。」などの声が挙がった。また椅子を

使用しての投球を体験した参加者からは、「椅子

（車いす）に座った方が、体が固定されて投げや

すい。」という声もあった。体験会は大いに盛り上

がり、ボッチャが持つ誰でも、どこでも、手軽に

楽しめるという特徴が確認できた。 

 

2. ヒアリング調査 

私たちは地域における障害者スポーツの実態を

調査するために「京都府障害者支援課」（以下、京

都府と称する）、「大阪ボッチャ協会」にヒアリン

グを行った。 

京都府によると、1960 年代から障害者スポーツ

の重要性が説かれ、1986 年から全国に障害者スポ

ーツセンター、サン・アビリティーズが設置され

てきたが、いまだに障害者スポーツ施設の認知度

が低いという。また地域体育館や地域スポーツク

ラブの障害者スポーツ受け入れ割合は、経済的負

担や人的サポートの不足などが原因で 3割程度に

とどまっている。特別支援学校では生徒に障害者

スポーツの実施機会が提供されているが、社会人

になった障害者がスポーツを楽しむ機会が限られ

ているのが現状である。一連の調査から、障害者

のスポーツ機会が少ないことがわかった。 

京都府は障害者スポーツ普及のために、他の関

係組織と連携して障害者スポーツやボッチャに関

するイベントを各地で行っている。イベントや体

験会は、市民体育館やスポーツセンターなどの施

設で実施する場合が多い。しかし普及活動の方法

として、障害者スポーツの拠点に人を呼び込むと

いうスキームでは大きな効果が望めないことが明

らかになった。 

大阪ボッチャ協会は、大阪府においてボッチャ

の選手や審判の育成を行っている団体である。ま

た大阪府や市に依頼され、小学校等の教育施設で
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ボッチャの楽しさを伝えるべく協会員が体験会を

実施している。インタビュー調査により、ボッチ

ャの楽しさを伝えることはできているが、ボッチ

ャを入り口として障害者スポーツ全体の魅力や現

状を理解してもらうコンテンツが用意されてない

ことが課題であるとわかった。 

上記の現状分析から 2つの課題が明確になった。

1 つ目は、行政が障害者スポーツ普及の政策を行

っているが、拠点中心のイベントが多く、効果が

小さいことである。2 つ目は、現状のボッチャ体

験イベントには障害者スポーツの普及に繋がる要

素が組み込まれていないことである。これらの課

題に取り組むことで、背景にある「障害者のスポ

ーツ機会が少ない」という課題を改善できると考

えた。 

 

【政策提言】 

以上の現状分析を踏まえ、私たちは、障害者ス

ポーツの普及を目的とした「ボッチャカー」の導

入を提案する。 

この政策は拠点に人を呼び込むのではなく、人

が集まる場所に訪問して普及活動を行うものだ。 

 

1. 政策の概要 

 この政策の主な目的は、①ボッチャを通して障

害者スポーツの認知度・関心度を向上させること。

②障害者がスポーツに出会うきっかけをつくるこ

とである。①の目的を実現するため、ショッピン

グモール、教育機関、高齢者施設など、②の目的

を実現するために障害者施設、リハビリ施設など

を「ボッチャカー」が訪問する。 

 訪問するボッチャ隊は、障害者指導員、障害者、

有償ボランティアで構成する。障害者指導員は、

競技の説明に合わせその他の障害者スポーツの魅

力を伝える役割を担う。そのため中級以上の資格

保持者(府内 87 人、2020 年)が望ましい。障害者

は、現地の人たちと一緒に競技を行い、障害者と

健常者が同じ競技を楽しむ空間を形成する。有償

ボランティアは運営のサポートを行う。ボッチャ

隊は京都市が障害者スポーツ振興会と連携して募

集する。 

京都市により集められたボッチャ隊は区ごとに

配置されたチームに所属する。当日は、参加可能

なメンバーがボッチャカーに乗り込み、現地に向

かう。使用する車については、京都においてボッ

チャ支援事業を行っているトヨタカローラ京都に

依頼し、障害者が乗車することを考慮し福祉車両

を用意する。 

 

2. 具体的な実施内容 

 ボッチャカー事業は、訪問場所に合わせて、2つ

の基本的なプログラムを提供する。 

第 1のプログラムは、ショッピングモールや教

育機関で実施する健常者向けのものである。はじ

めにボッチャ競技の体験を行い、その後障害者教

育として車いすやその他障害者スポーツの器具に

触れたりなどの体験会を行う。 

第 2のプログラムは、障害者施設で実施する障

害者向けのものである。ここでもはじめにボッチ

ャ競技の体験を行う。その後、京都府における障

害者スポーツの現状や施設の紹介を行い、障害者

がスポーツを始めるきっかけ作りに取り組む。 

両プログラムに共通するボッチャ体験に関して

は訪れる場所に応じて工夫する必要がある。例え

ば、小学校では図工で手作りしたボールなどを用

いることで正規の器具を用意せずに気軽にボッチ

ャを体験する。また障害者施設では競技スポーツ

につながるように本格的な用具を用いた体験をす

る。場所に応じたプログラムは、市の職員、当日

のメンバー、現地の責任者が話し合い開発する。 

 

【展望】 

この政策は施設数の多い京都市をモデルとした

が、成果次第で府全域へと拡大させていくことが

可能である。丹後市の京都トレーニングセンター、

城陽市のサン・アビリティーズ城陽はともに各種

障害者スポーツができる環境が整っており、これ

らの施設の利用者数増加も目指したい。 

スポーツ庁の第 2期スポーツ基本計画では、令

和3年までに障害者のスポーツ実施率を40％程度

に伸ばすことを目標としていた。それにもかかわ

らず令和 2 年現在、障害者のスポーツ実施率は

24.9％にとどまっている。現状の課題を踏まえた

今回の政策により、京都府の障害者のスポーツ実

施率を 40％まで引き上げることを目指す。 

 京都府から障害者スポーツ特有の魅力を発信す

る。また障害者スポーツはあらゆる人が楽しめる

ように工夫が凝らされたスポーツであるという考

え方を社会に浸透させ、障害者と健常者の垣根の

ない共生社会を目指す。 

 
【参考文献】 

① 藤田紀昭：障害者スポーツの環境と可能性、創文

企画（2013） 
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③ 公益財団法人 日本パラスポーツ協会  
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④ スポーツ庁（2020）「障害者のスポーツ参加促進に

関する調査研究」 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/j

sa_00067.html（最終閲覧日：2021 年 10 月 27

日） 
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AR(拡張現実)を用いた地域振興 
 

京都橘大学高山ゼミ AR 地域振興チーム 

岡本 日向（Okamoto Hyuga）・北浦 慶一（Kitaura Keiichi）・○谷口 鮎実（Taniguch 

Ayumi）・富田 和菜（Tomita Kazuna）・桝本 翔央（Masumoto Tubasa） 

（京都橘大学現代ビジネス学部経営学科） 

キーワード：AR、地域振興、観光 

 

1. はじめに 

各地で AR（Augmented Reality）・VR（Virtual 

Reality）技術を利用することで、その地の歴史を

知ってもらったり、観光を楽しんでもらったりと

いったことを目的としたツールを作成することで

地域活性化に役立てようという動きがある。 

遺跡を昔あった形に再現して映し出すことは、

遺跡について多くの人の関心を集める。このよう

に、実際に京都の施設に観光客が訪れ、そこで現

実で見えるもの以外に AR を使って何か新しいも

のを映し出せるのではないかと考えた。AR を活用

して現実で見えるもの以上の価値を見出だすこと

ができれば、地域の活性化に非常に大きく貢献で

きるであろう。 

そのため、この京都市でも AR・VR 技術を用いた

地域活性化事業を行えるのではないかと考える。

京都市には清水寺や伏見稲荷大社といった歴史あ

る観光名所や祇園祭などのイベントなど有名なも

のが多く存在するが、その他にも伝統行事や工芸

品も存在する。そういったものの振興、継承のた

めに AR・VR 技術を利用して盛り上げていくこと

ができるのではないか。 

 

2. 先行研究の整理 

AR を用いた地域活性化事業の現状を探るため

に先行研究の整理を行った。参照した先行研究の

概要は以下のとおりである。 

(1)拡張現実を用いた個人が主体となる観

光案内アプリケーションの提案（文献(1)） 

観光者がより観光を楽しめる手助けを行うため

に、個人の視点を取り入れた地図・AR 用いたアプ

リケーションを開発する。個人の投稿は、様々な

視点から行われており、投稿数の増加とともに満

足度の向上がみられた。このような観光者間の情

報の発信やコミュニケーションにより、観光情報

の不足や最新情報、観光者の感想のような観光の

役に立つ情報を得ることが容易ではない現状に対

して、個人の多様なニーズに対応した継続可能な

観光案内を実現できると考えられる。 

(2)綾瀬市埋蔵文化財の VR、AR コンテンツ

化による地域活性化（文献(3)） 

地域の人々がより深く文化財を学ぶことで、地

域を愛することができ、シビックプライドとして

として地域の魅力を発信できる。IT の活用により、

より多くの人々に関心と理解を深めることができ、

今後のさらなる方向性も明らかになった。IT の活

用により地域がより良い環境を築くことができる

ようになってきている。 

(3)AR を利用した地域活性化‐センチメン

タル価値再生へむけて（文献(2)） 

 地域の特性化のためにセンチメンタル価値の

再生を検討した結果、第 1 に商店街活性化よりも

地域活性化が課題となった。第 2には、福知山市

が持っているのは、歴史であり、地域活性化に着

目しているが、地域のものたちが自分たちの問題

は何か、自分たちの問題を自覚されることを促す

ことが必要である。第 3 には、AR を活用した地域

活性化を継続的に行うことであり、AR によって地

域を盛り上げることができるが、そのためのソフ

トの改善など地域を考え動くことも重要である。 

 

3. 仮説の提示 

私たちは、仮説として、AR 技術を利用すること

によって、京都を訪れる観光客を増やして観光地

の活性化に繋げられるのではないかということを

考えた。具体的に述べると、当初は先行事例とし

て、ポケモン GO のようなスマホアプリを用いて

地域に赴いてもらうといった地域振興のイメージ

を持っていた。しかし、現実の世界を拡張させる

ことができる AR ならではの地域振興の在り方が

他にもあるのではないかと考えた。 

そこで、先行研究を分析したところ、AR 技術を

地域振興に活用することは十分に可能であること

が分かった。しかし、文献だけでは情報が少なく、

更に掘り下げた分析を行うため、京都橘大学工学

部情報工学科の吉川寛樹助教授、京都橘大学経済

学部経済学科の平井健文専任講師にインタビュー

調査を実施した。 

 

4. 分析の方法 

先に挙げた吉川教授と平井教授にそれぞれ個別

に半構造化面接にてインタビューを行った。以下

の内容はボイスレコーダーの音声と聞き取りメモ

からキーワードを抽出しまとめたものである。 

工学系の専門家の吉川教授へのインタビューで

は、AR の定義、使用例、問題点についてお聞きし
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た。定義としては現実にあるものに情報を付加す

るものであるとされ、そこを訪れた人の体験を豊

かにし、得られるモノを増幅させることができる

技術だと話された。また、使用例としてはスマー

トフォンアプリケーションの例として、道案内や

3D オブジェクトの投影、文字の翻訳といったもの

を挙げていただいた。そして、技術者の観点から

の問題点として、システムに問題が発生した際は

現場での対応が必要となる上、現地で利用者から

のフィードバックを受けてアップデートしていく

必要があるため、そういったシステムの運用面に

ついて深く考える必要があるとされた。 

次に、観光学の専門家である平井先生に、AR の

事例、PR の手段、課題についてお聞きした。事例

として、過去の姿を再現することやご当地アプリ、

ポケモン GO などが挙げられた。PR の手段として

は観光者が使ってみたいという動機づけが必要と

なるので、観光者の心理にどのように訴えかける

かがポイントになると話された。さらに、課題と

して旅行者の多様化によって質の高い観光経験の

提供がもとめられるため、今ここでわたししか経

験出来ないような観光体験がしたいと思わせる仕

組みが必要だとされた。また、観光客が特定の場

所に集中してしまうといったオーバーツーリズム

を解消するために、その他の地域にどのように分

散させるかを考えていく必要があるとされた。 

 

5. 分析の結果と政策提言                    

インタビュー調査の結果、AR を用いて京都市の

観光をより良いものにするために 2つの方法が考

えられる。 

1 つ目は、オーバーツーリズムを解消するため

に活用することである。京都市が実施している『京

都市観光調査』の中で日本人観光客の訪問地の項

目をみると、令和元年では「清水・祇園周辺 53.9%」

「京都駅周辺 46.1%」「河原町三条・四条周辺 

30.3%」「嵯峨嵐山 23.2%」と一般的に有名な観光

地に集中している。このためオーバーツーリズム

がおこる。その結果、観光地や道が混雑して観光

客が不快な思いをし、騒音やごみ問題などの観光

公害が発生する。 

 これらを解消するためには、観光客を分散させ

る必要がある。そのために AR を用いることが効

果的であると考えられる。具体的には、京都市が

後援している「京都遺産めぐり」というアプリケ

ーションに AR 機能をつけ、一般的には知られて

いない観光地を巡るコース案内をつくる。観光地

に到着してアプリを起動すると、観光地の情報や

解説が AR で現れるようにすること等である。 

 2 つ目は質の高い観光経験を提供することであ

る。従来、案内板やパンフレットでしか得られな

かった情報を、AR によって具現化する。そのこと

によって情報をより具体的に吸収できたり、特別

感を得たりできると考えられる。具体的には、京

都観光が初めての人と、何度も京都を訪れたこと

のある人と、2 つのコンテンツを用意する。先に

挙げた京都遺産めぐりというアプリケーションに

初めての人用とリピーター用の 2つのコース案内

を作る。初めての人用には観光地の情報や解説、

実際には見ることのできない復元された建物や映

像を、AR で投影する。リピーター用のほうには、

京都検定の問題が出題されるようにしたり、学習

コンテンツへのリンクが出るようにする。 

 既存のアプリに追加機能を付けることになるた

め、開発にかかる費用は追加機能開発費とアプリ

ケーション提供会社に支払うライセンス料であり、

新たに観光用アプリケーションを開発するよりも

予算は安く済むと考えられる。 

 

6．残された課題 

 最後に、残された課題としてアプリケーション

の PR 方法が挙げられる。令和元年の『京都市観光

調査』の情報源の項目を見ると、出立前、到着後

どちらも旅行ガイドブックの割合が 3割前後で一

番多い。一方観光系アプリはどちらも 1割だった。

このように観光情報を収集するツールとして観光

系アプリの需要はまだまだ低い。アプリケーショ

ンをインストールして AR 機能を使ってもらうた

めには、インストールしたいという動機づけが必

要になる。そのために、観光地で使用できるクー

ポンをつける、アプリケーションならではの強み

を生かして最新情報を常にアップロードするなど

の対策が必要であると考えられる。そのためには

先行研究にもあるように旅行者が情報を投稿して

最新の情報が更新されるシステムを京都市観光協

会（DMO KYOTO）と連携して構築する必要がある。 
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「 海の京都」 の活性化 
‐ イ ン フ ルエン サーと SNS が与える 影響‐  

 

京都産業大学中井ゼミ  

○清永 健太（ Ki yonaga Kent a）・ 遠藤 陸（ Endo Ri ku）  

・ 大林 涼雅（ Obayashi  Ryoga）・ 秋山 颯汰（ Aki yama Sot a）  

・ 髙田 大暉（ Takada Dai ki ）・ 廣瀬 夕也（ Hi r ose Yuya）・ 山田 隼（ Yamada Shun）  

（ 京都産業大学 法学部 法律学科・ 法政策学科）  

キーワード ： 観光、 海の京都、 イ ン フ ルエ ン サー  

 

1.  現状・ 問題 

今回、 私たちは京都北部と 京都市の観光格差に

ついて取り 上げる。  

まず、 京都府の観光の現状と し て、 京都市への

観光の集中と いう こ と が挙げら れる。 京都府の統

計によると 、令和元年では 8790 万人の観光客のう

ち、 5351 万人は京都市の観光客であり 、 京都府の

観光客が京都市に偏っ ているこ と が分かる。  

また、 都道府県ラ ンキング・ 比較系ブログ「 く

にと リ サーチ」 の調査によると 「 京都府と いえば

思い浮かぶ有名なも のラ ンキング」でト ッ プ 10 に

選ばれているのは「 寺社・ 仏閣」 や「 舞妓」 など

京都市に該当するも のが大半を 占めているこ と も

分かる。  

一方で、 京都北部の( 中丹丹後地域 5 市 2 町) は

「 海の京都」 と し て観光業を活性化さ せよう と し

ているが、 上記の調査から も 「 海の京都」 と し て

の知名度は高く ないと 考えら れる。  

昨今、 京都市内のオーバーツーリ ズム問題も 話

題と なっ ているこ と から も 、 私たちは京都北部と

京都市の観光格差を問題だと 考えた。  
 

2.  現状分析から 構想へ 

京都北部は地域資源が豊富にあり 、 海鮮業では

間人ガニや丹後ちり めん、 観光スポッ ト では天橋

立などがある。  

し かし 、海の京都DMO( Dest i nat i on Management / 

Mar ket i ng Or gani zat i on: 観光地域づく り 法人) で

SNS を利用し た地域紹介がさ れてはいるも のの、

あまり 反応がなく 実際に効果があるのかがわから

ない。  

京都北部の魅力を伝え、「 海の京都」 と し ての観

光事業を盛り 上げるこ と ができ ないかと 考えた。  
 

3.  調査 

私たちは、海の京都 DMOが作成し ている YouTube

動画が伸び悩んでいるのが現状で確認でき る。 実

際に京都市観光協会の YouTube アカ ウント の総再

生回数は約 300 万回以上である が、 海の京都の

YouTube アカ ウント の総再生回数は約 4 万回にと

どまる。（ 2021/10/29 時点） つまり YouTube での

「 海の京都」 の認知度は低いと 言える。  
そこ で、 DMOでは YouTube を通じ た SNS を利用

し ているこ と から 、 SNS と 旅行の関係性を調査し

てみた。  
第 1 に、 JTB の「 コ ロナ禍の生活におけるイ ン

タ ーネッ ト や SNS から の“ 情報” に対する意識と

旅行」 に関する意識調査の「 図表 1 直近の旅行に

おける SNS 投稿経験 性年代別・ 旅行実施年別」 に

よると 、 直近の旅行における SNSへの投稿経験は

全体で 26％と いう 結果である。さ ら に、男女 20 代

に目を向けると 40％以上にも なり 、若者の SNS利

用が高いこ と がわかる。また、「 旅行のク チコ ミ サ

イ ト  フ ォ ート ラ ベル調べ」 の「 図表２  SNSを 見

て旅行・ 外出し たく なり ますか？」 によると 、 SNS

で旅行先を 決定する人は 62. 5％にも なる。  

 
図 1 直近の旅行における SNS投稿経験 性年代別・ 旅行

実施年別 

 

 
図 2 SNSを見て旅行・ 外出し たく なり ますか？ 

第 2 に、 JTB の「 コ ロナ禍の生活におけるイ ン

タ ーネッ ト や SNS から の“ 情報” に対する意識と

旅行」 に関する意識調査の「 図表３  フ ォ ロー・ 登
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録し ている SNS アカ ウント 」  によると 、66. 2％が

SNSでフ ォ ロー・ 登録し ており 、具体的には「 芸能

人・ タ レント ・ 有名人」（ 以下イ ンフ ルエンサーと

呼ぶ） の投稿内容を見て旅行先を選んでいる。  

 
図 3 フ ォ ロー・ 登録し ている SNSアカ ウント  

 

4.  結果から の考察 

第 1、 2 から 、 SNS と 旅行の関係性は高く 、 特に

男女 20 代の割合が高い事がわかる。さ ら に、旅行

先の決定にはイ ンフ ルエンサーの影響を受けやす

いこ と が調査で分かっ た。  
よっ て、イ ンフ ルエンサーを 通じ て「 海の京都」

を アピールするこ と で、 今まで京都府の観光を京

都市中心にし ていた若者にも 京都北部「 海の京都」

の魅力を認知し ても ら う こ と ができ る。 その環境

と コ ンテンツを 私たちが考えるこ と ができ れば、

主に若者世代を 中心と し た観光客を呼び込むこ と

につながると 考える。  
 

5.  政策提言 

以上のこ と から 、 私たちの政策提言はイ ンフ ル

エンサーを起用し て SNSで「 海の京都」 を若者に

発信すると いう こ と である。  

先行事例と し て、 イ ンフ ルエンサーを 起用し た

公益財団法人ながの観光コ ンベンショ ンビュ ーロ

ーの観光 PR 動画を挙げる。 同法人がアッ プロー

ド し ている通常の PR 動画の再生回数は３ 桁にと

どまる。 し かし 、 イ ンフ ルエンサーを 起用し た動

画は、 普段の再生回数を大き く 上回り 約２ ６ 万回

再生さ れている。 また、 好意的なコ メ ント も 多数

見受けら れた。（ 2021/10/29 時点） さ ら に、私たち

が 2021 年 10 月 20 日、 公益財団法人ながの観光

コ ンベンショ ンビュ ーローに電話訪問し たと こ ろ 、

動画で紹介さ れた店舗で配布するク ーポンは即日

配布が終了し 、 地元店舗から は普段より 若者の姿

が多く 見受けら れたと いう コ メ ント を得た。  

以上の結果から も 、 イ ンフ ルエンサーを起用し

て SNSで「 海の京都」 を若者に発信するこ と は効

果的だと 考えら れる。  

 

6.  まと め 

 私たちが調査し た結果、 多く の人々に京都府北

部の魅力が十分に伝わっ ていないため、 観光客が

少ないこ と が分かっ た。 こ の結果から 、 私たちは

イ ンフ ルエンサーを用いる。  

そし て、 SNSで「 海の京都」 を より 多く の人々

に認知し ても ら う こ と ができ れば、 京都府北部の

活性化につながるのではないかと 考える。  
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商店街における住民主体の災害支援拠点の提案 
‐熊本県人吉市の日本版 POSKO を事例に‐ 

 

龍谷大学政策学部石原ゼミナール 5 期生 

○太田 彗梧（Ota Keigo）・蒲池 清之介（Kamachi Seinosuke）・香出 海人（Kode 

Kaito）・坂本 亮（Sakamoto Ryo）・澤田 尚吾（Sawada Shogo）・多鹿 貴大

（Tajika Takahiro）・谷澤 莉緒（Tanizawa Rio）・長濱 美優（Nagahama Miyu）・ 

南條 海成（Nanjo Kaisei）・二村 綾香（Futamura ayaka）・劉 思祈（Liu Siqi） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 
キーワード：日本版 POSKO、災害ボランティア、商店街 

 

1. はじめに 

 自然災害が頻発化・激甚化している中、災害ボ

ランティアの人数は年々減少しており、COVID-19

の影響によりその人数がさらに減少したことでボ

ランティアや支援が届かない事態が生じた(立部・

宮本,2021)。今後、南海トラフ地震の発生が懸念

され、特に津波の影響で和歌山県など太平洋沿岸

部の被害が甚大になれば、震源地から離れた京都

市でも最大震度 6弱の被害が生じるにも関わらず、

外部からの支援が期待できないため、地域内で自

立的な支援が求められる。実際に、令和 2年 7月

豪雨で被災した熊本県人吉市（以下、人吉市）で

は、災害後、地域住民自ら災害支援拠点を構築し

インドネシアの POSKO と類似した通称日本版

POSKO が機能していたと報告された（村井,2020）。

京都市おいても地域住民主体の新たな支援の在り

方として日本版 POSKO による支援が必要になり、

この支援が今後の復旧・復興期に貢献するだろう。 

 そこで、本研究では令和 2 年 7月豪雨被災地で

設置された日本版 POSKO の支援の実態を明らかに

するとともに、京都市内の商店街を日本版 POSKO

の支援拠点とすることを提案する。 

 

2. 日本版 POSKO についての調査 

2.1 調査方法 

令和 2年 7月豪雨での日本版 POSKO の支援の実

態を明らかにするために、日本版 POSKO を提唱し

た第一人者である「被災者 NGO 協働センター」の

村井雅清氏と被災地で日本版 POSKO を運営してい

る「個庫茶屋メンバー」の運営代表者である園田

富巳子氏からヒアリング調査を行った。そして、

被災当時の日本版 POSKO による支援の実態につい

て明らかにするために令和 2 年 7月豪雨被災地で

の現地調査を行った。 

 

2.2 令和2年7月豪雨水害における日本版POSKO

の支援の概要 

村井氏のインタビュー調査から日本版 POSKO の

概要を（1）機能面（2）支援期間（3）財源の 3点

から整理する。 

(1）機能面 

設置された日本版 POSKO は 6 団体であった。活

動内容は支援物資の提供や炊き出し、主に子ども

を対象とした支援など各団体によって活動内容が

異なり、各団体の特徴を生かした活動を行った。 

（2）支援期間 

 「個庫茶屋メンバー」を含め 4団体は現在も継

続して支援を行っているが、1 団体は 2020 年 7月

末で終了し、残り 1 団体は代表の病気のため事実

上消滅した。 

（3）財源 

 公益社団法人 Civic Force と生活協同組合コー

プこうべが現金による支援を行った。使途につい

ては、人件費を含め過度に制限しなかった。 

 

2.3 個庫茶屋メンバーの支援の実態 

園田氏へのヒアリング調査と現地調査の結果か

ら、日本版 POSKO の一つである「個庫茶屋メンバ

ー」の支援の実態を（1）POSKO の設置場所・設置

時期（2）運営（3）機能の 3点から整理する。 
（1）POSKO の設置場所・設置時期 

 設置場所は園田氏の自宅にある車庫と庭で、数

多くの物資を置くことが可能な土地があった。ま

た、見通しの良い国道沿いに立地しており、被災

から 3日後には車庫に物資があることを伝えるた

めの張り紙を貼ることで周知し、近所の方に向け

て物資を分配した。 

（2）運営 

運営メンバーは 10 名ほどである。支援物資は園

田氏の知り合いから波及的に繋がり物資が自宅に

届けられ、想定よりも多くの物資が届けられたこ

とを契機に、自然発生的に地域住民に向けた物資

の支援が始まった。 

（3）機能 

 物資の支援以外の機能として、自治体の防災行

政無線が聞こえないという問題から情報共有の場

や、災害ボランティアの拠点場所、さらに、被災

から約１∼2 カ月経つと個庫茶屋メンバーに毎日

訪れる方が現れ、被災者が気軽に立ち寄ることが

できるコミュニティの場として機能していた。 
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以上の結果から、日本版 POSKO の特徴として、

各団体は、時期・機能・支援内容が異なっている

が、活動に対する資金援助もあったため、被災者

に対し迅速で円滑に支援することができ、かつ災

害後も地域住民が気軽に訪れることができるより

どころとなっていることが明らかになった。 
 

3. 政策提案 

3.1 政策提案の目的 

1 章で述べたように、京都市で大規模災害が発生

した場合、災害ボランティア不足により日本版

POSKO のような被災者同士での助け合いのシステ

ムが必要となる。しかし、日本版 POSKO を京都市

内で運用すると、各種物資の集積・配送場所の確

保、安定的な支援を行うための資金の確保の 2点

が課題となることが挙げられる。そこで私たちは、

これらの課題を解決し、人吉市の日本版 POSKO「個

庫茶屋メンバー」の事例を基に、京都市における

地域内での復旧・復興を目的とした「POS 京」を提

案する。 

 

3.2 政策提案∼POS 京∼ 

全国的に商店街が衰退していることや COVID-

19 の影響で空き店舗が増加している現状から POS

京を行うためには、商店街が適切だと考えた。ま

ず、POS 京は商店街内の地域サロンを拠点として、

商店街振興組合とサロンの責任者が主体となり、

商店街の空き店舗を活用して、日本版 POSKO で行

われた物資の提供、情報共有の場、ボランティア

の拠点に加え、相談窓口、炊き出しを行う(図 1)。

災害発生時はサロンの機能を一時的に休止し、災

害発生当日もしくは、翌日から物資支援や情報共

有、炊き出しの活動を行い、１週間頃から被災者

向けの相談窓口を設置し、被災者の生活支援を行

う。 

しかし、POS 京の運営は、商店街だけで行うこ

とは難しいため、行政と POS 京（商店街）、地域住

民・被災者の間で協力関係を作る必要がある(図

2)。平時の商店街では、POS 京の運営練習や避難

訓練などといった地域住民が主体となって行う防

災活動を行う。一方で、行政の役割は災害時に POS

京が被災者に向けた物資提供や相談窓口などの各

種支援を行う場となる空き店舗の耐震化を行う。

次に、災害時における商店街の役割は、災害発生

時の情報提供と食料物資の要請を行う。一方で、

行政の役割は、POS 京の運営資金の補助と要請内

容を踏まえた食料物資の供給である。 

以上の政策提案により、被災地域住民の生活再

建支援体制の整備と POS 京を中心とした新たな地

域住民主体の復旧・復興モデルの構築が見込まれ

る。そして、将来的には持続可能な地域づくりに

も寄与すると考える。 

 
図 1 POS 京の運営期間 

 

 
図 2 POS 京における支援システム 

 
4. まとめ 

地域内での自立的な支援を目的とした日本版

POSKO をすることで、商店街が地域における災害

支援拠点となる。 

日本型 POSKO は、決して商店街だけで創り上げ

られるものではなく、行政、地域住民が連携し創

り上げていく。 

そして日本版 POSKO の様に、今後発生する南海

トラフ地震を見据え、外部支援に依存するだけで

はなく、地域内で支援し合うことで、次なる大災

害からも助かると考える。 
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口頭発表 
 

【分科会５】 
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若年非正規労働者を救う 
− 人手不足業界への進出 − 

 

京都先端科学大学 経済経営学部 阿部ゼミ 労働チーム 

○野﨑 悠登（NOZAKI YUTO）・有坂 伊織（ARISAKA IORI）・ 

藤田 涼介（FUJITA RYOSUKE） 

（京都先端科学大学経済経営学部経済学科） 
キーワード：非正規労働者、正規化、職業経験 

 

1. はじめに 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、

日本の労働市場には大きな影響が与えられている。

特に問題となっているのは、緊急事態宣言により

休業等を余儀なくされた宿泊業、飲食・サービス

業であり、非正規労働者が多い分、失業者や休業

者が増加している。そのため、非正規労働者は改

めて問題視されているといえよう。 

 高校・大学を卒業してそのままアルバイトとし

て働いていたり、就職したものの早期に離職して

しまい、そのまま宿泊業、飲食・サービス業にお

いて非正規労働者となっていたりする若年層も一

定程度おり、そのような若年層への対策はどうな

っているのか関心を持った。 

 本稿では、不況時などに雇用調整の対象とされ

やすい非正規労働者の中でも、特に私たち大学生

世代と同じ若年層の非正規労働者について、希望

する雇用形態で働くことを推進し、人手不足の業

界への転入を支援するための方策について考えて

いきたい。 

2. これまでの若年雇用対策 

 若年層の非正規労働についてはこれまでも問題

視され、様々な対策がなされている。1990 年代前

半以降のバブル経済崩壊に伴って労働市場は急激

に悪化し、若年労働者には悪影響を与えた。これ

がいわゆる就職氷河期といわれる世代であり、非

正規労働における格差が問題となった。彼らに向

けて国は、雇用面・自立面で対策を行った。その

時に始まったのが、今でいう地域若者サポートス

テーションやジョブカフェのような若年層の雇用

対策である。その後、2010 年代半ばには若者雇用

促進法ができ、若年層の雇用対策が本格化したお

かげで、就職氷河期の中でも、当初はフリーター

だった人たちが正社員になっているケースもある。

さらには、2018 年 6 月、「働き方改革関連法案」

が可決され、この中で「同一労働同一賃金」を目

指したパートタイム労働法、労働契約法、労働者

派遣法が改正となり、正規労働者と非正規労働者

の間にある不合理な待遇差の解消などが図られつ

つある。 

 これらの施策が実施されてきているが、現在の

若年層である私たち世代（15〜34 歳）ではどの程

度非正規労働者となっているのか見ていきたい。 

3. 若年雇用の現状 

総務省の「労働力調査」（2020）によると、正規

労働者は 3529 万人、非正規労働者は 2090 万人い

ることがわかった。非正規労働者について年代別

に見ると、数としては 45〜64 歳が 856 万人と最

多であり、この層は主に主婦パートと呼ばれる人

たちで形成されていると考えられる。15〜34 歳の

若年層については、512 万人である。このほとん

どが学生アルバイトと考えていたが、実際、学生

を除いた数を見てみると 333 万人おり、若年非正

規労働者全体の 65％を占めていることがわかる。 

厚生労働省の「雇用動向調査」（2018）によると、

最終学校卒業1年後の労働者のうち約24％が非正

規労働者として働いているという事実もある。彼

らが非正規労働者である理由は様々であり、ライ

フスタイルに合わせた働き方を望んで自ら非正規

労働者として働いている場合もあるが、「正規労働

者として採用されなかった」などの理由で非正規

労働者として働いている場合もある。このように、

非正規労働者で甘んじているのではなく、本当は

正規労働者として働きたいが働くことができてい

ないという人が一定数存在している。 

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大で業績が悪化した企業などから、解雇や契

約が更新されない「雇い止め」のケースについて

調査している。そこでは、都道府県労働局への聞

き取り情報や公共職業安定所に寄せられた相談・

報告等を基に、新型コロナウイルス感染症の影響

による「雇用調整の可能性がある事業所数」と「解

雇等見込み労働者数」の動向を集計している。そ

の結果によると、新型コロナウイルス感染症の影

響で仕事を失った人が、見込みも含めて全国で約

12 万人を超えたことがわかった。ただし見込みの

数字であるため、実際にはさらに多いとされる。 

今後、現状非正規労働者として働いていた人が

雇用調整の対象とされた時、正規労働者への転換

をする上で、どのような対策が必要になるのかを

考えていきたい。 

4. 先行研究 

 日本における非正規労働者から正規労働者への

転換についての研究を見ていくと、四方（2011）
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によれば、そもそも日本において、男性は一定数

正規労働者へ移行、特に同一企業内での移行があ

るが、ヨーロッパ諸国と比較しても臨時雇用から

常用雇用への移行の水準が定位であることが指摘

されている。 

 では実際に、どのような要因が正規化、特に転

職による正規化に繋がっているのだろうか。 

 玄田（2008）によると、非正規労働者が正規化

を望んでも景気低迷や採用ニーズの偏向などによ

り移行が困難になること、転職する場合でも非正

規労働者として同一企業で 2年から 5年程度継続

することが正社員への移行を促すことに繋がり、

逆に非正規労働者が 1年未満で転職を繰り返すこ

とは、結果として正規化の抑制になるため、就業

継続への支援が必要と主張している。 

 正規化に職業訓練等の支援が必要であるとする

研究として、小杉（2010）は、ジョブ・カードの

ような体系的な職業訓練と現場での現実的な実習

の組み合わせが効果的であるとしている。ジョ

ブ・カードとは、個人のキャリアアップや多様な

人材の円滑な就職等を促進することを目的とした

「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び

「職業能力証明」のツールである。 

 また、高橋（2021）によれば、国の職業訓練制

度について、それらを利用している途中である場

合、正規労働者への移行が起こりやすく、また制

度の利用者はキャリアアップへの意欲が高い可能

性があるとしている。 

 以上の先行研究により、非正規労働者から正規

労働者への転換を行うための方策として、職業訓

練において正規労働者になるために必要なスキル

の獲得をし、それに加えてある程度長期でその職

場の状況を知ることができる現場での職業経験が

必要であると考える。 

5. 国が実施する職業訓練 

京都労働局への聞き取り調査を行ったところ、

我が国にはハロートレーニングと呼ばれる公的職

業訓練がある。公的職業訓練は、過去に正規労働

者として働いていたなど雇用保険の受給がある人

向けの公共職業訓練、過去に無職あるいは非正規

労働者であったために雇用保険の受給がない人向

けの求職者支援訓練の 2 つに分けられる。いずれ

にせよ受講者は、IT、営業・販売・事務、医療事

務、介護福祉、デザインといった専門的な技能や

知識を原則無料で学ぶことができるようになって

いる。 

6. 現状の職業訓練における問題点 

 聞き取り調査により、介護分野と IT 分野にお

いては人手不足が著しいとされている事実がわか

った。人手不足問題が最重要視されている介護分

野では、すでに訓練中に職業経験の機会が提供さ

れるなど、比較的短期間で職業経験を積むことが

できるため、積極的な支援が行われている。一

方、IT 分野で求められるのは技術の補完的役割

を担う人材であるが、そこには専門的なスキルが

必要であることから人材育成には時間を要する。

そのため、長期で来てもらわないと困るという点

で企業での職業経験の機会提供を受け入れてもら

えず、安易に職業経験を積むことが難しいのだと

いう。しかし、職業訓練の受講歴を履歴書に書く

ことはできず、IT 分野に関する専門的なスキル

を得ることができたとしても資格がないものなど

については、正規雇用のための面接等でアピール

することができないため、ある程度の職業経験も

必要とされている。 

7. 政策提言 

今対策が必要とされている、IT 分野等におい

て職業経験を積むための政策として、現存のジョ

ブカードや職業訓練と社会人インターンシップを

組み合わせた一体的な正規化支援策が必要である

と考える。社会人インターンとは、長期のものか

ら短期のものまで様々で、給与が発生するものも

多い。目的として企業と労働者の間の齟齬を防

ぎ、雇用のミスマッチを抑制することを狙ってい

る。こういった実務的な職業経験を IT 分野で積

むことが IT 分野に対するイメージの変革を促

し、定着へと結びつけることができると考える。

企業としては専門的なスキルを持った人材を手放

すことに抵抗感を感じるため、労働者が満足さえ

すれば結果的に正規労働者としての職場定着を図

ることが可能になるのではないだろうか。 
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1. 研究の背景と目的 

東京にヒト・モノ・カネが集中する東京一極集

中の状態が続いており、就職先を求めて学生が東

京へ流出している。例えば、同志社大学の学生の

場合、関西出身の学生の割合は 62.2％（大阪府

24.3％、京都府 19.2％、兵庫県 9.4％）で関東出

身の学生は 4.9％（東京都 1.4％）である。しかし

就職先は関西が 34.6％（大阪府 21.3％、京都府

7.5％、兵庫県 3.3％）であるのに対して関東が

51.2％（東京都 47.3％）となっている。関西で育

った学生が毎年関東に大幅に吸引されてしまって

おり、この流れを少しでも変える必要がある。 

他方で関西に優良な企業がないわけではなく、

実は京都には世界的にみて高いシェアを誇る優良

企業が多く立地している。にもかかわらず、京都

市の大学生はそれらの企業の存在を認識すること

なく、インターンシップ等の就職活動が始まり東

京を就職先として選択してしまっている可能性が

ある。本研究の目的はこの実情を具体的に明らか

にするとともに、学生に対する京都企業の情報提

供方法に関する有効な政策を検討することである。 

 

2. 現状分析と就活先決定モデル 

2.1 京都の優良企業 

京都の大学生が京都に本社を置く企業を就職先

として選択しない背景には、そもそも京都の大学

生がそうした京都企業について十分に認知してい

ない点があげられる。私たちは京都の大学に通う

学生 100 人に対して京都の優良企業 50 社の認知

度に関するアンケート調査を行った。調査対象と

した企業は資本金 3億円以上、従業員数 300 人以

上の条件を満たす企業である。その結果、半数以

上の 50 人以上が認知している企業は 2 社にとど

まる結果となった。一方、京都に本社を置く企業

にとっても現在の首都圏への人材流出は大きな懸

念事項になっている。具体的に、京都に本社を置

く企業にアンケート調査で「貴社が必要としてい

る人材をどの程度円滑に確保できているか」と質

問したところ 15 社から回答があり 7 割弱が円滑

に確保できていないことがわかった（図 1 参照）。

これは企業側が求めている人材と学生の想定して

いる企業像との間に隔たりがあるからである。そ

してその根本の要因に京都の学生の京都企業に対

する低い認識がある。 

     

 

 

 

 

 

 

 

  
図 1 京都企業における人材確保の意識 

 

2.2 就活先決定モデルの構築 

認知度向上のためには、実際に学生が就職活動

（以下「就活」）でどのように情報収集しているか

を把握する必要がある。このため、就活を終了し

た大学 4年生と卒業生 107 名に事前インタビュー

を行い、就活先決定の過程や情報源を把握し就活

先決定モデルを検討した。近年の動向として 3年

生の夏からインターンが始まりその段階である程

度就活先を明確にし、夏休み以降は短期のインタ

ーンが継続的に各企業で行われる。決定フェーズ

として 3 年生 7 月までは就活揺籃期、8 月-12 月

は萌芽期といえる。翌年１月から本格的な就活に

なり 4 月までは全盛期となる。4 年生の 5 月以降

は成熟期を迎え 7月にかけて就職先の最終判断を

するが、決まらなかった場合は継続的に就活を行

う。 

また、インタビュー結果では、情報源には、誰

もが利用する就活サイト等を除くと、生れ育って

きた環境要因、親・親族の要因（以下「親族要因」）、

大学やバイトの友人等を含む知人要因に集約でき

た。この要因と就職先へのこだわり度を上記フェ

ーズごとに特定するため、大学 4年生と卒業生（1

年目）にアンケートを行った。結果、就活先は萌

芽期までに 6 割以上が決め就活を行っているが、

就活先へのこだわり度については、萌芽期でも依

然 3.2（5 段階中）の水準で、揺籃期では 2.4 と低

いことがわかった。こだわり度は成熟期にかけて

上昇していく。 

就活先を決める情報源は、図 2括弧内に平均値

を示しているとおり、3 要因とも揺籃期が最も低

円滑に確保
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やや円滑に確保

13%

あまり円滑に

確保できてい

ない
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に確保できていない
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く、萌芽期以降はいずれの要因も上昇していくこ

とがわかる。就活先へのこだわり度と各要因の相

関係数を求めると（図 1括弧の左の値）、揺籃期で

は知人要因や環境要因は低いが親族要因は高く、

それ以降、環境要因の相関が一貫して高くなる。

もともと親の意向に規定されて就職先を決めてい

た学生は就活を進めるにつれてその影響によるこ

だわりが薄れ、環境要因によるこだわりは、逆に

就活を進める中で自覚していくといえる。一方、

知人要因は相関係数が 0.2 を超えることは一度も

なく総じてこだわり度には影響しないようである。 

以上の分析をふまえると、こだわり度が最も低

く、3 要因とも平均値が低い揺籃期をターゲット

として京都企業の情報発信を行うのが望ましい。

揺籃期では親族要因のこだわり度への相関が高い

とはいえ、こだわり度そのものが低いからである。 

アンケートでは、説明会開催時期として望まし

いのは萌芽期が 45％と最も高いが、揺籃期に先手

を打った情報発信が効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 就活先決定モデル 

 

2.3  京都企業側のニーズ 

京都企業側は実際に情報発信を行いたいと思っ

ているのであろうか。京都企業 15 社への調査の

結果、程度の差はあるが 15 社全社が自社の製品・

サービスの優位性や独自性に関する情報発信を行

いたいという回答をした（図 3）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 京都企業の企業 PR に関する関心 

 

3. 株式会社イシダ協力講義による仮説検証 

学生に対する京都企業への認知度を高めるため

の最も効率的な方法は、大学の講義科目として京

都企業を知る機会を提供することであると仮定し

た。特に、こだわり度の低い時期である揺籃期に、

大学講義で情報提供ができるのがよい。大学講義

の有用性は、履修者が単位取得の動機を持ちなが

ら、それまで十分に知らなかった様々な京都企業

について認識を深める点にある。就活先を明確に

していない学生への情報発信が可能となる。 

大学講義による情報発信の効果をみるために、

京都市に本社を置く株式会社イシダに依頼して、

企業の魅力や入社後のキャリア形成等をわかりや

すく教える模擬講義を同志社大学で 2021 年 10 月

19 日に実際に行っていただき、講義前後のアンケ

ートで大学生の意識変化を検証した。授業前アン

ケートでは、学生 100 人のうち株式会社イシダを

認知して将来の就職先の候補に含む割合は 16％

であったが、講義後アンケートでは 87.3％と大き

く増加した（差の検定 1％水準有意）。人事と営業

担当者による講義により、企業理念、製品シェア

や社員の待遇、働きやすさを実際に感じとり学生

が将来の就職先候補に含めるという結果となった。 

 

4.  政策提言「京都企業論プログラム」 

 以上の結果をふまえ、京都企業論プログラムを

提案する。これは、京都市立地の参加希望の国公

私立大学で京都の優良企業による講義「京都企業

論」を就活揺籃期（3 年生夏休み前の春学期）に

行うとともに、それらの企業のデータベースを構

築するものである。大学コンソーシアムまたは京

都市が事務局となり、情報発信希望の企業募集と

参加大学募集を行い集約する。大学間では単位互

換制度を利用し、京都市の大学生はいずれの大学

でも履修できるようにする。また、参加企業の独

自性やキャリア形成情報、求める具体的な人材像

に関する情報を集約したデータベースを構築し、

京都市の大学生が大学の就職課を通じて利用でき

る仕組みを構築する。これら大学講義とデータベ

ース化をまとめて京都企業論プログラムとよぶ。 

当初は京都市の範囲で実施するが、京都府や関

西全域にまでプログラムの拡大を視野に入れるこ

とで東京一極集中による吸引解消を長期的に狙う。 

5. おわりに 

就活揺籃期に、京都企業が直接自社の強みを講

義で学生に伝える本プログラムにより、学生は企

業を正確に理解し就活先の選択をする。企業の独

自性をアピールできるだけでなく講義によって学

生に理解を深めてもらえるので、企業が求める人

材と学生の想定の隔たりが確実に改善される。 
 

参考文献 

同志社大学（2021）『学部出身高等学校の所在地別学生数』・

同志社大学（2020）『本社所在地区別就職状況一覧表』 

とてもそう思う
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わない・全くそう思わない
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製品・サービスの優位性に関する情報発信をさらに円滑に行いたいか

n=15
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転勤による「単身赴任」の選択が家庭に与える影響 
 

 京都産業大学 現代社会学部 藤野ゼミ A グループ 

〇濱田隆之（Hamada Takayuki）・北村香菜（Kitamura Kana）・森春奈（Mori Haruna）・ 

平田悠真（Hirata Yuma）・池田未優羽（Ikeda Miyuu）・宮島明里（Miyajima Akari）・ 

橋本萌里（Hashimoto Moeri） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 

キーワード：単身赴任、日本型雇用、夫婦関係 

 

1． 研究目的 

本稿の目的は、稼ぎ手としての男性雇用者を主

力に形成されてきた日本独特の企業社会における

転勤及びそれに伴う単身赴任がライフコースや夫

婦関係や家族生活にどのような影響を及ぼすのか

を考察することである。 

本稿では、女性 3 人男性 4 人の計 7 人にインタ

ビューし、結婚から現在に至るまでのライフコー

ス（就職、退職、出産等）を聞き取る質的な調査

方法を取る。分析結果から、働き方改革を進める

日本企業の特に転勤制度に関する政策提言につな

げる。 

2． 研究方法 

2021 年 9 月 7 日から 9 月 14 日の間に計 7 名の

30 代から 40 代の男女に 1 時間半程度のインタビ

ュー(オンライン)を行った。この調査の被験者男

女には同意書を配布し、調査報告に関する承諾を

得た上で、調査はすべて録画した。 

本調査では、表１にある属性の単身赴任経験者

に仕事・夫婦・家族の関係などをインタビューガ

イドに従って内容を聞き取る半構造化面接方法を

とった。被験者は、いずれも夫が正社員、妻がパ

ートあるいは専業主婦の核家族世帯である。イン

タビュー内容はすべて書き起こし、７人の内容を

整理した。またライフコースにおける各被験者の

様々な局面での選択に関わる部分をピックアップ

し、社会的文脈の中で解釈する。 

表 1 被験者の属性 

3． 調査結果 

聞き取りは以下の①～④の点を詳しく聞き取って

いる。結果は表 2にまとめられている。中でも重

要な会話を分析した結果は、次の通りとなる。 

①転勤に対する意識 

転勤に対しては、1 人の中でも肯定・否定のアン

ビバレントな意識が見られた。 

・ポジティブ 
「選ばれるということは、期待されている表れ」

「それぞれの支店で雰囲気が違うため勉強になる」

（男性 G） 

・ネガティブ 
「サラリーマンである以上は宿命」（男性 G） 

「なんか、もう仕方ない」（女性 C） 

②単身赴任を選択した理由 

単身赴任を選択した主要な理由は２つ見られた。 

・子供の環境を変えたくないから 

「娘の性格的にも多分同じところのほうがいいだ

ろう」（女性 A）「子供の生活を慣れたところから

変えて、柔軟に対応できないのではないか」（女性

B）「子供の学校があり転校できないので」（女性 C） 

・持ち家があるから 

「妻と子供は持ち家に住んで、週末とかに帰るよ

うにした方が動きやすい」（男性 E） 

③単身赴任の期間と夫婦関係  

夫婦の関係性は単身赴任の期間に左右されている

可能性が見えてきた。 

・短期間：「2 年 寂しい（友達夫婦みたいの感じ

なので仲は良い）」（女性 C） 

・長期間：「15 年 妻とは画面を介しての関係に

なった」（男性 D）「単身赴任を一言で表すと『崩』」

（男性 D）「18 年 ずっと離婚の危機」（女性 B） 

④単身赴任の夫や残された妻と子供との関係性 

育児負担が妻側にかかる一方で、父子関係が希薄

になる傾向が見られる。友人・実家などに頼りな

がら、困難を乗り越えようとしている。また子供

が持てないなど転勤が家庭にもたらす負の影響が

大きいことがわかる。 

名前 性別 年齢 職業 最終学歴 居住地 家族構成

Aさん 女性 39歳 専業主婦 高卒 都市圏 夫：41歳、高卒、電気・エネルギー関係

長女：小学4年（9歳）

Bさん 女性 48歳 専業主婦 4年制大学卒 都市圏 夫：48歳、大卒、建設業・現場監督

長男：大学2年

次男：中学1年

Cさん 女性 47歳 専業主婦 4年制大学卒 地方 夫：47歳、高卒、サービス業

二世帯住宅 長男：（20歳）

同居 長女：高校2年（17歳）

Dさん 男性 36歳 情報通信業 4年制大学卒 都市圏 妻：43歳、短大卒、地方在住、パート

実家 長女：小学４年生(10歳)

次女：小学2年生(8歳)

長男：小学1年生(7歳)

Eさん 男性 36歳 製造業 4年制大学卒 都市圏 妻：39歳、短大卒、専業主婦

長女：（8歳）

次男：（6歳）

Fさん 男性 49歳 IT関係 4年制大学卒 都市圏 妻：49歳、大卒、専業主婦、結婚退社

転職一回あり 長女：20歳

長男：16歳

次男：12歳

Gさん 男性 48歳 ハウスメーカー高専 地方 妻：46歳

長女：高校1年

次女：小学6年
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・ワンオペ育児による妻の苦悩 

「最初はワンオペについて悩んでいた。」（女性 B） 

・育児負担や不安の解消方法（ママ友／実家） 

「子育ての悩みとかもやっぱりママ友がすごく助

けになった。」（女性 B） 

「実家の支援はかなり厚い。」（男性 E・女性 C） 

・父子関係の希薄化 

「生まれてすぐは全然知らない人が来たみたいな

感じで警戒された。」（男性 E） 

・父子関係の回復（コロナ禍によるテレワークの

導入） 

「会話が増えた点では良い点なのかなと思いま

す。」（男性 F） 

・単身赴任の出産意欲への影響 

単身赴任によって出産意欲が減退する可能性があ

る。「単身赴任がなければ、もう 1人子どもができ

ていたんじゃないかと思う。」（女性 A） 

表 2 インタビュー結果（一部抜粋） 

 
4． 考察 
全体の結果から次のような知見が見られる。 

① 雇用者・家族にとっての転勤の位置づけ 

転勤は、夫側はキャリアアップのためには必要不

可欠ととらえ、ポジティブなイメージがある。他

方で妻側は、会社の辞令は覆りにくく、仕方ない

と考えつつもどちらかと言えばネガティブである。

しかし夫も妻も両面の意識がある。 

② 単身赴任を選択した理由 

家族の生活拠点が定まっており、子の教育等の

関連から単身赴任が選択されている。転勤による

見知らぬ場所での育児や子の生活環境の変化が不

安という心理的ストレスが妻側に見受けられる。 

③ 期間、夫婦関係 

単身赴任期間が短いとお互いの必要性が感じら

れる一方で、長いとお互いに違う生活リズムが生

まれ、一緒に生活するイメージが困難になり冷え

切った関係になってしまう。良好な家族関係を維

持する適切な単身赴任期間があると考えられる。 

④ 育児、出生行動 

育児がワンオペになりやすく、妻 1 人で悩みを抱

えてしまいやすいため、 実家の支援やママ友の繋

がりによって、育児の不安を解消しているが、そ

れがなければ深刻であろう。同時に単身赴任は夫

婦が思い描く子供数など、夫婦のライフプランの

障害になっている可能性がある。 

5． 提言 

JIL 調査によると、転勤命令に従うのは当然と

している企業は 79.5％である一方、単身赴任者の

85.5％は、転勤は「家族に与える影響が大きい」

と感じ、53.5％ができれば単身赴任をしたくない

と思っている。本稿においても転勤はキャリアの

上でポジティブであっても育児、出生行動、夫婦

関係の上でネガティブであることがわかった。現

段階では企業、雇用者、その家族の思いのずれ、

ネガティブな部分を最小限に調整することが政策

立案側の役割と考える。 

これまでの政策としては 2017 年に厚生労働省

が「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を作

成し企業に活用を呼びかけきた。また 2018 年に

は働き方改革関連法を成立させワーク・ライフ・

バランスを重視する働き方を推進してきた。しか

し当時、転勤に関する法の改正はなされていない。

そこでまず企業に、さらに転勤に関する雇用管理

のアドバイスを提案する。次に、現在の法制度の

実質化や強化を提案する。 

① 雇用管理の具体的なアドバイス 

これまでは家庭との両立を実現するような企業

へのアドバイスは少ない。転勤時に家族に配慮す

べき事項をパッケージとして提示すべきである。

家族の下に帰省する回数、その場合の金銭面の支

援、転勤者への特別休暇の設定等である。提示す

ることでコスト意識を企業に持たせれば、転勤者

の選定時に希望者を中心に人数を抑制する効果を

持つ可能性がある。また指針以外にも、DX 導入を

進め、国からの補助金を活用し、テレワークがで

きる環境を整備することで、リモートで異動する

ことも可能である。 

② 法律の実質化や強化 

現行の育児・介護休業法では、育児・介護等が

ある場合には配慮しなければならないとしている

が、育児・介護等による転勤免除制度のある企業

は 5.6％と少ない現状がある。（JIL 2016）これ

までの政策には法的拘束力がなく、努力義務にと

どまっているため、企業が雇用者の意志に反して

転勤を命じた場合には罰則規定を設け、法的拘束

力を持たせることや、雇用者が企業に対し申し立

てられる機関を作る必要がある。 

参考文献 

・調査シリーズ No.174『企業の転勤の実態に関する調査』

｜労働政策研究・研修機構（JILPT） 

名 前（仮名） 転勤年数 回 数 転勤理由 単 身赴任を選んだ 理由 家族と の交 流頻 度 単身 赴任を一言で 表す と 単身赴任 による変化（ メリ ット ） 単 身赴任によ る変化（デメリッ ト） 単身 赴任の経験をど う考えるか（ メリ ット ） 単身赴任 の経 験を どう考える か（ デメリット）
Aさん 4年 間 1回 会社か らの 辞令 子 ども の入 学時期と重 なり、 月1回。 基本 、土日 が休 みに 家事の面 での負担の軽 減 大 人同士の話 ができなかった 自分 の時間のコント ロールができ た 画面上で は話 して いても、直 接会 って話してい る状 態とはまた 違う 。

すでに 持ち 家があり、会
社側が 管理 しやすいため

子 ども の性 格的に学校 を なっ たと きに 、夫 が帰っ て 転勤の4年間全く けん かが なか っ た コ ロナ禍で休 校になり、娘と2人の時 間⻑ くな る 話していても、気持ち的に全部分かってもらえていないだろうと思う。

移 さな いほ うがいいと くる 。1年に 1回は 妻と子で 友達と会 う機会・時間 が自 由に なっ た → 娘との衝突 が多かった 転勤がな けれ ば、 子どもがも う1人できて いた かもしれな い。
な った ため +持ち 家で あ る 夫の 元に 行く 。2日 に1回の 夫に合わ せた起床が必 要な くな る→ 睡 眠不 足の 解消 目 と目を見て 話せないことで、 会話 の面伝 わら ず
た め。 L INE電 話

Bさ ん 18年 色ん な現場を渡り 会社あ りき 子 供の 幼稚 園や習い事 、 月1 .2回 。土曜日の夜に帰 宅 自由 ママ友が 頼りになる 夫 の疎外感。 子供とどう関わっ てい いか分 から ない 。 お互 いに自由がある 。自分のペー スで やれ る ずっと離 婚の 危機 。子供がい るか らできないだ けで 、
歩い ている 自分の 希望 は 妻 のパ ート を全て辞め て し、 日曜 日1日家に いる 昔は つらいし夫が いな いし 孤独 自分の時 間ができ、外 に出 歩い たり や りた いこ とをやる ⻑ 男：今週は いつ帰ってくる？ と楽 しみに して いた 夫は 好きな仕事をし 、家族が側に いな いか ら煩わ しい 頼み 事もなく 子供がい なけ れば とっくに離 婚し ていた。。
1年の現場も あれ ば 聞いて もら えない 動 くこ とが 面倒だった 夫が 帰っ てこ れな い時は と言 えたかもしれ ない が、 （夫がポ ロって帰って きて も誰 もい な い） 次 男：今日い るんだという感じ でい てもい なく ても 仕事 に集中できる環 境。お互いに win -winな関係 子供と世 間体 だけ で繋がって いた 。決していい 状況 ではない。
2〜3年 の現 場もある海外等 大き な異動は 妻と 子が 通う 今は もう自由 ど ちらでもい い。⽢えないし慣 れな いまま 来た 自分 自身が好きにで きるようにな った 。 若い頃は ⼥性 関係 に不安や⼼ 配が あった。

聞いて もら える 電話 やL INE ⻑ 男と次男の 歳が７つあいてし まっ た。育 児が ワン オペ。 子供 の受験など衝突 するところが なか った 。
Cさ ん 2年 間 1回 昇進の ため 単 身赴 任の 家族手当な いから 寂し い 特になし 息 子の相談に 乗れる父の存在が なか ったこ と 単身 赴任先に行くの で旅行みたい で楽 しか った 精神的に 慣れ るま で大変

（企業 から ） （ 夫の 分し か出ない） 2か 月に 3回⻑ 期休 暇とかに 子 どもの送迎 など全部1人 でや らない とい けな い
子 ども が学 生のため （会 社が お金 支給 ） 久 しぶりに会 うと違和感を感じ る

電話 →L INEが多くなった （ いつもの主 人ではない、近し い感 じじゃ なく なっ た）
平日 LINE、土日電話

D さん 15年 通常 の時は二ヶ月 か一 か月半に１ 回。会社か らの 辞令。 奥 さん が知 らないとこ ろで 妻と は業 務連 絡の み。 崩れ るという字。 崩壊 の崩 。 同僚関係 者との交友関 係が 密に なる 。 コ ミュニケー ションをあまりと らな くなっ た。 仕事 の充実感がある 。 子供に関 わる こと ができない 。
年間 １０回弱 子 育て をし たくなかっ たから。子供 とは ライ ンを 少し。 転勤して ゼロから関係 性作 った り、 夫 婦の親密性 がなくなった 婚姻生活 を続 ける 必要性がな い。

人とコミ ュニケーショ ンを とる こと で 価値 観が 変わる。 妻 とは画面を 介しての関係にな った 。 →しかし 妻は 、子 供の見られ 方や 今の環境を考 える と今の状況 に固 辞し ている 。
→幅の広 い選択の感覚 を持 った 人間 を 育て るこ とができる

Eさ ん 5年 弱 ３回 会社か らの 辞令 妻 がず っと 地元で暮ら し 月に 1回 家に 戻る（ 土日 ） ベタ ー（ベストで はな いけ ど 喧嘩がな い 物 理的なつな がりが少なくなる （子 供との 触れ 合い ） 距離 を取ってお互い 好きな事をし なが ら大 事なと ころ を共 有する
1年 半 外 に出 るつ もりなし 妻と 子供 は年 に1 .2回東京 に来 る ベタ ーな選択） 一人だと 楽 いろ んな人と関わる ことができる
3年 半 実 家に 最終 的に戻りた い 電話 、メ ール 、L IN E 困ること がない

持 ち家 があ る 子供 の写 真を 送っ てもら う

Fさ ん 2年 半 1回 会社か らの 辞令
い ずれ 戻っ てくること が分
か って いた から、あえ て帯同
す る必 要が ないと感じ た

週末 婚。 行き 帰り の交通 費は 自
費。 出張 など を理 由に家 に帰 った
りも した 。→ 交通 費が会 社か ら出
るた め

しょ うがないかな とい う感 じ パートナ ーの必要性に 気づ ける 家 族との会話 が減ってしまう 色ん な経験ができる という意味で は良 いの かもし れな い

G さん 1年 半 1回 会社か らの 辞令
仕 事柄 持ち 家を早くに 持って
い て、 拠点 がもうでき ていた
か ら。

基本 休み のた びに 帰って いた 。
毎日 では ない が写 メが送 られ てき
たり 、電 話が かか ってき たり する
こと もあ った 。

表裏 一体 特になし
以 前は帰りが 遅くても妻が起き てい てくれ た
単 身赴任以後 子供との生活のリ ズム ができ てた 。

自分 勝手に時間を使 える。
家事 の量も一人分で 凄く楽。
違う 場所で働くこと は新鮮。

現実的な とこ ろは まずお金（ 二拠 点生活になる ため ）
すぐ会え ない 。震 災時、無事 の確 認はすぐ取れ たが 停電で状況 がわ から なかっ
た。一番 困っ たの は子供が急 に熱 を出した時。

外（ 夫が自分たち のパ ーソ ナル
スペ ースにいない ＋自 身と 娘が
外に 出る機会が多 かっ た＋ 夫と
話を しても外枠に いる 感じ ）

-111-



 

どうすれば地方の転出人口を食い止められるのか 
‐兵庫県豊岡市での若者活躍都市に向けた政策提言‐ 

 

黒宮ゼミ 地方班 

○飯田 椋太（Ryota IIDA）・塩見 晃斗（Akito SHIOMI）・田邊 流生（Ruu TANABE）・

福田 萌香（Moeka FUKUDA）・山根 瑞季（Mizuki YAMANE）・山本 翔太（Shouta 

YAMAMOTO） 

（京都文教大学 総合社会学部 総合社会学科） 
キーワード：地方の過疎化、関係人口、若者活躍社会 

 

1. はじめに 

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、

三大都市圏居住者全体では地方移住への関心が高

まり、住民基本台帳人口報告によると2020 年 5 月

は外国人を含む移動者の集計を開始した2013年7

月以降、初めて東京都で転出超過となった。しか

し実際には、東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、

千葉県）の 2020 年の転出入を見た際、トータルで

約 10 万人の転入となった。また、内訳として三大

都市圏以外からの転入が約 8割となっており、地

方の転出も依然として進んでいる（総務省 2021）。

また同報告では、年齢層を見たときに、20〜29 歳

が最も多く、東京では2020 年、約 40 万人の転入

があった。 

本研究ではどうすれば地方の若者転出人口を減

少させることができるかについて考察する。 

2. 研究目的 

2.1 研究対象地域の選定根拠 

今回研究対象とする地域は兵庫県豊岡市とした。

豊岡市は古くからの歴史や文化が存在しており、

観光地としても賑わっている。また、福知山市・

朝来市等への転出はあるが、香美町、養父市、新

温泉町、京丹後市等に対しては転入超過になって

いる(豊岡市 2020b)。一方で 10 歳から 20 歳の人

口転出が致命的であり、20 歳から 30 歳までの人

口の転入はあるものの、結果として転出増となっ

ている（豊岡市 2019）（図 1 参照）。 

 
【図 1: 豊岡市 年齢別純移動（2005 年～2010 年）】 

2.2 今後の地方の過疎化と想定される帰結 

豊岡市は今後、より一層高齢化が進み、地域コ

ミュニティの衰退や伝統行事の消滅が危惧される。

地域経済分析システム（RESAS）でも、向こう 25

年間の人口は減少傾向にあり、将来的には 29 の

地区や校区の再編が推測できる (地域経済分析シ

ステム)。また、若者流出や出生率低下となれば、

地域コミュニティや伝統行事の維持が困難となり、

住民同士の関わる機会が減少、必然的に他地域へ

流出するという負のスパイラルが想定できる(豊

岡市 2020a)。したがって、地方の過疎化が進行す

れば地域経済の衰退や地域コミュニティの衰退に

よる若者転出となるため、課題解決が急がれる。 

3. 問題発生原因の特定 

3.1 若者が活躍できる都市形成 

若者が地方を去る背景として豊岡市地方創生総

合戦略では「豊かな大都市と貧しい地方というイ

メージがあり、自らのまちに対する誇りの空洞化

と活力の低下がある」と指摘している(豊岡市 

2019)。また、自分が活躍できる場が地元にないと

いう先入観から転出へとつながっていると考える。 

3.2 就学・就労での機会不足 

3.1 に関連して、市内に存在する多くの産業を

知る機会や具体的な就労経験がない児童生徒や学

生が多く、地元企業を知る機会が不足しているこ

とも、過疎化の要因であると推測できる。 
4. 豊岡市の人口減少に対する政策内容の検証 

4.1 豊岡市で人口減少を緩和させる現状の政策 

 豊岡市では定住を促すための政策が多数実施さ

れている(豊岡市移住定住ポータルサイト)。しか

し、定住に大きな効果を発揮しているとは言い難

い(朝日新聞 2021.5.3 朝刊)。また、交流人口に

ついては、特に豊岡市のように他の都市からの交

通網が限られた地域へは来訪するにも不便なため、

交流人口を増加させることは難しい。 

4.2 交流人口ではなく関係人口へのシフト 

 とするならば、交流人口に固執した政策ではな

く、より多くの人口を豊岡市に向けることができ

る関係人口に特化した政策が有効だと考える。こ

こで関係人口の定義を挙げておく。田中輝美は関

係人口を「特定の地域に継続的な関心を持ち、関

(996)

438 

(851)

345 

(1,200)
(1,000)

(800)
(600)
(400)
(200)

0
200
400
600

0~
4→

5~
9

5~
9→

10
~14

10
~14

→15
~1

9

15
~19

→20
~24

20
~2

4→
25

~2
9

25
~29

→30
~34

30
~3

4→
35

~3
9

35
~39

→40
~44

40
~4

4→
45

~49

45
~49

→50
~54

50
~54

→55
~59

55
~59

→60
~6

4

60
~64

→65
~69

65
~6

9→
70

~7
4

70
~74

→75
~79

75
~7

9→
80

~8
4

80
~84

→85
~89

85
~90

~

男 女

（人）

-112-



 

わるよそ者」と定義している(田中 2021: 77)。本

定義では、定住人口でも交流人口・観光客でもな

く、また企業でもボランティアでもない、新たな

地域外の主体の概念である。 
5. 政策提案 

5.1 若者活躍都市「ふるさと活躍促進条例」制定 

・地域内起業（スタートアップ）の促進 

豊岡市は世界に誇れる伝統を持ちながら、継承

や発展に結びついていない状況である。そこで、

「ふるさと活躍促進条例」制定を提案する。これ

は、伝統産業（例：出石そばや豊岡鞄など）をは

じめとした地域内起業（スタートアップ）を支援

する制度であり、新たに提案する条例では、行政

や金融機関、教育機関の連携を図る制度を組み込

み、努力目標、指標の策定を行うものとする。 

・中学・高校での地域協働教育一層の充実 

豊岡市内での起業に際し、特に市内の中高生に

アントレプレナーシップ教育の展開が必要である。

現状、市内の中学・高校では地域協働学習におい

て企業や地域と連携した環境教育の取組みなどを

軸とし、児童生徒に地域の特性、郷土意識の醸成

を図っている。新たな提案は主に中高生に向けて

地元企業と連携したキャリア教育へつなげるもの

である。目的は、就業体験やキャリア形成のため

の講座を開催し、地元企業への関心を持たせるこ

とである（5.2 で詳細を述べる）。 

・既存の地域コミュニティの空間創造 

 加えて、人口減少にあるなかでも、市内には現

在 29 もの地区があり、多数の自治会や連絡協議

会などの地域コミュニティが存在している。若者

が参加するためには参加しやすい環境づくりも必

要となる（5.3 で詳細を述べる）。 

5.2 産官学の地域協働教育一層の充実に向けて 

前節で新たな提案として掲げた条例に基づき、

豊岡市内における産官学の取組みも実施していく

ことが必要である。現在豊岡市内には中学校が 9

校、高校が 6校ある。また、市内に公立専門職大

学も 2021 年 4 月に開学した。今後は若者が集ま

り、多様性のあるまちへ変化していくことが予想

されるが、同時に地域と共存していくことが求め

られる。地元企業へ目を向けたとき、伝統技術や

観光資源、自然資源を活かした産業が多く点在す

る。今後は既存の資源を利活用していくことが必

要である。そこでまずは、中高の教育課程での就

労体験やキャリア育成事業の展開が必要である。

具体的には「総合的な学習（探究）の時間」の年

間指導において地域企業とのキャリア教育を展開

し、中高生が市内の特色ある産業を知り、地域企

業への就労意識を一層高めることが求められる。 

5.3 既存の地域コミュニティでの空間創造 

既に述べたように豊岡市では、地域コミュ二テ

ィの活動が盛んであり、イベントの頻度も多い。

しかし、特に若者が参加できるイベントや取組み

が乏しい。実際、老人会での交流やイベントが多

くを占めており、参加しづらいと言える(豊岡市 

2020a)。そのため、地域コミュニティに係る助成

金の使途を多世代交流を目的としたイベントへと

限定することで居場所の空間ができると考える。 

6. 政策によってもたらされる効果 

 以上のように、豊岡市において若者が活躍ある

いは地元を知る機会を作ることで、自らが地元で

実現してみたいことへの挑戦ができると考える。

また、市内での起業を支援する行政や金融機関等

と連携することで、外部からの関心や支援体制も

厚くなり、本研究で提案する政策で目的とする豊

岡市の関係人口増加につながると考える。 

7. 他の過疎地域へ本政策を波及する手段 

 過疎地域は豊岡市に限らず全国各地で見られ

る。そこで、本条例での取組みを他地域にも波及

させる場合、各地域それぞれの資源特性を把握す

ることが大前提となる。その上で例えば、地域の

企業と連携し、若者の力を活用するプログラムを

開発し、挑戦の場や地方で活躍できる可能性を広

められるだろう。また市内で「まちづくり留学」

などの制度を新たに作り、現場での実践事例を外

部へ公開する機会を設けることも考えられる。 

8. おわりに 

 全国各地で人口減少が急速に進むなか、地域を

守れるのは地域である。そのため日本各地におい

て様々な対策を講じながら、地域特性を活かした

取組みが必要である。そして特に各地の地域資源

はローカルだけでなくグローバルにも通用するた

め、付加価値を高めることのできる人材育成が今

後は課題解決に近づくのではないかと考える。 
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大学生活の幸福度 
‐ 就職活動に対する 不安‐  
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1.   はじ めに 

現在 2020 年から 猛威を振るっ ている新型コ ロ

ナウイ ルスの影響で多く の大学生の生活様式が変

化し た。 全国大学生協連( 2020) によると 、 ｢『 大学

生活が充実し ている( 合計) 』 と 回答し た比率は前

回（ 2019 年秋） の 88. 8%から 今回（ 2020 年秋） の

74. 2%と 減少、特に 1年生は56. 5%で昨年より 32. 9%

減少し ている｣と あり 、大学生は大学生活を満足に

過ごせていないのである。また、「 コ ロナの影響で

心身的に不調を 抱える学生がう つ病や精神疲労な

どを起こ すケースが見ら れる」( 秋田大学 ( 2020) ) 。 

本研究では、「 幸福度」 と いう 学術的にも 政策的

にも 用いら れている指標（ 幸福度指標）を使っ て、

コ ロナ禍における大学生の幸福度を調査し 、 幸福

度を規定する要因を探る。 そし て得ら れた幸福度

を 規定する要因に基づき 、 大学生の幸福度を 向上

さ せる政策提言を行う 。 こ こ で幸福度指標と は、

「 幸福度を具体的に見えるよう に各種指標で表し

たも のである。 すなわち、 個々人の『 幸福』 をあ

る程度、 地域、 時系列で比較可能にし た物差し で

あり 、評価のためのツールである」（ 内閣府経済社

会総合研究所( 2011) ）。 また、「 OECD や欧州連合、

各国政府、 地方自治体が主観的幸福の測定を 推奨

する理由は GDPなどでは把握でき ない国民の置か

れた状況を把握し 、 公共政策の立案に活かすこ と

である」 ( 浦田( 2018) ) と あるよう に、 幸福度は、

世界的に政策の場でも 利用さ れ始めている。  

一般的な大学生と 幸福度の関係について、 佐々

木他（ 2018） では、 経済的状況や友人の数、 学業

や自由時間の多さ が幸福度に影響を与えていると

報告さ れて いる 。 ま た 京都大学高等教育研究

( 2020) では、 SNS、  趣味、 学習の効率、 人と の接

触する機会、 適正な睡眠時間と は一定の相関がみ

ら れたと 報告さ れている。 こ れら の先行研究を踏

まえた上で、 本研究では、 大学生の幸福度と 、 コ

ロナ禍において大学生の多く が不安視し ている就

職活動やその他の要因と の関係について重回帰分

析を通し て研究する。  

2.   アンケート 調査と 分析結果 

本研究では、 Googl e フ ォ ームで、 アンケート を

作成し 2021 年 10 月 6 日から 10 月 13 日までの１

週間アンケート 調査を大学生対象で実施し た。 調

査内容は大き く 分けると「 回答者の属性」「 日常生

活や現在の状況」「 就職活動」 の 3 つで構成さ れて

いる。「 回答者の属性」 では、 性別、 学年、 住居形

態について、「 日常生活や現在の状況」 では経済状

況や幸福度、 オンラ イ ン授業満足度、 睡眠時間、

一日の平均自由時間などについて質問し 、「 就職活

動」 では、 就職活動の不安やイ ンタ ーン回数、 キ

ャ リ アセンタ ーを 利用するかについて質問し た。

得ら れた回答者数は 131 件で、 幸福度を被説明変

数、 説明変数は表２ に記し た変数で重回帰分析を

行う 。  

アンケート 結果は表１ の通り である。  
表 1 分析に用いる変数の定義と 要約統計量（ N＝131）  

変数 平均 標準偏差 

幸福度 

（ 不幸=0、 幸福=10)  

7. 10 3. 53 

性別 

（ 女=0、 男=1）  

0. 59 0. 49 

学年 2. 45 0. 93 

住居形態（ 自宅以外＝0、

自宅＝1）  

0. 69 0. 48 

通学時間（ 分）  43. 38 28. 83 

アルバイ ト （ し ていない

＝0、 し ている＝1）  

0. 87 0. 34 

1 ヶ 月自由に使える お金

( 円）  

37730. 77 21576. 54 

大学入学後増えた友達の

人数 

16. 96 9. 57 

一日の平均自由時間 4. 49 1. 86 

平均睡眠時間 6. 15 1. 45 

オンラ イ ン授業の満足度 

（ 満足でない=0、 満足=5） 

3. 09 1. 19 

授業形式 

（ オンラ イ ン＝0、 対面

＝1）  

0. 59 0. 49 

就職活動に対する不安 

( ない=0、 ある=1）  

0. 34 0. 47 

イ ンタ ーン回数 1. 29 2. 44 

キャ リ アセン タ ーを 利用

し ている か（ し ていない

=0、 し ている=1)  

0. 27 0. 44 
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表 2 重回帰分析の結果（ N=131）  

被説明変数 幸福度 

変数 係数 p 値 

性別 0. 22 0. 83 

学年 −1. 35 0. 18 

住居形態 1. 68 0. 09 

通学時間 −0. 27 0. 79 

アルバイ ト  −0. 52 0. 6 

1 ヶ 月自由に使えるお金( 円）  −0. 37 0. 71 

大学入学後増えた友達の人数 1. 19 0. 24 

一日の平均自由時間 −0. 46 0. 64 

平均睡眠時間 0. 12 0. 91 

オンラ イ ン授業の満足度 0. 76 0. 45 

授業形式 −0. 42 0. 68 

就職活動に対する不安 −2. 34 0. 02 

イ ンタ ーン回数 1. 72 0. 09 

キャ リ アセンタ ーを利用し て

いるか 

−0. 48 0. 64 

大学生の幸福度は表 1 で記し た通り 、平均が 7. 1

と なっ ており 、 比較的高い結果が確認でき た。 他

の幸福度の平均と 比べると 、 佐々木他（ 2018） で

は平均 6. 76、京都大学高等教育研究( 2020) では平

均 6. 33 であり 、コ ロナ禍においても 、大学生の幸

福度の低下は見ら れず、 やや高い値が得ら れた。  

次に、 コ ロナ禍の大学生の幸福度の規定要因を回

帰分析から 明ら かにする。 表 2 の通り 、 ｢就職活

動に対する不安｣の変数の係数の p 値は 0. 02 であ

り 統計的に有意である。 こ のこ と から 、 就職活動

に不安がある人ほど幸福度は低く なっ ており 、 就

職活動に不安がない人ほど幸福度が高く なっ てい

るこ と がわかる。 し かし コ ロナ禍の大学生活にお

いて、 大き く 変わっ たと さ れる授業形式に関し

て、 有意性はなかっ た。 またアンケート 調査で就

職活動の不安要素の理由を記述式で回答し ても ら

っ たと こ ろ 「 何をし たら いいか分から ない」 と い

っ た回答が多く 見ら れた。 こ の回答内容から 、 就

職活動の全体像を理解し ていない学生が多く 、 情

報収集が不足し ているこ と が分かる。  

3．   考察 

本研究の分析で、 就職活動に対する不安は幸福

度に影響を与えているこ と がわかっ た。 こ の結果

を 受け、就職活動に対する不安を解消するこ と で、

幸福度は上がると 考えら れる。 就職活動に対する

不安を持つ学生は、 本調査では約７ 割と と ても 多

く なっ ており 、 記述式回答によると その半数以上

がコ ロナ禍で「 何をし たら いいのか分から ない」

と いっ た回答であっ た。 また「 キャ リ アセンタ ー

を利用し た」 割合は全学年統合で 7 割がいいえを

選択し たこ と がアンケート 結果から わかっ た。 こ

のこ と から 危機感を抱き ながら も 、 コ ロナ禍で就

職活動に対し て何から 始めたら いいのか分から な

いと いう こ と が問題と 考えら れる。  

4.   政策提言 

分析結果から 、 就職活動に対する不安を解消す

るため、 コ ロナ禍でも 学校に通わずに不安や悩み

を相談でき る場所、 また情報収集ができ るサービ

スを 設けるこ と が重要だと 考えた。  

そこ で私たちは、 オンラ イ ンでも 気軽に相談で

き 、 情報を 簡単に知るこ と ができ る「 就職活動掲

示板」 を作成するこ と が効果的であると 考える。

キャ リ アセンタ ー協力の下、 各大学の就職サイ ト

に「 就職活動掲示板」 を作成し 、 学生が気軽にア

ク セスでき る環境を作る。 具体的な機能と し て、

悩みを持っ た学生が匿名で就職活動について書き

込み、 企業研究やイ ンタ ーンシッ プなどについて

情報収集を 行える質問機能。 次にキャ リ アセンタ

ーのスタ ッ フ と 気軽に会話ができ るチャ ッ ト 機能

である。 安全面と し て、 匿名記入と ログイ ン時に

大学の学籍番号と パスワード を入力するこ と によ

っ て、 外部から の侵入を防ぐ こ と ができ 安全性は

守ら れると 考える。 また、 キャ リ アセンタ ーの利

用者が約 3 割の中「 就職活動掲示板」 を作成する

こ と によっ て、 キャ リ アセンタ ーと 学生の関係が

増え、悩みを 相談でき る場所を作るこ と ができ る。 

上記の政策提言について、 現状での実施状況や

実現可能性について、 龍谷大学のキャ リ アセンタ

ーで聞き取り 調査を行っ た( 2021 年 10 月 28 日) 。

調査の結果、 未だ就職活動掲示板と いっ た政策の

意見は無く 、 既出ではない考えであり 、 実現可能

性については、 初めての案と いう こ と で不明と い

う 回答だっ た。 以上のこ と から こ のサービスを 充

実さ せるこ と によっ て、 コ ロナ禍での就職活動に

不安を持つ大学生をオンラ イ ン上で支援するこ と

ができ 、不安が解消さ れ幸福度向上が期待でき る。 
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新規就農者の増加を目指し て 
‐ 農業の現状を踏まえて‐  

 

松尾ゼミ  農業班 

○萬谷 祐太（ Mant ani  Yut a）・ 平島 聖也（ Hi r ashi ma Sei ya）  

・ 兵頭 良梧（ Hyodo Ryogo）  

( 京都産業大学経済学部経済学科)  

キーワード ： 新規就農者、 若者、 支援 

 

1. はじ めに  

 高度経済成長期以降、 わが国の農業就業人口1

は減少を続けており 、 日本農業の崩壊が懸念さ れ

て久し い ( 図 1） 。 また、 農業就業人口の高齢化

も 進んでおり 、 今後はさ ら なる農業就業人口の減

少が予想さ れる。  

農業就業人口が減少し 続けている要因と し て、

農山村地域の少子高齢化だけでなく 、 収入の不安

定さ 、 身体的疲労などで離農者が増えているこ と

が挙げら れる。 図 2 は、 減少し た農業就業人口と

新規就農者数を 比較し たも のである。 こ れをみる

と 2007 年以降のみをみても 新規就農者数より も

減少し た農業就業人口が多い。  

本研究では、 新規就農者が増加し ない理由を明

ら かにし 、 新規就農において何が障壁と なっ てい

るのか調べ、 農業の新規就農者を拡大するための

改善策を提案する。  

2. 新規就農者が増加し ていない要因 

                                                
1自営農業のみに従事し た者又は自営農業以外の

仕事に従事し ていても 年間労働日数で自営農業が

多いも ののこ と である。  
2 一般社団法人全国農業会議所全国新規就農相談

センタ ー「 新規就農者の就農実態に関する調査結

新規就農者が増加し ない理由と し て、 資金面の

問題が挙げら れる。 新規就農者の場合、 就農１ 年

目の経営する費用は、 平均で 569 万円である 2。 こ

のう ち、 機械・ 施設費など含めた初期費用が 411

万円、 種苗・ 肥料・ 燃料費が 158 万円である。 一

方で、 彼ら の自己資金の平均は 232 万円であり 、

337 万円の資金不足が生じ ている。  

も う 一つの要因と し て、若い世代の職業と し て、

農業に従事するこ と は選択肢にないこ と が挙げら

れる。 宮脇・ 山口( 2015) によると 3、 大学生の日本

の農業に対するイ メ ージは、 守っ ていく べき 産業

であると の認識はあるも のの、 重労働や収入の不

安定さ などマイ ナスイ メ ージが多く 、 回答し た大

学生の多く が農業を「 そも そも 仕事と し て考えた

こ と がない」 と 答えている。  

3. 事例 

こ の章では、 新規就農者の獲得に向けた地方自

治体の取り 組みと 農業体験における事例について

紹介する。  

香川県善通寺市では、 市内の荒廃し た柑橘畑を

再生・ 整備し 、 再生農地の受け手と し て新規就農

果-平成 28 年度-」 を参考と する。  
3 宮脇・ 山口（ 2015） は大学生 170 名を対象と し

た農業に対する姿勢を把握するためのアンケート

調査を行っ たも のである。  

 
図 2  減少し た農業就業人口と 新規就農者数 

出典 農林水産省（ 2008～2021）「 新規就農者調査」 より
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図 1 農業就業人口と 農業就業人口の高齢化率 

出典： 農林水産省（ 2020）「 農業構造動態調査結果」 より
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者を育成し ている。 計画期間中は市の農地管理公

社の職員と し て採用さ れるため、月 13. 5 万円の給

与や社会保険等の福利厚生、 住宅の補助などが行

われる。 こ う し た支援により 、 資金不足の心配が

少なく なる。 2015 年以降、 6 人が研修、 5 人が就

農し ている。  

 次に小学校で行われた、 農業体験を 通し て児童

のか環境意識と 食習慣の変化に関する事例である。

2012 年 9 月～2013 年 3 月にかけて福岡県 T 町の

小学校 3 年生児童は野菜作り 体験授業を実施し た。

授業内容と し ては種まき から 加工食品（ 味噌や漬

物など）を作るまでの作業を半年間かけて行っ た。

農業体験学習を 受けた児童に対し 2012 年 9 月と

2013 年 3 月にアンケート 4を 実施し た。 アンケー

ト によれば、 自然環境や食農に関する意識の平均

点は実施前より も 約 1. 48 倍実施後の方が高く 、日

常行動や食習慣に関する平均点は約 1. 04 倍実施

後の方が高かっ た。 こ の 2 つの結果から 農業体験

学習をするこ と で、 食や環境への意識や日常生活

にプラ スの変化が生じ ているこ と が分かる。 特に

食や環境への意識に変化が顕著に現れているこ と

から 、 小学校での農業体験は児童の成長に効果が

あると 考えら れる。  
4. 考察 

こ こ で、 農業の現状、 取り 組みを 踏まえ新規就

農者を増やす 2 つの改善策を 提案する。  

1 つ目は善通寺市のよう に、 地方自治体や民間

団体が農地の受け手と し て新規就農者を育成し 、

彼ら を職員と し て雇う こ と である。 そう するこ と

で、 新規就農者は給与や福利厚生、 住宅の補助も

あるため、 費用の心配が少なく 、 新規就農のハー

ド ルが下がるこ と が期待でき る。 また、 新規就農

者の育成と 就農場所を一括で管理するこ と で、 そ

の場での就農が容易である。 さ ら に、 農地の受け

手と し て新規就農者を育成するだけでなく 、 農機

具のレンタ ルも 行えるよう になれば就農時・ 就農

後の初期費用の軽減と なる。  

解決策の 2 つ目は農業体験を高校や大学の科目

と し て取り 入れるこ と である。 小学校や中学校で

の農業体験は多い。 し かし 、 小中学校の農業体験

では上記のよう な自然環境や食農など教育的目的

で行われるこ と が多く 、 職業と し ての農業を意識

し たも のと は言えない。 そこ で、 直接就職や卒業

後の進路に関わる高校生や大学生を対象と し 、 農

業の現状に関する授業や農業体験の授業を 行う こ

と を提案する。 高校では基礎的な知識を養う ため

食料自給率や農家の後継者問題などの農業の現状

を 学習する科目、 1 年間を通し た農業体験を 行う

授業の設置を提案し たい。 また、 大学は専門科目

                                                
4 英格・ 矢部光保( 2014) 「 農業体験学習が環境意

識と 食習慣に及ぼす影響の比較分析-教育効果と

と し て経済・ 経営学部では農作物の販売戦略を考

える科目と いう よう に学部などと 関連さ せた科目

を取り 入れるこ と が考えら れる。 こ のよう に授業

を通じ て、 農業を 知り 、 体験するこ と で農業に関

心を 持ち、  就職を考える際に「 就農」 が 1 つの

選択肢になるこ と が期待さ れる。  

5. まと め・ 結論 
こ のよう に、新規就農希望者の資金不足と いっ た

問題を解消するこ と で就農者の確保につながる。

また、 高校生や大学生の卒業後の進路選択時に、

農業体験や授業から 職業と し ての農業と いう 選択

肢が生まれると 考える。こ う し た取り 組みにより 、

新規就農者を増やすこ と ができ る。   
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福知山市の人口減少を食い止める 
‐子育て世代を応援！子どもを守る家！！‐ 

 

福知山公立大学地域経営学部井上ゼミ 

○藤本 実優（Fujimoto Miyu）・大島 七南(Oshima Nanami）・福田 佑乃（Fukuda 

Uno）・翠川 仁美(Midorikawa Hitomi)・小谷川 晟(Kotanigawa Akira) 

（福知山公立大学地域経営学部地域経営学科） 

キーワード：福知山、合計特殊出生率、 女性の働き方 

 

1. はじめに 

 福知山市の人口は減少傾向にある。RESAS のデ

ータによると福知山市の総人口は 2000 年から

2020 年で 83,120 人から 77,420 人に減少してい

る。それに対し、合計特殊出生率は 2.02 と全国平

均 1.34 と比較すると高水準となっている。 

 このことから福知山市の人口減少を食い止める

一つの手段として合計特殊出生率の上昇が考えら

れる。そこで私たちは福知山市の空き家と子育て

世代にフォーカスした政策提言を行う。 

 

2. 課題の根底 

大枠の課題としては先に述べた通り、福知山市

の人口減少についてである。この課題について掘

り下げていく。わが国では人口が年々減少し、全

国的に少子高齢化が問題となっている。さらに、

合計特殊出生率も減少傾向にある。 

2-1 一つ目の課題 

出生率を上げるためには「子どもを産みたい」

「産んでも安心して育てられる」という環境を作

ることが必要となる。平成 26 年に内閣府が行っ

た家族と地域における子育てに関する意識調査で

は今後、子どもを持つ場合の条件についてアンケ

ートがとられ、「働きながら子育てができる職場環

境であること」が最も多い回答となった。 

このことから、働くことと子育てが両立できる

ということが、今後子どもを産む条件になること 

がわかる。近年共働きの世帯が増加しており、仕

事に出る間子どもの世話ができないため、こうい

ったことが懸念されると考える。働いている間に

安心して子どもを預けられる場や、学べる場が必

要となる。 

全国的に待機児童問題が広がっており、福知山

市の現在待機児童は 0人ではあるが今後どうなる

かはわからない。子どもが増加するということで

考えると、待機児童が現れるのも考えられる。そ

のため、早いうちから子育てに関する対策を練っ

ておく必要がある。 

2-2 二つ目の課題 

 福知山市は年々増加傾向にあるものがある。そ

れが「空き家」だ。市の調べによると平成 25 年の

時点で住宅総数 38,660 戸に対し空き家数 6,770

戸、17.51％となっており、京都市の 13.28％より

も高い割合となっている。空き家の中でも、その

他住宅と分類される、だれも住んでいない放置さ

れた空き家が年々増加している。 

 空き家が問題視される理由はいくつかある。管

理がされていないと周辺に衛生的に悪い影響を与

えることや、印象を下げることが挙げられる。福

知山市では早期発見や利活用、空き家バンクなど

の政策が行われており、実際にそれを通じて家を

買い、移住してきたという人もいる。しかし、現

状福知山市の人口は減り続けており、それに伴い

今後も空き家が増加していくと考えられる。空き

図 1 内閣府政府統括官(1) ｐ11－図表 8 より 

表 1 福知山市議会 

空き家対策に関する政策提言書(2)より 

空き家数と空き家率(資料：H25住宅・⼟地総計調査)    (単位；⼾)

平成15年 平成20年 平成25年
住宅総数 30,630 37,370 38,660
空き家数 6,340 6,550 6,770
うち、売却用 150 290 250
うち、賃貸用 3,640 3,300 2,670
うち、二次的住宅 450 390 300
うち、その他住宅 2,100 2,570 3,550
空き家率 全国 12.23% 13.14% 13.52%

京都府   12.74% 13.14% 13.28%
福知山市       20.70% 17.52% 17.51%
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家が増加することで市の印象が低下してしまって

はほかの政策にも影響が出かねない。それを避け

るためにも、空き家問題も福知山が解消していく

べき課題の一つだ。 

 

3. 事例研究 

空き家を活用し、子どもの居場所を作る事例は

全国にいくつかある。 

例えば、大阪府茨木市の「森のひろば」だ。こ

れは 2004 年 7 月に地域子育て支援拠点として開

設された。主に就学前の親子が自由に遊び、交流

ができる場を提供している。子どもたちの安全を

考慮しつつ改修がされている。開設時に周辺の住

宅への説明や、音が出るイベントは控えるといっ

た配慮を行い、周辺住民に影響が出ないようにし

ている。 

また、大阪市鶴見区の「寺子屋・地域交流活動」

だ。これは、地域活動協議会のネットワークや大

学との連携により、子どもや地域の方々が集まれ

るコミュニティスペースを設置し、商店街の活性

化にも貢献している。商店街の空き店舗を活用し、

子どもが自由に集い・遊び・学び合う空間を提供

するとともに、母親の情報交換の場となるように

している。寺子屋使用時以外は、フリースペース

として、多世代の方が活用できる仕組みを今後築

き、複合的使用を目指している。 

 

4. 政策提言 

今回取り上げた育児に関する課題と、空き家に

関する課題を踏まえたうえで「子どもを守る家」

を政策提言する。これは働きに出ている間や保育

園などの時間外に地域住民が子どもを預かる場と

いうもの。その時間には遊んだり勉強をしたりと、

子どもが望んだことや年代に合った対応をする。

場所は地域の空き家を再利用することで確保する。 

狙いとしては急な仕事や用事で子どもの面倒が

見られなくなった保護者のサポートや地域住民の

交流、子どもの学びを伸ばす、空き家の活用とい

ったことが挙げられる。 

電話などによる予約で子どもを受け入れ、受け

入れた子どもたちには地域住民の方々が相手をす

る。遊びたいという子どもに対しては遊びに付き

合い、勉強がしたいという子どもには勉強を見て

あげるといったように、子どもの要望に沿った対

応をする。 

これにより得られる効果として、一つは空き家

の活用がある。子どもを守る家として空き家を活

用することによって再利用ができる。空き家は子

どもやその両親が移動しやすいように住宅街に近

いものを選び、改装が必要な場合はリフォームを

進める。二つ目は保護者がいない間の子どもを一

人にしないため、保護者を不安にさせず安心して

仕事に取組むことが出来る。また、自分の時間を

作ることもできる。働きながら十分に子どもの世

話を行うためには、保護者が十分に時間を持ち、

子どもの相手ができるような環境にいなければい

けない。仕事に集中できず、自分の時間が持てな

いような状況ではそれも難しい。そのため、子ど

もを安全に預けることが出来るようになれば、保

護者の安定も図ることが出来る。子どもの安全も

保護者の環境づくりも、どちらにも役立てる可能

性がある。安心して子どもを育てながら仕事がで

きる環境を作ることが出来れば出生率上昇につな

がるのではないだろうか。 

この子どもを守る家を設置することで地域の交

流を深めることも考えられる。普段交流の無い年

齢層の人たちが関わることで視野が広がるのでは

ないだろうか。また、交流という点では大学生が

参加してみるのも良いと考える。子どもと関わる

ことで学べることはたくさんある。子どもを預か

ることの責任や、子どもと関わることで見えるも

のが増える可能性がある。完全に社会に出る前に

一つの経験として自分たち大学生が地域の輪に入

ることも一つの案だ。 

 

5. まとめ 

福知山市の合計特殊出生率がかなり高い数値を

出しているが、これらを維持する、もしくは上昇

させるためには子どもを産みたい、産んでも良い

と思えるような環境を作る必要がある。 

その環境を作る課題として保護者が子育てと仕

事を両立することが出来る環境づくりが挙げられ

た。それに加えて福知山市には年々広がりつつあ

る空き家問題があるということも挙げた。 

これらの課題を合わせて考えることで生まれた

政策提言が「子どもを守る家」である。 

この政策により福知山市の出生率の上昇や空き

家問題の緩和に一歩近づくのではないだろうか。 
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京都府全域の活性化を 目指し た関係人口増加策 
‐ 今日から 京でワーケーショ ン ‐  

 

同志社大学政策学部風間ゼミ ナール ワーケーショ ン 班 

○新保 宏登（ Hi r ot o Shi mbo）・ 荒井 南帆（ Naho Ar ai ）・ 陳 昊（ Chen Hao）・ 北坂 

和奏（ Wakana Ki t asaka）・ 山中 脩平（ Shuhei  Yamanaka）・ 𠮷田 明咲花（ Asuka 

Yoshi da）  

( 同志社大学政策学部政策学科)  

キーワード ： ワーケーシ ョ ン 、 関係人口、 地域活性化 
 

1.  問題意識 

現在、 日本の各地域は人口減少と いう 大き な課

題に直面し ており 、 京都府も 同様である。 2020 年

に実施さ れた国勢調査の人口速報集計によると 、

2015 年度実施時と 比較し て府内 11 市 10 町村で人

口が減少し ていた。 少子高齢化と 相まっ て、 地域

の活力は衰退し つつある。日本の今後を 考えると 、

定住人口の増加に固執せず、 新し い形の地方創生

を 考える必要がある。  

 そこ で近年注目さ れているのが「 関係人口」 で

ある。人口の概念は、地域と の関係性の強弱から 、

「 交流人口」、「 関係人口」、「 定住人口」 と いう 3

つの捉え方ができ る。 観光客が主な対象である交

流人口は地域と の関係が最も 弱く 、 定住者を 中心

と する定住人口は地域と の関係が最も 強い。 その

間に分類さ れるのが「 関係人口」 である。 内閣官

房まち・ ひと ・ し ごと 創生本部事務局は関係人口

を 「 特定の地域に継続的に多様な形で関わる者で

ある」 と 定義し ている。  

 私たちは、 京都府で関係人口を増加さ せる手段

と し て「 ワーケーショ ン」 に着目し た。 ワーケー

ショ ンと は仕事（ wor k） と 休暇（ vacat i on） を組

み合わせた概念であり 、 普段と は異なる場所で仕

事や休暇を行う も のである。 ワーケーショ ンは新

型コ ロナで低迷し た観光業の再興と 、 新たな働き

方と いう 2 つの側面から 注目さ れ、 観光庁は社会

情勢が大き く 変化し た 2020 年度から ワーケーシ

ョ ンへの取り 組みに注力し ている。  

国土交通省の「 関係人口の実態調査」によると 、

関係人口は目的により 、 地域づく り ・ ボラ ンティ

ア等へ参加する「 直接寄与型」、地域においてテレ

ワーク 等の労働を行う「 就労型」、地域の人々と 交

流する等の「 参加・ 交流型」、 地域での飲食や趣味

活動等を実施する「 趣味・ 消費型」 の４ つに分類

さ れる。 その土地で仕事や観光、 地域と の交流を

行う ワーケーショ ンは、 こ れら すべての型に当て

はめるこ と ができ る。 つまり 、 ワーケーショ ンの

推進は、 関係人口の創出に繋がると 言える。 関係

人口の創出は、 地域と つながる人や企業を増大さ

せ、 地方創生に関わる人の創出を最大化するこ と

ができ 、 地域の活力を維持・ 発展さ せる。  

そこ で、 私たちは観光資源の豊富な京都府でワ

ーケーショ ンを推進するこ と で関係人口を増加さ

せるこ と を 目指し 、 研究を行っ た。  

 

2.  現状分析 

 はじ めに、 京都府が展開するワーケーショ ン事

業の現状について、 2021 年 10 月 21 日、 京都府商

工労働観光部も のづく り 振興課にヒ アリ ング調査

を行っ た。調査を通じ て、京都府内の企業約 11 万

社のう ち、 約 7 万社が京都市に集中し ており 、 市

外地域と の格差が広がっ ているこ と が分かっ た。

京都府では、 そのよう な問題意識をも っ て、 市外

地域を中心にワーケーショ ン事業を実施し ている。

し かし 、 京都府では各企業が個別にワーケーショ

ン事業を展開する段階にと どまっ ており 、 京都府

全体で組織的にワーケーショ ンを 推進する動き は

少なく 、 ワーケーショ ン施設の整備も 進んでいな

いこ と が判明し た。  

 次に、 ワーケーショ ン事業を展開し ている和歌

山県情報政策課に、 文書での聞き 取り 調査を行っ

た。 調査を 通じ て、 和歌山県は当初、 企業誘致に

取り 組んでいたが、 社員の移住を 伴う などの問題

点から ワーケーショ ンの導入に至っ たこ と が判明

し た。 ワーケーショ ンは社員が移住する必要性も

ないため、 企業誘致より も ハード ルが低いと いう

長所がある。 実際に、 和歌山県は 2017 年度から

2019 年度の 3 年間で、 104 社 910 名も の誘致に成

功し ている。 以上から ワーケーショ ンは関係人口

の創出につながると いう 行政のメ リ ッ ト のみなら

ず、 低コ スト で新たな職場環境を 利用でき ると い

う メ リ ッ ト が存在するこ と が読み取れる。  

 上記の二つの事例より 、 企業を 対象と し たワー

ケーショ ンの施設及び制度の整備が必要であると

考えた。    

 

3.  政策提言 

 以上の現状調査を踏まえ、 私たちは、 企業を 対

象にし た受入整備と し て、 ハード 事業であるワー

ク スペース設置と 、 ソ フ ト 事業である Web サイ ト

の整備、 企業提携制度の 3 点を 提案する。  
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①ワーク スペース設置 

 ワーク スペースは、 京都府の事業である「 も う

ひと つの京都」 プロジェ ク ト に基づいて、 4 つの

エリ アそれぞれにワーケーショ ンの拠点と なるコ

ア施設を整備し 、 京都府と 各エリ アの自治体が共

同運営を行う 。「 も う ひと つの京都」 プロジェ ク ト

に基づいて区分するこ と で、 エリ アごと に異なる

地域資源と 結びついた魅力的なワーケーショ ンを

展開でき る。  

コ ア施設の位置と し て、「 海の京都」 は、 府内で

ワーケーショ ン事業が進んでいる舞鶴市に、「 森の

京都」 は、 エリ アの中間に位置し 、 温泉や自然公

園などの観光資源が存在する南丹市に、「 竹の里・

乙訓」 は観光資源が豊富な長岡京市に、「 お茶の京

都」 は、 宇治茶の生産地と いう 特徴を 活かし て地

域創生を展開し ている和束町にそれぞれ整備する。 

 
図 1 ワーケーショ ン展開図（『「 も う ひと つの京都」

プロジェ ク ト  展開エリ ア』 をも と に筆者作成）  
 

各コ ア施設は、 それぞれのエリ アのコ ンセプト

を 活かし た設計を行う 。 また、 施設の内部には、

研修などで利用でき るミ ーティ ングスペース、 個

人作業が可能なワーク スペース、 企業間や地域交

流が可能なラ ウンジスペースの 3 つのスペースを

整備するこ と で、 快適な仕事環境を提供する。 各

地域の特色を生かし たデザイ ンや地域交流ラ ウン

ジスペースの設置により 、 新たなイ ノ ベーショ ン

を 生み出す空間と なる。  

 

②情報発信ツール 

情報発信ツールは、 ワーケーショ ンの Web サイ

ト 「 Kyoto Wor kat i on Pl at f or m」 の整備を行う 。

ワーク スペース、 宿泊スペースの情報を掲載する

と と も に、 ワーケーショ ンを行う 企業の分野や事

業、 ワーケーショ ン利用の目的や滞在期間に関す

る情報を掲載するこ と で、 地域のニーズと 企業の

マッ チングも 促進する。  

 

③企業提携制度 

 企業提携制度は、 定期的な利用を約束する協定

を 結ぶこ と により 、 企業と 地域の継続的な交流を

目的と するも のである。 京都府内の各市町と の定

期的なワーケーショ ンの実施を 約束し た企業には、

京都府と 市町が費用の一部を助成する。  

 

4.  展望 

 将来的には、 初期整備である 4 つのコ ア施設を

拠点と し て、 各エリ ア内のワーク スペースの拡充

を図る必要がある。 それによっ て、 京都府内全域

にワーケーショ ンが展開するこ と が可能と なり 、

更なる関係人口の創出が見込める。  

 私たちの提案するワーケーショ ン事業は、 企業

と 地域の連携を促すも のであり 、 市外地域のブラ

ンド 価値の引き 上げに繋がると 考えら れる。  

 今後、 こ のワーケーショ ン事業は、 人口減少社

会の中で、 京都が深い地域コ ミ ュ ニティ を構築す

るツールと なり えると 共に、 日本全体において、

ワーケーショ ンを 主流な働き 方の一つと するき っ

かけになるであろ う 。  
 

5. 参考文献・ 参考資料 

1. 田中輝美（ 2021）  『 関係人口の社会学 人口減少時代 の

地域再生』  大阪大学出版会  

 

2.  観 光 庁 「  受 入 推 進 地 域 事 例 ：  和 歌 山 

県 」   

ht t ps: //www. ml i t . go. j p/kankocho/wor kat i onbl ei sur e/t

our i st -spot /case/wakayama/ （ 最終閲覧日 2021 年 10 

月 30 日）   

 

3. 京 都 府  「 第  1 章 市 町 村 の 現 状 と 課 題 」  

ht t ps: //www. pr ef . kyot o. j p/gappei /1st at us. html  （ 最終 

閲覧日 2021 年 10 月 30 日）   

 

4. 京都府企画統計課（ 2021）  「 令和 2 年国勢調査に係る 

京 都 府 の 人 口 速 報 集 計 結 果 に つ い て 」  

ht t p: //www. pr ef . kyot o. j p/t okei /cycl e/kokucho/sokuho 

u/2020gai yo. pdf  （ 最終閲覧日 2021 年 10 月 30 日）  

 

 5. 国土交通省政策局 総合計画課（ 2020）「 関係人口の実 

態 把 握 」  

ht t ps: //www. ml i t . go. j p/r epor t /pr ess/content /0013288 

44. pdf  ( 最終閲覧日 2021 年 10 月 30 日)  

 

 6.  内閣官房・ 内閣府総合サイ ト  地方創生 「 関係人口 の

創出・ 拡大」  

 ht t ps: //www. chi sou. go. j p/sousei /about /kankei /i ndex.  

ht ml  （ 最終閲覧日 2021 年 10 月 30 日）  
 

-121-

https://www.mlit.go.jp/kankocho/workationbleisure/t
https://www.pref.kyoto.jp/gappei/1status.html
http://www.pref.kyoto.jp/tokei/cycle/kokucho/sokuho
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/0013288
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/kankei/index.


 

-122-



 

口頭発表 
 

【分科会６】 

-123-



 

今日から始めるメディア・ユニバーサルデザイン 
‐情報アクセシビリティ向上のためのポータルサイトと認証制度の創設‐ 
 

京都産業大学法学部 高畠ゼミ 

桶川 祐希（Okegawa Yuki）・高木 向日葵（Takagi Himari）・〇津本 和樹（Tsumoto 

Kazuki）・望月 風花（Mochizuki Fuka） 

（京都産業大学 法学部 法律学科・法政策学科） 

キーワード：メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）、情報アクセシビリティ 
 

1. はじめに 

私たちの研究目的は、誰にとっても見やすく、

伝わりやすくするための配慮手法である「メディ

ア・ユニバーサルデザイン（以下、MUD とする。）」

に着目し、MUD 推進の政策を提言することにある。 

近年、バリアフリー新法、SDGs、東京オリンピ

ック・パラリンピックの開催に伴い、バリアフリ

ーやユニバーサルデザイン（以下、UD とする。）

の実現が進み、設備面でのバリアフリーはある程

度整えられた。しかし、 視覚メディアのバリアフ

リーは、十分に取り入れられているとはいえない

状況にある。そこで本研究では、MUD ポータルサ

イトや認証制度を創設することで、MUD を社会全

体に広めることを政策として提言する。 

 

2. MUD とは 

MUD とは、UD の「全ての人のためのデザイン」

という概念を視覚メディアに反映したものである。

文字の大きさやフォント、色、デザインに配慮す

ることで、視覚障害者に伝わりやすくする配慮手

法だ。また、高齢者や他の障害者にとっても有効

である。日本眼科医会の調査によると、2007 年時

点で、日本国内の弱視者が 140 万人以上とされて

いる。日本の 65 歳以上の高齢者人口は過去最高

となっており、総人口の 29.1％を占める。MUD を

用いることで、こうしたハンデキャップを抱える

人が理解しやすいデザインを実現することができ

る。 

 

3. 本研究の背景 

3.1 法整備の状況  

 日本では、2014 年に「障害者の権利に関する条

約」を批准したことを受け、障害者基本法や障害

者雇用促進法を改正し、障害者差別解消法を制定

した。それにより、障害を理由とする差別は禁止

され、教育や労働・雇用などの場面で障害者に合

理的配慮を提供しないことも差別となり得ること

が規定された。 

また、2021 年には、障害者差別解消法が改正さ

れ、これまで一般市民への合理的配慮の提供が努

力義務とされてきた民間事業者についても、行政

機関等と同じように、法的義務が課せられること

になった。そして、2017 年に政府から発表された

「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」では、障

害のある人（及びその家族）に対して、合理的配

慮の不提供も含み、差別を行わないことが徹底さ

れている。こうした法整備により、社会全体に「障

害の社会モデル」の考え方を反映させ、 誰もが安

全で快適に移動できる UD の街づくりを強力に推

進していく必要があると考えられる。 

 

3.2 情報保障の必要性 

「合理的配慮」の内容は多岐にわたるが、ここ

では情報保障の必要性に着目したい。 

近年、IT 技術を用いたサービスが普及すること

によって、情報アクセシビリティの向上が期待さ

れている。その一方で、視覚障害者や高齢者など、

読み書きに困難がある人への配慮が不足すること

で、情報保障が不十分な現状がある。情報面での

合理的配慮を提供する上で、情報アクセシビリテ

ィの向上は基盤であり、色覚障害を含む視覚障害

者や高齢者が平等に正しい情報を得られる環境を

整備することが必要不可欠である。 

                      

4. 研究内容‐MUD の実践 

4.1 UD フォントを活用した文章レイアウト 

図 1 フォントによる見え方の比較 

 

現代社会では、数多くの文書が作成され、多く

の人が誰かに情報を提供している。しかし、この

文書の内容が伝わらなければ意味がない。まずは、

MUD の代表例である「UD フォント」を挙げる。UD

フォントとは、文字の見やすさや読みやすさに配

 

UD デジタル教科書体 NK－R 

 メディア・ユニバーサルデザイン（MUD） 

情報アクセシビリティ 

MS 明朝 

メディア・ユニバーサルデザイン（MUD） 

情報アクセシビリティ 

-124-



 

慮された書体である。ディスレクシアと呼ばれる

識字障害に対する合理的配慮になるだけでなく、

誰にとっても判読性が優れている点が大きな特徴

である。 

また、文字の大きさや太さ、行間・字間にも配

慮すれば、視覚障害者だけでなく、高齢者や児童・

生徒など、より多くの人に等しく、正しい情報を

伝えることが可能となる。 
 

4.2 色の組み合わせとデザイン 

色の見え方は、個人による違いがある。「色覚異

常」を有する場合、多くの人には違う色に見える 

色の組み合わせが、同じ色や似た色に見えて区別

しづらくなる。この「色覚異常」を有する人は、

日本人男性の 5%（20 人に 1人）、女性の 0.2%（500

人に 1人）といわれ、国内に約 350 万人いる計算

になる。色覚異常がある人は、赤と緑、紫と青、

ピンクと水色、焦茶色と深緑等が似た色に見える

（図 2）。そのため、MUD の観点からは、色覚異常

を有する人が区別しにくい色の系統の組み合わせ

は避ける必要がある。どうしてもその色の組み合

わせになる場合は、色の明度差をつけることで見

えやすくなる（図 3）。 

図 2 見分けにくい色の組み合わせ例 

 

図 3 明度差と彩度差による違い 

 

 また、区別がつきにくい色を用いざるを得ない

ときでも、いくつか工夫できることがある。グラ

フ等を作成する際は、背景とグラフ等の間にセパ

レーションカラーを使って、明度の異なるアウト

ラインや境界線をつけることでわかりやすくなる。

さらに、グラフの系列ごとに形を変えたり、それ

ぞれのエリアに異なるハッチングを入れたり、文

字、番号、アンダーライン、色名をつける方法等

も有効である（図 4）。 

図 4 グラフに境界線・柄・色名をつけて区別した例 

 

 これらは情報伝達を高める方法として、色覚異

常を有する人は勿論、高齢者、ロービジョン、さ

らには正常色覚のあらゆる人にとって有効な手段

である。 
 

5. 政策提言 

以上のように、UD フォントや色の組み合わせに

配慮する方法は、MUD を実現するための有効な手

段である。しかも、個々人が PC を使って文書等を

作成する際に少し配慮するだけで、多くの人にと

って見やすい資料を作成することができる。 
そこで、資料作成時に UD フォントの使用と色の

組み合わせに配慮することを MUD 実現の第一歩と

位置付け、これを社会全体に広めることを政策と

して提言する。 

具体的には、①一般向けの MUD ポータルサイト

を作成し、②UD フォントの使用と色の組み合わせ

に配慮する具体的方法や③MUD の好事例を紹介す

る。また、④積極的に MUD を取り入れる企業等を

認証する制度を創設し、企業等が主体的に MUD を

実践できるようにする。特に、④では MUD を実践

する個人も対象とする。そうすることで、MUD 実

践者の裾野を拡大でき、また MUD 実践者は UD フ

ォント等を使用することを通じて、「合理的配慮」

の提供や障害者差別の解消への理解を深めること

もできる。 

資料を作成する際に MUD を実践することで、受

け手が正しく情報を受け取れるようになることは、

情報の発信者・受信者双方にとってメリットがあ

る。MUD を進めることで情報アクセシビリティを

高め、ひいては UD 社会を実現していきたい。 
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精神疾患者のつながり を つく る  
－従来の「 カ タ リ バ」 を 基盤と し た空間的「 カ タ リ バ」 の導入－ 

 

チーム シ ルバーリ ボン  

○伊藤武瑠（ I t o Taker u）・ 野田悠太（ Noda Yut a）  

山本菜々美（ Yamamot o Nanami ）・ 矢澤亮（ Yazawa Ryo）  

（ 佛教大学社会学部現代社会学科）  

キーワード ： 精神疾患者の生き づら さ 、 学生のサポート 、 コ ミ ュ ニケーショ ン ア プ リ  
 

1． はじ めに 

近年、 精神疾患と いう 言葉を メ ディ アで報道さ

れ耳にし たこ と はないだろ う か。精神疾患は、2013

年度に従来定めら れていた日本の 4 大疾病に追加

さ れ、 5 大疾病と なっ た。 加えて、 2022 年 4 月以

降に施行さ れる高等学校保健体育学習指導要領が

改訂さ れ、 約 40 年ぶり に精神疾患の予防と 回復

に関する文章が教科書に掲載さ れるこ と が決定し

た（ 水野 2019）。 こ のよう な背景から 見ると 一見

精神疾患者の状況が改善さ れてき たよう に思われ

るが、実際にはどう なのだろ う か。こ の小論では、

精神疾患者施設への調査を通じ て、 私たち学生の

目線から 精神疾患者に対し てどのよう なこ と がで

き るのかを提案し ていきたい。  

 

2． 精神疾患者の現状 

内閣府令和元年度白書によれば 2017 年現在の

日本の精神疾患者の総人口は419万3千人である。 

こ れは 2017 年の総人口推計である 1 億 2670 万 6

千人の 3. 3％にあたる数値であたり 、およそ 30 人

に 1 人が精神疾患を発症し ている。 また 2017 年

患者調査結果から 見る と 前回（ 2014 年） よ り も

26. 4 万人増加し ている。  

こ う し た精神疾患は厚生労働省（ 2008） によれ

ば誰でも かかる可能性のある病気であり 、 精神疾

患者に対し て、 医療と 福祉の面から 様々な対応が

なさ れている。 医療においては、 日本は日本医師

会の調査によれば 32 万 9692 病床と 断ト ツで多い

（ 日本医師会 2021）。 福祉においては、 森實・ 中

森・ 木暮（ 2015） によれば 1987 年に精神衛生法が

精神保護法に改正さ れたこ と により 精神疾患者が

福祉の対象と なり 、1995 年に精神保護福祉法が成

立し 、 2006 年に改正さ れている。  

こ のよう に対応がなさ れているにも かかわら ず、

精神疾患発症者はなぜ増加傾向にあるのであろ う

か。 以下では精神疾患者の生き づら さ を見ていき

たい。  

 

3． 精神疾患者の生き づら さ  

内閣府（ 2012） によれば、 人生の重要な時期で

ある青年期に精神疾患を発症する場合が多く 、 在

学中の発病のためにその時期に病気を 抱えて過ご

すこ と により 就職経験も なく 社会生活への適応が

難し く なっ てし まう 。 加えて藤野ほか（ 2007） に

よれば入院期間が長期に渡る場合、 自立に対する

自信の喪失や人生における楽し みの喪失などの弊

害も 指摘さ れている。  

また、 関根（ 2011） は、 精神疾患者本人が精神

科病院を退院し 入院の前後で居場所や地域の人々

と のつながり の維持が困難と 思われる出身地域以

外で生活を 送る精神障害者を対象にイ ンタ ビュ ー

調査を行い、 退院後から 現在の生活に至るまでの

過程における体験の特徴と その過程で感じ る日常

の生き づら さ の要因を分析し ている。 その結果、

長期入院生活に適応するために構成し た「 自分は

精神科の患者」 と いう 自己アイ デンティ ティ は、

地域生活では自分を苦し めるだけの何の意味を な

さ ないと いう 現実に直面するこ と で、 ①自己の喪

失感（ 自分がなく なっ たよう な感覚）、②自己表現

の喪失（ 自分から は何も でき ない）、  ③内なる偏

見（ 社会の目が怖い）、 ④自己否定感 （ 普通の大

人にはなれない） の４ 点が精神疾患者の生き づら

さ の要因であると 指摘し ている。  

 

4． フ ィ ールド ワーク 調査から  

先行研究から 見た精神疾患者の生き づら さ の要

因の実態を 知るために、2021 年 7 月に京都市にあ

る施設 Aでフ ィ ールド ワーク 調査を行っ た。 施設

A は精神疾患者のみで活動を行っ ている NPO法人

であり 、 就労支援 B型に属し ている。  

 施設 Aの代表者によれば「 健常者から の理解が

少ない精神疾患者は、 施設 Aのよう な交流の場を

自分達の居場所と し ているが、 そのよう な交流の

場は年々減少し ている」 と のこ と である。「 精神疾

患者にと っ て、 精神疾患者同士や彼等を支えてく

れる人々と 交流する場が減少するこ と は、 自分達

の居場所が奪われてし まう こ と に繋がると と も に、

生き づら さ を感じ る大き な要因と なる」 と 語っ て

いた。  

 

5． 提案 

先行研究と フ ィ ールド ワーク 調査を踏まえて精

神疾患者の生き づら さ と いう 課題を解決するため

に、 安心でき る居場所を増やすこ と を提案する。
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すなわち、 お互いのこ と を気軽に語り 合う 「 カ タ

リ バ」 を増やすために、 まず必要最低限の従来の

「 カ タ リ バ」 を 作り 、 次に精神疾患者のための空

間的な「 カ タ リ バ」 も 作るこ と を提案し たい。  

必要最低限の従来の「 カ タ リ バ」 と は、 フ ィ ー

ルド ワーク 調査による NPO法人のよう な居場所や

「 京都市こ こ ろ の健康増進センタ ー」 のよう な行

政施設である。 行政ないし NPO法人のスペースに

話し 合える机と 椅子を用意し 、 パソ コ ン環境も 設

備し た「 カ タ リ バ」 にする。 さ ら に必要最低限の

従来の「 カ タ リ バ」 には空間的「 カ タ リ バ」 の導

入に向けた補助的な役割を担っ ても ら う 。  

対し て、 空間的「 カ タ リ バ」 と は、 社会的な背

景から NPO法人や行政に足を運べなく なっ た人や

自分が住んでいる周り に頼れると こ ろ がない人も

参加でき るための居場所。 つまり 、 バーチャ ル空

間でのコ ミ ュ ニケーショ ンを空間的「 カ タ リ バ」

と し て、 コ ミ ュ ニケーショ ンアプリ を 使用し て運

営を行う 。  

こ う し た空間的「 カ タ リ バ」 には以下のメ リ ッ

ト が期待でき ると 考える。  

まず社会的要因により 、 外出が困難と なっ た精

神疾患者は、 必然的に自宅に滞在する時間が多く

なる。 そこ で、 自宅で交流するこ と を 可能と する

空間的「 カ タ リ バ」 の導入により 、 自宅にいるこ

と が生き づら さ を感じ るこ と につながると いう 固

定概念を払拭し 、『 自宅の「 カ タ リ バ」 化』 を図る

こ と が期待でき る。 さ ら に、 従来であれば、 土地

や建物が「 カ タ リ バ」を設ける際に必要であっ た。

し かし 、 コ ミ ュ ニケーショ ンアプリ を 利用するこ

と により 、 イ ンタ ーネッ ト 上で交流の場を設ける

こ と が可能と なり 、 土地や建物の必要性が無く な

るこ と で、 安心でき る居場所を 増やすこ と が期待

でき る。  

 さ ら に、 新型コ ロナウイ ルスの感染防止が期待

でき るこ と も ある。 近年流行し ている新型コ ロナ

ウイ ルスにより 、 精神疾患者の生き づら さ を 失く

すための効果があると さ れる従来の「 カ タ リ バ」

は設けるこ と が困難な状況と なっ た。 し かし 、 非

対面の交流を可能と するコ ミ ュ ニケーショ ンアプ

リ を利用するこ と により 、 新型コ ロナウイ ルス感

染を気にするこ と なく 「 カ タ リ バ」 を 設けるこ と

が可能と なり 、 精神疾患者が抱える生きづら さ を

失く すこ と が期待でき るのではなかろ う か。  

 こ う し たメ リ ッ ト がある一方、 空間的「 カ タ リ

バ」 の導入に対する懸念点と し ては、 精神疾患者

がスマート フ ォ ンやパソ コ ンなどのコ ミ ュ ニケー

ショ ンツールの利用方法が分から ない場合がある

こ と が挙げら れる。 そのため、 学生のサポート に

より 空間的「 カ タ リ バ」 を精神疾患者が使えるよ

う になるこ と を 目的と し た企画を提案し たい。 内

容は、 学生が従来の「 カ タ リ バ」 のスタ ッ フ と し

て滞在し パソ コ ンやスマート フ ォ ンに不慣れな精

神疾患者に手助けを行う 。 近年の背景と し て新型

コ ロナウイ ルスの流行により 、 社会において、 オ

ンラ イ ン授業が主流と なっ たこ と で、 スマート フ

ォ ンやパソ コ ンなどのコ ミ ュ ニケーショ ンツール

の扱いに慣れた学生が増加し ている。 コ ミ ュ ニケ

ーショ ンツールの扱いに慣れた学生がサポート す

るこ と で、 従来の「 カ タ リ バ」 の円滑な運営が期

待でき る。  

 スマート フ ォ ンやパソ コ ンを通し て、 自分の地

域の枠を超えて全国、 さ ら に世界中の人と 繋がる

こ と が可能と なると いう 魅力を精神疾患者に提案

するこ と は空間的「 カ タ リ バ」 によるサポート の

1 つの特徴である。 学生がこ のよう なサポート を

行う こ と で、 精神疾患者が抱えている生き づら さ

が少し でも 減少するこ と が期待でき ると 思われる。 
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工福連携モデルの可能性 

‐障碍者雇用の現場におけるテクノロジーの導入‐ 
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キーワード：工福連携、障害者雇用、ディーセント・ワーク 

 

1.はじめに 

SDGs の 8 番目の開発目標では、「すべての人の

ための持続的、包括的かつ持続可能な経済成長、

生産的な安全雇用およびディーセントワーク（働

きがいのある人間らしい仕事）を推進する」と記

載されている。それに伴い日本では、2021年3月、

障害者雇用促進法の改定が行われ、障碍者の法定

雇用率が引きあげられるなど、障碍者の雇用促進

が進められている。しかし、法定雇用率の引き上

げでは、障害の程度が軽い人の雇用促進にはつな

がるが、障害により、著しく労働能力の低い者は

働く意志があっても、その恩恵を受けることはで

きない。実際、就労継続支援 B 型1の全国月額平均

工賃は、16,369 円(令和元年度)で、時給に換算す

ると 223 円となり、現在の最低賃金の全国平均で

ある 920 円を大きく下回っている。 

そこで、このような「取り残された人々」に対

する労働環境の整備について考え、ディーセント

ワークの実現に向け京都府の事業所をフィールド

にし、実践的に研究を行う。 

 

2.現状 

就労継続支援 B 型の事業所に通う障碍者は、就

労継続支援 A型と比べて重い障害を抱えていて、

比較的生産性が低いことから労働力とみなされて

おらず、最低賃金が保証されていない。京都府の

就労継続支援 B 型の平均工賃の推移を見ると、制

度創設の平成 18 年度の 12,999 円から、平成 30 年

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿___________________ 
1 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労

の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

その他の必要な支援を行う。 

度の 16,034 円まで、23.3%増加している。しかし

ながら、平均値が増加している一方で、最頻値は

9,025 円に留まっている。平均工賃が 2 万円以上

の事業所が 26.8%ある一方で、1 万円未満の事業

所は 33.1%となっている。また、指定基準第 201 条

第 2 項により、1月当たりの工賃の平均額は 3,000

円を下回ってはならないこととされているが、

3,000 円を下回る事業所も存在している。 

以上のことから、現在の就労継続支援 B 型の事

業所は二極化傾向にあるといえる。 

 

3.調査 

二極化傾向にある要因を探るため、月額平均工

賃 5 万円代の事業所と 1万円代の事業所にヒアリ

ング調査を行なった。 

高工賃を達成している事業所 Aは、株式会社が

運営している。そこでは、利用者の能力に応じて

仕事が割り振られており、比較的軽度な障がいで、

生産性の高い利用者から順に仕事をこなしてもら

うことで高い工賃を実現している。しかし、福祉

分野は専門外であるため、障害の程度が重い利用

者に対する配慮が乏しく、事業所内でも二極化傾

向にあった。それに対し、1 万円代の事業所 B は

出来るだけ利用者の希望に沿った仕事を割り振っ

ており、利用者の特性を最優先に考えているため、

高い工賃は実現できていない。担当職員も福祉を

専門としており、利用者の多くができる簡単な作

業内容の受注が多いことも低工賃の原因であるこ
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とがわかった。 

以上のことから、高工賃が見込める作業を受注

することと、事業所が生産性を高めるオペレーシ

ョンを行うことが工賃の底上げに繋がると考える。 

 

4.工福連携モデルの提案 

そこで就労継続支援 B型の事業所の新たなモデ

ルとして「工福連携モデル」を提案する。工福連

携とは工業と福祉の連携によって利用者の高工賃

化を可能にするモデルである。事業所にロボット

を導入、ロボットベースの仕事の受注を行い、ロ

ボットと利用者が協働で作業することにより、生

産性を高めるとともに高付加価値化を可能にする。 

 
【図 1】工福連携モデルと従来のモデルのフローチャート 

（筆者作成） 

 

5.検証と結果 

ロボット機械メーカーである川崎重工業株式会

社と協働し、社会福祉法人南山城学園をフィール

ドに工福連携モデルの検証を行った。 

まず、川崎重工業株式会社の製品である人共存

型双腕スカラロボット「duAro」の動作を細分化し、

ロボットができる作業・できない作業を明確化し

た。それを元に、duAro ができる作業・人が手を加

えなければならない作業、利用者が行える作業を

カード化し、ワークショップを行なった。それに

より、人が手を加えないといけない作業は単純作

業が主であり、利用者が現在行なっている作業に

類似していることが分かった。 

つまり、利用者とロボットが協働することで、

利用者の作業を変えなくとも、事業所全体の生産

性を高め、高付加価値な商品を生産することが可

能であることがわかった。今までロボットを入れ

ていなかった理由としては、就労継続支援 B型は

利用者ができる作業をベースに受注していたため、

ロボットを導入することで利用者の仕事を奪って

しまうと考えられていたからである。 

しかしこの検証により、そのような懸念も払拭

し、利用者の仕事は残したまま、作業効率の向上、

高工賃の構造を作り出すことができる。 

 また、ロボットを活用して製作する製品の出口

もディーセントワークの観点から重要だとの発見

もあった。水位計や高齢者の見守り機器など人の

命を守る機器の開発を進めているが、障碍者の

方々が機器作りを通じて「支援側」に回る意味は

大きく、当事者の方々の誇りに接続していく。 

 

6.考察 

就労継続支援 B 型の事業所にテクノロジーを活

用した協働ロボットを導入することで施設内の高

工賃を生み出す仕組みの起点となる。この工福連

携モデルを新たな福祉像として浸透させ、働く意

志のある障碍者の工賃の二極化構造の是正、工賃

の底上げを行うことで、障碍者にとってのウェル

ビーイングを実現させることが可能であると考え

る。 
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-孤立を軽減する取り組み- 
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1.研究目的 

近年、日本では、急激に少子高齢化が進んだこ

とに伴い、高齢者による犯罪、特に再犯が問題と

なってきている。平成 29 年 12 月に閣議決定され

た再犯防止推進計画においても、7 つの重点課題

の１つとして、高齢者に対する指導の充実が掲げ

られており、高齢受刑者の再犯を防ぐための取組

を今後一層強化していくことが求められている。 

そこで本稿では、高齢者犯罪について分析した

上で、高齢者の犯罪、特に再犯を防ぐ取組につい

て政策提案を行うことを目的としている。 

2．現状分析 

犯罪白書令和 2年版（2020）によれば、高齢者

の検挙人員自体は平成 20 年にピークの 48,805 人

となった。平成 28 年からは、減少傾向にあるが、

全体の検挙人員における高齢者率は、他の年齢層

の多くが減少傾向にあることもあり、年々高まり、

現在では、22%となっている。検挙される人の約 5

人に 1人が高齢者という現状がわかる。高齢者の

刑法犯検挙人員の罪名別構成比を見てみると、全

年齢層と比べて、高齢者では窃盗の割合が 7割と

高く、さらにそのほとんどが万引きであることが

わかる。高齢者は、万引きという比較的軽微な犯

罪により検挙されることが多いこともあり、検挙

されても矯正や更生保護による各種処遇に至らな

い場合が多い。そのため、捕まったあとも再犯を

おかしている高齢者が年々増加しており、近年の

高齢者の刑法犯検挙人員における再犯者率は、非

高齢者よりも高く、65～69 歳の者、70 歳以上の者

いずれにおいても 5 割を超えており、特に 70 歳

以上の者の再犯者率は、急激に上昇している。  

3．高齢者犯罪の背景 

3-1.犯罪白書の分析・調査 

次になぜ高齢者が犯罪に手を染めてしまってい

るのかと背景を分析していく。犯罪白書平成 30 年

版（2018）では、高齢犯罪者の支援・指導に携わ

る実務者からは、「高齢出所者の多くが孤独感や社

会の役に立ちたいという願いを抱きつつも，自ら

社会の中で仲間を作ることは不得手で、何らかの

形で地域とつながることが必要だと指摘する声が

ある」と指摘している。 

実際、平成 30 年度版犯罪白書（2018）の帰住予

定先に関する項目について、同居者別構成比をみ

る。家族・親族等と同居と回答した者は、罰金処

分者は 62.4％、執行猶予者は 56.3％、懲役刑の者

は 39．0％である。このように、罰金処分者から

懲役刑に処された者へと単身者の比率が増加して

おり、刑事司法により長期間置かれることにより、

親族とのつながりが希薄になっていく傾向を見出

すことができる。また、高齢入所受刑者の居住状

況というのは、住居不定が初犯者は 9.4%、2～4度

は 17.7%、5 度以上は 27.7%である。したがって、

高齢受刑者が社会内で安心して暮らせる居場所を

得ることは、再犯を重ねるほど難しくなる。これ

らのことから、高齢者犯罪の背景として「社会的

孤立」を見出すことができる。 

3-2.3 つの孤立 

太田（2014）の研究では、大きく分けて経済的

要因、福祉的要因、生活習慣要因、の 3 つの要因

があるとしている。その中でも生活習慣要因にお

ける社会的孤立に着目し、その中の 3つの孤立を

分析している。その 3つの孤立とは、①家族から

の孤立、②近隣からの孤立、③行政からの孤立で

ある。  

①は、家族から見守られていない、誰にも関心

をもたれていないという心理的な閉塞感が犯行の

抑止効果を低めているとする。②は、近所づきあ

いや近所に頼れる人がいない高齢者が多く、イメ

ージしている以上に高齢者は近隣から孤立してお

り、困ったときに相談に乗ってくれる者も助けて

くれる者もいないことが、高齢者にとって犯罪を

促進する要因になっていると指摘する。③は、行

政サービスや福祉制度があっても、高齢者がそう

いった情報を持っていなかったり、適切に利用す

ることができなかったりするとする。 

以上のような家族、近隣、行政からの 3つの社

会的孤立が他の犯罪要因と重なることで、高齢者

による犯罪を促進していることは充分に考えられ

る。 

4．現状の対策と課題 

4-1.特別調整と地域生活定着支援センター 

高齢者犯罪がここ数年問題となる中で、新たに

高齢受刑者に対する取り組みとして、地域生活定

着支援センターと連携した特別調整を紹介する。
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特別調整とは、高齢（65 歳以上）又は障害を有す

る入所者等であって、かつ、釈放後の帰住先がな

いなどの要件を満たす受刑者を候補者として、刑

事施設、保護観察所、地域生活定着支援センター

の 3機関が連携しながら出所後の生活の調整を進

める制度である。釈放後、速やかに福祉機関等に

よる必要な介護、医療その他の各種サービスを受

けることができるように調整し、円滑な社会復帰

を図ることを目的としている。特別調整を進める

ためには、まず本人が特別調整を希望する必要が

あり、その上で対象者になった者に対してどのよ

うな福祉サービスを調整するかなど、逐次本人の

意向を確認しながら進める。ここで重要な役割を

果たす地域生活定着支援センターとは、平成 21 年

度から地域生活定着促進事業が開始された際に、

矯正施設退所者を福祉につなげるため設立された

ものである。平成 23 年度末には全都道府県に開

設され、主に対象者が地域社会の中で円滑に福祉

サービス（障がい者手帳の発給、社会福祉施設へ

の入所など）が受けられるよう、保護観察所や関

連機関と協働して社会復帰を支援している。  

4-2. 現状の対策における課題 

 平成 30 年度版犯罪白書の特集において、特別

調整ついては、「一定の成果」があるとしたものの、

今後については特別調整の対象となるべき事情を

有しない高齢犯罪者が、再犯を繰り返している点

が指摘され、微罪処分や起訴猶予、罰金等で保護

観察に付されにくい傾向にあり，適切な指導や支

援を受ける機会を逸している者に対しての支援

（以下、「入口支援」という。）が必要であると指

摘している。 

 この点、先行研究においても、同様の指摘があ

る。川上(2018)によれば、入り口段階で、微罪処

分、起訴猶予で何の支援も受けないまま社会に戻

されてしまっており、高齢犯罪者の問題を根本か

ら解決するには、入口段階での支援をより積極的

に行うべきだが、資源不足によりセンターが入口

支援まで手が回らないとする。鷲野（2020）にお

いては、そもそも高齢犯罪者は、地域において必

要な支援が行き届かなかったがために罪に問われ

る行為に至った人たちであることが少なくないた

め、今後より一層地域の福祉関係者や関係機関が、

このことに気づき、今後は高齢者が地域で暮らし

ている段階での見守り、相談、支援をさらに強化

することが望まれると指摘する。 

 以上のことから、現状地域生活定着支援センタ

ー等の機関の連携により、高齢犯罪者への対策が

なされているが、その対象とならない高齢犯罪者

たちがいかに地域で社会的孤独を感じずに自立し

て暮らしていくことができるか、地域において長

い目で見た対策が必要と考える。 

5.政策提案 

現在、京都市では、令和 3 年から「再犯防止推

進計画の策定について」に取り組んでいる。「やり

直すことができる社会と安心・安全なまちの実現」

に向けて私たちは地域に着目し、こども食堂なら

ぬおとな食堂や NPO 法人マザーハウスでの取組み

を参考に「ふれあい食堂」提案する。 

こども食堂とは、地域住民や自治体が主体とな

り、無料または低価格帯で子どもたちに食事を提

供するコミュニティの場を指している。これらの

こども食堂の取り組みは年々増えてきておりそれ

らを生かした取り組みが高齢者でもなされている。

千葉県地域生活定着支援センターでは、として、

高齢犯罪者へのフォローアップの一環として年に

数回食事と団らんを提供する「おとな食堂」を開

催している。 

また、NPO 法人マザーハウスでは、 一人で社会

復帰ができない人のために、社会復帰の支援に力

を入れ、コーヒーを元受刑者で作成しそのコーヒ

ーを販売したり運営するカフェで提供したりして

いる。 

これらの取り組みを参考にし、私たちは「ふれ

あい食堂」を提案する。ふれあい食堂は、元受刑

者が再犯を起こさないことを目指し、そこで働き

ながら、地域の人や福祉関係者などとの交流の場

として提供することで孤立を防ぐ取り組みである。 

内容としては、元受刑者や一般高齢者を対象に、

食事や小イベントなどの交流会を開き、そこで元

受刑者は、食事などを販売することで社会復帰に

も繋がる。また、交流会に司法機関の人たちなど

セミナーや手続き方法などを教わることで行政と

のつながりももたらす。このような政策を行うこ

とによって、孤立が軽減され、高齢者犯罪減少に

も繋がるのではないだろうかと考える。 
【参考文献】 

(1)再犯防止推進計画 法務省：再犯の防止等の推進に関

する法律（再犯防止推進法） (moj.go.jp) 

(2)犯罪白書令和 2 年 法務省：令和２年版犯罪白書 
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-131-



 

ICT 等の認知症対策を最大活用するためには 
 

同志社オレンジゼミ 

○新谷 未来(Shintani Miku)･高橋 虎士朗(Takahashi Kojiro) 

(同志社大学政策学部政策学科) 

キーワード：早期発見、LINE、対話型 

 

1. 認知症とは 
認知症とは脳の病気や障害などの原因により認

知機能が低下し、日常生活に支障が出た状態を指
す。2020 年の患者数は、65 歳以上の層で約 600 万
人である。2025 年には約 700 万人に増加すると予
測されているため(厚生労働省老健局)、対策を充
実させなければならない。 

 

2. 早期発見の重要性について 
患者数の増加を抑える最も有効な手段は早期発

見である。アルツハイマー型認知症には、前段階
として軽度認知障害｢MCI｣がある。65 歳以上の高
齢者に占める割合は｢15～25%｣と推定され、自覚が
ないことも多い。この状態から年間｢10〜30%｣が認
知症に移行する。しかし、生活習慣の改善や治療
などにより正常に回復する可能性もあり、5 年後
に｢38.5%｣が回復したという報告もある。 
 

3. 現状の取り組みについて 

京都市では、認知症支援の目安を示す｢認知症ケ

アパス｣に対応させて認知症に対する基礎知識や

本人と家族向けのガイドブックを作成している。

また、認知症に対する正しい知識や接し方を学ん

だ｢認知症サポーター｣養成するための養成講座も

開いている。加えて地域包括センター、区役所、

支所及び警察署が連携し認知症による失踪リスク

のある高齢者を把握し、行方不明になった際に地

域ネットワークに情報提供するシステムも導入し

ている。この一環として、高齢者に対する GPS 端

末の貸出も行なっている。これらは事後的な対応

としては効果を発揮する一方、早期発見を促すに

は不十分である。 

 

4. 当事者への促し 
 早期発見には、高齢者が定期的に自ら状況を客
観的に確認する習慣を持つことが重要である。本
報告では、当初、家族形態に着目したが、家族形
態の違いで大きな差はないとされている(山下
2017)。家族以外からの当事者への行動の促しは、
かかりつけ医、近所の友人、見守りサポーター･老
人福祉員から行われることが想定される。かかり
つけ医については、一番身近な医療機関であるこ
とから認知症に関する研修会などによって早期発
見への取り組みは行われている(鈴木 2017)。また
京都市の高齢者(アンケート回答者)の｢76.0%｣は
かかりつけ医がいる状況である。しかし家族、友
人以外の相談相手として、医師は｢30.0%｣、そのよ
うな相手はいないという回答は｢34.6%｣であり、相

談先としての認識は少ないと見受けられる。次に
地域、サポーターからの行動の促しについてであ
る。同じアンケートによると、地域からの見守り
を受けたい｢9.7%｣、受けたくない｢37.3%｣という結
果であり、受けたくない割合が受けたい割合を大
きく上回っている。直接的なアプローチは忌避感
も高い可能性がある(京都 2020)。またネットやパ
ンフレットは当事者自身が能動的に接触しなけれ
ばならないために十分に活用されていないと考え
られる。 

 

5. LINE の利用 
60 代の SNS 利用率は年々上昇し、令和元年の時

点では LINE の利用率｢67.9%｣となっている(総務
省 2020)。また多くの自治体では LINE を利用し情
報発信を行っている。LINE のメリットは、住民に
とっては自治体の情報を自ら調べなくても得るこ
とができることである。自治体にとっては、情報
を求めていない市民にも知ってもらうことができ
ることである。 
京都市の公式 LINE では年齢設定、情報の取捨選

択機能、各サービスのホームページにアクセスで
きる仕様といった特徴がみられる。広報課にヒア
リングを行ったところ、60 歳以上の登録者数は約
3 万 2 千人もいた。発信に際しては、以前と同じ
内容であっても新しい情報を加えるなどの工夫を
されていた。また京田辺市のデータからも多くの
高齢者が利用しているがことがわかる(図 1)。こ
うした情報媒体として利用されている LINE であ
るが、認知症や高齢者に特化したサービスとして
は利用されていない。 

 
図 1:京田辺市ヒアリングメールより引用 

 

6. LINE での認知症チェック 
認知症チェック表としては京都市、大友式(複数

市で利用される)、東京都のものが特徴的である。
京都市のチェック表は一つでも当てはまれば相談
を促すだけであり、少々簡単に過ぎる仕様である。
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大友式、東京都では、チェック表の各回答に点数
が付けられており、その合計により、大友式では
｢正常、要注意、専門医へ｣の 3パターンへ、東京
都では該当点数以上の場合は相談へ促されるよう
になっている。大友式では｢正常｣以外は｢異常｣で
あると誤解を招いてしまう恐れがあり、東京都の
チェック表では該当点数以下であればサービスの
提案がなされないということも想定される。また
それぞれ各個人にあったサービスの提案はされて
いないためにチェックするだけで終わってしまう。
3 つの形式を検討した結果、大友式をメインに利
用することにより各個人の状態･ニーズ別に、異な
ったサービスの提案が可能であると考える。(図
2) 

 
図 2:質問、チェックの流れ 

大友式における質問項目には当事者では判断し
にくい質問があるため、当事者でも判断できる以
下(図 3)のよう青字の質問項目に変更する必要が
あるだろう。 

 
図 3:大友式認知症チェック 

またキャラクターアイコンを利用することで対
話をしているような形で親しみも与えることがで
きると考える。(図 4) 

 

7. 対話型でのチェック･各サービスの提案 

ローソンでは公式 LINE を、キャラクターアイ

コンを用いた対話型とすることでメッセージが送

信された際に 300～500 万件ものアクセスがあ

り、確実なクーポン利用、新製品の購入につなが

っているとされている(松本 2019)。 

このように｢①対話型②簡単な選択肢で会話が

進む形式③個人のタイプ･認知症チェック結果･ニ

ーズ別に異なるサービスの提案｣によりチェック

するだけに留まらず、各サービスの利用の増加に

つながると考える。 

最後に｢対話型 LINE チェック･サービス提案｣に

よって以下のことが、期待できると考えている。 

①一方的な情報発信ではなく、対話型によるサ

ービス提案を行うことで、サービス内容にまで目

を通してもらいやすくなり、実際のサービス利用

の増加につながる。また早期発見にもつながる。 

②チェック時点で認知症の疑いがないとされた

場合は｢現在の心配ごと･知りたいこと｣別に介護

保険、成年後見人制度、見守りサポーターについ

てなどの提案、認知症になる可能性が高いと判断

された場合は｢個人のタイプ(一人暮らし、外交的

内向的など)｣が加えられ、｢カフェ、見守りサポー

ター、包括支援センターの利用｣の提案、認知症の

疑いがある場合には確実な利用につなげたいため

｢包括センターからの連絡・訪問を選択｣というよ

うに段階に分けて提案を行うことで、きめ細かな

対応につながる。 

よって認知症の早期発見、対応に貢献できる｢対

話型 LINE チェック･サービス利用の促し｣を提案

する。 

 

 
図 4:京都市広報課キャラクター使用 LINE 想定画面 

参考文献 
⑴ 厚生労働省老健局：認知症施策の総合的な推進 
⑵ 鈴木邦彦:認知症の医療・看護・介護・権利擁護と地

域生活支援 1 章、ｐ1069-1073(2017) 
⑶ 山下、川西、稲垣、根本、並木、井上、長久、三

品、野村、北村:認知症の早期発見・相談を妨げる要
因に関する一考察、老年精神医学雑誌、第 28 号増刊
号Ⅱ、ｐ215(2017) 

⑷ 京都市：すこやかアンケート及び介護サービス事業
者に関するアンケート調査結果（2019）、第二章 

⑸ 総務省情報通信政策研究所：情報通信メディアの利
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アンコンシャス・バイアスをなくす試み 
-SNS 上の配偶者呼称の内容分析から- 

 

京都産業大学 藤野ゼミ E グループ 

○木元 勇輝（Kimoto Yuki）・韓 雨（Kan U）・山口 順己（Yamaguchi Naoki） 

・竹内 陸（Takeuchi Riku)・西村 知暉（Nishimura Tomoki) 

・佐藤 萌夏(Sato Moeka)・木多 真由香（Kita Mayuka） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 

キーワード：ジュディス・バトラー、夫婦の呼称、SNS 
 

1. 研究の目的 

昨今、日本でもジェンダー平等の意識が日々高

まっており、SNS やテレビなどのメディアを通し

て語られる「言葉」の用い方にもジェンダー平等

の視点から批判が集まるようになっている。「言語」

はジェンダー関係等を表象するだけでなく、我々

が無意識に使用することでジェンダー関係を日々

構築する可能性があるからだと思われる。 

例えば 2021 年 2 月 16日に放送されたテレビ番

組「火曜サプライズ」では、俳優の松山ケンイチ

氏が、配偶者について表現する際に「嫁」という

呼称を用いた。そのことが Twitter を中心に SNS

上で問題発言であるとして扱われ炎上した事から、

無意識に使用されていた言葉にも人々は敏感に反

応するようになっていることがわかる。 

ジュディス・バトラーの解釈に沿えば、「嫁」と

いう言葉には、言葉だけでなく、伝統や文化・歴

史等社会的文脈が背後にあり、反復されて使用さ

れる中で嫁としての社会の位置づけを作り、対概

念（婿・旦那など）の中で階層化がなされていく

ということになる（奥野 2006）。 

本稿では、最も身近な例として嫁、妻、家内な

ど現代のカップルが用いている「呼称」を取り上

げ、無意識にどのような社会的文脈で使用してい

るかを探る。また、我々が呼称を通じて無意識の

うちに日々作りあげてしまっているジェンダーの

階層的な関係をどのように、修正していくのかを 

言葉の用い方に注目し、行政等の「ジェンダー平

等啓発の広報」等として提案する。 

                    

2. 先行研究 

先行研究としては水本（2017）による自分の配

偶者を言及する場合、他者が配偶者を言及する場

合の呼称に関する研究が挙げられる。当研究は、

アンケート調査の結果、自身の配偶者の呼称とし

て「パートナー」のようなジェンダー・ニュート

ラルな呼称は普及していないことや他者に対して

も伝統的呼称が多く使用されていることを指摘す

る。他者の配偶者に言及するとき「夫さん」「妻さ

ん」と言った言葉をテレビドラマなどで扱うこと

や、意識して使うことなどによって言葉自体を変

化させていくことの重要性を示唆している。 

 

3. 方法 

本調査では、日常の出来事や所感を気軽に投稿

できる Twitter を情報源とした。Twitter の検索

機能を使用し、2021 年の 7 月～10 月の間の女性

にむけて使われる配偶者の呼称「嫁」「奥さん」「家

内」と、ジェンダー・ニュートラルな「妻」「パー

トナー」という呼称の計 5つを分析対象の語とし、

各呼称の Tweet のテキストをそれぞれ 200 件、合

計 1000 件を集めた。そこから乱数自動生成ツール

を利用し、それぞれ 100件ずつ、計 500 件を無作

為に抽出した。500 件のテキストをテキストマイ

ニングのフリーソフト「KH Coder」を利用し、計

量的なテキスト分析を行った。 

 なお、本稿では、文脈上、自身の配偶者を言及

したものか否かやどの性別の人が用いているのか

などにとらわれず抽出している。 

 

4. 結果 

 KH Coderで共起ネットワーク分析及び対応分析

をした結果、次の通りとなった。 

4－1.共起ネットワーク分析 

ここでは、5 つの呼称と共に出現する言葉、すな

わち共起する言葉のネットワークを導出し、分析

する。特にここで共起する言葉を名詞に限定し、

さらに頻出回数を 10 以上にしたものをグラフ化

した（図 1） 

この 4 つの呼称に共通に出てくる名詞は、「仕

事」であることがわかる。またそれが「自分」と

もつながりがある。さらにそれぞれの呼称と特徴

的につながっている名詞は、「妻」と「奥さん」は

「料理」、「嫁」と「家内」は「弁当」や「ご飯」

であった。「妻」には「家事」が共起していた。こ

のように「奥さん」「嫁」「妻」「家内」は家事にま

つわる「名詞」が多く見られた。一方で「パート

ナー」は家事に関する単語との結びつきが弱かっ

た。 

4－2.対応分析（散布図） 

さらに 5つの呼称と関連のある名詞との程度を

明らかにするために対応分析を行い、散布図を示
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した（図 2）。散布図では、原点に近いほど、関連

が少なく、原点に遠いほど、特徴的であるものが

配置される。 

この結果、「妻」「嫁」「奥さん」を使用した人は

似たような単語を使用していることがわかった。

「家内」「パートナー」を使用した人は特徴的な

単語を使用しており、「家内」は料理関係の語が

多いが「パートナー」では、幅広い単語、愛や同

性、ビジネスといったものが見られた。「妻」は

ニュートラルに思われるが、実際は、他の伝統的

呼称とは変わらない文脈で使用されていることが

見て取れた。 

 

 
図 1共起ネットワーク 

 
図 2対応分析（散布図） 

5. 結果からの考察 

 分析の結果から、「嫁」「妻」「奥さん」「家内」

には家事との共起が多く、自分と仕事との共起が

見られた。すなわち、これら 4つの呼称には、女

性が家事をするというパフォーマンス性が含まれ

ているとともに性別役割分業が一般化したころの

歴史的背景を包含した呼称となっている可能性が

示された。現在、人々がこのような呼称を繰り返

し使用することで、無意識のうちに固定した性別

役割分業や夫婦が対等の関係でないことを承認し

続けてしまう危険性がある。つまり、アンコンシ

ャス・バイアスを持ち続け、これまでのジェンダ

ー不平等な関係性を再生産してしまう可能性があ

るということである。 

他方で「パートナー」には偏ったイメージのある

言葉は出現せず対等かつ多様な関係性を包含した

言葉として使用されていることが読み取れた。 

6. 政策提言 

呼称を通してのジェンダー不平等の再生産の状

況を変革するため、無意識を意識化し、ジェンダ

ーニュートラルな用語を普及させていくことや今

まで用いられてきた「嫁」や「家内」等の言葉の

社会的文脈を置き換えていくことが政策になりう

る。ジュディス・バトラーは、解釈コードの撹乱

というパフォーマンスを行うことで、既存の言語

体制を転覆させ、既存の社会的文脈の書き換えが

できるとした（奥野 2006）。 

 今まで使用していた言葉を攪乱させるというよ

りラディカルな方法に関しては次のような提案が

できる。 

例えば、ジェンダー分野のクィア理論の創始者

たちが、性的マイノリティの侮蔑語である「クィ

ア」を性的マイノリティの総称語と用いたよう

に、「嫁」という言葉をそのまま用いながら、

「男」を組み合わせることで、「嫁男」という熟

語を配偶者の呼称として用いることである。特に

既婚女性が配偶者のことを「嫁男さん」などと呼

ぶことで今までの概念を攪乱させることが可能と

なる。特に漢字のつくり「家」の左右に「女」と

「男」という漢字があることで、家事、育児を女

性と男性が協働して行うものだと意識づけること

ができる。 

 こういった攪乱語を、自治体をはじめとするジ

ェンダー平等の推進啓発のキャッチコピーなどに

用いることで人々の無意識を意識化するとともに

人々に新たな認知を促進し、ジェンダー平等的な

新しい価値観を根付かせることができるのではな

いかと考える。あるいは、政府・自治体がジェン

ダーニュートラルな言葉を積極的に使用していく

ことがあげられる。 

最後に、鎌倉時代にできた「嫁」という言葉自

体、当初性別役割分業の意味はなかったと言われ

る。自治体、特に京都市は日本の伝統を持つ地域

として日本語の持つ歴史的・社会的・文化的文脈

を十分に解釈し、無意識のうちに市民のジェンダ

ー不平等性を再構築していないかなど議論したり

学んだりする場を設けることも考案したい。 

 
参考文献 

1)水本光美. (2017). 他人の配偶者の新呼称を探るアン

ケート調査―「ご主人」「奥さん」 から 「夫さん」「妻さ

ん」 への移行の可能性. 日本語とジェンダー, 17, 13-30.  

2)奥野佐矢子. (2006). 言語のパフォーマティヴィティ

による主体構築に関する考察 ジュディス・バトラーの思

想を手がかりとして. 教育哲学研究, 2006(93), 85-101. 
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防災標識を価値あるモノに 
 

龍谷大学 石原ゼミ チーム防災標識 

小笠原 凜（Ogasawara Rin）・〇菊地竜也（Kikuchi Tatsuya）・ 

田中大貴（Tanaka Taiki）・中尾文音（Nakao Ayane）・ 

濱口翔磨（Hamaguchi Shoma）・山本実央（Yamamoto Mio） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：防災標識、自分ごと、コンペティション 

 

1．研究背景・研究目的 

 日本には防災標識が多く設置され、種類も様々

である。そもそも防災標識の目的は、人々の命や

生活を守るための迅速な行動や避難行動を呼び

かけることである。 

しかし、防災標識の現状として、和歌山県東牟

婁郡串本町を対象とした調査によると、『70%の住

民が避難情報標識を「あまり見ていない」「見てい

ない」という回答から避難情報標識が浸透してい

ない。』と指摘されていた。別の調査では、『避難

場所を認識し、避難標識を見たことあるのは調査

対象者の 4割程度であり、充分に周知されていな

いのが実情であった。』と指摘されていた。それに

加え、筆者の実生活でも防災標識が街の景色に紛

れ込み、形骸化しているように思われ、本来の防

災標識の力が発揮されていないと考えていた。 

そこで、本研究では、防災標識の認知度・理解

度の実態についてアンケート調査により明らか

にするとともに、調査結果を踏まえて、防災標識

ワークショップ＆コンペの開催を提案する。 

尚、本研究では防災標識を「災害による人的被

害を軽減することを目的とした図記号または標

識」と定義する。 

 

2．アンケート調査 

実際に防災標識は、人々の命や生活を守るため

の迅速な行動や避難行動を呼びかけるという本

来の役割を果たしているのかを防災標識と身近

な標識の認知度や理解度を比較するアンケート

調査を行い、明らかにする。 

2－1 アンケート調査の概要 

龍谷大学・大学院在学中の学生142名を対象に、

龍谷大学深草キャンパス周辺の標識（防災標識、

案内標識、警戒標識、指示標識、補助標識、屋外

広告）の認知度や理解度を調査するアンケート調

査を実施した。期間は 2021 年 10 月 21～25 日の 5

日間行い、使用ツールは Google フォームを用い

て実施した。 

 

2－2 アンケート調査の結果 

 アンケート調査の結果から「標識を見たことが

あるか」という質問では防災標識を除く標識の意

味を知っている割合の平均 99.4％であり、防災標

識を見たことがある割合の 56.3％であったこと

と比較すると、防災標識の認知度は低いことがわ

かる。だが、防災標識だけで見ると、「見たことが

ある」割合は 56.3％「見たことがない」割合は

43.7％と「見たことがある」割合は「見たことが

ない」割合よりも高く、防災標識が風景に紛れ込

んでいることは実証できなかった。 

次に、「標識の意味を知っているのか（図 1）」

という質問では、防災標識以外の標識の意味を知

っている割合は平均 55.3％であり、防災標識の意

味を知っている割合は 5％であった。この 2 つの

調査結果を比較すると、防災標識の意味を知って

いる人の割合は少ないことから、防災標識が形骸

化していると言える。 
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45.8％
54.2％

はい いいえ

 
 
 
 
 
 
 
 

（図 1）防災標識の意味を知っていますか 

 
3．政策提案 

アンケート調査の結果から明らかとなった防災

標識の形骸化という課題を解決するための方法

として、ワークショップとコンペを織り交ぜた複

合的なイベントを提案する。 

 

防災標識ワークショップ＆コンペ 

防災標識ワークショップ＆コンペの内容を、

（図 2）に表した。 

Step1 では、防災標識ワークショップ＆コンペ

への参加は自らの意志で決定するため主体的で

ある。また、ワークショップに参加し、自ら思考

し、発言するなどの主体的な意見交換を行うこと

で記憶に残りやすい。 

Step2 では、防災標識のアレンジ、新規作成に

自ら取り組むことで主体性を獲得できる。 

Step3 では、他者の作品と自分の作品を比較す

ることで、それぞれの長所・短所を自ら発見する

ことで主体性を獲得できる。 

Step4 では、作品を掲示することにより、参加

者に達成感を与え、参加者の防災標識の意味や価

値を風化することを防ぐ。それに加え、参加者が

周囲の人々に伝播する役割を担い、中心的存在と

なり、主体性を獲得することができる。 

Step1～4を通じ、参加者はワークショップで議

論、コンペを通じ、主体性を獲得しながら、「自分

ごと」として捉え、防災標識や防災標識の現状な

どの理解度が高まる。 

また、本研究での政策提案では、上記のように

参加者が主体的に防災標識ワークショップ＆コ

ンペに取り組むことによって、防災標識を「自分

ごと」として捉えてもらい、防災標識の形骸化の

解消を図ることが期待できる。 

（図 2）防災標識ワークショップ＆コンペの流れ 

 

4．まとめ、今後の課題 

 本研究では、防災標識が風景に紛れていること

を実証することは出来なかったが、防災標識を認

知しているにも関わらず、意味を理解していない

という現状を明らかにすることができた。そして、

本研究における政策提案の今後の展望として、防

災標識に関するアンケートの対象を大学生に限

らず、その他の世代にも同様の調査を実施し、世

代ごとの認知度、理解度の差を踏まえ、防災標識

ワークショップ＆コンペの仕組みを検討する必

要がある。 

 

5．参考文献 

・佐藤 祐太・三浦 秀一朗・小野 長五郎・堺 茂樹（2008）

「津波避難誘導標識及び避難地案内板の認知度および活

動状況と課題について」（土木学会東北支部技術研究発表

会） 

『土木学会東北支部技術研究発表会講演概要』 

Ⅱ-0057. 

・森 拓実・山本 和清・宮﨑 渉・鈴木 一帆・友枝 萌子

（2019）「災害種別避難誘導システムのあり方とそのピク

トグラムの認知度に関する研究 －和歌山県東牟婁郡串本

町を対象地として－」（一般社団法人環境情報科学センタ

ー）『環境情報科学 学術研究論文集』33，p.223-228. 
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成年後見制度を中心とした 

高齢者支援の在り方について 

-エンディングノートを活用したアプローチ- 
 

京都府立大学 佐藤ゼミ 

○藤井健太（Fujii Kenta）・岡野未希（Okano Miki）・折原未唯（Orihara Miyu）・ 

鹿嶋康平（Kashima Kohei）・菊地諒（Kikuchi Ryo）・佐藤七実（Sato Nanami）・ 

芝原佑香（Shibahara Yuka）・髙木茉友（Takagi Mayu）・長田円（Nagata Madoka）・ 

南那奈（Minami Nana） 

（京都府立大学 公共政策学部 公共政策学科） 

キーワード：成年後見制度、エンディングノート、終活支援 

 

1．研究の背景と目的 

近年、日本では高齢化が急速に進行している。

2021 年の総務省による人口推計によれば、総人口

は前年に比べ 51 万人減少している中で、65 歳以

上の人口は 3640 万人になり過去最高となった。ま

た日本の 2021 年の高齢者の総人口に占める割合

は世界で最も高い。このような人口動向をふまえ

て、人生の終わりを迎えるための準備活動、いわ

ゆる「終活」の必要性が高まっている。 

本研究では、「終活」を支える制度やツールとし

て用いられる成年後見制度とエンディングノート

を取り上げる。成年後見制度とは、判断能力が不

十分な人々の生活全般を支援し保護するための法

律上の制度である。この制度を使えば、判断能力

が衰えた後も財産侵害を防ぐことや、本人の意思

決定に応じた支援を受けることができる。またエ

ンディングノートとは、人生の終末期などに備え

て自分の情報や意思を書き留めておくノートであ

る。これは成年後見制度とは異なり法的効力はな

い。近頃ではエンディングノートを無料で配布す

る自治体が多々見られる。これに比べ、成年後見

制度は、その利用率や認知度がまだまだ低く正し

い理解もあまり得られていないのが現状である。 

本研究ではエンディングノートの普及とこれに

連動させた成年後見制度の理解度の向上に焦点を

当て、若年層と比較しつつ主な制度利用者・担い

手となる中高年層を対象とした方策を考察し、「終

活」支援を行うための政策を提案する。 

2．研究の方法 

⑴アンケート調査 

京都府立大学の学生及びその家族 113 人を対象

に成年後見制度とエンディングノートに関する現

状と課題を把握するため、Google フォームによる

web 調査を行った。若者を中心とした 10-30 代（若

年層）および 40-80 代（中高年層）の 2 つの年齢

層を調査対象とした。質問は、回答者の年代や成

年後見制度とエンディングノートの認知度、各情

報源等の項目（複数回答可）を設定した。得た回

答から成年後見制度とノートの相関を分析した。 

⑵ヒアリング調査 

アンケート調査から得た課題の明確化と成年後

見制度の理解度向上を図るため、後見人等の重要

な役割を果たす㋐公益社団法人成年後見センタ

ー・リーガルサポート（全国の司法書士により

1999 年設立）京都支部、京都市から成年後見制度

利用支援業務を委託されている㋑京都市成年後見

支援センター（京都市社会福祉協議会運営の機関

として 2012 年設置）、㋒長岡京市健康福祉部高齢

介護課高齢福祉係、という 3組織にヒアリング調

査を実施した。事前に自治体のホームページ等か

ら得られた情報を下に、成年後見制度またはエン

ディングノートに関する熱心な取り組みを行って

いる組織をヒアリング先に選定したものである。

各組織の特徴に応じて質問項目を設定した。 

3．結果 

⑴アンケート調査 

筆者らの実施したアンケート調査では 113 件の

回答を得た。回答者の内訳は若年層が 87 名、中高

年層が 26 名である。若年層の 46%、中高年層の

84.6％はエンディングノートの存在を知っており、

「テレビ」を情報源とした回答は若年層 75%、中

高年層 68.1％であった。差を示した情報源は、「家

族・知り合い」で、若年層 15%であるのに対し中高

年層 27.2％であった。次に成年後見制度を「知っ

ている」との回答は、若年層 19.5％に対し中高年

層 69.2％であった。情報源を「テレビ」とする回

答が若年層 52.9％に対し、中高年層 22.2％であっ

た。一方、中高年層では「家族・知り合い」44.4％、

「新聞」27.8％であるのに対し、若年層では各

5.9％であった。自治体のホームページを見たこと

があるかの項目は、若年層 11.8％、中高年層

27.8％が「はい」と回答した。また、成年後見制

度の簡単な説明後、判断能力が低下した場合に利

用したいかとの質問には、若年層 90.8％、中高年

層 65.3％が「はい」と回答した。最後に、エンデ

ィングノートと成年後見制度の認知度の相関分析
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を行った。相関係数は、若年層では 0.42 と弱い相

関が認められたが、中高年層では -0.05 と全く相

関を示さなかった。  

⑵ヒアリング調査 

㋐リーガルサポート京都支部 

・成年後見制度に関する状況 

司法書士のリーガルサポート会員内における後

見人等の名簿登録者数は 220 人ほどである。利用

件数は、年々増加傾向にあり、特に地域の福祉セ

ンターから依頼されることが多い。 

・制度を利用するきっかけ 

認知症が進み、預金をおろせなくなる場合は多

く、入院を機に家族が相談するケースもある。 

・業務上の課題 

成年後見制度の認知度はあるものの正しいかた

ちで知られていないこと、利用者本人の意思決定

と保護の両立、親族とのトラブルが挙げられる。 

・エンディングノートの利用状況 

被後見人が用意しているケースは非常に少ない。

まだ先と考えているうちに認知能力が低下し任意

後見できない状態になる場合もある。その一方で、

本人の意思を尊重した代行決定にはエンディング

ノートの記載情報が役立ちうることが示唆された。 

㋑京都市成年後見支援センター 

・成年後見制度に関する状況 

令和 2 年度の相談件数は 1227 件で、相談者の

内訳は市民が 6割、地域包括センターやケアマネ

ジャーが 4割を占めた。相談内容は、制度に関す

る質問が約半数、制度への意見や苦情、家族から

の意見が 15.1%、市長申立てに関するものが 14.2%、

手続き支援に関するものが 11.2%であった。 

・業務上の課題 

制度名の認知度は高いが、正しく理解している

人はそれほど多くない。制度内容を広く啓発し浸

透させる必要がある。そのため、広報活動を行う

うえで、制度を正しく理解してもらえるように、

「制度の目的は本人の意思決定や自己決定を支援

しながら本人らしく生きてもらうこと」と、「本人

が望んでいることを実現するために法律と福祉の

面からサポートする制度であること」を強調して

伝えるよう心掛けている。 

㋒長岡京市健康福祉部高齢介護課高齢福祉係 

・成年後見制度に関する状況 

長岡京市は高齢化が進んでいる現状に際して、

成年後見制度利用促進に努めている。 

・制度啓発に関する課題 

単身高齢者へは早急な支援ができない、日常自

立支援事業から成年後見制度への移行のタイミン

グが難しい、後見人等への報酬負担があるため利

用に踏み出せない、家族による財産管理ができな

くなる、制度の情報を正しく理解していない等が

挙げられる。 

・エンディングノート作成の背景と課題 

府の総合給付金の活用、医師会が看取りに積極

的だったことが挙げられる。死後の項目が他の自

治体に比べて多く、エンディングノートが死後を

考える機会になることを想定している。啓発活動

も積極的に取り組まれ、わたしノート「あしあと」

では健康志向とエンディングノートを結びつける

べく、日常的な項目を多く盛り込んである。 

課題は、「あしあと」を紙媒体でしか配布してい

ないので電子媒体での配布の実現を挙げている。 

また、同じ終活支援としてエンディングノートと

成年後見制度のリンクは考えられてはいない。成

年後見制度に特化してエンディングノートを運営

する予定はない。エンディングノートと成年後見

制度には敷居の高低差があり、一貫性に欠けるか

らである。しかし、エンディングノートには専門

機関等の連絡先が記載されており、専門家に委ね

ることで制度内容の伝達の正確性を担保している。 

4．考察 

アンケート調査の結果からエンディングノート、

成年後見制度の各認知度はいずれも中高年層が若

年層よりも高いことがわかった。またその情報源

は、若年層が主に「テレビ」であるのに対し、中

高年層は「テレビ」以外からも広く情報を得てい

ることが分かる。この結果から、若年層と中高年

層の情報収集ルートが異なることが示唆された。 

 ヒアリング調査の結果では、成年後見制度の内容

をより正確に伝える必要性があることが明らかに

なった。㋒からは、成年後見制度は専門的な知識

を必要とするため、エンディングノートに直接的

に成年後見制度の情報を載せていないとの回答を

得た。アンケート結果からも中高年層の認知度は

成年後見制度とエンディングノートの相関関係は

見られず、㋒の考えを反映した結果となった。成

年後見制度を利用したいかの設問に中高年層は少

し慎重な回答結果であった点からも、簡単な制度

説明では不十分であると考えられる。ただし、㋐

のヒアリング結果に示されるとおり、エンディン

グノート自体は被後見人等制度利用者の意思決定

支援の一材料となる効果が期待される。 

以上から、現状では、エンディングノートを通

じて成年後見制度の理解度向上を図るのは難しい。

しかし、高齢者の意思決定等の支援をより充実さ

せる方向でエンディングノートを改良すれば、成

年後見制度との連携と正確な情報提供への活用の

可能性はある。同時にエンディングノートの利用

促進、周知拡大を図ることが重要となる。その手

段として、免許更新時や年金等の資料配布時にエ

ンディングノートの配布を行うことを提案したい。 
＜参考文献＞ 

・総務省統計局「1. 高齢者の人口」 

https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1291.html  

・塩浜克也:「終活事業と自治体」、法学セミナー、788 号、

pp.33-39（2020） 
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カ ラ オケ店・ 映画館を帰宅困難者の休憩スペースに 
 

龍谷大学 石原ゼミ 休憩スペースプロジェ ク ト  

○岩渕絵理（ I wabuchi  Er i ） ・ 公庄瑞規（ Kuj o Mi zuki ） ・  

坂本有紀奈（ Sakamot o Yuki na） ・ 高田里咲（ Takada Ri sa)  

（ 龍谷大学 政策学部 政策学科）  

キーワード ： 休憩スペース、 カ ラ オケ店、 映画館 

 

1. 研究背景・ 目的 

災害時には、 帰宅困難者がむやみやたら に動く

こ と でパニッ ク や群集事故などの二次被害や、 大

勢の人間が道路に溢れて緊急車両が通行でき な

く なる 等の問題が発生する こ と が想定さ れて い

る。 実際に東日本大震災では首都圏の主な駅や仙

台駅周辺で数万人単位の帰宅困難者が発生し た。 

京都市中京区において も オフ ィ ス 街やショ ッ

ピン グ施設が多数存在し ており 、 災害時に多く の

帰宅困難者が発生すると 考えら れる。 中京区の帰

宅困難者数は平日 13 時で 32, 219 人、 休日 14 時

で、 19, 033 人がそれぞれピーク である。  

帰宅困難者にはケガ人や乳幼児、 障害者など災

害時要援護者も 含まれる。 滞留時間が長引く と ト

イ レ や水・ 食料が必要になり 、 寒さ や暑さ で体調

を 崩す人も 出てく ると 考えら れるため、 ト イ レ や

備蓄のある休憩スペースが必要だと 考える。  

本研究では、 中京区のカ ラ オケ店・ 映画館を帰

宅困難者のための休憩スペースと し て活用する

ための政策を 提案する 。 こ こ での帰宅困難者は

「 自宅までの距離が 10 キロ以上で、 徒歩及び交

通機関での帰宅が困難な人」 と 定義する。 カ ラ オ

ケ店・ 映画館が休憩スペースに適し ている理由と

し て、 販売商品を 置いている小売店に比べ大人数

を 収容でき る広さ があるこ と 、 フ ード や飲み物が

備蓄になるこ と が挙げら れる。 加えて、 カ ラ オケ

店・ 映画館は駅から 徒歩圏内に多いので災害時で

も 見つけやすい。 以上のこ と から 、 カ ラ オケ店・

映画館を 帰宅困難者の休憩ス ペース と し て活用

する こ と は、 路上や駅周辺の人流を減ら し 混乱や

二次被害の抑制に効果的だと 考えら れる。  

 

2. 調査の概要と 結果 

中京区のカ ラ オケ店５ 店舗、 映画館２ 店舗に対

し 、 各店舗の従業員に以下の項目を 中心に聞き 取

り 調査を 行っ た。  

①コ ロナ禍での収容人数や部屋数 

②備蓄になるも のが存在するか 

 

 カ ラ オケ店の調査結果は表１ の通り である。 備

蓄は食品以外に非常持ち出し 袋やヘルメ ッ ト 、 貸

し 出し 用ブラ ンケッ ト がある店舗も あっ た。 また、

東日本大震災時に店舗を 無料開放し 一時避難施

設と し て機能し たカ ラ オケ店の事例も 存在し た。 

表 1 カ ラ オケ店の部屋数・ 収容人数・ 備蓄 

 A店 B店 C店 D店 E 店 

部屋数 約 66 約 130 約 31 約 51 約 20 

収容人数 約 100 約 520 約 123 約 125 約 130 

備蓄( 食品)  あり  あり  あり  あり  あり  

備蓄( 物品)  あり  なし  なし  あり  あり  

 

 映画館の部屋数・ 収容人数・ 備蓄は表２ の結

果と なっ た。 備蓄に関し ては約一日分のフ ード

やド リ ンク があるこ と が確認さ れた。  

表 2 映画館のシアタ ー数・ 収容人数・ 備蓄 

 A館 B館 

収容人数 898 1010 

シアタ ー数 11 12 

備蓄（ 食品）  あり  あり  

備蓄（ 物品）  ― ― 

また、 中京区のカ ラ オケ店・ 映画館で合わせ

て約 2, 906 人を 収容可能であるこ と が明ら かと
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なっ た。 中京区のピーク 帰宅困難者数と 調査し

た収容人数から 、 中京区の帰宅困難者数のう ち

平日で約 9. 0％（ 約 2, 900 人） 、 休日で約

15. 3％（ 約 2, 912 人） を カ ラ オケ店・ 映画館で

受け入れるこ と ができ ると 考えら れる。  

 

3. 政策提案 

 今回の調査から カ ラ オケ店・ 映画館を帰宅困難

者のための災害時帰宅支援ス テ ーシ ョ ン と し て

活用でき ると 考えた。 災害時帰宅支援ステーショ

ン と は、 災害によ り 交通機関が停止し た場合に、

帰宅困難者に水・ ト イ レ・ 道路情報・ 休憩場所の

提供等を 行う コ ン ビ ニや外食事業店舗のこ と で

ある 。 2 府 6 県 4 政令市（ 三重県・ 滋賀県・ 京都

府・ 大阪府・ 兵庫県・ 奈良県・ 和歌山県・ 徳島県・

京都市・ 大阪市・ 堺市・ 神戸市） を 代表する関西

広域連合と 事業者と の間で結ばれている「 災害時

における帰宅困難者支援に関する協定」 に基づい

て、 帰宅困難者の徒歩帰宅を 支援する。  

中京区のカ ラ オケ店及び映画館で 災害時帰宅

支援ステ ーショ ン と し て登録さ れて いる 店舗は

一店舗のみである。 そこ でステーショ ン数を 増や

す意味でも 、 災害時帰宅支援ステーショ ン制度を

京都市中京区、 ひいては関西全体のカ ラ オケ店・

映画館で適用さ せる必要がある。  

 帰宅支援ステ ーシ ョ ン の支援機能を 災害時に

有効に活用する ために、 関西広域連合主体で の

「 会員制度」 を提案する。 京都府に在住・ 通勤通

学する 人が関西広域連合に年会費を 払っ て会員

になっ て おく と 、 災害時にス テ ーシ ョ ン にて 飲

料・ 食料・ 休憩スペースなどを 無償で利用でき る。

加えて会員は普段から ステ ーショ ン 登録店舗で

割引などのサービスを 利用でき る。 年会費は関西

広域連合と 各ステーショ ン の事業者に支払われ、

ステーショ ンを 開設・ 運営する際の経費や収益に

充てら れる。 会員登録方法と し ては、 各ステーシ

ョ ン の災害時帰宅支援ステ ーショ ン ステ ッ カ ー

のそばに会員登録用 QR コ ード を 貼っ ておく 方法

が有効だと 考える。 またカ ラ オケ店ではテレ ビに、

映画館では予告に会員登録を 促す CM を流すこ と

で会員制度の周知を図る。  

 さ ら にステーショ ンと し てカ ラ オケ店・ 映画館

で 休憩場所を 提供する こ と によ り 分散帰宅も 促

進でき る。 加えて映画館の場合は座席間隔を 開け

る こ と やカ ラ オケ店で はグループ ご と に個室で

過ごせるこ と から 、 コ ロナウイ ルス感染症に対し

ても 十分な対策を と るこ と が可能である。  

 カ ラ オケ店・ 映画館を災害時帰宅支援ステーシ

ョ ンにし て会員制度を 取り 入れるこ と で、 帰宅困

難者と 企業の双方にメ リ ッ ト を生むと 共に、 帰宅

困難者の混乱や二次被害を 防ぎ、 分散帰宅を 促す

こ と も 可能になる。  

 

4. おわり に 

災害時、 ホテルやフ ァ ミ レ スまたはネッ ト カ フ

ェ などの滞在可能施設はすぐ に埋まる。 より 多く

の滞在可能施設を 用意し ておく こ と は、 こ れから

の災害に備えるためにも 重要である。  

 

5. 参考文献 

1） 朝日新聞 「 「 帰宅困難」 手つかず 都、 条例化図り

対策先行」  2012 年 01 月 07 日 朝刊  

2） 京都市消防局「 京都市事業者帰宅困難者対策指針」  

ht t ps: //www2. ci t y. kyot o. l g. j p/shi kai /i mg/i i nkai /kou

sui /sho2512-02-5. pdf （ 最終閲覧日 2021 年 10 月 15 日）  

3） 関西広域連合「 災害時帰宅支援ステーショ ン事業につ

いて」 （ 2021 年）  

ht t ps: //www. bousai . ci t y. kyot o. l g. j p/0000000219. html

（ 最終閲覧日 2021 年 10 月 22 日）  

4） 京都市情報館 「 災害時帰宅困難者支援マッ プ～あな

たの家までの経路を探し ます。 」  

ht t ps: //www. ci t y. kyot o. l g. j p/gyozai /page/0000108904

. html （ 最終閲覧日 2021 年 10 月 22 日）  
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災害時の性被害防止 
‐SNS 活用による情報収集と情報発信‐ 

 

同志社大学政策学部川口ゼミ 1 班 

○阿久津 千優（Chihiro AKUTSU）・浅田 桃子（Momoko ASADA） 

・岸本 涼子（Ryoko KISHIMOTO） 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：災害、性被害防止、SNS 活用 

 

1. 研究目的・意義 

日本で性被害発生の事実が知られたきっかけは

阪神・淡路大震災である。しかし、1995 年の

「被災地における人権」という集会の資料には

「女性が性被害にあったという噂があったが、兵

庫県警は『1件もない。デマである。』と否定し

た」と書かれていた(URL①)。そして女性が性被

害にあったという主張は「デマ」として扱われ、

女性らの経験を語る場は失われた。その後、東日

本大震災では被災地での女性の人権保護に向けて

政府の方針が、熊本地震でも内閣府男女共同参画

局から「男女共同参画の視点での避難所運営」に

取り組む旨の指示が出されるといった動きはあっ

たものの、依然として性被害に関する報告は集ま

りにくくデータとしても記録が少ない状況にあ

る。加えて車中泊の増加など避難形態の多様化に

より全体に男女共同参画の視点の普及が難化し、

性被害も潜在化した。そこで私たちは、避難所で

の性犯罪に関する安全の確保と現状の把握が不十

分であることから円滑な情報収集のための手段

と、また現行の取り組みに対する認知度の低さか

ら情報提供への工夫が、必要であると考えた。そ

れらに基づき、災害時の性被害に関する情報収集

と情報発信という点から政策を提言したい。 

 

2. 先行研究 

よりスムーズな情報収集・発信に向けて、2つ

の先行研究がある。 

 初めに、宮木(2012)の匿名コミュニケーション

による対人距離感の研究がある。ここでは 15 歳

から 44 歳の男女 1720 人に対し、匿名でのコミュ

ニケーションに対する意識調査を実施すると「自

らが匿名でいることで言いたいことを言いやす

い」とする人が男性 79.2%、女性 77.7%と男女共

に多いことがわかった。 

 次に、中野(2016)の災害時の性暴力に関する研

究である。災害時の性暴力撲滅に向け被災地でで

きることの提案をしており、その一つが「相談で

きる環境の整備」だ。性暴力に遭った時の通報

先・相談先の広報には、「災害後の性暴力を相談

していい」ことを知らせる効果がある。加えて、

被災地支援に携わる公的機関の職員やボランティ

ア、避難所のリーダー等には、災害後に性暴力の

発生リスクが高まることを認識して、適切な窓口

を知らせる役割があると述べられている。 

 

3. 先進的な取り組み 

災害時の性被害防止の最新事例として、熊本市

男女共同参画センターはあもにい(2018)がある。

はあもにいは回答者を育児中の女性に限定した

「熊本地震を経験した『育児中の女性』へのアン

ケート」を実施し、災害時の取り組みの結果や避

難状況を発表している。 

初めに、アンケート報告書によると、2回目の

地震直後の避難場所として最も多かったのは「建

物内と車中泊を含む自宅敷地内」の 556 人であ

る。その次に多かった「指定避難所」の 310 人と

大差をつけている。「親戚や知人宅」は 212 人と

3 番目に多かった。また、地震後の生活に直面し

た困難として「生活必需品の入手」が最多の 814

人であり、次に「正確かつ必要な情報の入手」が

363 人であった。 

 一方で、避難所運営の安全性を確保し子供を持

つ人が過ごしやすくなるよう、「性暴力 DV 防止

ポスター」の掲示や「親子ルーム」の設置を行っ

た。しかし、報告書では「ポスターを見た」人は

457 人中わずか 5人で、「親子ルームを知らなか

った」人は全体の 97%であった。この他にも避難

所での避難者へのヒアリングや意見箱の設置を通

して、女性のニーズ把握に取り組んでいた。 

 これらの結果から、避難形態の多様化と、取り
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組みと認知度の乖離が読み取れる。よって、従来

の情報収集・発信には課題があると言える。 

 

4. 現状調査 

 本件の現状を知るべく、2名の方にインタビ

ュー調査を行った。 

 一人目は NPO 法人国際ボランティア学生協会

IVUSA 事務局員の宮﨑猛志氏である。宮﨑氏によ

ると、「ジェンダー的な視点も含めて、日本の避

難所の環境は劣悪である」ことが分かった。女性

も含めた社会的弱者の保護や情報収集の仕組みが

不十分であることが、東日本大震災における国際

的な支援の中で世界に知られることになった。さ

らに災害における弱者とは「若い女性」に限らな

いことにも言及し、性に関する被害は被害者も言

いにくく周りも聞きにくいことが実態であると述

べた。 

 二人目は宮城県亘理町で東日本大震災に被災さ

れた森加奈恵氏である。森氏に「避難所で性的な

被害に受けたという声を聞いたことがあるか」と

尋ねたところ、あると答えた。しかし周囲も被災

している中、性的なものも含め自分の被害を訴え

ることは難しいそうだ。また、災害時への対策に

おける度重なる想定の必要から、避難所での性被

害の実態把握が不可欠であることも述べていた。 

 

5. 政策提言 

私たちはこうした実態を踏まえ、災害時の性被

害防止に向けた「SNS を利用した情報収集と情報

発信」を行うことを政策提言とする。まず、ある

先進的な取り組みを紹介したい。それは、国立研

究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法

人情報通信研究機構、株式会社ウェザーニューズ

と LINE 株式会社が協力し、開発された SNS と AI

を使った防災チャットボット SOCDA である(URL

②)。この SOCDA では、例えば、LINE から被災地

域にいると推定される方に対して「大丈夫です

か？」と問い合わせを行い、それに対して LINE

ユーザーが「無事です」、「事故が起きていま

す」、「怪我をしています」などというテキスト

と位置情報を送ることで、短時間での情報収集を

可能にする。しかし、この SOCDA では災害発生直

後の情報収集を目的に作られているため、避難後

のケアなどについては機能がない。 

  そこで、私たちの考える政策としては SNS の

メッセージで、被災者の方が自ら性被害の情報を

伝え、その情報を AI が集約して性犯罪の種類ご

とに分類し、自治体に報告する。そして、その情

報に基づき、場合に応じて、適切な相談窓口に案

内したり、避難所運営をしている人たちに伝えた

りすることができるというシステムである。この

システムのメリットとしては、被災者の方が情報

を伝える際、匿名性を維持することができるた

め、直接の紙のアンケートや聞き取りのアンケー

トよりも言いやすくなるということがある。ま

た、性被害を受けた・受けそうになったことを

SNS の利用により、即座に簡単に伝えることがで

きるという利点もある。また、今回調べてみて、

在宅避難など避難所以外での避難を選ぶ人が多か

ったことから、家庭内暴力に晒される危険性も読

み取れる。これらの危険から被害者を一刻も早く

保護すべく、即座に情報伝達が可能な SNS の活用

により、外部から被害者へ解決手段を提示するこ

とができる。 
 

6. まとめ 

 以上のように、避難形態の多様化や取り組みと

認知度の乖離といった現状から、災害時の性被害

の声が集まりにくく防止のための情報収集・発信

の仕組みが未熟であるという課題がわかった。そ

こで本論では、SNS の活用による災害時の性被害

防止に向けた情報収集と情報発信を提言した。被

災者が SNS を使用することで、避難形態に関係な

く情報を得たり、内容を周囲に知られることなく

被害を報告でき、より実態に即した取り組みを自

治体は行うことができると考える。 
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京都市の子供食堂の実態と支援のあり方 
 

京都産業大学 藤野ゼミ D グループ 

○武田世凪（Takeda Sena）・中村瑞穂（Nakamura Mizuho）・今西里穂子（Imanishi 

Rihoko）・渡邉夕凪（Watanabe Yunagi）・キムダビン（Kim Dabin）・山本佳穂

（Yamamoto Kaho） 

（京都産業大学現代社会学部現代社会学科） 

キーワード：子供食堂、居場所 
 

1．研究の目的 

日本では、近年急速に NPO 法人など民間団体が

運営する子供食堂が拡大している。子供食堂は、

子供達に食事を無料もしくは低価格帯で提供する

ことからメディア等でのイメージは、子供の貧困

化対策として定着しているが、子供の居場所づく

り、子供達の「孤食」を避ける、親同士のコミュ

ニケーションの場など多様な役割があることが

数々の研究から指摘されている。 

本研究は、京都市の子供食堂の運営代表者に対

するインタビューや参与観察を通して新型コロナ

ウイルス感染症流行による影響も含む、その実態

を調査し、京都市における子供食堂の役割や意義

を考察することを目的とする。調査結果から地方

自治体、特に京都市がどのように子供食堂を支援

していくべきかという観点から政策提言する。 

2．先行研究 

 子供食堂の役割や意義について調査している代

表的な先行研究は 2つある。 

 1 つ目は湯浅(2017)で、これによると、子供食

堂の多くは交流拠点としての「共生食堂」と生活

課題の対応を目的とする「ケア付食堂」の 2 つに

分けられる。実際にはそれぞれが混ざり合ってい

るとし、湯浅（2017）は 4象限マトリクスとして

子供食堂を類型化している。 

2 つ目は、七星(2020)で、これによれば、子供食

堂の意義は、当初「子供の貧困対策」に目を向け

た活動であったが、「地域交流拠点」や「地域づく

り」に広がっていったとする。さらに、現代の子

供食堂は、育児を社会全体によって取り組むケア

空間としての形を有しているとする。 

 

3．インタビュー調査の方法 

 本調査は、2021 年 7～8 月に HP などから情報を

得て、京都市内の子供食堂に連絡を取り、返答の

あった 6 団体の運営代表者をインタビュー対象者

とし、インタビュー調査を実施した。共通の質問

6 項目をインタビューガイドに基づく半構造化面

接法である。インタビューは感染症対策を行った

上で各団体、1 時間程度実施した。また、Ｅ食堂

に許可を取り、食事提供日への参加という形で参

与観察も 1 度行った。F 食堂はすでに長期にわた

り参与観察している。インタビュー内容について

は、すべてトランスクリプトを作成した。 
表 1：調査対象団体一覧 

 
4．インタビュー調査の結果 

①各団体が意識していると当該団体の役割・意義 

A 食堂では「子供食堂は入り口」、B 食堂では「思

い出をプレゼント」、C食堂は「保護者のゆとりが

こどもの幸せ」、D食堂は「食べるだけでなくみん

なとここで成長していく」、E食堂は「今晩一緒に

家族になろう」など、役割・意義に関する特徴的

なキーワードが聞き取れた。このように意義は多

様であったが、インタビュー内容のトランスクリ

プトを詳細に分析した結果、「繋がり」や「居場所」

というワードがどの食堂からも頻出した（表 2）。

そこで、どの食堂も共通して、「子供の居場所づく

り」に重きを置いていることがわかった。 

E 食堂での参与観察では、食事中には親と子供

が話している場面が多く見られ、親子のコミュニ

ケーションの場の機能もあると言えるだろう。学

習支援も実施している。また、ボランティアの世

代は多様で和気あいあいとコミュニケーションを

とっていた様子がみることができ、擬似的な地域

コミュニティや昔の大家族のコミュニティを作り、

人と人とが繋がる場所としても機能していた。 

F 食堂ではボランティアが良い素材を使用した

弁当提供を行い、利用者に食事の支援を行ってい

た。 

さらに子供食堂運営者が利用者とコミュニケー

ションを取ることで知った利用者が抱えている問

題とその対応については次の通りである。 

(1）共働きの影響で親の家事育児の負担が増加し

ている。（B,C,D,E）  

(2)地域の繋がりの希薄化。（E）  

(3)家庭内で解決できない問題の解決。(A,C,D，E) 

さらに C食堂や E食堂では、児童虐待の避難場所

の機能も果たしていることが明らかになった。 

このことから、湯浅(2017)に従い、調査食堂を類
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型化すると次のようになる。調査した食堂から

は、共生食堂タイプがあることがわかった。ま

た、どの象限にも該当することがわかった。 

 
図 1：子供食堂の類型化 

表 2：インタビュー内容から抽出された頻出語

 
表 3：各子供食堂への聞き取り内容 

 
②子供食堂の課題 

聞き取りの結果次のような課題がわかった。 

（1）自分達の活動の伝達方法 

 どの食堂も共通して利用者の多くをリピーター

が占めている。新規利用者が増えないという課題

を抱えている。真に必要としている人達に届いて

いないという不安を抱えている。 

（2）補助金へのアクセス等 

子供食堂の活動において、食材の調達や活動資

金は京都市子供の居場所づくり支援事業補助金制

度や国の休眠預金の利用や寄付、フードバンクが

重要な役割を担っている。そうした支援を得るこ

とで、子供食堂の活動を継続している子供食堂が

大半を占めるが、補助金や寄付の受け取りには格

差がある。支援金等の情報を知らないとする団体

もある。始めた年数の浅い団体は認知度が低く、

寄付金が集まりにくく、ネットワークを築けてい

ないという問題を抱えている。 

③新型コロナ感染症の影響 

 新型コロナ感染症の影響についても聞き取った。 

 A 食堂はコロナ流行の関係で、弁当配布に切り

替えため、前よりも集客数が増加した。一方で B

食堂は、コロナ流行により自営業の業績悪化した

め、コロナ流行後、子供食堂の実施を停止してし

まった。D 食堂は、コロナ流行により家庭環境が

悪化していると思われため、コロナ流行後子供食

堂を設置し運営を始めた。一方で、E 食堂はコロ

ナ禍においても利用者から活動を再開してほしい

という声があり人数制限をした上で子供食堂を実

施しているため、流行前より集客数自体は減少し

ている。F 食堂はコロナ流行後弁当配布に切り替

えたが、集客数はコロナ流行前と変化がなかった。

C 食堂はコロナ流行前後も変化なく子供食堂を実

施している。このように、コロナ流行によりほと

んどの食堂が影響を受け、縮小しているが、開始・

停止の正反対のケースが見られた。 

 

5．政策的示唆 

 本研究では、調査は 6団体にとどまったが、そ

れでも子供食堂は多様な意義と役割を担っている

ことがわかった。行政は、その多様性を認識し、

それぞれの子供食堂の活動に沿った支援を進める

必要がある。そのために行政は特に民間団体であ

る子供食堂との関係を密にし、情報のやりとりを

することは必要不可欠であると考える。情報のや

りとりをする一例として市職員も参与観察やボラ

ンティアとして参加が推奨されるだろう。 

さらにインタビューから見えてきた子供食堂の

課題から 3つの政策を提案する。 

1 つ目の政策として、子供食堂の活動の広報に

関する支援である。現在、京都市では、市 HP で子

供食堂の場所等の情報提供をしている。しかし、

食堂側は、団体の認知に対し不安をもっているた

め、さらに情報提供を強化する必要がある。具体

的には市営住宅の案内する際にその地域の子供食

堂の情報を提供したり、区役所等でのチラシとし

て渡すなど子供のいる家庭が子供食堂の活動を利

用する機会を得ることができると考える。 

 2 つ目の政策として、京都市が行っている子供

食堂支援金制度や企業の支援金を周知する活動を

提案する。そうすることで、様々な年代が苦労す

ることなく、情報を取り入れることができること

で資金難が原因で子供食堂の活動を諦めることが

なくなり、より多くの家庭・子供のケアをするこ

とに繋がる。特に新しい子供食堂を優先して、支

援金がまわるようにすることは重要である。 

 3 つ目の政策として、子供食堂の利用者の問題

を、すぐに京都市に繋げることができるようにす

ることである。ケア付き食堂としての機能を持っ

ている団体に対しては、行政が情報のやりとりを

頻繁に行うことで、ケア付き食堂の利用者の子供

が抱える問題に対して迅速に解決することができ

る関係性を築くことである。町内会組織が低迷化

していく中で、子供食堂等いわゆる NPO 法人の役

割・意義を重要視していくことが今後重要とな

る。            
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新たなる地域内循環の形成と福祉サービスの拡充 
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1．はじめに 

近年、全国的に高齢化や人口減少が進行してい

る。特に、地方や中山間地域ではその影響が著し

く、各地で高齢者に対する様々な政策や取組が行

われている。高齢化が進む社会で、高齢者一人一

人が、より生き生きとした暮らしを送り、支え合

って生きていける環境を地域単位で構築すること

が重要であると考える。 

本研究では、京都府の中山間地域である相楽郡

笠置町を研究対象とし、社会福祉協議会の福祉サ

ービスに焦点を当て、高齢者の介護、福祉に関す

る政策や取組を検証し、高齢者と地域の双方にと

って、より豊かな社会を目指すための提案を述べ

ていく。 

 

2．笠置町の現状  

2.1 笠置町の概要 

京都府相楽郡笠置町は、総人口 1,213 人(令和 3

年 10 月 1 日現在)で、京都府の最南端に位置する

自然豊かな地域である。キャンプ場やボルダリン

グができる施設等もあり、週末は観光客で賑わう。

また、人口増減率は 2010 年から 2015 年までの 5

年間で－15.87％となっており、人口減少が急速に

進行している。 

 

2.2 笠置町の高齢者の現状 

笠置町の高齢化率を見ると、令和 2年(2020 年)

の時点で 51.2％であり、京都府の 28.9％、全国の

27.9％という数値と比べても、笠置町の高齢化率

は非常に高いことが分かる。また、要介護認定率

をみても京都府、全国と比べて高いことが分かっ

た。さらに、笠置町の介護給付費をみると平成 28

年度では 226,907,381 円、令和元年度では

248,014,620 円と、その間多少の増減はあるもの

の、結果として増加していることが分かった。 

 

3．課題 

笠置町の「第 9次高齢者福祉計画第 8 期介護保

険事業計画」において計画の策定にあたり、令和

元年 2 月上旬から 2 月 14 日に、65 歳以上の一般

高齢者及び要支援認定者を対象とした介護予防日

常生活圏域ニーズ調査（以下、ニーズ調査）と、

在宅の要介護認定者を対象とした在宅介護実態調

査（以下、在宅調査）が実施された。 

調査の中の「現在の生活で不安を感じているこ

と」という項目では、ニーズ調査、在宅調査とも

に「自分の健康のこと」が最も多く挙げられた。

次いで、ニーズ調査では「配属者や家族の健康の

こと」在宅調査では「自分が寝たきりや認知症に

なること」が 2番目に挙げられており、健康問題

に関する不安を抱えている人が多いことが、調査

結果から読み取れる。 

加えて、笠置町における高齢者 75 歳以上 1 千

人あたりの介護職員の人員数は全国平均が 74.7

人であるのに対し、笠置町は 25.87 人と比較的少

ない。また、医療施設は一般診療所が 1 つ、歯科

口腔外科診療所が 1 つ、薬局が 1つある。町の高

齢化率やアンケート調査の結果をみても、介護・

医療・福祉に関するサービスが十分に足りていな

いことが予測できる。 

このことから私たちは、笠置町は高齢者の健康

問題に向き合い、高齢者に対する支援やサービス

をより充実させる必要があると考える。 

  

4．笠置町における福祉サービスの状況 

4.1 社会福祉協議会の必要性 

笠置町において、福祉サービスを提供している

のは主に社会福祉協議会であり、企業や NPO 団体

が行っているものは極めて少ない。そのため笠置

町における社会福祉協議会の重要性は高いと考え

られる。このことから、社会福祉協議会に焦点を

当てて福祉サービスの充実について考えていく。 

 

4.2 高齢者に対する取組 

笠置町の社会福祉協議会が高齢者に対して行っ

ている取り組みを 3 つ挙げる。 

1 つ目は在宅福祉サービス活動事業の「高齢者

ひとり暮らし・高齢者夫婦世帯、配食弁当サービ

ス」である。これは毎月第 2、4 金曜日に配食弁当

（1食 500 円）にてサービスを行っている。 

2 つ目は高齢者生きがい対策事業の一環として

行っている「書道教室」と「ちぎり絵教室」であ
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る。書道教室は毎月第 1、3 水曜日に開催してお

り、延べ 184 人が参加している（平成 27 年度時

点）。また、ちぎり絵教室は毎月第 3金曜日に開催

されており、延べ 68 人が参加している（平成 27

年時点）。 

3 つ目は京都府老人クラブ連合会に含まれてい

る「笠置町老人クラブ連合会」である。これは高

齢者同士が支え合う「友愛活動」を一層推進させ

るとともに、仲間づくりの輪を広げる「会員増強

運動」である。 

これら 3つの活動は、高齢者の健康増進を目指

したものや、高齢者の趣味を活かした活動である。 

私たちはこれらに収益を生み出すことができれ

ば、より高齢者に豊かな生活を与えることができ

ると考える。 

 

5．仮説 

埼玉県にある「BABAlab さいたま工房」では、

100 歳まで働けるものづくりの職場を目指すこと

を目的に、商品開発から販売までを高齢者が行っ

ている。得意の裁縫を生かした商品を製造するな

ど、自分の好きなことやできることを活かして働

く職場を作り、趣味の延長で行う活動や高齢者が

継続して楽しく働ける環境を作ることによって収

益を生み出すことに繋げている。こうした事例は、

様々なメリットが考えられるため、より画期的な

ものであると考える。 

そこから着想を得て、私たちは、地域で高齢者

が生き生きとしながら活動ができる環境を作るこ

とに加え、その活動が地域にお金を生み出すこと

ができれば、社会福祉協議会が行う福祉サービス

の充実が実現されるのではないかと仮説を立てた。 

 

6．政策提案 

笠置町にある株式会社 RE-SOCIAL は、これまで

獣害として大量に処分されていた鹿をジビエ肉と

して加工、販売することによって付加価値を付け、

地域資源へと生まれ変わらせるソーシャルビジネ

スに取り組んでいる。  

RE-SOCIAL にヒアリングを行うと、鹿肉の加工

の際に発生する鹿の皮が廃棄されている現状にあ

り活用されていないことが分かった。 

そこで、これまで活用されていなかった鹿の皮

を利活用して商品を製作し、その製造過程の一部

を地域の高齢者に担ってもらい、完成した商品を

販売する段階を笠置町の社会福祉協議会が事業と

して担う仕組みを提案する。 

実際に私たちは 3 つの商品を開発し、販売が実

現すれば合計で年間約 140 万円の収益の創出が見

込まれている。この収益を地域の福祉サービスの

充実のために活用することが有効であると考える。 

加えて、生きがい対策事業で既に展開されてい

る「写真教室」と「ちぎり絵教室」に対する仕組

みづくりも提案する。現在開催されている教室に

おいて作られた作品を地域内の旅館、飲食店に有

償提供するものである。 

このように今ある活動や事業に収益を生み出す

仕組みを創り出すことによって、社会福祉協議会

の収益が向上し、そこから主に 2つのメリットが

生み出される。 

1 つ目は、福祉サービスの充実である。社会福

祉協議会の収益が向上することで、幅広い福祉サ

ービスを行うことができると見込まれる。福祉サ

ービスには、在宅介護で利用できる介護保険サー

ビスの充実や、介護施設の新設に繋がりやすいと

考える。これらは、第 8 次高齢者福祉計画・第 7

期介護保険計画にある基本目標 3「安心して介護

サービスを使えるまちに」にも掲げられているこ

とであるため、充実させるべきであると考える。 

2 つ目は、高齢者の健康増進である。仕事では

なく、趣味の延長で行う活動に収益が生み出され

ることで、高齢者のコミュニティの創出や生きが

い・やりがいにも繋がりやすく、また活動を行う

中で、手先を動かし、認知症予防にもなると考え

る。 

 

7．まとめ 

これらのことから高齢者の QOL をより高めるこ

とができ、サービスが充実することによって、高

齢者にも間接的な利益を受けることができる。よ

って高齢者や地域の双方にとってより豊かな社会

が実現すると考える。 
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パン 屋×子ども 食堂＝SDGs 
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（ 京都橘大学現代ビ ジ ネス学部経営学科）  

キーワード ： 食品ロ ス、 子ども 食堂、 パン  

 

1． はじ めに 

 現在、 日本は食品ロスと いう 大き な問題を抱え

ている。農林水産省は年間 2531 万ト ンの食品が廃

棄さ れていると 公表し ている。 そのう ち、 本来 

は食べら れるにも かかわら ず、 捨てら れている食

品は年間 600 万ト ンも あると さ れている。こ れは、

単純計算で国民一人当たり 毎日お茶碗一杯分を廃

棄し ていると いう こ と になる。  

食品ロスは生産・ 製造現場から 飲食産業、 そし

て家庭まで多様な場で発生し ているが、 本研究で

は、 パンに焦点を当てるこ と にする。 京都府はパ

ンの消費量が全国で上位に入る一方、 廃棄する量

も 多いこ と が問題視さ れている。  

そこ で、 パン屋の廃棄分による食品ロスを 減ら

すために、 どのよう な対策を 講じ る必要があるの

か、 また別の用途で再利用するこ と はでき るのか

について施策を 考えそれを提言し たい。  

 

2.  パン屋での廃棄の現状 

 パン屋が直面し ている問題と し て上述し た通り

廃棄さ れるパンが多いこ と が挙げら れる。「 r ebake」

が独自に行っ た調査によると 、 一日に廃棄さ れる

パンはおおよそ全体の 5～10％と さ れている。 10

個作っ たパンのう ち、1 つは廃棄さ れているのだ。

こ れら のパン屋の食品ロスの原因は主に 2 つある。 

 １ つ目は、 天候に左右さ れると いう 点である。

厳し い暑さ の日や雨の日、 雪の日などはお店に足

を 運ぶ人が減るこ と によっ て、 売上が落ちる。  

 ２ つ目は、 規模の大きいお店の場合、 陳列棚に

空き を見せないパン屋の方針があるから である。  

そのためパンを 過剰に作ら ざるを得ず、 廃棄ロス

が生まれる。  

 こ れら が原因で廃棄さ れるパンは、 その物自体

に不備はなく 、 日持ちのするも のも あれば、 冷凍

保存可能なも のも 多い。 廃棄するのではなく 再利

用でき る用途を 与えるこ と で、 合理的に食品ロス

を 減ら すこ と ができ るのではないか。  

 

3.  子ども 食堂の状況 

日本では2015年時点で子供の7人に１ 人が貧困

状態に陥っ ていると いわれている。 そう し た社会

状況を反映し て、 子ども に無償または安価で食事

を 提供する、 子ども 食堂と 呼ばれる NPOによる施

設が近年増加し てき た。 下の図 1 の通り 、 2016 年

時点では 319 箇所だっ たが、 2020 年には約 15 倍

の 4960 箇所になっ ており 、増加傾向が顕著に表れ

ている。  

 
図 1 こ ども 食堂全国箇所調査 

出典: NPO法人全国子ども 食堂支援センタ ーむすびえ( 2020

年)  

 

子ども 食堂の献立は、 栄養士が携わっ て考案し

ていると こ ろ も あり 、 レパート リ ーは拡大傾向に

はある。し かし 、パンを主体と し た献立は少ない。

先に述べた原因で売れ残っ たパンをこ こ に結び付

けて提供するこ と ができれば、 食品ロスを低減す

る一助になると と も に、 食堂運営 NPOの食材コ ス

ト を 下げるこ と ができ るし 、 子ども たちが喜ぶ料

理のレパート リ ーを増やすこ と ができ る。  

 

4.  政策提言 

私たちの提言は、 京都市内のパン屋各店舗で売

れ残っ たパンの情報を一つのサイ ト に集約し 、 そ

こ に子ども 食堂運営 NPOがアク セスし て、 適宜そ

のパンを無償で提供し ても ら える仕組みを構築す

ると いう も のである。  

まずこ の情報提供のための WEBサイ ト を用意す

る。 パン屋には、 当日残っ たパンの種類や量、 消

費期限などの情報をこ のサイ ト 上に入力し ても ら

い、 それは即表示に反映さ れる。 品は必要に応じ

各店舗で保存（ 冷凍も ） し ても ら う 。  

一方、 子ども 食堂 NPOはそのサイ ト にアク セス

し 情報を見て、 各自その時欲し いも のがある店舗

に連絡し 受け取り に行く 。  

こ の WEBサイ ト の設置には、 専用サーバーを 置
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けば月額 5000 円以上の費用がかかるが、無料ホー

ムページやブログ設置サービスを利用すればコ ス

ト はかから ないし 、 役所や NPOの既存システムを

利用するこ と も 想定可能である。 実際の情報入

力・ 提供画面の作成には京都橘大学情報工学科の

力も 借り るこ と ができ る。 いずれにし ても 、 大き

なコ スト をかけずに実践でき るこ と は、 こ のサー

ビスの本質にも 合っ ていると 考えら れる。  

なお、 賞味期限切れ廃棄予定の商品を有効利用

し よう と いう コ ンセプト では、「 TABETE」 と いう 類

似し たサービス（ アプリ ）がすでに存在し ている。

こ ちら は廃棄予定の商品を安価で販売・ 購入する

こ と を目的と し ており 、 こ こ で提案する子ども 食

堂向けの無償と いう コ ンセプト と は趣旨・ 目的が

異なるも のである。 また、 私たちの提案では特に

専用アプリ 等の開発も 必要と し ない。  

私たちの提案するこ のサービスの実施に当たっ

ては、 まず当面京都橘大学の位置する山科区から

運営を始めていく こ と を想定し ている。 山科区に

は現在、パン屋が約 20 店舗、子ども 食堂が 6 軒存

在し ている。 こ れら に直接参加を呼びかけるこ と

で開始する。 店舗や NPOへの参加の働き かけは、

ぜひ区役所担当部署から も 進めて欲し いと 期待し

ている。 仕組みができ て上手く 回転するよう にな

れば、 京都市内をはじ め他地域への応用も 可能に

なるだろ う 。  

 

5． おわり に 

食品ロス問題は、SDGs の 12「 つく る責任つかう

責任」 の目標に該当し ている。 ただ、 本提案はそ

れだけでなく 、 それを子ども 食堂と 結びつけるこ

と で 2「 飢餓をゼロに」、 3「 すべての人に健康と

福祉を」 などにも 対応し ているし 、 地域内でのパ

ン屋と 子ども 食堂の連携と いう 点では 11「 住み続

けら れるまちづく り 」 にも 展開する要素を 持っ て

いる。  

こ の提言は、 食品ロスと 子ども の貧困、 2 つの

社会課題への取り 組みと し て、 比較的小さ く 身近

なと こ ろ から 始めら れると いう 点が特徴だと 考え

ている。  

こ う し てパンを 食べた子供たちが、 将来そのパ

ン屋の客層と なり 、 フ ァ ンと なっ てく れるこ と を

期待する。  
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1. 問題意識 

2017 年に京都市民 4000 人を対象に京都市が実

施した「市政総合アンケート」では、「地域の住

民同士のつながりは強くない」と答えた人が

54.1%と半数を超えており、地域のつながりの希

薄化がうかがえる。地域のつながりに関して株式

会社日本総合研究所は、市民活動が活性化すれ

ば、地域貢献への意識向上、人口流出の縮小とい

った地域のつながりの形成が促されるとしてい

る。すなわち地域課題の解決には、住民の主体的

な参加を前提とした地域のつながりが不可欠であ

る。これまでの住民参加は、公共心をもった無報

酬のボランティアに頼ってきた。しかし、2019

年に実施された同アンケートの調査によると、

2019 年度のボランティア参加率はわずか 21.8%に

とどまっている。無私の住民の出現を待っていて

も、地域の課題を解決することはできない。従っ

て、互酬的な性格をもち、市民を惹きつける新し

いボランティアのかたちが求められている。 

 

2. 現状分析 

互酬性に基づくボランティアを促す政策の一つ

に地域通貨が挙げられる。地域通貨は、地域に貢

献する活動に応じて報酬を通貨の形で得る仕組み

である。この政策では通貨の価値をインセンティ

ブにし、地域に貢献する活動を引き出すことで、

互酬性を生み出してきた。 

しかし、地域通貨の仕組みには以下の 3つの課

題がある。第 1に、活動内容に制限がある点であ

る。通貨の付与者が対象となる活動内容を逐次提

示しなければならず、幅広いニーズに対応するこ

とができない。第 2に、通貨の発行量を常に管理

しなければならない点である。通貨という性格

上、インフレ・デフレの管理が不可欠となり、専

門的な知識が必要になる。第 3に、市場と競合す

る点である。地域通貨は、ある地域で現金の代わ

りに使用される。地域通貨をボランティアの報酬

としても、賃金労働と同じである。 

そこで、私たちは、「タイムバンキング」とい

う制度に着目した。これは内容に関わらず、自分

が提供した労働時間がクレジットに還元される制

度である。 

海外でも、様々な形でタイムバンキングの仕組

みが運営されている事例がある。たとえば、イギ

リスのウェールズ地方ブリッジェンドブラインガ

ルでは、炭鉱の閉山を契機とした失業者の増加に

よる治安の悪化・コミュニティの崩壊・人口流出

といった地域の課題に直面していた。これらの問

題を解決することを目的として、2004 年に、タ

イムバンキング制度が採用された。ここではごみ

拾いやクラブの運営などの活動を 1時間当たり 1

タイムクレジットとして、活動時間分のタイムク

レジットを付与し、獲得したクレジットをカフェ

での利用やイベント参加に使用できる。この制度

が導入された結果、住民同士の交流が深まり地域

が活性化し、先述した社会問題の改善に寄与した

と言われている。 

日本でも、いくつかの地域でタイムバンキング

制度が活用されている、私たちは大阪市中央区

で、タイムバンキング制度を運営している、特定

非営利活動法人ボランティア労力ネットワークの

理事である森脇宜子氏と前理事の竹中清子氏にヒ

アリング調査を行った。ここでは 1時間を 1クレ

ジットとし、獲得したクレジットは子育て支援や

障子張りなど様々なサービスに使用できる。森脇

氏らは、この活動を通し時間に余裕がある人とな

い人が補い合い助け合うことで、人と人とのなが

りが築かれると語っていた。 

以上のように、タイムバンキングは地域通貨に

おける 3つの限界を克服している。タイムバンキ

ングは活動内容に制限がなく、通貨を発行しな

い。加えて、これは市場と競合しない。広井

(2017）は福祉を公共私の三形態に分類し、市場

は交換の性格を持つ「私」的原理とする。これに

対し、互酬性の性格を持つ福祉は「公」的原理と

分類している。タイムバンキングは互酬性に基づ

く「公」的原理といえるため、私的原理の市場と

は競合しない。 

しかし上記の先行事例においては、サービスを

受ける必要のない世代には、クレジットを得る動

機付けがない上に、サービスを積極的に提供でき

ない世代はクレジットを得る手立てがないという

課題がある。そこで本稿では、タイムバンキング

を基盤としつつ、長期積立を促す「おかげさまク
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レジット」提案する。 

 

3. 政策提言 

「おかげさまクレジット」は、マルセス・モー

スの『贈与論』から着想を得たものである。モー

スが贈与体系の必要条件とした「与える義務」

「受け取る義務」「お返しする義務」に即して、

タイムバンキングの仕組みを構築する（モース 

2014）。 

3-1. 制度の概要 

おかげさまクレジットは、京都市内で導入す

る。ある人がボランティアで他人のために 1時間

の時間を提供した場合、6クレジットを獲得す

る。そのうち 1クレジットは貯蓄に回すことで、

長期積立型の利用を促し、短期交換型との両立を

図る。積み立ては 65 歳未満を対象とする。 

時間の交換は、個人と個人、個人と行政の間で

行われる。個人間の具体的な活動内容は、病院へ

の送迎や庭の手入れ、産後の家事の手伝い、家事

支援などが想定される。対して個人と行政間で

は、地域イベント開催の手助けや公共施設の掃除

などである。クレジットは、アプリによって管理

される。活動を通して獲得したクレジットは、個

人や京都市に贈与及び寄付することができる。お

かげさまクレジットは、京都市の総合政策室が担

当し、アプリの開発を行うための体制を作る。 

3-2. おかげさまクレジット利用の流れ 

(1)利用希望者にアプリをインストールしてもら

う。 

(2)利用者に向けて、アプリ内でのチュートリア

ル及びルールブックを配布し、制度の仕組みに対

する理解を促す。 

(3)利用者が貢献できる分野、利用したい分野、

参加したいイベント等、所定の様式に記入を求め

る。 

(4)登録が完了したら、1クレジットを付与し、

利用者は本制度の利用を開始する 

3-3. アプリの機能 

アプリの主な機能はクレジットの管理・マッチ

ング・市内マップの表示である。マッチングの

際、提供者と利用者は共に相手の性別や年齢層を

選択することができる。活動後、利用者が評価

(良い・普通・悪い)をすることで、全体の活動水

準は一定に保たれる。市内マップは、利用者のス

キル・ニーズをマップ上に表示し、需要と供給を

可視化することができる。 

3-4. おかげさまクレジットのメリット  

おかげさまクレジットのメリットは、以下の 4

点である。第 1に、システム利用者同士が顔の見

える形でサポートし合うことで、市民間のつなが

りを強めることに貢献する。第 2に、提供する活

動内容が限定されないため、幅広いニーズに対応

でき、様々な地域生活問題の解決に役立つ。第 3

に、長期積立により、自分の行ったボランティア

の蓄積を確認することができ、その分だけサービ

スを余計に受けることができる。第 4に、行政が

運営することで、信用が確保され、イニシャルコ

ストを税金で賄うことができる。 

 

4. 展望 

「おかげさまクレジット」は、奉仕精神のみに

依存しない、新しいボランティアの形を提案する

ものである。水野・加藤(2008)によると互酬性に

基づく奉仕の経験の繰り返しが公共心を育んでい

くとしている。この意識変化とおかげさまクレジ

ットの仕組みによって、ボランティア活動が持続

可能なものになる。加えて地域住民の交流を促

し、顔の見える関係を形成することで、地域福祉

を推進する基盤となる。 

また、本システムの導入により、市内の各地域

コミュニティにおけるつながりの強さを可視化す

ることができ、まちづくりにとって重要である地

域のつながりの変化をモニターすることができ

る。 
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1. はじめに 

 近年、コミュニティを取り巻く環境は大きく変

化し、特に少子高齢化・人口減少は、地域社会に

大きな変化を生み出している。公益財団法人日本

都市センター(2020)によると、「社会情勢の変化

や個人の価値観の多様化により、地域活動への無

関心、若者の地域離れ等が課題となっている。特

に世代間での地縁型コミュニティに対する意識や

価値観の乖離が生じている」としている。 

本研究対象地域である福知山駅から北側エリア

は、駅南の開発が進んだこともあり、シャッター

商店街となり、街としての賑わいに欠ける。地域

コミュニティの衰退も懸念され、地域コミュニテ

ィが希薄化することは、治安、防災、防犯などの

面に悪影響を与えかねない。若者の地域離れを抑

制し、誰もが住み良い社会を作り上げるために多

世代のつながりを深めることは重要である。 

 加えて、総務省統計局(2019)によると、全国の

空き家数は約 849 万戸、全住宅に占める空き家の

割合は13.6%となり、過去最高記録となった。「空

き家については増加の一途を辿っており、防災、

衛生、景観等の面で影響を及ぼす社会問題が発生

いている。空き家の有効的な利用のための対応が

各地において必要とされている(引用：総務省統計

局)」としている。 

 我々は「地域コミュニティの希薄化」「空き家

の増加」この二つに問題意識を抱いている。 

 

2. 研究目的 

本研究では、福知山旧市街地エリアにおける古

民家「さつき荘」を多様な用途でシェアすること

で、地域コミュニティの活性化及び空き家・古民

家活用モデルの創出を目指す。また、周辺エリア

を一つの街「サツキシティ」とし、「さつき荘」

を観光や地域の交流活動の拠点とすることで、新

たな賑わいを生み出すことを目標としている。さ

らに、古民家活用空き家活用の一事例として他地

域に発信し、全国的な空き家の減少、地域コミュ

ニティの再生を促したい。現段階では二つの実践

調査を行い、それぞれ「交流の場」「コワーキン

グの場」としての可能性を探った。 

 

3. 実践調査 

3.1 「地域交流」に関わる実践調査 

1)調査目的及び調査方法 

第一に、「さつき荘」が地域コミュニティの場

として成り立つかどうか疑問を抱いた。そのた

め、本調査では、地域交流の場としての可能性を

探ることを目的とし、「BBQ」という手段を用い

た実践調査を行った。実施場所は「さつき荘：

庭」、調査対象は地域の方々、大学生とし、グル

ープに分かれてBBQ＋自由交流を実施した。実施

後、参加者アンケートを取った。(図 1) 

図 1. BBQ＋自由交流 

 

2)調査結果 

 アンケート調査によると、「過ごしやすいスペ

ースで地域の人と交流することができた」「屋

外で開放的な点やお洒落な雰囲気、BBQ 等、非
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日常的な空間であるため、普段のゼミ活動とは

違い、気楽に何でも話せる環境が良かった」な

どが挙がった。また、地域交流の場としての可能

性を問い、参加者全員が「可能性はある」と回答

した。改善すべき部分としては、BBQのプログラ

ムに関することが挙げられた。 

 

3.2 「コワーキング」に関わる実践調査 

1)調査目的及び調査方法 

地域交流調査に加えて、本調査では、コワーキ

ングの場としての可能性を図ることを目的として

いる。「さつき荘1階：新町リビング」「さつき荘：

庭」を利用し、飲み物やお菓子を食べながら、近

いテーマで活動する上級生と下級生によるアイス

ブレイクを含めた意見交換会を実施した。議題は

「ゼミ活動の進め方」「将来のことについて」であ

る。実施後、「コワーキングとしての可能性」をテ

ーマにフィードバックの時間を設け、さらに参加

者アンケートを取った。（図2） 

図 2.「さつき荘：屋内」意見交流会 

 

2)調査結果 

 フィードバックタイムとアンケート調査による

と、「開放感があり、リラックスしながら気楽

に話すことができた」「外では沈黙がかき消さ

れやすい」等が挙がった。また、「異なるテーマ

でも話してみたい」「他のゼミメンバーとも交流

してみたい」という意見も出た。加えて、コワー

キングの場としての可能性を問い、参加者全員が

「可能性はある」と回答し、活動に対しては多く

の満足感を得た。 

 
4. 考察 

古民家活用の一環として、それぞれ「交流の場」

「コワーキングの場」としての可能性を探るため

の実験を行ってきた。二つの調査結果から、ミー

ティングスペース及びワーキングスペースとして

の可能性を見出すことができたと言える。 

まず、「さつき荘：屋内」において、さつき荘1

階は和室である。椅子を使わずに会議を行うこと

により、会議室の堅苦しい雰囲気とは違い、リラ

ックスして話しやすい雰囲気づくりに繋がった。 

次に「さつき荘：庭」においては、非日常的な

空間づくりを行うことができ、商店街で再生され

ているBGMや街のざわめきが聞こえてくる。その

ため沈黙が苦にならず、話しやすい雰囲気づくり

に繋がった。一方、物理的空間に加えて、提供す

るプログラムの重要性にも気づくことができた。 

本実践調査で、「本音を引き出しやすい環境」が、

さつき荘の強みであることが明らかとなった。さ

つき荘は商店街の中に存在し、大学生が場作りを

行っている。「商店街×古民家×大学生」と関係要

素の特性を活かした取り組みを行うことにより、

さつき荘周辺エリアだからこそ生み出せる界隈づ

くりを行うことができる。さつき荘でのシェアハ

ウス、ワーキングスペース、コミュニティスペー

スが実現すれば、観光客、学生、地域住民が集う

場所となり得る。3 つの属性の人々が集うことに

より、今まで福知山には存在していなかった交流

が生まれ、福知山の新しいコミュニティを生み出

すことができるのではないだろうか。 

 

5. おわりに 

 二つの実践調査による旧市街地エリアの地域住

民や同じ地域課題に取り組む後輩との関係構築を

通し、課題解決のアイデア及び新たな課題に気づ

くことができた。 

本実践調査では、比較的身近な人を対象とした

活動であったが、今後は「誰でも入りやすい」

「関わりやすい」をコンセプトとし、多様性に富

んだ活動の場を提供したい。そのため、「さつき

荘」をゲストハウスとして活用し、観光や地域の

交流活動の拠点になり得るか、可能性を探ってい

きたい。また、「さつき荘」を拠点とすることに

よる周辺エリアでのイベントへの参画、企画やま

ちの資源となる店舗や施設の復活を目指してい

る。 
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○佐藤 匠( Sat o Takumi ) ・ 伊藤 麻里( I t o Mar i ) ・ 岡田 紗帆( Okada Saho) ・  

木下 奈南( Ki noshi t a Nanami ) ・ 高橋 麻衣( Takahashi  Mai ) ・  

谷口 かり ん( Tani guchi  Kar i n) ・ 中野 葵( Nakano Aoi ) ・ 菱田 唯翔( Hi shi da Yui t o)  

（ 龍谷大学経済学部国際経済学科）  

キーワード ： 子ども の居場所、 サード プレイ ス、 JOCA大阪 

 

1.  はじ めに 

 新型コ ロナウイ ルスの感染拡大を 受け、 昨年来

週、 外出自粛や学校の休校措置が取ら れた。 外出

自粛により 、 人と の交流は極めて少なく なり 、 精

神的な不安や孤独を 抱えている 人々が増加し た。

さ ら に、 子ども たちの教育・ 遊び・ スポーツなど

の機会の減少、 不登校児童の増加、 家庭内での子

ども の虐待が深刻な社会問題と なっ ている。  

 

2.  現状分析 

2020 年 4 月に第 1 回目の緊急事態宣言が発令

さ れた際、 多く の地方自治体では、 公園やスポー

ツ施設を 閉鎖し た。 例えば、 名古屋市では、 市内

の複合型遊具の使用が禁止さ れ、 ブラ ンコ やシー

ソ ーなどの遊具に「 立ち入り 禁止」 と 書かれたテ

ープが巻かれ封鎖さ れた。 その後、 現在に至るま

で、 全国各地で子ども が存分に学んだり 、 遊んだ

り 、 他者と 交流し たり する機会は制限さ れている。 

子ど も や保護者が抱え る メ ン タ ル面で の問題

に関し て、 国立成育医療研究センタ ーが 2020 年

11 月から 12 月にかけて、 小学 1 年生から 高校 3

年生までの子ども 371 人と 0 歳から 高校 3 年生の

保護者 3, 152 人を対象に行っ たアンケート では、

約 40%の子ども たちが誰かと 話し たり するこ と で

スト レスを減ら すこ と ができ ていないと 答え、 放

課後の遊びが制限さ れる や友達の作り 方がわか

ら ないと いっ た意見があっ た。 保護者への質問で

は 29%に中等度以上のう つ症状があるこ と がわか

り 、 感情的に怒鳴っ たこ と がある かと いう 質問に

は 64%がある と 答えた（ 国立成育医療研究センタ

ー( 2021) ） 。 虐待の増加に関し ても 同様で、 家庭

内のスト レ スの高ま り や外出し にく い状況で 逃

げ場がな く なっ たこ と で親から 子供への暴力が

増えている一方で、 感染が怖いと いう 理由から 児

童相談所の訪問調査が受け入れても ら えず、 事態

の改善には至っ ていない。 2021 年 8 月には、 大阪

府摂津市で親の虐待によっ て、 3 歳児の命が失わ

れる悲惨な事件も 起き た。  

 

3.  研究目的 

こ う し た状況の中、 我々は、 コ ロ ナ禍における

子ど も の抱える 教育機会と メ ン タ ル面で の問題

の解消策と し て、「 サード プレ イ ス」 に着目し た。

サード プレイ スと は、 アメ リ カ 合衆国のレ イ ・ オ

ールデンバーグにより 提唱さ れた自宅や学校、 職

場と も 隔離さ れた自分ら し い時間を 過ご すこ と

ができ る 第三の居場所である ( オールデン バーグ

( 2013) ) 。我々は、コ ロナ禍において、サード プレ

イ ス が子ど も に成長に与え る 効果を 検証し た上

で、 新たなモデルを提示し 、 政策提言を行う 。  

 

4.  研究手法 

まず、 202１ 年 6-7 月に大学生を 中心と し た若

者を 対象と し て、 「 コ ロナ禍における 幸福度・ 孤

独・ スト レス」 に関するネッ ト ・ アンケート 調査

を 実施し 、 86 名から 回答を 得た。 続いて、 子ども

のためのサード プレイ スの事例研究と し て、 大阪

府摂津市を拠点と し 、 地域の子ども たちに居場所

を 提供する 活動を 行う 公益社団法人青年海外協

力協会（ JOCA） 大阪を 取り 上げ、 2021 年 7 月にオ

-156-



ンラ イ ンでの聞き 取り 調査、 そし て 10 月に現地

フ ィ ールド 調査を 行っ た。  

 

5.  研究結果 

まず、 アンケート 調査から は、 コ ロナ前比較し

て、 若者の幸福度が統計的に有意に減少し ている

一方、 孤独感やスト レ スを 感じ る 学生が増加し て

いる こ と が分かっ た。そし て、84%の若者が「 コ ロ

ナによる孤独感を 軽減するため、 自分にと っ てサ

ード プレ イ スは必要」 と 回答し た。  

続いて、 事例研究より 、 JOCA大阪では地域の小

学生から 高齢者まで多世代の近隣住民が宿題、 ゲ

ーム、 将棋、 談笑などをし て思い思いの時間を 過

ごし ており 、 JOCA大阪が「 誰 1 人孤立し ない」 を

コ ン セプト と し て、 居心地が良く 、 何かの挑戦の

き っ かけと なる空間を 提供し ていた（ 図 1 参照）。    

実際に訪れた人は優し く 迎え入れ、 そこ では孤

独と いう 言葉を 忘れさ せてく れる 場所であっ た。

2021 年 10 月に JOCA大阪は「 子ども 第三の居場所

事業」 を 開始し 、 大学生のボラ ン ティ アが小学生

に宿題を 教えたり 、 一緒に遊んだり し ており 、 地

域の子ど も にと っ て 心身と も に落ち 着く こ と が

でき る 場サード プレ イ ス」 と し て機能し ていた。 

 

図 1： JOCA大阪での子ども たちの活動の様子 

6.  政策提言 

 第1に、 大学キャ ン パスの空き 教室や中庭など

を 有効活用し て、JOCA大阪のよう に安心し て子ど

も を 見守る こ と ので き る 空間を 提供する こ と を

提言する。 コ ロナ禍を 機に大学ではオンラ イ ン授

業の導入が進み、 龍谷大学でも 現在多く の教室が

空き 教室と し て使われない状態と なっ ている。 未

だ外出や外遊びで不便を 強いら れる 子ども たち 、

また、 不登校や引き こ も り で悩んでいる子ども た

ちが、自宅・ 学校以外の第3の場所と し て集う こ と

ができ る機会を 提供する。現在、大学では温度計・

消毒液・ CO2センサーの設置、ソ ーシャ ルディ スタ

ンスの確保など、 コ ロナ感染予防対策が十分に施

さ れており 、 子ども も 保護者にと っ て安全な場所

が提供でき ると 考える。 地域の子ども を対象と す

るこ と で、 大学生は空き 時間に、 子ども たちは放

課後に気軽に立ち寄れ、 お互いの時間を効率よく

使う こ と が可能と なる。  

第2に、 大学での子ども のサード プレイ スでは、

コ ロ ナ禍における 子ど も の様々な 不安を 取り 除

き 安心し て過ごせるサービスを提供する。 親に心

配を かけたく な いと いう 理由から 誰にも 相談で

き ずに一人で抱え込んでし ま う 子ど も は少な く

なく 、 親以外での相談でき る大人と 接する機会が

重要である。 さ ら に、 そこ では大学生のボラ ンテ

ィ アが小学生に勉強を 教え、SDGs などが学べるゲ

ームや遊びを し 、 悩み相談や雑談ができ るよう に

する。 また、 定期的にアンケート を行い、 利用者

の声を 聞いてより 良いも のに改善し ていく 。  

 

7.  おわり に 

コ ロ ナ禍の外出制限や休校措置は日本全国の

子ども たちに心身と も に負担を与えた。JOCA大阪

のよう に、 地域の子ども にサード プレ イ スを 提供

する活動を行う こ と で、 彼ら が安心し た環境や居

場所を 手に入れるこ と ができ る。 また、 虐待など

の重大な 問題へと 発展する 前に防ぐ こ と がで き

ると 考える。  
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学生と行政・地域をつなぐ 
－京都ファンネットワークの構築－ 

 

京都産業大学 鈴木ゼミ 京都ファンネットワークチーム 

○大塚 小春（Otsuka Koharu）・大城 秀静（Oshiro Shusei）・渡辺 加奈

（Watanabe Kana）・高垣 優輝（Takagaki Masaki）・入川 幹久（Irikawa 

Mikihisa）・近藤 悠太（Kondo Yuta）・馬崎 俊一（Masaki Syunichi）・松崎 智也

（Matsuzaki Tomoya）・中川 涼（Nakagawa Ryo） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 
キーワード：学生、地域活性化、つながり 

 

1. 研究背景 

京都市には 34 校の大学があり、市の人口に占め

る学生の割合は日本で 1 位と、10 人に 1人が大学

生である。しかし、就職を機に京都市を離れ、他

府県に住むケースが多いのが課題となっている。

そこで京都の魅力を知った多くの学生が卒業後も

定住し、若者の力で京都を活性化させることが求

められている。この現状を踏まえ、学生が京都の

魅力を知り、体験できれば、離れるケースが減少

すると考える。 
 
2. 研究テーマ（事業目的） 

 本研究テーマは「学生に京都府が行う事業への

参画を促すとともに、京都ファンとして継続的に

地域を支える仕組み」を学生の視点から考えるこ

とである。学生の視点は行政や社会人の考え方と

は異なり、当事者の視点から斬新なアイデアを考

えることができる。 

 現在、府内には約 16 万人の学生がいる。しか

し、学生と行政の連携ができていないため学生の

街という強みを活かせていない。そのため、行政

と学生を直接つなぐ「京都ファンネットワーク」

の仕組みが必要と考えた。 

事業目的はネットワークを使い、就職活動前の

学生を中心に府の事業への参加を誘導し、学生に

京都ならではの活躍の場を提供することで成長を

促す。また、学生が事業に参加することで、交流

人口が増加し、地域活性化へと繋がる。さらに京

都府の事業を知り、学生と京都府の連携が拡大・

強化される。 

 本稿では、学生と京都府が協働で仕組み作りに

取り組んだ検討内容を述べていく。 

                    

3. 検討内容 

7月29日に第一回目の提案を京都府職員に行っ

た。提案内容は、「京都ファンネットワーク」を作

るための独自アプリを作成し、京都府の事業に参

加する学生を招致する。事業内容は検索機能で学

生が参加したい活動を見つけ易くし、活動に伴う

事前準備や口コミなどもアプリに導入する。 

また、アプリの宣伝については、学生宣伝、ホ

ームページ、SNS、小冊子等を提案した。この 4 つ

はアプリに学生をつなげるための道具である。こ

の提案への京都府職員からの課題は、下表（表１）

の通りであった 

 
表 1 京都府からの課題と新たな検討内容 

 

新たな検討を行う中で、LINE のグループ機能

を活用することとした。理由は以下の 3 点であ

る。 

・既存のシステムはコストを削減できる。 

・LINE グループは気軽に参加ができる。 

・公式 LINE と同様に定期的に事業の情報を発信

できる 

 

さらに LINE グループの有効性を判断するため

に、大学生を対象にアンケートを行った。（9/13

～9/18、回答数 107 人） 

結果から、まちづくりに興味のある学生は

62.6％、まちづくりのコミュニティがあれば参加

したいが 58.9％と半数以上の学生がまちづくり

に関心があると分かった。（図 1・2） 

「まちづくりのコミュニティにどのようなメリ

ットがあれば参加しますか」の質問に対して、交

課題 新たな検討内容 

・アプリやホームペ

ージは多額の運営費

用が掛かる 

・11月までにアプリ

を完成、効果検証で

きるのか 

・トライアルまでの時間

が短く、納得のいくアプ

リを作るのは難しいので

LINE の機能を活用 

・学生はどのような

情報があればアプリ

をダウンロードする

か 

・事業内容（費用、場所、

日程）、就活に役立つ情

報、どういう人が何人参

加しているかが分かる 

・学生宣伝で他大学

を巻き込むにはどう

すればいいか 

・各大学の新入生全員受

講型講座と新入生サポー

タを通して紹介してもら

う 
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友関係が広がる（77.6％）・クーポンなどの特典

（47.7％）、「どの媒体を活用または参加したいで

すか」の質問に対しては、LINE グループ

（57.9％）・web サイト（40.2％）・アプリ

（29.9％）の順であった。（図 3・4） 

この結果からも、アプリではなく LINE のグル

ープ機能が有効であることが確認できた。

 
図 1 アンケート結果

 
図 2 アンケート結果  

 
図 3 アンケート結果

 
図 4 アンケート結果 

以上の検討内容を軸に、9月 29日の第二回目の

会議では、次の 3つ提案を行った。 

・LINE グループを活用し、将来的にアプリへと移

行 

・Instagram、Twitter による事業紹介、京都産業

大学広報部を活用した宣伝 

・学生が授業で宣伝を行う。地域づくり系の教員

ネットワークを活用する仕組み 

 

提案に対して、京都府職員から好意的な感想を

頂き、私達の案をもとに、京都府職員が改良を加

え、新たな案となった。 

新たな案は、京都府公式 LINE の制作と Teams を

活用したグルーピングの構築である。その理由と

して、LINE グループは個人情報の流出の危険があ

るため、行政は使用できない。そこで LINE 公式ア

カウントをつくり、事業ごとのグループは Teams

を活用し、連絡事項の伝達やミーティングを行う。

この仕組みは本年 12 月に試行されることになっ

ている。 

 

4. まとめ 

「京都ファンネットワーク」を作るため、学生

ならではの視点で検討を行ってきた。アプリの作

成から LINE の活用、さらに宣伝方法などの検討内

容についてまとめる。 

1）アプリ  

 行政の認可を受けて短期間でアプリを作成する

ことは難しい。学生が興味を持つ内容であること。

また、費用がかかる。アプリを活用には、学生へ

事業を紹介する必要がある。 

2）宣伝 

 口コミでの宣伝が効果的だと考えた。しかし、

他学部や他大学を巻き込むことが難しいため、新

たな仕組みが必要である。 

3）LINE 

 学生の個人情報保護という行政側の目線で考え

ておらず、LINE 公式アカウントの利用となった。  

 

事業に参加した学生によって作られた「京都フ

ァンネットワーク」を通じて地域の魅力の発信・

拡散することで、定住や関係人口の新たな獲得が

期待出来る。今後、実際に活動を行い、事業の効

果を検証していく必要がある。 

また、新型コロナウイルスの影響で学生同士の

交流が減少し、人間関係の希薄さに戸惑う学生も

多い。そういった悩みを持つ学生同士、学生と行

政とを「つなげる」効果もあると考えられる。 
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地域住民を巻き込んだ関係人口の創出 
‐与謝野町から学ぶホップ・ステップ・ジャンプの地域づくり‐ 

 

福知山公立大学杉岡ゼミ 

○田中結麻（TANAKA YUMA）・岩野峻土（IWANO TAKETO）・上田有希乃（UEDA YUKINO）・

深川春輝(HUKAGAWA HARUKI)・本田湧大(HONNDA YUUDAI) 

・三宅祐花(MIYAKE YUUKA)・山中天太（YAMANAKA TENNTA）    

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 

キーワード：関係人口、地域資源、地域産業振興 

 

1. はじめに 

地方から都市圏への人口移動が止まらない中、

人口流出にあえぐ地域はただ呆然と立ち尽くして

いるだけではない。本研究では、まちを活性化さ

せる一つの方法として、地域住民を巻き込んだ関

係人口を増やすことに注目する。 

総務省によれば、関係人口とは「移住した「定

住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でも

ない、地域と多様に関わる人々」であり、一言で

言えば「よそ者」である。 

一方、関係人口を増やすためには、地域外の住

民だけでなく、地域住民のまちへの愛着度を向上

させることも重要である。というのも地域住民に

まちを好きになってもらい、まちのイベントや催

しに参加しながら、住民同士の交流や信頼感を強

め、強い絆を作ることによって、地域全体の魅力

が上がると考えるからである。言うまでもなく、

地域住民の暮らしの満足度や魅力なくして、よそ

者の満足度や魅力なしである。   

そこで本稿では、地域住民を巻き込んだ関係人

口の創出にチャレンジする与謝野町の取組みに注

目し、その現状分析、先行事例を踏まえ、政策提

言を試みる。 

 

2. 現状分析 

与謝野町は京都府北部に位置し、人口約 2万

人が暮らす自然豊かな町である。町は、2015 年

よりホップ栽培を始め、全国のクラフトブルワリ

ー（ビール工場）へ販売できる産地としての取り

組みを始めた。そして、わずか５年で、マイクロ

ブルワリーにホップを提供する全国でも３本の指

に入る生産地となった。具体的には現在、生産現

場では生産者は 7 人、15 か所 1.48 ヘクタールで

栽培を行うに至ってている。ただし、生産は

2015 年春から行われているが、クラフトビール

の醸造所は町内に備わっておらず町外に外注して

いる。令和 3年度から農林水産省より支援を受け

ており、予算規模は 970 万円である。そして、関

係人口創出の観点から YOSANO・ホップレンジャ

ー(以下、ホップレンジャー)というファンづくり

に努めている。ホップレンジャーとは、年間を通

じ与謝野ホップの栽培に関わるサポーターの総称

で、一緒にホップの苗つけから収獲、そしてクラ

フトビール生産に及ぶすべての工程のサポートを

して頂く人たちのことである。住所・年齢・性別

は一切問わず年中申し込みを受け付けている。ホ

ップ生産は住民である農家が担い、よそ者のホッ

プレンジャーはそれを手伝い観光するという仕掛

けであり、ホップやクラフトビール文化に触れ、

ホップ栽培の知見を得るという、まさに体験を通

した関係人口の創出と言えよう。 

 

3. 課題 

それでは、現在の課題はどこにあるのであろ

うか。2021 年 10 月 25 日に実施した与謝野初の

ホップビールを販売した株式会社ローカルフラッ

グ代表の濱田祐太氏へのヒアリング及び同年 10

月 26 日に実施した与謝野町役場農林課へのヒア

リングによれば、その課題は大きく三つある。 

一つは地元町民のホップについての認知の低

さである。現在ホップ関連の産業に取り組んでい

るのは、自治体、観光協会、ホップ農家やクラフ

トビール会社である。彼ら自体も地域住民ではあ

るが、その他一般の住民が参画する隙がなく、一

部を除けば認知や住民理解はまだあまり進んでい

ないという。二つは、よそ者から関係人口になる

までの時差である。確かにホップレンジャーは良

いアイデアではあるが、与謝野町にゆかりがない

と参加しようとはならない。すなわち、この関係

人口に至るまでの時差をもう少し詰める必要があ

るということである。三つはホップ自体の高付加

価値化と産業構造の高次元化の必要性である。す

なわち、現在ホップ自体の収穫であれば第一次産

業であるが、そこに与謝野町内の第二次、第三次
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産を組み合わせる仕掛けが必要ということであ

る。 

 

4. 先行事例 

4.1 岩手県花巻市「クラフトワイン」 

それでは、地域内外への十分な発信を行い、

地域住民と関係人口を繋げ、かつ産業構造の高次

元化に成功している事例はあるのであろうか。こ

こでは岩手県花巻市の事例を紹介する。花巻市の

名物は「クラフトワイン・ぶどうの加工品」であ

り、ワインにマッチする地域資源が豊富なため、

ほろほろ鳥や白金豚などをワインとセット販売を

している。また、「ワイン専門品種 33 園地」か

ら生産されたぶどうを、生産者ごとに特別醸造し

たワインの飲み比べを生産者とよそ者が語らいな

がら楽しめるイベントなどを開催しており、地域

全体で名物であるワインを盛り上げているとい

う。今後は、ワインづくりの過程に触れ、土地の

風土や文化など様々な地域資源を味わっていただ

き、ワインの価値を最大限まで引き出す「ワイン

ツーリズム」を実施し、ぶどう産地の魅力を五感

で味わってもらえる仕組み作りを整えていくこと

を検討しているとのことである。 

 

4.2 兵庫県丹波篠山市 

兵庫県丹波篠山市の事例も示唆深い。元々江

戸時代の宿場町として栄えた丹波篠山市には「旅

路のブルワリー」という地ビールが存在する。旅

路のブルワリーでは築 130 年の古民家を利用した

醸造所で製造されており、地域の自然のエネルギ

ーを活用し、循環させるビール作りで地元に愛さ

れているという。また、製造過程で出る麦芽かす

を肥料として地元の農家に提供し、その麦芽かす

で育てた有機栽培米をビールの副原料として使用

している。加えて、近所のコーヒーロースターに

ビールの副原料としてアクセントになるコーヒー

を特別にセレクトしてもらうなど、地元と力を合

わせて醸造するというモデルが出来上がっている

という。今後は、醸造所である古民家内にブリュ

ーパブを併設し、作り手の思いやビールづくりに

触れながら、よそ者が出来立てのビールを楽しめ

る空間作りを目指しており、丹波篠山産の食材を

生かしたフードメニューを増やし、ビール×食の

提案を検討しているとのことである。 

                      

5. 政策提言 

以上を踏まえ、最後に政策提言を行いたい。

それは「YOSANO・ホップの日」の設定である。具

体的にはホップ収穫時期である 8月の然るべき一

日を町とホップ生産者組合がホップの日と定め、

その日一日は町をあげて、ホップ収穫体験とビア

ガーデンを行い、地域住民同士、地域住民とよそ

者とが出会うというアイディアである。前者は、

まず実際にホップがどのように作られているの

か、収穫されているのかを知ることができる。後

者は与謝野産ホップによるクラフトビールを片手

に、与謝野町を中心とした京都北部の食材を使っ

た料理を堪能することができる。こうした機会を

作ることで、まず地域住民自身が自分のまちを知

るきっかけになるだろう。そして、今まで関わら

なかった地域に住民も、ホップの価値や可能性を

認知することで、まちが一丸となって与謝野のホ

ップブランドを築き上げていくに繋がるだろう。

また、この機会は関係人口たるよそ者も、このイ

ベントを通して与謝野を知り、例えばその後ホッ

プレンジャーとして、関わりたいという気持ちが

芽生えるきっかけになるであろう。すなわち、地

域住民を巻き込んだ関係人口の創出である。 

 

6. まとめ 

 これからの人口減少下における人口は「定住人

口＋関係人口」で捉えていくことが一つのスタン

ダードとなると思われる。その際、関係人口をど

う把握するのか、というのは今後全国の課題であ

る。その際、本事例のように、まちの代名詞とな

るフラッグを立て（ホップ）、それが住民を巻き

込んだ関係人口の創出（ステップ）および把握に

つなげ、結果として地域づくり（ジャンプ）につ

なげる、というのは、一つのモデルになり得るの

ではないだろうか。 

 
参考資料 

（1）総務省関係人口ポータルサイト 

（https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/）（2021 年 10

月 28 日閲覧） 

（2）旅路のブルワリー 

（https://team.nipponia.or.jp/blog/724/）（2021 年 10

月 28 日閲覧） 
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大学の避難所運営における学生ボランティアの育成 
 

京都橘大学高山ゼミチームシェルター 

荒川 真菜（Arakawa Mana）・蔭山 美優（Kageyama Miyu）・〇宍戸 花梨（Shishido 

Karin）・内藤 愛理(Naito Airi)・向井 さくら（Mukai Sakura） 

（京都橘大学現代ビジネス学部経営学科） 

キーワード：避難所、ボランティア、学生 
 

1.研究の目的  

私たちが住む日本では、災害が多い。大きな災

害が起きたとき、私たちが通う大学も避難所にな

りうる。その際に、その大学に通う学生もボラン

ティアとして関わっていくことはできないだろう

かと考え、このテーマについて研究していくに至

った。 

 

2.分析  

ボランティア活動に対して興味を持っている人

は多い。文部科学省が行った、『ボランティア活動

への意識調査』によると「ボランティアに参加し

たことがある」が 4 分の 1を占めるにすぎず、「ボ

ランティア活動に興味・関心はあるが、具体的に

行ったことはない」が過半数を占めていることが

わかる。 

 
図 1 最近 5 年間のボランティア活動の経験または興

味・関心（ボランティア活動に対する国民の意識の概況 

文部科学省） 

  

また、日本財団学生ボランティアセンターが、

全国の学生 1万人に行った「ボランティアに関す

る意識調査」においては、ボランティアへの興味

があると答えた学生は 6割を超えた。しかし、実

際に活動に参加した割合は 3割に満たない。 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 ボランティアに関する興味の有無 

  

 
図 3 この 1 年間のボランティア活動の有無 

（図 2 図 3 『潜在学生ボランティアは全国各地に…⁉』 

全国学生 1 万人 ボランティアに関する意識調査 2017） 

これらのことから、ボランティア活動に興味は

あるが参加できていない学生が多いということが

わかる。また、参加したいと思うボランティアの

分野では、緊急災害支援が一番多い結果となり、

多くの学生が興味を抱いていることが分かる。 

 

 
図 4 活動した分野と活動したい分野のギャップ（『潜在

学生ボランティアは全国各地に…⁉』 全国学生 1 万人 

ボランティアに関する意識調査 2017） 

  

 「学生のまち」と言われる京都。だからこそ、

学生も避難所運営に関わっていける機会を増やす

ことができれば、勉学以外のことも学ぶことがで

き、より有意義な学生生活を送ることができるの

ではないかと、私たちは考えた。 

 

3．インタビュー調査 

ここで私たちは、大学としての避難所運営の取

り組みを調査すべく、身近な京都橘大学の総務課

と管財課の職員にインタビューを行った。京都橘

大学が策定した、『避難所運営マニュアル』では、

基本的な考えとして、大学独自の避難所運営では

なく地域の一部として取り組むこととされている。

また避難所開設の基準として、『マニュアル』では、

「激甚災害」に該当するとされているものの、「激

甚災害」と認定されるには一定期間を要するため、

今のところ各々で臨機応変に対応するとのことで

あった。 
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京都橘大学の避難所拠点として、中央体育館と

第二体育館を中心に使用し、妊産婦の受け入れに

は違う建物を使用する予定とのことである。また、

2015 年に京都市と妊産婦の避難所に関する協定

を締結している。妊産婦の受け入れには、水、ベ

ッド、オムツなどの厳しい条件を達成しなければ

ならず、それらの備蓄に努力している。 

さらに、避難所の運営においては、学外だけで

なく、大学内の情報集約が重要になると考えられ

ている。トイレの管理や個人の体調管理など、学

内の避難所内での不用意な混乱を避けるためにも、

情報統括は重要な鍵になるという。 

京都橘大学では、数年前に救急救命学科、看護

学部の有志の学生・教職員と専門的な避難所開設

訓練を行った。しかし、避難所運営においては、

専門的な活動だけでは全てを賄えない。建物同士

の移動の誘導など、特定の知識を持たなくても行

うことが出来る活動が多くある。そうした活動を

するには、避難所運営における基本的な知識を有

する学生や教職員の活用が有益であろう。 

 

4.政策提言 

 以上の調査結果を踏まえ、私たちは、京都の大

学・短期大学に通う学生を対象とした「避難所運

営学生ボランティア認定制度」を作ることを提案

したい。この制度の目的は大きく分けて二つある。 

一つは、災害時に学生ボランティアが避難所運

営に携わることで、避難所の人手不足を解消し、

運営を円滑に進められるようにすることである。

いま一つは、この制度を通して、学生の防災に対

する意識の向上やボランティア活動への参加促進

に、繋げることである。 

避難所運営学生ボランティア認定制度の具体的

な内容については、以下の通りである。まず、大

学コンソーシアム京都に加盟する大学・短期大学

に通う学生を対象に、各大学・短期大学において、

単位認定型のボランティア科目として開講する。

そして、当該科目の受講を完了した学生には、単

位認定と共に、災害時の避難所運営ボランティア

に参加するに当たって必要な基本的な知識を会得

したことの証明として、「京都 SHELTER 学生ボラン

ティアチーム」の一員として認定する。講義では、

各学校の避難所運営マニュアルや、実際に大学・

短期大学を避難所として活用した先行事例等を参

考にしながら、ボランティア活動の具体的な内容、

そしてその運営方法について議論を行い、最終的

には学生たち自身で、各学校にて『学生ボランテ

ィア用避難所運営マニュアル』を作り上げること

を課題とする。また、講義のうち数回程度は、学

生ボランティア同士の交流や連携を図るため、他

校との合同講義も実施する。 

実際に災害が起き、大学が避難所となった際の

学生ボランティアの具体的かつ現実的な活動内容

としては、物資の搬入・管理、食料の配給、駐車

場における車の誘導・整理、避難所内の見廻り、

トイレ管理、高齢者の介護などが想定される。 

学生ボランティアが所属している学部・学科は

様々である。そこで、それぞれの所属学科の特徴

を活かし、医療系学部の学生は、救護活動への協

力や高齢者の介護、その他の学部の学生は、物資

関連の手伝いや駐車場誘導に当たるなど、役割を

分担しながら、避難所運営をより円滑に進められ

るよう工夫していくことが可能だと考える。 

 

5.先行事例 

実際、学生ボランティアによって、このような

避難所運営活動が行われた事例がある。熊本地震

の際、地震発生直後から、熊本県立大学の地元学

生達が学生ボランティアグループとして避難所運

営を行い、最終的には熊本市の災害ボランティア

センターでの運営協力を行った。この事例では、

地震直後に、学生達が自ら学生ボランティアグル

ープを発足している。 

この様な事例を踏まえると、「避難所運営学生ボ

ランティア認定制度」は、災害が起きた際にボラ

ンティア活動をしたい、またはそのような活動に

興味・関心があるという学生を事前に支援すると

いう点でも有用であると思われる。 

 

6.まとめ 

京都は、多くの大学・短期大学が集まる「大学

のまち」「学生のまち」だ。それゆえに、京都市に

おいては、指定避難所として数多くの大学及び大

学関連施設が指定されており、その数は、近畿各

府県の主要都市と比較しても最も多い。以上のよ

うなことから考えて、「避難所運営学生ボランティ

ア認定制度」を作ることは、「学生のまち」という

京都の特性を活かした、京都だからこそできる避

難所運営の在り方の確立が期待できるといえよう。 
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京都市のベンチャー企業における SDGs 評価 
‐企業マップの作成‐ 

 

京都産業大学 イケダゼミナール 

〇豊田達也(Toyoda Tatsuya)・柴田浩希(Shibata Hiroki)・西島雅貴(Nishijima 

Masaki)・林寛斗(Hayashi Hiroto)・寺岡正勝(Teraoka Masakatsu)・金子秀輝(Kaneko 

Shuki)・高樋己太郎(Takahi Kotaro)・片岡佑介(Kataoka Yusuke）・長榮瑠伽(Nagae 

Ruka) 

（京都産業大学経済学部経済学科） 

キーワード: SDGs、京都市、ベンチャー企業 

 

図 1：SDGs 企業マップ 

1 日本における SDGs の現状と課題 

近年、日本社会において SDGs の重要性は徐々

に認知されつつあり、企業や投資機関を中心に環

境や社会に対する問題意識は高まっている。投資

機関は利益を重視した短期的な投資よりも長期

的な視点で投資先を選定する ESG投資を積極的に

取り入れるようになっている。2014 年から 2018

年の間に日本におけるESG関連投資による運用額

は 3.4%から 18.3%まで増加しており、2018 年の時

点において世界の ESG 投資の運用額の 7%を占め

るまでに成長している。またそれを受けて企業側

も SDGs を考慮した持続可能な経営方針を取るよ

うになりつつある。 

一方で企業が行う SDGs に関連した取り組みに

ついては一般の人々の理解がそこまで進んでい

ないというのが現状である。(日経リサーチ 2019

年度、SDGs に関する調査（企業の社会とのかかわ

りに関する調査）によると SDGs に積極的に取り

組んでいるイメージのある企業を尋ねた設問で

は、「思いつく企業はない」との回答が 82%に達し

た。また認知されている企業は大企業に偏ってい

る。） 

このような現状を踏まえて、持続可能な社会実

現へ貢献している地元企業の取り組みを地域住

民に周知する。また購買、情報拡散などさまざま

な形でこれらの企業へ地域住民が関心を持つき

っかけを作る。この 2 つの目的のために企業の活

動と SDGs の達成目標を結びつけた SDGs企業マッ

プを作成した。 

 

2 企業マップについて 

SDGs 企業マップとは企業の行う活動が SDGs の

どの開発目標に当てはまるのか視覚的に理解で

きるようにまとめた表であり、周期表をモデルに

作成している。企業マップ作成における企業の選

定は京都市ベンチャー企業目利き委員会の定め

る A ランク認定企業から行った。京都市ベンチャ

ー企業目利き委員会とは京都市が京都経済を牽

引する有望なベンチャー企業のビジネスプラン

に対して審査し、支援する取り組みをする機関で

ある。この機関ではビジネスプランの事業性・技

術・経営者などを評価対象としているが SDGs な

どの持続可能な街づくりへの貢献という視点は

含まれていないので、今後これらについても考慮

すべきであると考える。 

 

3 表の作成手順 

そこで本研究では京都市 A ランク企業を SDGs
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の 17 の目標に分類し、さらにその目標に対する

インパクトの大きさによって A,B,C の 3つに分類

した表を作成した。 

対象となる企業は 1997 年から 2021 年までに A

ランク認定企業に認定されている120社の企業で

ある。各企業を 17 の目標に分類するにあたり、一

つの事業に対し多数の目標が当てはまる場合が

あったが、認定されている事業内容に最も関わり

の深い目標を当てはめることとし、その判断基準

は各企業や目利き委員会のホームページを参考

にした。120 の企業の内 23 企業は情報が少ないこ

と、17 の目標に当てはまらない事、当てはめた目

標における企業の数が2社以下の場合は除外する

こととし、残った 8つの目標を採用し図 1 を作成

した。各目標は SDGs で定められている色で縦軸

(族)に分類されている。さらに、8 つの目標を経

済、環境、社会の 3つの分野に分けた。 

横軸(周期)は目標ごとにその目標に対する社

会的なインパクトに応じて配置している。インパ

クトの大きさを A・B・Cという３つのレベルで整

理し、インパクトを評価した。A は「悪影響を回

避する、リスクを軽減するなどマイナスをなく

す」、B は「目標に対し間接的な好影響」、Cは「課

題解決に直接貢献する」とインパクトを 3 つに分

け、それぞれ該当する事業内容を分類した。この

方法は経団連の報告書「SDGs への取組みの測定・

評価に関する現状と課題」を参考に簡易的なイン

パクトの評価を行った。 

 

4 表の改善点 

表の作成にあたっての課題は企業の評価であ

った。大企業とは違い公開されている情報は少な

く、中にはホームページが掲載されていない企業

もあった。今後の調査において積極的に情報収集

を行い、企業への更なる情報開示を促すことによ

り精度の高い分析が可能になると考えられる。 

 また、評価基準においては統一化された指標が

存在せず、現在様々な評価モデルが開発されつつ

ある段階である。実際に今回の SDGs の企業マッ

プ作成において企業のそれぞれの目標への貢献

度合いを画一的に数値として評価することが困

難であり、分野によって貢献度合いや規模などを

単純に数値化して表せないものもあった。さらに

本研究においては各企業の製品が社会にもたら

すプラスの面からのみ評価したが、製品の製造や

流通の過程で生じる廃棄物や労働環境に関する

副次的なマイナスの影響は考慮していない。今後

の調査においては企業に関するより多くのデー

タを集め、SDGs に対して多方面から評価できる分

析モデルを作る必要がある。 

5 提言 

・日本において持続可能な開発への関心は近年高

まりつつあり今後 SDGs の社会的な重要性はより

増していくと考えられる。一方で京都市ベンチャ

ー企業目利き委員会では評価項目として SDGs に

関する記載はない。このことを踏まえて、審査の

際に SDGs に関する評価項目を導入することを提

言する。 

・今回の調査によって京都市ベンチャー企業目利

き委員会が認定する多くの Aランク認定企業がそ

れぞれの事業分野において SDGs の開発目標に貢

献していることが明らかになった。一方で京都市

ベンチャー企業目利き委員会はこれらの企業の

活動に関する情報発信を積極的には行っていな

い。よってこれらの持続可能な地域社会の実現に

向けて貢献する企業をより多くの一般の人々や

投資家に周知するために、京都市ベンチャー企業

目利き委員会には今回作成した企業マップをホ

ームページに掲載することを提言する。 

・大企業が SDGs を考慮した持続可能な経営方針

を取るようになり、SDGs への取り組みもより積極

的になりつつある。一方で、ベンチャー企業にお

いては SDGs と自社を結び付けようとする意識が

薄い。多くの企業が SDGs の目標に当てはまった

ことから、自社の事業と SDGs の目標を関連づけ

ることは難しくない。また、調査したベンチャー

企業のホームページの多くは一般の人が理解す

るには難しい専門用語が多く用いられている傾

向が強かった。よってこれらの企業には自社の特

徴や SDGs に関連する取り組みを一般の人々に対

しても積極的に発信することを推奨する。 
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自治体における同性カップルの権利を保障する 

取り組みについて 

 

龍谷大学政策学部政策学科大田ゼミ 

井上洸太（INOUE KOUTA）・今西賢（IMANISHI KEN）・工藤寛二（KUDOU KANJI）・堰 侃太 

（SEKI KANTA）・中本圭悟（NAKAMOTO KEIGO）・藤井圭太（HUJII KEITA）・宮本大輝

（MIYAMOTO TAIKI）・中野太陽（NAKANO TAIYOU）・○北川大輝（KITAGAWA DAIKI）・ 

山田遥平（YAMADA YOUHEI） 

（龍谷大学 政策学部 政策学科） 

キーワード：同性カップル、パートナーシップ制度 

 

初めに 

 LGBT 総合研究所が 2019 年に行った「LGBT 意識

行動調査 2019」によると LGBT・性的少数者に該当

する人は回答者数347，816人の約10％に当たる。

LGBT に関する問題のうち、同性カップルが異性婚

（法律婚）の場合と同等の法的地位が認められて

いないということに対して疑問を持ち、同性カッ

プルにも同等の法的利益を認められるパートナ

ーシップ制度の意義と限界を検討した。 

2019 年に、同性婚を認めないことは違憲であると

して札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の全国 5 地

方裁判所で訴えが提起された。公的に互いの関係

が証明されることを望む同性カップルの人は多

い。しかし、国レベルでは国会で議論されたこと

はあるものの、これを認める法整備は進んでいな

い。一方で、地方自治体ではパートナーシップ制

度を創設して、法律婚ができないことで同性カッ

プルが直面する問題を可能な限り解決しようと

する試みが行われている。 

 

現状 

 日本の一部の自治体で導入されているのがパー

トナーシップ制度である。パートナーシップ制度

とは、双方又はいずれか一方が性的少数者である

二人が互いを人生のパートナーとして日常の生

活において相互に協力し合うことを自治体に宣

誓し、自治体が受領証等を交付する仕組みを指し 

ている。この制度により、様々な行政・民間サー

ビスや社会的配慮を受けやすくなる。本制度は平

成 27 年度に、渋谷区の「渋谷区男女及び多様性を

尊重する社会を推進する条例第 10 条」、世田谷区

の「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに

関する要綱」を根拠として初めて制定された。 

この動きに追従し、130 の自治体（都府県、市区

町）（人口カバー率 41.2%）が導入している。この

制度を利用したカップルは、2021 年 9 月 30 日現

在で、2,277 組となっている。 

2019 年 1月、北海道の男性カップル 2 組と女性カ

ップル 1 組が婚姻届を提出したが「不適法」とし

て受理されなかった。そこで、国に一人 100 万円

の損害賠償を求める訴訟を札幌地裁に起こされ、

札幌地方裁判所は次のように同性婚を認めない

ことが憲法 14 条違反であるとした。 

「異性愛者と同性愛者との間で，婚姻によって生

じる法的効果を享受する利益の価値に差異があ

るとする理由はなく，そのような法的利益は，同

性愛者であっても，異性愛者であっても，等しく

享有し得るものと解するのが相当である」との見

方を示し、「異性愛者に対しては婚姻という制度

を利用する機会を提供しているにもかかわらず，

同性愛者に対しては，婚姻によって生じる法的効

果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提

供しないとしていることは……その限度で合理

的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを

得ない。」（札幌地判令和 3 年 3 月 17 日 判例時

報 2487 号 3 頁） 

このような札幌地裁の判決があるが、同性婚を認

める法改正には至っておらず、パートナーシップ
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制度が運用されている。 

事例 

 パートナーシップ制度の事例として京都市を

取り上げる。京都市は「京都市パートナーシップ

の宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、2020 年

9 月 1 日よりパートナーシップ制度の運用を開始

した。この制度の対象となるのは双方又は一方が

性的少数者であり、少なくともカップルのどちら

かが京都市民である必要がある。京都市のパート

ナーシップ宣誓制度では、主にパートナーとの関

係を説明する際に活用できるほか、具体的には市

営住宅や特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸

住宅の入居申込み、京都市犯罪被害者等生活資金

の給付の申請などに使用できる。また通称名を日

常的に使用していることを示し、市長が認めた場

合は、宣誓書等に通称名の使用が可能である。こ

のほか、2021 年 8月 1 日からは亀岡市・長岡京市

との連携協定が発効した。これにより、本来は市

外に転居した際パートナーシップ受領証を返還

しなければならないが、この 3 市間の転居であれ

ば簡便な手続きのみでパートナーシップの継続

が可能となった。 

 

課題 

 主な課題として二つの問題が挙げられる。 

 第一に、パートナーシップ制度には法律婚と同

等の効力を持たないという点である。パートナー

シップ制度は法律上の婚姻ではないため、法律上

の婚姻を前提とする民法の婚姻、配偶者の相続に

関する規定や、税金の配偶者控除などが受けられ

ない。 

 第二に、パートナーシップ制度を導入している

自治体が少ないという点である。現状でも述べた

ように現在 130 の自治体（人口カバー率 41.1%）

で制度が採用されている。都道府県単位で見ると

47都道府県中 5府県、市区町村単位で見ると 1741

市区町村中 125 団体に留まっている。 

 

展望 

  同性カップルの人たちが最も求めていること

は法律婚であるが、今日の日本において同性婚は

法制化されていない。しかし、パートナーシップ

制度導入地域の拡大はさらなる同性カップルの

権利保障に繋がると言える。また、同性婚の法制

化への道筋ともなりうる。地方自治体での制度化

が国全体に影響を与え、法律の改正を促すことへ

繋がる事例があるためだ。実際に日本では情報公

開条例、個人情報保護条例が国に先行して地方自

治体で作られ、国の法整備を促すことになった。

このように、パートナーシップ制度の普及を足掛

かりに、同性カップルの法律婚へ繋げられるだろ

う。 
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ts/0000272/272204/tebiki.pdf（最終閲覧日 2021 年 10

月 29 日） 

 

「京都市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/conten

ts/0000272/272204/yoko.pdf（最終閲覧日 2021 年 10 月

29 日） 

 

「渋谷区・認定 NPO 法人虹色ダイバーシティ 全国パート

ナーシップ制度共同調査」 

https://nijibridge.jp/data/（最終閲覧日 2021年 10月

29 日） 
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「一票の重み」と知識は投票参加を促すのか 
‐サーベイ実験を通じた実証的検証‐ 

 

京都府立大学 2 回生秦ゼミ 

○日高 悠翔（Yuto Hidaka）・物部 壱成（Issei Monobe）・ 

國澤 健介（Kensuke Kunizawa）・中山 太智（Taichi Nakayama） 

（京都府立大学公共政策学部 公共政策学科・福祉社会学科） 
キーワード：サーベイ実験，投票参加，政治的有効性感覚 

 

1. はじめに 

1.1 問題意識 

本稿は，政治的有効性感覚（以下，有効性感

覚）と政治的知識が，投票参加に対して与える影

響について，サーベイ実験を通じて明らかにす

る．近年，日本の若年層の投票率が低下してお

り，民主主義の崩壊が危惧されている．こうした

状況に対して，有効性感覚と政治的知識が重要だ

と指摘されている．ただし，こうした有効性感覚

や政治的知識が投票参加に，実際にどのような影

響を及ぼしているのかは必ずしも明確ではない．

理論的に考えれば，有効性感覚や政治的知識量に

比例して，投票参加は促進されるはずである．  

1.2 リサーチクエスチョン 

以上を踏まえて本稿では，「有効性感覚と政治

的知識は投票参加を促すのか」とのリサーチクエ

スチョンについて，有効性感覚と政治的知識の情

報を有権者に提供することで，投票参加への意欲

の変化を検証する．これらの要因が投票参加に与

える影響を研究することは，投票率向上に直接的

に働きかけるという点で実用的である．また，サ

ーベイ実験を用いることで，より厳密なエビデン

スを得ることができる（秦・Song，2020)． 

本稿は以下の意義を有する．それは，投票参加

を高める要因を明らかにすることで，有権者の政

治的関心を引き上げ，よりよい民主主義につなが

る．なお，本稿は主に以下の手順で進める．次節

では，リサーチクエスチョンに対する先行研究の

答えを整理し，その不足点を検討する．次に本稿

が主張する有効性感覚・政治的知識と投票参加の

メカニズムを説明し，仮説を導出する．その後，

本稿の実験デザインについて説明した上で，サー

ベイ実験の結果を報告して仮説の妥当性を検証す

る．最後に，分析結果を踏まえて結論を述べる． 

 

2. 先行研究 

有権者の投票参加のメカニズムについてはこれ

まで様々な実証研究が進められてきた．まず，有

効性感覚については教育水準や政治参加に相関が

あるとの報告がある(金，2014)．また，政治的知

識と政治的関心は相関関係にある(山崎，2012)．  

以上の研究は，投票参加と有効性感覚や政治的

知識の因果関係を明らかにしておらず，相関関係

を示すにとどまっている．それに対して，本稿で

は，有効性感覚や政治的知識の付与が投票参加に

与える因果効果について明らかにする． 

 

3. 仮説 

以下では本稿の仮説について検討していく．先

に，この 2 つの概念について説明する．まず有効

性感覚とは，市民が政治領域に影響力を行使して

いるか否かを示す感覚である．民主主義の基盤が

市民の意思によって築かれているものだと考える

ならば，有効性感覚とは，市民が民主主義を実感

しているかに関わる概念だと説明できる．次に政

治的知識は，市民の政治分野に関する知識と定義

でき，山崎(2012)によれば，政治的知識は政治的

関心を規定しているという．すなわち，有効性感

覚や政治的知識は民主主義という政治形態におけ

る，有権者の政治参加に強く影響を与える概念で

あると言える． 

上記より，有効性感覚と政治的知識が有権者の

政治参加に関わるものであることが明らかになっ

た．そこで，これらの情報を有権者に提供するこ

とで，政治的関心を高めることができ，結果的に

投票参加を促しうる，というのが本稿の仮説であ

る． 

 

4. 実験デザイン 

4.1 実験日時・対象 

このサーベイ実験は，2021 年衆議院議員総選

挙前の 2021 年 10 月 14 日から 15日にかけて，調

査補助フォーム Qualtrics を利用して，性別の

割付を行い，Yahoo!クラウドソーシングサービス

に登録していた 1541 名（有効回答）から得たデ

ータを使用した．本研究の目的は，有効性感覚と

政治的知識が投票参加に与える影響を，実証する

ことである．回答者を無作為に，統制群（リード

文のみ），知識のみを付与した群（知識付与群），

有効性のみを付与した群（有効性付与群），知識

と有効性を共に付与した群（並行付与群）の 4つ

の実験群に割り当てた． 

4.2 実験方法 

回答者には 4種類の実験群のうち，ランダムに
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どれか 1問が表示される仕組みになっている．知

識付与群では，知識のみを与える文章を，有効性

付与群では有効性感覚のみを与える文章を，並行

付与群では，知識付与群と有効性付与群の文章を

併記して，呈示した． 

 
表 1．実験群ごとに呈示した内容 

 
被験者に，表 1 の実験内容を呈示した後，表 2

のように 4 点尺度で投票意欲，デモ参加，街頭演

説，政治興味のそれぞれについて尋ね，被験者の

政治参加への意欲を測定した．ただし，1から 4

の尺度は逆転させ，“5. 答えたくない”の回答は

欠損値として処理した． 

 
表 2．政治参加に関する質問文 

 
4.3 実験結果 

それぞれの実験群に割り当てられたのは，統制

群が 386名，知識付与群が 384名，有効性付与群

が 359 名，並行付与群が 412 名の合計 1541 名で

あった．実験呈示が，政治参加への意欲に与える

因果効果を検証するため，統制群を基準にして，

政治参加の手段ごとに単回帰分析を行った． 

図 1は，単回帰分析の結果を示したものであ

る．図 1中の太い線は 90％信頼区間を，細い線

は 95％信頼区間を，中央の点は点推定値を示し

ている．図の見方を説明すると，x軸上の 0 の点

線を信頼区間が跨いでいなければ，その変数は統

計的に有意であることを意味する． 

 
図 1．単回帰分析の結果 

 

まず，知識付与群では，統制群と比べて， デ

モ参加について 10％水準で負に有意であった（p 
=.079）．つまり，デモ参加への意欲を減少させる

傾向がある．ただし，投票意欲，街頭演説，政治

興味では統計的に有意な差は見られなかった．ま

た，有効性付与群でも，全ての処置群で統計的に

有意な差は見られなかった．ところが，並行付与

群では，異なる傾向が見られた．具体的には，投

票意欲，街頭演説について，5％水準で，デモ参

加については 10％水準（p =.063）で負に統計的

有意であった．ただし，政治興味では統計的に有

意な差はなかった． 

                     

5. 結論と含意 

結果から，有効性感覚と政治的知識のいずれ

か，または双方を付与しても，投票参加をはじめ

とした政治参加への意欲は促されないことが明ら

かになった．むしろ，並行付与群では街頭演説・

投票意欲を有意に減少させたことから「逆効果」

とまで言え，仮説は棄却された． 

以上の知見は，政治的知識を身につけ，一票の

重みを強調する主権者教育は，一見正しく見える

が，そうではないことを示している．今回の実験

では有効性感覚や政治的知識を強制的に与えた．

現在の主権者教育は学生にとって受け身となりが

ちである．したがって，学生の自発的な学びを促

すことこそが重要であると言えよう． 
 

参考文献 

秦正樹・Song Jaehyun,2020,「オンライン・サーベイ 

 実験の方法:実践編」『理論と方法』,35(1):110-127. 

金兌希,2014,「日本における政治的有効性感覚指標の 
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  から」『法学政治学論究』,100,121-154. 

山崎新,2012,「政治知識と政治関心の関係」『早稲田 
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政令指定都市におけるオープンデータの推進 
 

同志社大学政策学部真山ゼミ 
○青木悟（Satoru Aoki）・勝部育（Iku Katsube）・田口莉帆（Riho Taguchi）・平川晴臣

（Haruomi Hirakawa）・福井優里（Yuri Fukui）・山越奈美（Nami Yamagoshi） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード:オープンデータ、政令指定都市、ポータルサイト 
 

1．オープンデータの現状  

  近年、世界的にオープンデータの活用に関する

取り組みが盛んに行われており、日本でも取り組

みを進めている自治体が増加傾向にある。しかし、

世界的に見ると日本より進んでいる国は少なくは

ない（高木 2013）。 

オープンデータとは、林(2014)によると、政府

が保有する公共性の高い機械判読可能な公共デー

タで、企業や個人が自由に編集・加工、再配布な

どができ、かつオープンライセンスで提供される

データと定義される。また、Open Knowledge 

Foundation (URL 1)は、あらゆる目的で誰でも自

由に使用、変更、共有することができるデータで

あると定義している。二つの定義は、「誰もが自由

に使えるデータ」という点で共通している。 

 

2．オープンデータの目的  

 IT 総合戦略本部が策定した「電子行政オープン

データ戦略」によると、オープンデータの目的は

三つである(URL 2)。一つ目は、「透明性の向上」

である。公共データが公開されることで、政府と

住民との間で情報の非対称性が小さくなり、行政

の透明性が向上する。また、政府の活動に対する

住民の適切な評価につながる。二つ目は、「官民協

働の推進」である。透明性が向上すると、市民が

情報を得られ、官民協働の推進が期待できる。近

年、人口減少や技術革新などの様々な課題に政府

だけで対応することは困難になっており、官民協

働の推進が求められている(庄司 2014)。三つ目は、

「経済効果」である。オープンデータ推進による

生産性向上や新産業の創出による経済効果は官民

合わせて 6.4 兆円とされる（田中・高木 2015）。 

 

3．調査の概要 

上述のオープンデータ活用の三つの効果を生み

出すために、自治体には「市民に活用され、便利

で有益なオープンデータサイト」を整備すること

が求められる。具体的には、アクセスしやすく、

必要なデータが効率的に入手できるなど、様々な

要素を考える必要がある。ただし、今回の調査で

は、アクセス数を中心に調査した。そもそも、サ

イトを見られることがなければ市民に活用される

ことがなく、便利で有益であることも測ることが

できないからである。 

そこで、アクセス数が多いオープンデータサイ

トにはどのような特徴があるのかを探るため、独

自で作成した評価基準やランキングなどを用いて

調査した。 

 

4．方法 

 2021 年 8 月中旬から 9 月中旬の間で、全国 20

の政令指定都市のオープンデータサイトについて

調査した。調査項目は以下の四つである。 

 

(1)クリック数 

使いやすさを客観的な数値に置き換える手段と

して、6 人を被調査者とし、Google にて「○○市 

オープンデータ」と検索しての結果から、それぞ

れの自治体の「2020 年 4月の推計人口」が確認で

きるまでの平均クリック数を調査した。なお、

「2020 年 4 月の推計人口」がオープンデータサイ

ト上に確認できず、市の HP 上等に確認できた自

治体が 5 つあった。 

(2)データ数 

オープンデータとして公開されているデータの

数を調査した。「データセット」として数を確認す

ることができた自治体は 12、できなかった自治体

は 7、不明であった自治体は 1であった。 

(3)推奨データセット数 

「推奨データセット」数とは、「オープンデータ

の公開とその利活用を促進することを目的とし、

政府として公開を推奨するデータと、公開するデ

ータの作成にあたり準拠すべきルールやフォーマ

ット等を取りまとめたもの」として内閣官房情報

通信技術（IT）総合戦略室がまとめたものである

(URL 3)。この数は「地方公共団体へのオープンデ

ータの取組に関するアンケート結果」(URL 4)を参

照した。 

(4)アクセス数 

全政令指定都市にメールおよび電話にて問い合

わせ、2020 年 4 月から 2021 年 7 月にかけてのオ

ープンデータのトップページのページビュー数を

調査した。なお、返答が得られなかった自治体は

4 つあり、サイトの改修等の事情で旧データのア
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クセス数を含む自治体が 2 つあった。アクセス数

は 16 ヶ月分の平均である。 

 

5．結果 

クリック数、データ数、アクセス数で比較可能

だったのは20都市のうち7都市であった（表1）。 

 

表 1 調査結果 

 

これらの都市でそれぞれの項目ごとに順位付け

をして、1 位から順番に 7～1 点を与えていった。

例えば、神戸市はデータ数が 5 番目に多いので 3

点となる。表 1 のように、アクセス数と得点の相

関を調べると相関係数は 0.76011 であり強い相関

がある。このことから、オープンデータサイトの

アクセス数を大きくするには、クリック数を少な

くし、データ数、推奨データセット数を大きくす

ればよいことがわかった¹。なお、推奨データセッ

ト数は厳格な基準があり、類似している内容のデ

ータでもカウントされないことがある。その類似

しているデータで相関を見たところ、0.772982 と

少し高くなる。 

さらに、調査をする過程で三つの発見があった。

一つ目は、ポータルサイトを設置した方が良いと

いうことである。ポータルサイトは操作がしやす

く、閲覧ランキングや活用事例など様々な情報が

掲載されており、年齢や能力を超えて様々な人が

親しみやすいものである。二つ目は、古いデータ

が公開されていることである。例えば、静岡市は

人口のデータを 2017 年 11 月から更新していなか

った。三つ目は、データの量だけでなく、データ

の種類が重要ということである。京都市では「石

の道しるべ」を地図上に表示する「いしぶみアプ

リ」が開発された。これは「いしぶみリスト」と

いう京都市特有なオープンデータをもとに作成さ

れている。これは多様な種類のデータがオープン

データの創造的な活用につながることを示唆して

いる。 

 

6．政策提言 

 今回の調査は、自治体におけるオープンデータ

活用への取り組みを検討するための予備的調査と

いう性格があり、不十分な点があることは否めな

い。とはいえ、以上の調査から「市民に活用され、

便利で有益なオープンデータサイト」をつくるた

めに少なくとも三点が指摘できる。一点目は、ま

ず初めにポータルサイトを準備することである。

二点目は、ポータルサイト内のデータを充実させ

ることである。具体的にはデータ数・推奨データ

数・データの種類を増やしていくことである。三

点目は、サイトの整備をすることである。例えば、

クリック数を減らすためにはポータルサイト内の

検索機能を強化することなどが考えられる。こう

した取り組みに加え、データの更新をし続けるこ

とは大前提となるのは言うまでもない。 
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________________________ 

¹ それぞれの項目とアクセス数を重回帰分析した結果、

重相関 R は 0.871605 と相関が認められた。一方で、有意

F は 0.18488 と基準となる 0.05 より高い数字となった。

これはサンプル数が 7 と少ないことが原因と考えられる。

より多くのサンプルを比較することが今後の課題となる。 

クリック数 データ数 推奨データ 得点 アクセス数

札幌 6.50 227 12 16 4541

京都 13.33 542 0 10 2351

大阪 15.00 240 15 14 1328

神戸 5.50 100 2 13 1269

岡山 21.33 82 12 9 192

北九州 6.67 605 1 14 2770

熊本 10.00 26 5 9 389

相関 -0.5628 0.53445 0.61908 0.76011
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「 親ガチャ 」 意識がなく なる 社会の実現に向けて 
‐ 親の子への進路期待の要因分析から ‐  

 

藤野ゼミ  B チーム 

○辻村 万智（ Tsuj i mur a Machi ）・ 叶 子青（ You Shi sei ）  

・ 田中 遼哉（ Tanaka Ryoya) ・ 谷口 健斗（ Tani guchi  Kent o)   

・ 石井 航斗（ I shi i  Kot o) ・ 上田 航也（ Ueda Koya）  

（ 京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科）  

キーワード ： 教育格差、 教育期待、 ジェ ン ダバイ アス 
 

1. 研究目的 

 SNS 上で「 親ガチャ 」 と いう 言葉が流行り はじ

めた。 どんな親の元に生まれるかで子の人生が決

まっ てし まう こ と を、カ プセル入り 玩具が出る「 ガ

チャ ガチャ 」 になぞら えた言葉である。 どんな親

の元に生まれてき たかで、 子の受験、 通塾などの

習い事、 留学等の選択が変わっ てし まう と いう こ

と である。子は「 親の教育期待（ 親の考えや思い）」

を 内面化し ながら 育つ。 そこ で、 親の期待を 自分

の目標にし たり 、 かなわないも のと 感じ 取っ たり

するだろ う 。 その結果、 ロバート ・ マート ンの述

べた「 自己成就的予言」 のよう に親の期待がその

まま実現さ れる可能性が高い。 も ちろ ん子が親の

期待と 異なる意識を持つ場合も あるが、 日本では

子の意思決定は親の期待が決定要因であると さ れ

ている（ 宮寺 2006）。 中澤（ 2015） では、 1 割の普

通科の進路多様校での母子の進学希望の不一致が

高いが一般的に母子間での一致は高いと する。  

つまり 、 子の能力、 個性等に関わら ず、 親の期

待が子の進路選択等に影響を与えると いう こ と で

あり 、 社会全体でみた場合、 教育格差の固定化に

も つながる可能性がある。  

本研究では、 特に親の学歴や居住地等に注目し

ながら 、 親の子への期待はどのよう な要因によっ

て形成さ れるのかを調査するこ と で、いわゆる「 親

ガチャ 」 の影響力を考察する。 そこ から 、 どのよ

う にすれば、 親ガチャ 問題を我々が回避するこ と

ができ るのか、 政策的思案を 述べる。  

2. 研究方法 

 東京大学社会科学研究所附属社会調査・ データ

アーカ イ ブ研究センタ ーSSJ データ アーカ イ ブか

ら 提供を受けたベネッ セ総合研究所 2012 年の「 学

校教育に対する保護者の意識調査 2012」 のデータ

を 分析する。 こ の研究は小学校及び中学校の保護

者を対象と し た、 学校教育に関する意識調査であ

る。 調査対象者の中でも 中学 2 年生を持つ保護者

に注目し 、全国 6831 名のデータ を用いて、同じ 説

明変数を用いた 3 つのモデルを推計する。  

1 つ目は、 親の子への進学期待の要因分析であ

る。親が希望する子ども の進学先を中・ 高卒まで、

専門・ 短大、 大学・ 大学院の 3 つに分類する。 順

序尺度のため順序回帰分析を行う 。  

2 つ目は親の子への留学期待の要因分析である。

親の留学希望に関し ては、 希望する、 希望し ない

の 2 択であるため、 こ れはロジスティ ッ ク 回帰分

析を 行う 。  

3 つ目は親の子への通塾（ 進学塾） 選択の要因

分析である。 通塾さ せているか否かは 2 択である

ため、 ロジスティ ッ ク 回帰分析と なる。  

3． 研究結果 

3-1. 親の子に対する進学期待の要因分析 

 表１ から 、 関東地域に住んでいる親が子に高い

進学先を希望し ており 、 性別では、 男子を持つ親

の方が高い希望を 持っ ている。 さ ら に父親、 母親

のいずれかが高学歴である場合、 子に高い進学先

を希望する傾向がある。「 子の学校での成績」 も 親

の期待値を 上昇さ せる要因のよう に思えるが、 す

でに親の期待が反映さ れた変数である可能性があ

る。 つまり 子の成績が良いから 親の期待が上がっ

たのではなく 、 すでに期待さ れているから 、 成績

が良い可能性も あり 、 解釈に注意が必要である。  
表 1 地域・ 親が希望する進学先に与える影響（ 順序回帰分

析）  

 
3-2. 親の子への留学期待の要因分析 

 表 2 から 、 関東地域に居住し ているこ と や母が

正社員、 母が高学歴であれば子への留学期待があ

るこ と がわかる。 また子供の成績がよければ留学

を期待するが、 こ れは同様に親がすでに期待し て

いるこ と が関連し ている可能性がある。 また出生

順位が高く 、兄弟姉妹数が多いと 期待が薄く なる。 
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表 2 親が子ども の留学希望（ 二項ロジスティ ク ス分析）  

 
3-3. 親の子への通塾選択の要因分析 

表 3 から 、 進学先と 同様に関東地域に居住し て

いれば、 親の子への通塾の確率が高く なる。 親の

学歴は関連せず、 子の学校での成績が良いこ と が

通塾選択の重要な要素である。 さ ら に兄弟姉妹数

が多いと 通塾への投資の確率が低く なる。 さ ら に

女子より 男子の方が通塾選択さ れており 、 性別に

より 、 親の教育投資に差異がある。  
表 3 子ども が通塾し ている（ 二項ロジスティ ク ス分析）  

 
4. 考察 

こ れら 分析結果から 次の点がわかっ た。  

①親の子の進学期待は、 子の学力も 関係するよう

であるが、 親の学歴、 居住地域が影響し ている。  

親が、 高学歴であれば、 経済力が高く なると と も

に、 自分自身の経験から 自分と 同様の進学ルート

を 歩ませたいと するため期待が強く なると 思われ

る。 関東など大学の多い地域に居住し ている場合

には、 教育に関連するサービス、 情報が集積し て

おり 、 親の子の進学への希望が高まると 考えら れ

る。  

②親の子の留学期待 

関東地域に居住し ているこ と は子への留学期待を

高める重要な要因であると と も に母親が高学歴、

正社員キャ リ アを持っ ているこ と が留学期待を高

める。また兄弟姉妹数が多ければ期待が薄く なる。 

家庭の経済的なも のが関係し ていると 考えら れる。 

③通塾選択 

学力が重要な要因のよう であるが、 関東地域であ

るこ と や男子であるこ と 、 兄弟数が少ないこ と が

通塾選択を高める。  

5. 政策提言 

 以上のこ と から 、 と り わけ親の期待を受けなか

っ た子が、 親ガチャ によるも のと あき ら めてし ま

っ たり 、 自分の人生を悔やんだり し ないために３

つの政策を 提案する。  

 1 つ目は、 子自身が、 自ら の人生を自己決定で

き るよう な環境を 作るこ と である。  

具体的には親の進学期待に関わら ず平等に「 大

学」 など高等教育等の情報にアク セスでき る機会

を設けるこ と である。  

そのために例えば、 どんな地域においても 義務

教育の小・ 中学生の頃から 大学や留学の情報にア

ク セス出来る機会を設けるこ と が考えら れる。 大

学授業体験を校外学習の中で行っ たり 、 大学生に

勉強を教えても ら っ たり する場を 創設するなども

考えら れる。  

2 つ目は、 親の期待を変更し う る環境を作るこ

と である。 具体的には大学進学する利点を認知す

るために子が中学校に所属し ている段階で高校入

学から 就職先までのビジョ ンを掴むために進学相

談教室を設置する。  

また、 親の期待を 変える地域の取り 組みと し て

企業や大学などと 容易に交流する場を作り 、 今後

の社会が必要と する人材像などの情報に親がアク

セスする機会を作るこ と である。また高校等では、

経済的な支援のき め細かな情報を 提供するこ と で

ある。  

 3 つ目は、 社会全体が親の期待と は異なる選択

や親が期待を変更し た場合、 子の進学や留学、 通

塾のかなう 環境を 作るこ と である。 文部科学省の

平成 30 年のデータ によると 、 現在の日本では学

費が国立 243 万、 私立 400 万で 47. 5%の学生が奨

学金を受給し ているが給付型奨学金が受け取れて

いる学生は少数である。 そのため、 私たちは学費

を安く する、 給付型奨学金の受給要件を低く する

必要があると 考える。 経済的な問題で進学でき な

い世帯を支援するために、 学費を 減免するこ と を

最終目的だが、 まずは給付型奨学金を貰える条件

を低く するなど社会が子自身の自己決定による希

望を 受け入れる体制をつく るこ と が必要である。  
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高齢者に対する高額医療と 2025 年問題 
 

福知山公立大学 地域経営学部 医療福祉経営学科 2 年 岡本ゼミ  

高橋 美咲( Takahashi  Mi saki ) ・ 〇佐々木 映彰( Sasaki  Ter uaki ) ・  

坂下 杏月( Sakashi t a Azuki ) ・ 松本 大生（ Mat sumot o Dai sei ）  

（ 福知山公立大学地域経営学部医療福祉経営学科）  

キーワード ： 高齢者医療、 医療費 
 

1.  研究意義・ 目的 

今日の日本では、2025 年までに団塊の世代が 75

歳以上の後期高齢者と なるタ イ ミ ングの前後で引

き 起こ さ れる「 2025 年問題」 について多く の対策

が考えら れている。 その中でも 私たちは医療費、

社会保障費の増大について問題視し た。  

先行研究においても 都道府県や市町村ごと に医

療費には格差があり 、 例と し て後期高齢者の医療

費の地域特性について調査し た先行研究がある。

こ の調査は熊本県後期高齢者医療広域連合が提供

し た平成 24 年度 5 月分の診療報酬データ 425, 109

件及び公表さ れた統計に基づき 分析を 行っ ており 、

その地域特性や効果的な医療政策の在り 方につい

て考察するこ と を目的と し ている。こ れによると 、

市町村ごと の診療費には明ら かに地域差が見ら れ

るも のの、 疾病や生活習慣病など医学的要因だけ

で説明でき ない社会経済的要因が存在し ているこ

と がわかっ た。 また、 高齢化率と 医療費増加の関

係性について、 市町村人口の後期高齢者比率と 後

期高齢者診療費の間に明確な相関は見ら れず、 地

域性の発生要因については、 社会経済的要因や地

理的要因の影響が大き いこ と が疑われるこ と から

上野( 2014) は医療制度の政策分析には、 公衆衛生

学的なレセプト 分析と 地域レベルの社会調査の知

見を組み合わせていく こ と が不可欠であるこ と が

分かっ ている。  

そこ で本研究では病棟データ ウェ アハウス（ 病

棟 DWH） や地域医療情報システム（ JMAP） で統計デ

ータ を集め、 そのデータ を分析するこ と で高齢者

の医療費の負担の増加について、2025 年問題を交

えながら 中丹医療圏（ 福知山市・ 綾部市・ 舞鶴市）

に注目し て状況を明ら かにし 、 課題、 対策を 提言

し ていく 。  

 

2.  中丹医療圏の医療資源の整理 

人口 10 万人当たり の人員数でみると 、 2020 年

の中丹医療圏の病床数は全国平均・ 京都府と 比較

し ても 多く ある一方、 医師数は全国平均・ 京都府

と 比較し て大き く 下回っ ているこ と が分かる。 ま

た、 病院数は全国平均・ 京都府と 比較し て上回っ

ている一方、 一般診療所の数が全国平均・ 京都府

と 比べて下回っ ているこ と が分かる。  

 

 
（ 表 1） 人口 10 万人当たり 人員数（ 2020）  

中丹医療圏 京都府 全国平均

一般病床 879.31 865.06 697.23

医師数 216.01 272.99 244.11

病院数 8.13 6.21 6.47

一般診療所 65.57 82.94 68.94
 

（ 出典） 地域医療情報システム（ 日本医師会： JMAP）  

今後の中丹医療圏の医療の需要予想だが、 全国

平均を下回り 続ける予測がさ れている。 以下の式

は、 対象の範囲の年齢の人口に、 2015 年を基準に

し た今後増えると 考えら れる割合を掛けたも のと

し ている。  

・ 各年の医療需要量 
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（ 図 1） 医療需要予測指数（ 2015 年実績＝100）  

（ 出典） 地域医療情報システム（ 日本医師会： JMAP）  

こ れら から 考えら れるこ と は、 今後、 医療の需

要が減る点と 、 一般病床が全国平均と 比べて多い

点から 、 病床数を 減ら し 、 訪問医療に力を入れる

こ と で後述する「 かかり つけ医」 のこ と を踏まえ

て、 医療費の削減につながるのではないのかと 考

える。  

 

3.  医療費の削減において私たちができ るこ と  

（ 1） かかり つけ医の意義 

全国の人口 1 人当たり の国民医療費は 343. 2 千

円に対し 、 京都府の人口一人当たり の国民医療費

は 357. 9 千円であり 、 大き く 上回っ ている。 医療
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費の負担を減ら すポイ ント と し て、 まず、 かかり

つけ医を持つこ と が挙げら れる。特定機能病院や、

地域医療支援病院に紹介状無し で行く 場合、 選定

療養費と し て 5, 000 円以上と るこ と が義務化さ れ

ている。定額負担の義務化は、原則 1～3 割の窓口

負担と は別に、初診で 5, 000 円以上、再診で 2, 500

円以上を徴収する。 さ ら に、 2020 年 11 月 19 日、

厚生労働省は、 患者が紹介状無し で病院を受診す

る際の定額負担について、 初診の場合、 現在より

2, 000 円以上増やし て 7, 000 円以上と する案を社

会保障審議会の医療保険部会に示し た。 紹介状無

し の定額負担に関し 、 現在は 200 床以上の「 特定

機能病院」 や「 地域医療支援病院」 の計 666 病院

で 5, 000 円を徴収し ている。 大病院と 地域の診療

所の役割分担を 進めるため、 こ れ以外の 200 床以

上の一般病床のう ち、 高額な医療機器を使う 機関

などにも 対象を 広げる。 そこ で、 かかり つけ医を

持つこ と で、初診で大き な病院にかかるこ と なく 、

上記にある選定療養費の負担を 削減するこ と がで

き る。 さ ら に、 最も 身近で頼り になる医師を 持つ

こ と ができ るため、 医療費の負担の削減にも つな

がる。  

（ 2） 中丹医療圏の地域医療支援病院 

中丹医療圏には、 舞鶴市に 2 軒の地域医療支援

病院があり 、 来年度から は、 福知山市の病院も 1

軒年定認定さ れる予定だ。 舞鶴市にある 2 軒の地

域医療支援病院の紹介率を調べる。 独立行政法人

国立病院機構舞鶴医療センタ ーの紹介は 91. 4％、

逆紹介率は 69. 6%である。 一方、 も う 一つの地域

医療支援病院で あ る 舞鶴共済病院の紹介率は

67. 4％、 逆紹介率は 66. 6%である。 こ れは医師法

に定めら れた紹介率が 65％を 超え、 かつ、 逆紹介

率が 40％を 超える も の基準を 満たし ている も の

の、 全国平均の紹介率の 72%を下回っ ているこ と

がわかる。 舞鶴市には地域医療支援病院を含め、

4 軒の一般病棟、 49 軒の診療所がある。  

( 3) セルフ メ ディ ケーショ ンの推進 

医療費の負担の抑制に関し て私たちが出来るこ

と の 1 つには私たちが健康であるこ と も 含まれる。

セルフ メ ディ ケーショ ンと し て薬局やド ラ ッ ク ス

ト アなどで買える一般用医薬品を上手く 利用し 、

自己の健康を管理し て通院を減ら すこ と が重要で

ある。 また、 セルフ メ ディ ケーショ ン推進のため

にセルフ メ ディ ケーショ ン税制が導入さ れており 、

健康の維持増進及び疾病の予防への取組と し て一

定の取組を行う 個人がスイ ッ チ OTC医薬品（ 要指

導医薬品及び一般用医薬品のう ち、 医療用から 転

用さ れた医薬品） を購入し た際に、 その購入費用

について所得控除を受けるこ と ができ るこ と にな

っ ている。  

 

4.  考察 

地域の診療所と 連携し てかかり つけ医を持つこ

と を 推奨し 、 紹介率を上げていく こ と で、 地域医

療の連携と 、患者の医療費負担の削減につながる。

こ れは来年度から 地域医療支援病院に認定さ れる

可能性の病院がある福知山市にも 言えるこ と であ

る。 日本医師会の出し ている、 かかり つけ医を 持

つこ と を推奨するポスタ ーの掲示や、 病院から の

呼びかけを 積極的に行う こ と で、 かかり つけ医を

持つ市民が増えていく と 考えら れる。  

また、 日ごろ から の体調、 健康管理を 行う こ と

やセルフ メ ディ ケーショ ンを行う こ と で通院を 減

ら すこ と も 医療費負担の削減につながる。 セルフ

メ ディ ケーショ ンを推進するために、 セルフ メ デ

ィ ケーショ ン税制を広めるこ と や税制対象商品を

示すセルフ メ ディ ケーショ ン識別マーク の普及が

必要であると 考える。  
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若年層における特殊詐欺被害への対策  

 

地域金融グループ  

○則包 庸介（Norikane Yosuke）・東 頼我（Azuma Raiga）・大賀 龍太朗（Oga 

Ryutaro）・西 伶晟（Nishi Reiji）  

（京都産業大学経済学部経済学科）  

キーワード：特殊詐欺、脆弱性、自信過剰 

 

1. はじめに  

2003 年頃から「オレオレ詐欺」をはじめ高齢者

の特殊詐欺被害の発生が目立ち始めた(平成 29年

警察白書より)中で、最近若年層(30 歳未満)の特

殊詐欺被害のニュースを多く目にするようにな

ってきた。本稿では、若者が受ける特殊詐欺被害

を防止する為の対策について考える。 

1.1 特殊詐欺とは 

京都府警察によれば、特殊詐欺とは「電話をか

けるなどして対面することなく信頼させ、指定し

た預貯金口座への振り込みその他の方法により、

不特定多数の者から現金を騙し取る犯罪」のこと

である。特殊詐欺には様々な種類があるが、図 1

（警察庁より）から分かるように、30 歳未満が被

害に遭いやすいのは、融資保証金詐欺・ギャンブ

ル詐欺・架空料金請求詐欺であるため、本稿では

この 3つの詐欺に注目する。 

 

図 1 30 歳未満が被害に遭う特殊詐欺の割合（令和 2 年） 

 

① 融資保証金詐欺…実際には融資しないにも

関わらず、融資を申し込んできた者に対し、

保証金等の名目で金銭等を騙し取るものを

いう。 

② ギャンブル詐欺…不特定多数の者が購読す

る雑誌に「パチンコ打ち子募集」等と掲載し

たり、不特定多数の者に対して同内容のメー

ルを送信したりするなどし、これに応じて会

員登録等を申し込んできた被害者に対して、

パチンコ攻略法等の虚偽の情報を提供する

などした上で、金銭等を騙し取るものをいう。 

③ 架空料金請求詐欺…未払いの料金があるな

ど架空の事実を口実とし金銭等を騙し取る

ものをいう。 

1.2 特殊詐欺に関する既存の対策 

私たちの調査(参考文献の 6.7.8)によると特殊

詐欺に対して現在実施されている政策は以下で

ある。 

⚫  京都府警による預金小切手を活用した通報

システム「預手プラン」の運用開始(預金プラ

ンの説明文に「高齢者の方に対して」と記載) 

⚫  京都信用金庫による一部利用停止政策(平成

29 年度 9月 11 日記事に「70 歳以上のお客様

が対象」と記載) 

⚫  京都府警による YouTube を使った呼びかけ

(動画概要欄に「高齢者の方々の特殊詐欺に

対する防御力を高めることを目的」と記載) 

上記の政策の多くは、主に高齢者が対象となっ

ているが（高齢者しか利用できない政策ではなく、

若者が利用することも可能）、「若者」の特殊詐

欺被害を防止する為には若者に特化した新たな

政策が必要であると私たちは考えた。 

2. 先行研究 

2.1 自信過剰 

若者が特殊詐欺被害に遭うことを防止する為

の対策を考える為に、そもそも特殊詐欺が発生す

る要因に関する先行研究を調査した。福原（2017）

では、『消費者は、平常時には、「自分は騙され

ない」という自信過剰傾向にある。こうした心理

状態では、自ら予防策を講ずる必要性を軽視した

り、無関心になったりしやすい。』と述べられて

いる。 

2.2 脆弱性テスト 

また、福原（2017）は『一般的に、自信過剰傾

向にあることに自ら気付く事は難しい。この為、

第三者が、ミニテストやセミナーなどの機会を提

供することで、個々人に詐欺被害に対する対応能

20.1%
19.4%

8.0%
4.5%

1.6%
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力が十分でないことを自覚させるアプローチが

とられることが多い』と述べている。尚、脆弱性

テストは消費者庁が18∼22 歳を想定して行ってい

る。 

3. 政策提言 

先行研究を読んだ結果、私たちは、若者に脆弱

性テストを実施し、自分の脆弱性を認識させるこ

とによって、自信過剰を抑制することができ、特

殊詐欺発生を防止できるのではないかと考えた。

以下では、私たちが作成した脆弱性テストについ

て説明し、脆弱性テストの実施が、若者の自信過

剰を抑制しているか否かを検証する為に実施し

たアンケートとその結果について説明する。 

3.1 脆弱性テストの作成 

消費者庁(2010)の作成要領に示されていた 30

項目を参考に私たちは、3 つの特殊詐欺への遭い

やすさを識別する為の質問項目を作成した。具体

的には、①融資の意識 ②専門家に対する意識 

③節約の意識 ④電話対応 ⑤自身の性格 ⑥

自己犠牲 ⑦慎重さ ⑧内向的かどうか ⑨自

身の意思 ⑩他人の目を気にするか ⑪好奇心 

⑫夢見がちかどうか ⑬衝動 ⑭自身の信じや

すさ ⑮自身の冒険心を問う質問である。これら

の質問に対して「はい」と答えた数が多いほど、

特殊詐欺に遭いやすい傾向があることもアンケ

ートの中に明記している。本稿では、15 問の内「は

い」と答えた質問が 8 個以上である場合、その回

答者は「脆弱である」と判断することにした。 

3.2 自信過剰か否かを特定する為の質問 

 脆弱性テストに加えて、私たちはアンケート回

答者が自信過剰か否かを特定する為の質問も尋

ねている。具体的には、脆弱性テストの前後に「あ

なたは特殊詐欺に遭う可能性があると思います

か？」と質問をする。脆弱性テストの結果、「特殊

詐欺に遭いやすい」と判断されたにも関わらず、

脆弱性テストの実施前に「自分は特殊詐欺に遭う

とは思わない」と答えた人が「自信過剰」と考え

られる。 

3.3 アンケートの実施方法 

 アンケートはGoogleフォームを用いて作成し、

SNS（Instagram、LINE）を利用して、友人・知人

の若者（30 歳未満）に回答及び拡散を依頼した。

その結果、216 人から回答を得た。 

3.4 アンケートの結果 

 脆弱性テスト 15問のうち 8問以上について「は

い」と答えた人は全体の 52％であり、多くの若者

が、特殊詐欺の被害に遭いやすいことが分かった。

また、特殊詐欺に遭いやすい人々のうち、64％は、

「自分は特殊詐欺に遭わない」と思っており、「自

信過剰」な人も多く存在する。しかし「自信過剰」

と思われる人のうち、82％は、脆弱性テスト後の

質問では「自分は特殊詐欺に遭うかもしれない」

と思うようになっており、多くの自信過剰だった

若者が脆弱性テストを通じて、自分の脆弱性を認

識したことが分かる。 

4. まとめと反省  

 本稿では京都府でも問題になっている、若者が

被害に遭いやすい特殊詐欺について実際に私た

ちが提案した政策が有効なのか検証を行い、具体

的な特殊詐欺予防策を検討した。3.4 節で述べた

ように、脆弱性テストを行い、自分の特殊詐欺被

害への遭いやすさを認識させることによって、多

くの自信過剰だった若者に「自分は特殊詐欺に遭

うかもしれない」と思い直させることができた。

脆弱性テストの実施は、特殊詐欺予防の有効な手

段と言えそうである。しかし本稿には課題もある。

実施したアンケートは、友人・知人に依頼して回

答・拡散してもらった為、サンプルに偏りがある

ことは否定できない。例えば、母集団を京都府に

いる 20 代とした時、男性比率は 50%だが、私たち

のアンケートに答えてくれた人々の男性比率は

65.7％である。また、京都府にいる20代は279,446

人(平成 27 年)であるが、アンケートに回答して

くれた人の数は 216 人である為、十分なサンプル

数とは言い難い。研究の精度や信頼性を上げる為

には自治体等に協力を要請し、無作為にサンプル

を抽出してアンケートを実施することがより理

想と言えるだろう。 
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1. 研究目的 

近年、日本では急激に少子高齢化が進んでいる

とされているが、その要因として問題視されるの

が晩婚化・未婚化である。総務省統計局(2015)の

国勢調査より、1985 年と 2015 年の女性の未婚率

を比較してみると、25 歳〜29 歳では 30.6%から

61.9%に、30 歳〜34 歳では 10.4%から 34.6%とな

り、30 年間の間に未婚率が増加している。 

晩婚化・未婚化の背景として論じられることが

多いのが女性の社会進出、すなわち働く女性の増

加である。確かに、30 年前より、女性の 4年生大

学への進学率も高くなり、内閣府男女共同参画白

書(2021)によれば、女性の年齢階級別労働力率の

状況も、25 歳から 34 歳を底とする M 字カーブを

描いていた 1980 年に比べて、2020 年では 25 歳〜

29 歳が 85.9%、30 歳〜34 歳が 77.8%と上昇してい

る。この女性の社会進出が進んだ理由として 1985

年に男女雇用機会均等法が出されたことが大きく

影響している。厚生労働省の「令和２年版働く女

性の実情」(2020)では、1980 年から 2010 年の 

30 年間で 25〜34 歳の就業女性未婚者割合は、 

20〜35%高くなっていることが言われている。 

そこで、本稿では、働く女性の晩婚化・未婚化

が進んでいる背景を分析し、結婚を考えやすい環

境を提供する政策を考えていきたい。 

2. なぜ結婚していないのか？ 

2.1 結婚していない理由 

内閣府の結婚・家族形成に関する意識調査報告

書(2015)から、男女ともに結婚していない理由を

見てみると、「適当な相手にめぐり合わないから」

が 50%以上となっている。アンケートの項目の中

には、「仕事が忙しすぎるから」や「仕事を優先し

たいから」という項目があるが、そこは男女とも

に約 10%程度である。雑誌ゼクシーが 2020 年 7月

に独自で行った「未婚である人に結婚しない理由」

についてのアンケートで、「適当な相手に巡り合わ

ないから」と答えた人が過半数いる。 

2.2 コロナ禍の結婚意識の変化 

では、結婚はしないつもりの人が多いのであろ

うか。前述の内閣府の調査(2015)によれば、「いず

れは結婚したい」等結婚したいと思っている人は

全体で 77.7％である。さらに、現在、コロナ禍に

おいて結婚への意識も変化しつつある。「新型コロ

ナウイルスの流行により結婚に対する意識にどう

変化が生じたか」についてのアンケート（2020）

によれば、「外出自粛やリモートワークによる孤独

感」、「コロナ禍の生活に対する不安感」、「大切な

人と過ごす時間の重要性を認識」により、「誰かと

暮らすこと」を求め、結婚に対して前向きになっ

た人が増加している。 

3. 結婚のハードル  

3.1 異性をとの出会いの場の変化と結婚活動 

異性との出会いの場や結婚活動に関する先行研

究を見ていく。 

赤井(2015)によると、かつて日本では社内にお

いて結婚するための出会いができるように配慮し、

見合いを通じて男女が出会うことが一般的だった

が、近年、この仕事や見合いを通じての出会いが

大幅に減り自分で結婚相手を探さないといけなく

なったと指摘している。 

また、三輪(2010)より、近年では、25 歳から 40

歳は家族の個人化が進んだ世代であり、「適当な相

手とめぐりあう」ためには主体的結婚活動を必要

とする世代であるものの、結婚活動は低調なこと

が明らかにされている。一方、結婚活動を授業・

サークル・趣味・習い事・街中や旅先という自然

状況に近い場面で相手を探す「生活・偶発型」は、

どちらかといえば若い世代に多く若い世代は自然

に相手とめぐりあう点を意識しているため、結婚

活動を積極的にせず、適当な相手とめぐりあえな

い可能性が高くなっていると指摘している。 

実際に、結婚活動について調査分析した永久・

寺島(2015)の研究によれば、結婚活動は未経験者

が半数以上と全体に低調ではあり、特に結婚とい

う目的が明確な見合い、相談所、婚活パーティー

などは、敬遠され、結婚目的が曖昧な活動の参加

率の方が相対的に高いとされた。 

また、近年は、婚活マッチングアプリが普及し

てきているが、MMD 研究所のマッチングサービス・

アプリ利用実態調査(2020) ではアプリ内でのト
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ラブルの報告割合が男女共々約半数いることがあ

り、マッチングアプリにより、出会いの場が増え

たとは一概に言えない状況があるように感じる。 

3.2 結婚の先送り 

結婚活動の内容だけでなく、積極的に結婚に向

けて対応する年齢も遅くなってきている。 

前述の内閣府の結婚・家族形成に関する意識調

査報告書(2015)によれば、「結婚に向けて積極的な

対応を取る年齢」についてのアンケートによると、

男女共に 30 歳から 34 歳の間という少し遅めな年

齢が最も多くなっている。 

永久(2019)によれば、未婚女性は「いずれ結婚

するつもり」であるものの、25 歳から 29 歳では

「まだ結婚するつもりはない」と結婚を先送りに

されている点に着目してインタビュー調査によっ

て分析をしている。そこでは、独身にとどまる理

由として、「キャリアアップのための勉強」、「やり

たいことを全部やる」、「もう少しやってみてだめ

なら転職」などがあることから、女性の社会進出

が進むため 30 歳前後の時期が個としての生き方

の探求や、追求の真最中の時期になるため結婚を

先送りにしている傾向にあることを指摘している。 

以上の先行研究より、かつては職場で出会い結

婚する機会が与えられていたが、近年は職場で出

会う機会も減り、自然な出会いを求める傾向にあ

るため、マッチングアプリや結婚相談所などもあ

るが、積極的な結婚活動は行われていないだけで

なく、女性としてもキャリアアップの踏まえて結

婚を先送りにしていることがわかった。 

4  政策提言 

 そこで、私たちは、結婚という目的が明確では

ないものの、キャリアアップや人との交流を増や

しつつ、自然と異性と出会う場として、社宅を兼

ねたシェアハウスを提案する。現在コロナ禍によ

るテレワークや働き方改革など労働環境を見直す

取り組みが進められ、働き方が多様化している。

そんな中で注目を集めているのが、シェアハウス

やコレクティブハウスである。日本経済新聞によ

ると、テレワークによるコロナ禍での孤立から、

交流を求めてコレクティブハウスに移り住む人も

いる。実際、シェアハウスシェアハウス自体は、

2013 年に 19000 戸であった戸数が 2020 年時点で

約 56000 戸にも増えており需要が高まりつつあ

る。同じ趣味の人を募ったり、低価格であるが故

の身寄せ、在宅ワーク中のコミュニケーションの

場として利用するシェアハウスも増加している。

人と共有することでしか得ることができない付加

価値を得るために、ライフスタイルや住まいに対

するニーズが多様化してきている。そんな中で、

キャリアアップも人との交流も図ることができる

ものとして、私たちは、住む場所にシェアオフィ

ス（テレワークスペースなど）を設ける社宅を提

案する。居住スペースを分けプライベートな部屋

を確保しつつ、かつ同じ建物内に「共有スペー

ス」として、シェアオフィスだけでなく、カフェ

や趣味に合わせ共同スペース・共通キッチンなど

を設けることで、時間を無理矢理作らなくとも気

軽に複数人と触れ合うことができるだろう。この

社宅を兼ねたシェアハウスでは、結婚を目的とし

て入ってもらうわけではないが、同じ住居で相手

の普段の様子を見ることができるため、顔や職業

年齢詐称をされる可能性が低く、異性と暮らすこ

とへの抵抗が減ることで結婚を意識しやすくなる

のではないかと考える。実際、婚活目的でなくと

もカップルが多く誕生しているシェアハウスの事

例も多く見受けることができる。 

働く女性が、仕事もキャリアアップも交流も、

そして結婚も自然な出会いを提供しつつ、いろん

な生き方も尊重できる、現在の働き方の変化に順

応し、出会いの場も確保できるシェアハウスを提

案した。 
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持続可能な社会の実現に向けたエビデンスに基づく

政策立案(EBPM)の実践 
‐ランダム化比較試験を活用した難民支援アプローチ開発の事例‐ 

 

龍谷大学経済学部神谷祐介ゼミ 栗山一丸 

○栗山 大輔（KURIYAMA DAISUKE）・吉田 奈由（YOSHIDA NAYU）・ 

菅野 るい（SUGANO RUI）・三宅 藍子（MIYAKE AIKO）・ 

関 勝哉（SEKI KATSUYA）・山﨑 陽平（YAMASAKI YOHEI）・ 

佐々木 絢香（SASAKI AYAKA）・橋本 蓮（HASHIMOTO REN） 

（龍谷大学経済学部国際経済学科） 

キーワード：エビデンスに基づく政策立案、身元の分かる被害者効果、難民支援 

 

1. はじめに 

国連「持続可能な開発目標：SDGs」は、地球上

の「誰一人取り残さない(No one left behind)」

ことを誓っている。その一方で、現在の日本では、

コロナ禍の影響もあり、社会の分断や孤立の問題

が深刻化している。今後、日本国内で SDGs の理念

を推進するには、地域社会、企業・団体、また教

育現場にて、多様性と包摂性を有する持続可能な

社会の実現に向けた取り組みを広げる必要がある。 

エビデンスに基づく政策立案（Evidence-Based 

Policy Making: EBPM）とは、「我が国の経済社会

構造が急速に変化する中、限られた資源を有効に

活用し、国民により信頼される行政を展開するこ

とを目指すための取組」である（総務省(2018)）。

我々は、この EBPM の手法を応用することで、現代

のコロナ禍の日本における生活困窮者、外国人・

難民、LGBT、子ども、高齢者、障がい者などに寄

り添い、多様性・包摂性を有する持続可能な社会

の実現に貢献できるのではないかと考えた。 

 

2. 現状分析 

我々は、多様性・包摂性を有する持続可能な社

会の実現に向け、EBPM の手法を難民問題に応用し

たいと考えた。きっかけとしては、2021 年 6月に

日本で行われたサッカー・ワールドカップ予選に

て、ミャンマー代表として来日したピエ・リヤン・

アウン選手が帰国を拒み、日本に難民申請した出

来事が挙げられる。その後、申請は認められ、9月

には横浜のフットサルチームに入団した。 

普段、我々大学生には、世界の難民問題に目を

向ける機会はほとんどない。一方で、世界では難

民の増加が問題視されている。このため、我々は

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）日本事務所を

オンラインで数回訪問し、質疑応答・ディスカッ

ション・参加型ワークショップなどを重ねること

で、難民問題に関する理解を深めた。 

2020 年末時点で、世界で強制移動により故郷を

追われた人の数は 8,240 万人と推計される。これ

らの人々のうち約 7割は近隣国に逃れて生活して

いるが、生活するにあたり必要な物資、医療、労

働の機会などが不足している。 

 国連 UNHCR 協会の 2020 年寄付金収入（約 58 億

円）の内訳を見ると、企業・団体・学校が全体の

12％であったのに対して、個人寄付は 88％をも占

めた。なお、寄付金全額の 85%は UNHCR 本部に送

金され、難民支援に使用される。このように、難

民支援拡大のためには、個人寄付が今後も重要と

なる一方、企業・団体・学校に対する難民問題へ

の理解向上が必須である。しかしながら、日本で

は、世界の難民問題への認知度・理解・支援のい

ずれもが十分でない。そこで我々は、専門である

経済学を基とした EBPM の手法を応用することで、

この事態を改善できるのではと考えた。 

 

3. 研究目的 

 EBPM 手法の代表格であるランダム化比較試験

（Randomized Controlled Trial：RCT）を活用す

ることで、効果的な難民支援アプローチを開発す

るべく、以下 2つの研究設問（RQ）を立案・検証

した。 

l RQ1:日本人の若者の中で、どのような属性の

人が、より多く難民支援に対する寄付の支払

い意思額（WTP）を持っているか？ 

l RQ2:難民支援の拡大には、どのようなマーケ

ティング・アプローチが効果的か？ 

RQ2 を検証するにあたって、我々は「身元の分

かる被害者効果(Identifiable victim effect)」

に着目した。これは、支援を募る際に、その対象

者を、特定可能な個人のストーリーとして示す場

合と、そうでない場合（特定不可能な大多数の統

計データを示す）を比べて、人は前者に対してよ

り共感し、ポジティブな反応を見せるという効果

である (Small et al. 2007)。 

 

4. 研究方法 

研究設問の検証のため、2021 年 10 月にネット・
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アンケート調査を行い、133 名より有効回答を得

た。RQ2 の検証には、回答者を 2 群にランダム（誕

生月を利用）に割り付け、介入群にはミャンマー

のロヒンギャ難民のシェハナという一人の少女の

ストーリーを表す既存の YouTube 動画（58 秒）を

視聴させた。一方、統制群は、特定不可能な大多

数の難民の統計データを示した。その後、以下の

質問を行い、難民支援のための寄付金額について、

支払い意思額（WTP）として尋ねた。 

「あなたは、天からのお年玉として、幸運にも
5,000 円を受け取りました。あなたは、この金額
のうち、自由な金額を難民支援団体に寄付するこ
とができます。このとき、あなたが寄付してもよ
いと思う金額を 500 円単位で選んでください」 
 

 

 
図 1 RCT の介入群の画面 

 

 
図 2 RCT の統制群の画面 

 

5. 結果と考察 

アンケート調査の記述統計を表１、研究設問を

検証した回帰分析の結果を表 2 に示す。RQ1 の結

果として、難民支援のための寄付金額は、京都府

出身の人は少ない、利他的な人は多い、難民への

興味度が高いほど多いことが統計的に有意に明ら

かとなった。一方で、性別・学年・中学までの海

外渡航経験は寄付金額との有意な関係はなかった。

RQ2 については、難民支援への寄付金額は、介入

群は統制群よりも 702 円（平均寄付額 3,402 円の

21％）多いことが統計的に有意に確認された。 

RQ2 の検証結果より、「身元の分かる被害者効

果」は難民支援への寄付額の向上に効果的である

ことと証明された。動画を用いた一人のストーリ

ーを観せるアプローチは、大多数の統計データを

示すよりも、支援対象者への共感や寄付金額を増

やすことを示唆する。 

 
表 1 記述統計 

 
表 2 回帰分析の推計結果 

 
 

6. 結論 

本研究では、EBPM の手法を難民支援アプロー

チの開発に応用したが、今後、持続可能な社会の

実現に向けて、他の社会課題や身近な問題の解決

にも応用可能であると考える。特に、今回用いた

YouTube 動画の活用やネットアンケートでの RCT

の実施などは、限界費用がほぼゼロであり、費用

対効果が極めて高いため、地方自治体・企業・大

学における通常業務にも活用を促していきたい。 
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変数 全体 介入群 統制群 差
難民支援への寄付金額 ¥3,402 ¥3,589 ¥3,130 ¥459
女性 62% 61% 63% -2%
出身地
大阪府 36% 32% 43% -11%
京都府 11% 13% 7% 5%
香川県 12% 14% 9% 5%
それ以外 41% 42% 41% 1%

学年
中高生 14% 19% 6% 13% **
大学1-2年生 30% 28% 33% -5%
大学3-4年生 47% 44% 52% -8%
社会人・大学院生・フリーター 9% 9% 9% 0%

中学卒業時までの海外渡航経験 28% 24% 33% -9%
ソーシャル・キャピタル
信頼 3.2 3.1 3.4 -0.3 **
互恵性 4.2 4.2 4.2 0.0
利他心 4.1 4.0 4.2 -0.2

利他的（他人への支援金額） ¥1,782 ¥1,703 ¥1,898 -¥196
難民への興味
全く興味がない・興味がない 12% 13% 11% 2%
どちらでもない 30% 30% 30% 1%
興味がある・とても興味がある 58% 57% 59% -2%

**p <0.05

変数 係数 標準語差 p値
介入群ダミー 702.4 278.6 0.013 **
コントロール変数
女性 -30.7 271.8 0.910
出身地
それ以外†
大阪府 -81.1 327.6 0.805
京都府 -892.7 470.2 0.060 *
香川県 175.4 444.2 0.694

学年
中高生†
大学1-2年生 -218.2 470.0 0.643
大学3-4年生 -236.6 464.7 0.612
社会人・大学院生・フリーター 74.3 597.3 0.901

中学卒業時までの海外渡航経験 209.5 302.2 0.489
ソーシャル・キャピタル
信頼 31.5 148.2 0.832
互恵性 52.4 208.6 0.802
利他心 510.0 182.4 0.006 ***

利他的（他人への支援金額） 0.5 0.1 0.000 ***
難民への興味
全く興味がない・興味がない†
どちらでもない 1285.1 458.2 0.006 ***
興味がある・とても興味がある 1289.7 465.9 0.007 ***

 † ダミー変数の参照値, * p<0.1, **p <0.05, ***p<0.01
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生理の貧困から考える日本のジェンダー平等推進 
 

藤野ゼミ C グループ 

○山本彩加（yamamoto ayaka）・岡田純寧（okada ayane）・勝又幸奈（katsumata 

yukina）・中多恵（nakata kei）・佐々木郁美（sasaki ikumi）・髙田侑希（takata 

yuki） 

（京都産業大学現代社会学部現代社会学科） 
キーワード：生理、貧困、ジェンダー平等 

 

1. 研究の目的 

本研究は、「生理の貧困」が話題になったことを

きっかけに大学における女子学生の生理の実態を

調査し、大学教育におけるジェンダー平等のため

の具体的な施策を考案することを目的とする。 

生理の貧困は 2017 年 3 月に BBC 放送で「貧困

のために生理用品が買えず、学校を休んで教育が

受けられない生徒がイギリスでは 10 人に１人に

上る」と報道されたことをきっかけに、多くの国

で問題視され始めた。日本でもコロナ危機により、

その実態が浮き彫りになった。これまでは、多く

の社会で女性の生理現象（月経）はタブー視され、

女性個人が解決すべきことと考えられてきたため、

社会問題化されてきたことは大きな転換ととらえ

られる。 

本研究ではまず、Twitter で近年話題になった

生理の貧困に関するコメントを分析することで、

日本ではどのようにこの話題が認識されているの

かを探る。次に本学の女子学生にアンケート調査

をすることで、生理の実態や大学内での生理用品

の設置などに対する意見等を明らかにする。これ

ら 2つの分析をもとに施策提言を行う。 

 

2. 研究方法 

2.1 Twitter 分析 

2020 年 1 月～2021 年 6 月のツイートを対象に、

「生理」「貧困」「ナプキン」「ピル」といった生理

の貧困に関連するワードを、テキストマイニング

フリーソフト KHCoder を使用して検索した。 

 

2.2 大学でのアンケート調査 

8月 26日から9月17日まで本学学生向けのWeb

サイトで、Microsoft Forms によって女子学生を

対象にアンケートを実施した。本学に在籍する全

女子学生数は 2021 年 5月現在で 4982 人である。

この母集団に対し、無作為抽出によって調査を実

施することが現実的には困難であるため、分析上

の課題はあるものの Web サイトにアクセスした女

性からの回答を得ることにした。その結果有効回

答数は 288 件（有効回答率 5.7％）であった。ア

ンケートの内容は、生理時の経験や学内での生理

用ナプキンの提供についてである。 

3. 分析結果 

3.1 Twitter 分析の結果 

計 160 のツイートを KHCoder で分析した結果、

生理の貧困の話題に関して大きく 2つに分類する

ことができた。一つ目は他国で実施されている政

策と日本の現状を比較考察した意見であり 33 件

あった。二つ目は女性の生理に対する「周囲の理

解がない」という意見で 22 件であった。 

より具体的にみると、一つ目は、欧米各国では

生理の貧困への政策を推進しており、日本でも「学

校での生理用品の無料配布や無料設置」「非課税、

減税処置」を推進すべきだという意見に集約され

た。多くが、女性個人が負う問題ではなく、社会

全体で担っていくべきという主張であった。 

二つ目に関しては、男性だけでなく、親や同性

からも生理に関する理解が得られにくいという意

見だった。父子家庭、ネグレクトの場合が特に深

刻だが、母親や同性ですら自分の経験と異なる場

合には理解されないとの意見が見られた。 

これらから、今我々が話題にしている「生理の

貧困」に対する問題意識は、必ずしも金銭的な意

味だけではないことが明らかとなった。女性の性・

生理等に関する教育の欠如や社会の女性の身体理

解の欠如など、貧困の持つ意味は広い。また金銭

的な意味での貧困の背景も複雑であり、決して経

済的な面のみに矮小化されてはいけない。社会で

もすでにそういうことが共有されている。以上を

踏まえてアンケート調査を実施した。 

 

3.2 アンケート調査の結果 

3.2.1 主たる結果 

①生理痛の頻度とそれに対する対応（図 1、2、3） 

回答者288人中279人は生理痛があると回答し、

高い割合であることがわかる。その中でも生理痛

が毎回ある、よくある、時々あると回答した人そ

れぞれの市販薬の服用、低用量ピルの服用、病院

に行った経験、大学の授業を休んだ経験の割合を

まとめたものが図 1、2、3である。いずれの割合

も「毎回ある」が最も高くなっている。特に「毎

回ある」場合、28％（47 人）の人が授業の欠席の

経験がある。また、毎回生理痛があるのに、その

多くが市販薬で対処しており、ピルの使用は少な
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いことがわかる。 

②授業の欠席の教員への伝達 

生理痛が原因で授業を休んだことがあると回答

した学生 61 人は全体のおよそ 20％であるが、教

職員にその理由を伝えたことがあると回答したの

はわずか 6 人であり全体の 2％であった。自由記

述欄には、大学の授業を生理痛で欠席した際に男

性の教授にその旨を連絡したところ「言い訳に過

ぎない」と言われたと記載している者がいた。 

③本学での生理用品の提供に関する意見（図 4） 

 本学で生理用品を提供する機会や場を設けるこ

とには、どの意見にも 70％以上の人が賛成してい

る。特に、「無料」提供の希望が多く、90％を超え

る。中でもトイレ設置への要望が最も多い。 

④生理があることによって活動に制限がかかると

感じる理由 

自由記述で記入してもらい、KHCoder で頻出キ

ーワードを分析した。「授業」が 27 件、「運動」が

20 件、「集中」が 18 件、「予定」が 14 件であった。

「授業」のキーワードと一緒に用いられていた語

は欠席や集中できないなどが多く見られた。運動

に対する制限や「予定」がくるうなど、生理によ

り教育機会が喪失されている様子が見受けられた。 

 
図 1(左) 生理痛が毎回ある人の対応 

図 2(右) 生理痛がよくある人の対応 

 
図 3(左) 生理痛が時々ある人の対応 

図 4(右) 本学での生理用品の提供に関する意見 

 

3.2.2 考察  

3 つの重要な知見が得られた。 

①生理による授業の欠席について 

生理痛のある人は一定数、授業を欠席している。

出席していても集中できないなど問題を抱えてい

る。勇気をもって言える人は少数派である。 

②生理痛への対応 

多くの人が生理痛を抱えているが、対処療法と

して鎮痛剤を使用しており、ピルの使用は少ない。

日本ではピルの普及が先進諸国に比べ遅れている

が、大学生においても認知度が低いと考えられる。 

③本学での生理用品の提供に関する意見 

無料配布、特にトイレにおける設置が多数派で

ある。経済的貧困というよりは、女性皆が抱えて

いることであり平等にすべきという意識が現れて

いる可能性がある。 

 

4．施策提言 

これらの研究を踏まえて二つの観点から大学に

対し、次の施策提言をする。一つは、女性個人の

問題ではなく社会問題として解決するという観点

からである。もう一つは、女性の身体に対し、女

性自身も周囲も理解をし、女性であることで機会

を喪失したり不利を被ったりしないという観点か

らである。 

①学内トイレに生理用品無料配布サービス「OiTr」

の設置や、鎮痛剤の無料配布 

 女性個人にかかっている偏った負担を軽減し、

トイレットペーパー同様に社会（大学）で当然担

うコストとしてみなされるように学内トイレに生

理用品を無料設置することを提案する。具体的に

は、現在ショッピングモール等のトイレで普及し

つつある OiTr の設置である。これはスマートフォ

ンのアプリの使用でナプキンが無料で出てくるサ

ービスである。また、生理痛の鎮痛剤も大学内の

保健管理センター等で、無料で受け取るシステム

も提案する。これにより社会でコストを担うとい

うことに加え、女子学生が授業に欠席したり、授

業に集中できないことを減らすことにつながる。 

②教員や学生向けのセミナーや講習会の開催 

女子学生が教育や活動の機会を失わないように、

生理痛等をコントロールしていくことができるエ

ンパワーメントの機会を作る。特に自分自身の体

を知ったり、ピルなどの知識を得たりするための

実践的なセミナーや講習会を開催する。また、同

時に周囲も女性の身体についての知識を深め、生

理という理由で不利に扱わないように、すべての

人を対象とした啓発のセミナーや講習会を開催す

る。 

①の施策については経済的困窮世帯等に限定せ

ず、まずはすべての女性を対象にする。今まで女

性にのみ負わされていた部分を社会が担うことで、

女性理解が進むとともに女性の様々な機会拡大に

もつながり、日本のジェンダー平等推進につなが

っていくと考えられる。その上で、女性自身がエ

ンパワーメントすることや、全員で女性の身体の

理解を深めることで効果が強固になると考えられ

る。経済的困窮世帯には、さらに手厚い施策も考

えられる。大学が生理の貧困に積極的に取り組む

ことはジェンダー平等の施策であると認識するこ

とも重要である。 
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脱京菓子離れ 
‐ 若者へ向けた PR から 文化継承へ‐  

 

佛教大学社会学部大谷ゼミ 京菓子班 

○山本佳祐( Kei suke Yamamot o) ・ 仲谷舞唯( Mai  Nakat ani ) ・ 服部竜也( Tat suya 

Hat t or i ) ・ 松村一志( Kazushi  Mat sumur a) ・ 山下由乃( Yuki no Yamashi t a) ・ 山田気恵

( Ki e Yamada)  

( 佛教大学社会学部現代社会学科)  

キーワード ： 京菓子、 和菓子離れ、 若者 
 

1． はじ めに 

（ 1） 研究目的 
 「 だが、 値段が張る」、「 だが、 馴染みがな
い」。 こ れは、 研究前に我々が思い浮かべた京菓

子に対するイ メ ージである。  

京菓子と は、 京都における歴史ある伝統和菓子
であり 、 京菓子協同組合は、 京菓子を「 こ れほど

優美な容姿と 、 気品あふれる風味、 そし て詩情た
だよう 嗜好品は世界に類を見ない（ 京菓子協同組

合 HP 2021） と 表す。  

京菓子は、 行事や季節と の結びつき が強いこ と
から 、 京都の伝統文化と し て長く 京都の人々の生
活に寄り 添い、 愛さ れてき た。「 だが」、 近年、 洋

菓子の普及などを背景に、 和菓子離れが懸念さ れ
ている。 2000 年と 2019 年の種類別菓子の年間平
均購入額を比較すると 、 羊羹は 19 年間で 1126 円

から 674 円へと 減少、 饅頭も 2064 円から 1092 円

に減少、 他の和生菓子も 9504 円から 8897 円に減
少し ており （ 総務省統計局 2021）、 和菓子全体

と し て消費量が減少傾向にあるこ と がわかる。 さ
ら に、 新型コ ロナウイ ルスによっ て、 観光地を中

心に京菓子業界も 打撃を受けている。  

そこ で我々は、 京菓子業界の現状、 特に若者の
京菓子離れに着目し て研究を 行い、 こ の伝統産業
を 継承し ていく 為の政策を提言する。  

 

（ 2） 先行研究 
 京菓子離れの背景にある人々の洋菓子への移行

は、 特に若者の間で進んでいる。  
和菓子の嗜好性について、 高齢者の間では、 好

き なお菓子の上位に和菓子があり 、 その理由と し

て、 美味し さ のほかに、 脂肪分の量が少ないなど
と いっ た健康面から も 支持さ れている（ 大西・ 内
田・ 加藤 2015）。  

一方、 若者における和菓子の嗜好性を中学生、
高校生、 大学生に分けて見ていく と 、 中学生は、
和菓子のイ メ ージ自体は好印象なのに対し 、 喫食

機会は和菓子が比較的少なく なっ ている。 背景と

し て、 和菓子はスナッ ク 菓子、 洋菓子に比べて高
価であるこ と や、 中学生は行動範囲に限り がある

こ と などが挙げら れる（ 村上 2014）  
次に、 高校生を 見ると 、 こ ちら も 和菓子の味は

魅力的だと する意見が多く （ 村上 2018）、 中学

生と 比較すると 喫食機会も 多いのに対し 、 季節や

年中行事と 関連し て食べら れるこ と が少ないと 指
摘さ れている（ 村上 2019）。 また、 値段が重視
さ れる傾向にあるこ と も 、 和菓子の喫食機会の減

少に繋がっ ていると 考えら れる（ 大西・ 内田・ 加

藤 2015）。  
最後に、 大学生を 見ても 、 和菓子は見た目の美

し さ やカ ロリ ーの低さ が好まれる一方で、 摂食機
会の欠如から 、 和菓子への関心は薄まっ ていると

さ れる（ 村上 2009）。  

こ れら の若者における和菓子の嗜好性から 、 和
菓子のイ メ ージ自体は若者から 好意的な印象を受
けているにも かかわら ず、 洋菓子に比べ値段が高

いこ と や摂食機会の欠如が和菓子離れの要因にな
っ ていると 考えら れる。 そのため、 村上氏は、 幼
少期から 、 和菓子に触れる機会を増やすこ と が大

事だと 考える（ 村上 2009）。  

 
2． 対象 

（ 1） イ ンタ ビュ ー先について 
① 京菓子協同組合 

今西善也氏は、 京菓子協同組合で専務理事

を 務めながら 、 江戸時代の享保年間創業の老
舗京菓子店、 鍵善良房の店主も 務める。 鍵善
良房は東山区祇園商店街に本店を構える。  

② 京菓子司寿菓舗 

京都市北区に店を構える。 店主は狩野雅春
氏。 同氏が 3 代目を務め、 幾年も の歴史を 積

み重ねる京菓子業界においては比較的新し い
京菓子店と いえる。  

 

（ 2） 京菓子について 
 京菓子は、 京都では「 上菓子」 と 呼ばれていた
が、 江戸時代に、 江戸や他の地方でこ れを「 京菓

子」 と 呼び、 京菓子の名は定着し た（ 林 
1983）。 京菓子の定義は店ごと に様々であるが、
今西氏によると 「 京菓子」 と 名乗るこ と ができ る

のは京菓子協同組合と 京都府生菓子協同組合の会

員のみである。  

                     

3．  研究方法 

我々は京菓子を対象に、 ①京菓子協同組合専務

理事今西善也氏へのイ ンタ ビュ ー（ 2021 年 8 月 7
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日）、 ②京菓子司寿菓舗店主狩野雅春氏へのイ ン

タ ビュ ー（ 同年 10 月 26 日） を行っ た。  
 
4． 調査結果 
 今西氏へのイ ンタ ビュ ー調査から 、 京菓子全体

の売り 上げが減っ ているこ と が分かっ た。 今西氏
が営む鍵善良房で、 コ ロナ禍で売り 上げが減少し
た一方、 水無月の売り 上げが伸びたこ と に対し 、

同氏は「（ イ ベント 中止などで） 行事ごと に対す
る関心が高まっ ているのではないか」 と 推測し

た。 また、 近年は大量購入する客の減少と 同時

に、 少数を購入し 家で楽し むと いっ た買われ方が
増えているこ と も 伺っ た。  

こ のこ と から 、 行事に関連し た商品の販売に注

力するこ と や、 個人や家族で楽し める商品の販売
が有効であると 考えら れる。 また、 鍵善良房の客
層は若者より 高齢者や 40 歳以上が多く 、 子供の

時に親に連れら れた方が、 今度は親と なっ て子供

を 連れてく ると いっ たサイ ク ルも 生まれていると
伺っ た。 最後に、 京菓子の魅力をも っ と 広く 知っ

ても ら いたいと いう のが今西氏の考えである。  
 狩野氏へのイ ンタ ビュ ー調査から 、 同氏が営む

寿菓舗でも 今西氏同様「 年々売り 上げは減少し て

いる」 と 伺っ た。 近年の売り 上げの傾向と し て
は、「 昔は手土産などで 1 人最低 10 個は買われて
いたが、 近年では自分が食べる分し か買われな

い」 と 言及し 、 こ こ から も 今西氏のお話と 同様、
大量購入から 少数購入へと 傾向が変わっ てき てい
るこ と がわかっ た。  

また、 伝統的な京菓子が若者から 人気と いえな

い現状に対し 、 狩野氏は「 食べず嫌い」 を 指摘し
た。 寿菓舗でアルバイ ト と し て働く 学生を 例に挙

げ、 食べたこ と がないこ と を 理由に、 嫌いと 認識
し 、 いざ食べると 美味し かっ たと いう 事例を紹介
し ていただき 、 まずは京菓子に触れる機会が大事

であるこ と がわかっ た。 京菓子離れへの対策と し
て、 組合全体でポスタ ー作成や創作和菓子の募集
などを行っ てき たが、 なかなか結果には繋がっ て

いない現状を知り 、 最後に「 文化を守るこ と も 大

事だが、 攻めていかなければいけない、 新し いお
客さ んを開拓し ていかなければいけない」 と 伺っ

た。  
 

5． 政策提言 

 以上の先行研究と 調査結果を踏まえ、 若者を中
心と し た京菓子離れの問題解決に向けた政策と し
て、 京都の大学生を対象に各大学の茶道部員や有

志を募り 、 京菓子協同組合と 京都市内の和菓子店
に協力を仰ぎ「 京菓子の会」 を立ち上げるこ と を
提言する。 以下がその活動内容である。  

 まず 1 つ目は、 京都の各大学に、 京菓子の会の

ブースを設け、 京菓子店の京菓子を販売するこ と
である。 こ れは、 大学生の目に触れると こ ろ で気

軽に京菓子を購入でき るよう にし 、 京菓子離れの
大き な要因と 考えら れた、 京菓子の喫食機会の欠

如を補う 狙いがある。  

 2 つ目の活動は、 京菓子を題材と し たアプリ の

開発である。 そこ では、 行事と 京菓子を結び付け
た京菓子カ レンダーの作成や京菓子にまつわるク
イ ズに答えながら ポイ ント を貯め、 大学で販売す

る京菓子の割引券を獲得すると いっ たアプリ 利用

者参加型の企画を 通し て、 京菓子を知っ ても ら
い、 身近に感じ ても ら う 。 また、 個人消費が増加

傾向にあるこ と から 、 アプリ 利用者のその時々の
気分に即し たおすすめの京菓子がわかると いっ

た、 個人で楽し める機能を備える。 さ ら に、 京菓

子店で京菓子を購入し た人同士が感想を共有でき
る口コ ミ 機能や、 価格などがわかる検索機能を備
えるこ と で、 お店選びの手助けを行う など、 京菓

子についてあまり 詳し く ない人にも 、 京菓子を購
入し やすい環境を 提供し 、 新し い消費者の獲得を
期待する。  

 3 つ目の活動は、 京菓子新聞の発行である。 行

事と 京菓子の結びつき や京菓子ク イ ズを掲載し 、
小・ 中・ 高校などに配るこ と で、 スマホを持たな

い子供や行動範囲、 お金に限り がある 10 代にも
京菓子を身近に感じ ら れる機会を生む。  

 「 京菓子の会」 による上記の 3 つの活動から 、

若者の京菓子に触れる機会を生み出し 、「 京菓子を

食べてみたい」「 また食べたい」「 他の京菓子も 食

べてみたい」 と いう 声を増やし 、 長期的な需要が

拡がるこ と を期待し 、 以上を本論における政策提

言と する。  
 
参考文献 
・ 大西梨沙・ 内田あや・ 加藤恵子 2015 「 高齢者と 高
校生を対象と し た菓子に関する意識調査」  『 名古屋文
理大学紀要』 15 号 
・ 林淳一 1983 「 京菓子」『 調理科学』 第 16 巻 1 号 
・ 村上陽子 2009 「 大学生における和菓子の食嗜好性
について」『 静岡大学教育学部附属教育実践総合センタ ー
紀要』 17 号 
・ 村上陽子 2014 「 中学生における和菓子の食嗜好性
と 食行動」『 日本食育学会誌』 8 巻 4 号 
・ 村上陽子 2018 「 高校生における和菓子の嗜好性と
食行動： 食文化継承のための教材開発を目指し て」『 静岡
大学教育学部研究報告． 人文・ 社会・ 自然科学篇』 69 号 
・ 村上陽子 2019 「 高校生における和菓子の認知： 製
法の異なる和菓子に着目し て」『 静岡大学教育実践総合セ
ンタ ー紀要』 29 号 
・ 京菓子協同組合 2021 公式ホームページ 
ht t p: //www. kyogashi . or . j p/ ( 2021 年 10 月 7 日最終閲
覧)  
・ 総務省統計局 2021 「 家計調査（ 二人以上の世帯）  
品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ラ ンキング」
（ 2018 年（ 平成 30 年） ～2020 年（ 令和 2 年） 平均）  
ht t p: //www. st at . go. j p/dat e/kakei /5. html  （ 2021 年
10 月 29 日最終閲覧）  
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主権者教育における 

デジタルコンテンツの有用性と可能性 
‐より早く、楽しく、効果的な学びに向けて‐ 

 

京都府立大学 公共政策学部 2 回生窪田ゼミ 

○藤武 優太（Yuta Fujitake）・青島 大樹（Daiki Aoshima）・石飛 優奈（Yuna 

Ishitobi）・小泉 直也（Naoya Koizumi）・立入 潤一（Junichi Tachiiri） 

・宮内 裕大（Yudai Miyauchi） 

（京都府立大学公共政策学部公共政策学科） 

キーワード：主権者教育、デジタルゲーム、アナログゲーム 

 

1. はじめに 

主権者教育は小中高校の授業の中で座学として

行われることが一般的であるが、一層の充実が期

待されている。筆者らの研究室が過去に行った研

究では、高等学校の主権者教育の授業にアナログ

ゲーム（ボードゲームやカードゲーム）を使った

プログラムを導入することにより、座学よりも短

時間で、楽しく、主権者教育が行える可能性が明

らかにされている。また、アナログゲームを用い

たプログラムが受講者に与える効果は 1 年後にも

一定程度持続していることも明らかにされている。

本研究室では、新たに、政策系学部とデジタルコ

ンテンツを扱う中学校の部活が協働することで作

成した動画やデジタルゲームを含む HP を用い、

授業外においても、楽しみながら、何回も、主権

者教育に相当する学びを自主的に行うことができ

ることを明らかにしたい。さらに、主権者教育に

ついて、座学とアナログゲームを用いたプログラ

ムと動画やデジタルゲームを含む HP を使った自

主的な学びのそれぞれの効果の比較や相乗効果が

あるかといったことを明らかにしたい。 

 

2. 本研究の背景 

主権者教育とは、総務省により「国や社会の問

題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断

し、行動していく主権者を教育していくこと」と

される(総務省,2017)。また、文部科学省によると、

主権者教育は「単に政治の仕組みについて必要な

知識の習得のみならず、主権者として社会の中で

自立し、他者との連携・協働しながら、社会を生

き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一員

として主体的に担う力を育む」ものだとされる(文

部科学省,2016)。現状として、2016 年から 18 歳

選挙権が導入されたものの、依然として若者の投

票率の低さが問題視されており、解決すべき課題

として考えられている。 

文部科学省の「主権者教育（政治的教養の教育）

に関する実施状況調査の結果」によると、全国の

国公私立の高等学校・中等教育学校高等部の約

90％で主権者教育が実施されている。主な主権者

教育の実施科目は公民科であり、その多くで 2～4

時間の指導時間数が設けられている。このように、

現状として主権者教育は、座学を中心とした授業

の一環として決められた時間で行われることが多

い。代表的な主権者教育の例を見ても、選挙の歴

史や制度を学ぶ講義形式のものが主流である。そ

のような中、先行研究では主権者教育の手段にア

ナログゲームを用いた。以下、ゲームを教育で用

いる利点を 2 つ挙げる。1 つは、モチベーション

の喚起と維持である。次に、重要な学習項目を強

調した学習体験が出来ることである (杉浦,2008)。

また、私たちの研究室でも 2018 年度からゲームや

模擬投票を用いた主権者教育を実施しており、小

学生や高校生に対する有効性の高さが示されてい

ることから、アクティブラーニングや対話を取り

入れた体験型学習は重要かつ有効であると考えら

れる。しかし、一度切りで終わるイベントへの疑

問もあり、主権者教育が短時間で扱われて終わる

持続性や効果に疑問も示された。そこで、筆者ら

はこうした課題の解決策として、本研究でデジタ

ルコンテンツを主権者教育に取り込むことを提案

する。以下、デジタルコンテンツ特にデジタルゲ

ームを教育で用いる利点を 2つ述べる。1 つは「学

習者の行為や意思決定に対して即時にフィードバ

ックを返せるというデジタルゲームの特徴を活か

して，学習サイクルを早め，学習の密度を高める

ことで，効果的に学習改善を進めることができる」

ことだ。2 つ目は「安全な学習環境を比較的低コ

ストで提供できる」(藤本,2011)ことだ。学習指導

要領の規定で授業として十分な学習時間が設けら

れない中で、いつでもどこでも誰でも短時間で何

度でも負担なくという手軽さに魅力がある。さら

に、コロナ禍におけるデジタル教育の需要の高ま

りと推進から、主権者教育分野のデジタル化にも

需要が見込める。オンライン化の対応が可能な点

にデジタルの可能性が感じられる。持続可能な都

市づくりを進める中で、都市とデジタルは親和性

が高く、良き都市をつくるための良き有権者の育
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成においてデジタルは有用であろう。 

以上を踏まえ、筆者らの政策提案は、デジタル

コンテンツを使った授業外の学びを導入し、座学

による従来型の主権者教育やアナログゲームを使

った特別授業と相乗効果を実現することである。

主権者教育の新たな手段として、デジタル要素を

取り入れるという点に、筆者ら研究の独自性があ

ると考える。また、現在、社会で注目を集める衆

議院議員選挙の最中に主権者教育に焦点を当てた

研究活動を行うことに社会的意義もあるであろう。 

 

3. 調査のデザイン 

 
図 1 プロジェクトと調査の流れ 出所：筆者ら作成 

以上の政策提案のもと、筆者らは、日々の部活

動でデジタルコンテンツを扱う大谷中学校マルチ

メディア部と協働し、有権者が自身の選択に自信

を持って投票に行けるようになるために、早く、

楽しく、より効果的に政策比較を体験し、学ぶこ

とが出来るデジタルゲーム・動画・ポスターを作

成 し 、 そ れ ら を 掲 載 す る HP(https://kpu-

kubotazemi-1.jimdosite.com/)を開設した。そし

て、昨年に引き続き大谷高等学校 2年生のマスタ

ークラスの約 100 名の生徒を対象に、私たちの研

究室が昨年製作した主権者教育ボードゲーム『公

共政策人生ゲーム』と HP を用いた特別授業であ

る「おでかけオープンゼミ政策チャレンジ 2021」

を行う。 

初めに、大谷高等学校 2年生のマスタークラス

の生徒に HP にアクセスしてもらう。HP 内で主権

者教育に必要な知識を 5分で学べる動画の視聴、

政策比較体験が出来るゲーム、実際の政策比較を

順にしてもらう。その後、特別授業当日に筆者ら

によるミニ講義を受講してもらい、班に分かれて

『公共政策人生ゲーム』、模擬投票を体験してもら

い、全体で振り返りと『公共政策人生ゲーム』の

表彰と模擬投票の結果発表を行うという流れであ

る。筆者らによるミニ講義では、『公共政策人生ゲ

ーム』を行う前に、デジタルコンテンツを踏まえ

た政策比較の重要性を伝えることを講義の目的と

して行う。『公共政策人生ゲーム』では、事前の HP

閲覧で得た知識とミニ講義による学びのもと、ア

ナログゲームを通じて政策比較体験をしてもらう。

模擬投票では、『公共政策人生ゲーム』を踏まえ、

実際の投票箱を用いた候補者の投票を行う。そこ

で、候補者を選んだ理由とゲームの感想について

生徒間で共有する。その後、全体での振り返りに

おいて、各班での学びに差異が出ぬよう学びを共

有する。『公共政策人生ゲーム』の表彰では、ゲー

ムの重要な要素である楽しさを感じてもらえるよ

うに、筆者らがゲームの結果上位者を発表し景品

を渡す。その場で、模擬投票の結果発表を同時に

行う。 

検証方法としては、複数回のアンケートを用い

る。実施するアンケートは、①HP 閲覧の事前アン

ケート、②HP 閲覧の事後アンケート、③「おでか

けオープンゼミ政策チャレンジ 2021」事後アンケ

ート、④特別授業後の 1 年後アンケートの計 4つ

である。①、②については、大谷高等学校 2 年生

マスタークラス・コアクラス・インテグラルコー

ス、3年生マスタークラス、大学生を対象とする。

対象者が HP を閲覧する前と後に行い、結果を比

較することで HP を使った自主的な学びの効果の

測定を目的とする。③については、高校 2年生マ

スタークラスを対象とする。特別授業の受講後、

その場で回答してもらい、昨年の特別授業受講者

のアンケート結果と比較することで、座学とアナ

ログゲームを用いたプログラムと、動画やデジタ

ルゲームを含む HP を使った自主的な学びの相乗

効果の測定を目的とする。④については、大谷高

等学校の昨年度の「おでかけオープンゼミ政策チ

ャレンジ 2020」を受講した高校 3年生マスターク

ラスを対象とする。対象者が HP を閲覧する前に

行い、昨年度のボードゲームの中期的効果の測定

を目的とする。 

                 

4. 取組みの現状と今後のスケジュール 

 現在は、11 月 13 日に大谷高等学校で行う「お

でかけオープンゼミ政策チャレンジ 2021」開催準

備を行っている。また、今後も有権者に広く閲覧

してもらえるように HP の内容を随時更新し、よ

り充実させていく予定である。京都から発信する

政策研究交流大会までにアンケート結果を集計し、

分析を行いたい。 
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応募論文 

（掲載のみ） 
※第17回大会は新型コロナウイルス感染防止のためオンラインによる開催となり、発表者枠を限定した

開催となりました。その影響から、応募していただいたにもかかわらず、発表の機会を提供することが

できなかった論文を、以降に掲載します。 
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こ れから の福知山市の観光について 
‐ 生涯学習の視点から ‐  

 

福知山公立大学 大谷ゼミ  観光班 

〇岩崎航太（ I wasaki  Kot a）・ 冨樫風斗（ Togashi  Fut o）・  

渡邊瑞稀（ Wat anabe Mi zuki ）・ 山下佳那恵（ Yamashi t a Kanae）  

（ 福知山公立大学地域経営学部地域経営学科、 医療福祉学科）  

キーワード ： 生涯学習、 観光、 福知山市 

 
1.  研究の目的 

福知山市の観光地は、 大江山などの景観や福知

山城を始めと する生涯学習施設、 御霊神社や長安

寺などの神社仏閣、 その他にも 温泉やスイ ーツな

ど多岐にわたる。  

2020 年は新型コ ロ ナウイ ルスのマイ ナスの影

響があっ たも のの、 大河ド ラ マ｢麒麟が来る｣の好

影響も あっ た。両丹日日新聞の記事によると 、2020

年 1 月 11 日から 2021 年 2 月 7 日まで開館し てい

た光秀ミ ュ ージアムでは、 貸し 切り バスの予約台

数 1358 台のう ち、 キャ ンセルが 897 台あっ たこ

と など、 新型コ ロナウイ ルスの影響を 受けたも の

の、総入館者数 9 万 1400 人を 記録し た。官民連携

組織の福知山光秀プロジェ ク ト 推進協議会が矢野

経済研究所に委託し 、 光秀ミ ュ ージアムの来館者

数をも と に、 市内の経済波及効果を算出し たと こ

ろ 、 約 4 億 6 千万円の経済効果があっ たと いう 。

( 両丹日日新聞 2021 年 3 月 30 日 )  

し かし 、 新型コ ロナウイ ルスはまん延し 続けて

おり 、 大河ド ラ マはすでに終了し た。 福知山市の

観光に逆風が吹いている今、 福知山市の観光地の

新型コ ロナウイ ルスの影響と 既存の生涯学習施設

を 観光施設と し ての活用でき る可能性を中心と し

て調査し 、 実際に住んでいる私たちでさ え認知し

ていないも の、 存在は知っ ていても 行っ たこ と は

ない施設を調査し た。 本論文では、 福知山市の魅

力を活かし た新たな生涯学習施設の提案や改善案

を 提案する。  

生涯学習と は一言でいえば「 生涯にわたっ て行

われる学習」 である。 学習と 聞く と 子供がイ メ ー

ジさ れるが、生涯学習に関し ては年代は関係なく 、

学習内容や方法、 形態は様々である。 生活の中で

課題や興味を持っ た事柄を解決するために学習す

る必要があればそれは生涯学習と なり える。 私達

はそれは観光にも 当てはまると 考えた。 現在、 観

光を行う 際に生涯学習を意識し ている人は少ない

だろ う 。 し かし 観光をする際少し でも 生涯学習と

いう 面を意識するこ と が出来ればより 充実し た時

間が過ごせるのではないかと 考える。  

 

2.  現状と 課題 

次に福知山市の観光の現状と 課題を述べていき た

い。  
表 1 令和 2 年観光入込客数及び観光消費額 

 
福知山市では 2020 年に NHK で放送さ れていた

大河ド ラ マ「 麒麟がく る」 の主人公である明智光

秀ゆかり の地と し て様々なキャ ンペーンをおこ な

っ た。 し かし 、 こ の図を見ても わかるよう に、 こ

こ 5 年間で増加傾向にあっ た観光客数や観光消費

額は大幅に減少し 、 生涯学習施設も コ ロナの影響

で閉館が続いた場所も 存在し た。 まずは、 それら

福知山市における観光施設の現状について、 実際

にフ ィ ールド ワーク を行い感じ た観光と いう 面と

生涯学習と いう 面と で分けて述べていき たい。  

 
3.  調査結果 

2021 年の 6 月から 7 月にかけて福知山市内各地

でフ ィ ールド ワーク を行っ た。  

1 つ目は町のシンボルでも ある福知山城である。

福知山駅から も 近く 一番の観光地と 言えるだろ う 。 

明智光秀のこ と について学べるほか、 福知山の歴

史や文化が学べる場所と なっ ている。 周囲には複

合施設なども あり 、 食事や買い物を楽し める場所

も 存在する。 生涯学習と いう 面で見ると 福知山市

の歴史、 文化が理解でき 、 一般の人に知ら せると

いう 面においては十分な役割を果たし ている。 し

かし 、 高齢者の方にと っ ては階段が急であり 、 上

り にく いと 感じ る人も 多いだろ う 。 更に小学生な

どの小さ な子にと っ ては、 漢字のフ リ ガナが無く

読みづら い可能性があるなど世代毎に見ると 課題

も 存在する。  

2 つ目は福知山市の治水記念館である。 福知山

市は町の東側に由良川が流れており 、 過去幾度と

なく 洪水に襲われた町である。 治水記念館は明治

時代の町屋をそのまま使っ ており 、 洪水の脅威や

先人達の対策を知るこ と が出来る施設である。 実

際に行われていた洪水に対する備えの体験や過去

の洪水の最高水位を可視化し た展示物などがあり 、

水害の恐ろ し さ を 知るこ と が出来る。 学芸員の方

は、 福知山市にき て日が浅い人や、 災害の経験が

少ない若い世代にこ そ訪れてほし いと 考えている。 

3 つ目は三段池公園である。 公園と いう 名では

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

観光入込客数（ 万人） 92 95 93 110 89

観光消費額（ 億円） 20 19 23 25 15
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あるが、 動物園や植物園、 運動場や体育館、 科学

館などがある複合施設と なっ ている。 かなり 広大

な施設のため町の中心部から 離れており 、 更に急

な坂が多いこ と やバスが極端に少なく 、 訪れるに

は車が必須である。  

 最後に日本鬼の交流博物館である。 酒呑童子の

伝説が残る福知山市大江町では鬼に関する観光が

盛んである。 私たちが訪れた日本鬼の交流博物館

は、 日本だけでなく 海外の鬼を 紹介する施設であ

る。2020 年度の入館者数は鬼滅の刃ブームによる

鬼に関する関心の高まり や、 コ ロナに関連する疫

病の展示を行っ たこ と により 、 閉館し ていた時期

があっ たも のの、 来館者数は増加し た。 生涯学習

の面から 見ると 博物館の目的だと さ れている「 そ

の地域社会が最も 重き を置いている価値観を 反映

さ せなければなら ない施設」 と し ての役割を 十分

果たし ているであろ う と 考える。 課題と し て山の

中腹にあるためバスの便が少なく 、 交通の便が悪

いと いう 点がある。  

 

4.  政策提言 

「 子供から ご年配の方まですべての世代、 すべて

の人が楽し むこ と ができ る空間の提供」 と し て現

状に対し ①、②を 、「 福知山市に現存する生涯学習

施設を生かし た観光づく り 」 と し て③、 ④を 提案

し たい。  

① 階段や険し い斜面など体への負担が大き い道

→オート ウォ ーク のよう なシステムの導入が検討

でき る。 こ れにより 車椅子やベビーカ ーを利用す

る方や松葉杖、 足腰などに不安のある方も 気軽に

観光が可能と なる。  

② 展示物説明の文字の小さ さ やふり がなが無い、

一部に理解が困難な言葉がある→自動音声による

案内で視覚に障害のある方も 楽し めるのではない

か。 QRコ ード を展示物毎に設置し 、 お手持ちのス

マート フ ォ ンから 読み取っ て頂き 、 それぞれのペ

ースで楽し んでも ら う サービスを展開する。 ミ ニ

ゲーム形式で最初の選択画面から 世代（ 子供、 大

人、 シニア など） を選び、 それぞれの難易度に

合わせたゲームの製作（ 設置型、 QR型など） 子ど

も でも 理解し やすい展示物や紹介があると いう ア

ピールポイ ント を利用し 、 学校行事などでも 積極

的に訪問し ても ら えるよう 誘導する。 さ ら に、 福

知山の豊富な自然資源を生かし 、 広場の設置をす

る。 広場を提案する理由と し て、 福知山の豊富な

自然に触れるき っ かけと なるこ と 、 子供連れの家

族の憩いの場にも なるこ と 、 散歩やラ ンニングの

ルート と し ても 運用でき るなどのメ リ ッ ト がある。 

次に「 福知山市に現存する生涯学習施設を 生か

し た観光づく り 」 について述べる。  

③ 福知山市の生涯学習施設を 簡易的にまと めた

も のを展示し た施設の建設も し く は福知山駅前に

ある図書館での展示： 施設で展示さ れているも の

の情報を簡易的にまと めて掲載する。 詳細は実際

に訪問し てでき る仕組みと する。 新規に建設する

施設と 既存の施設共通チケッ ト を 用意するこ と で

訪問を促す。 福知山市の図書館は駅と 隣接し てお

り 、 交通の便がかなり 良いと 言える。 観光に来た

人にはまず図書館で大まかな福知山市の観光名所

を紹介し 、 気になっ た施設を訪れても ら う こ と が

でき ればと ても 便利だと 考えた。  

④ 施設から 人の往来のある福知山駅、高等学校、

大学などの学校周辺、 各生涯学習施設をつなぐ バ

スの運行： 比較的人の往来がある福知山駅、 及び

高等学校や大学などの学校周辺を 通過するも のと

する。 乗車し た人に「 行き たい」、「 行き やすい」

と 思っ ても ら う ために、 各生涯学習施設を結ぶ。

生涯学習施設と の共通チケッ ト 、 一日周遊チケッ

ト などを作成するこ と で乗車を 促す。  

 

5.  まと め 

 本論文では、 福知山市の観光の現状と 課題を 明

ら かにすると と も に、 新たな生涯学習可能な施設

の政策案と し て、「 子ども から ご年配の方まですべ

ての世代、 すべての人が楽し むこ と ができ る空間

の提供」、「 福知山市に現存する生涯学習施設を 生

かし た観光づく り 」 の 2 つの提言を行っ た。 京都

府には清水寺や金閣寺、 宮津市の天橋立の様な有

名な観光地がある。 し かし 、 福知山市には有名な

観光地と 呼ばれるも のは無い。 今後高齢化が進む

社会で旅行先の選択肢と し て「 観光し やすい観光

地」 が選ばれるよう になるだろ う 。 生涯学習に注

目し 、 すべての人が楽し める観光の実現が可能に

なるこ と で福知山市が数多ある観光地の選択肢の

一つと なるのではないだろ う か。  
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お年寄り の I T 支援について 
 

八塩ゼミ  お年寄り の I T 支援チーム 

○杉山練( sugi yama r en)  ・ 木村太亮（ ki mur a t ai suke）・ 小寺( Kot er a Tomoki ) ・  

田代和希（ Tashi r o Kazuki ）・ 田中悠馬（ Tanaka Yuma）・ 為広楓貴（ Tamehi r o 

Fuki )  ・ 西尾俊哉（ Ni shi o Shunya）  

（ 京都産業大学経済学部経済学科）  

キーワード ： I T、 お年寄り  
 

1.  はじ めに 

I T と は、イ ンタ ーネッ ト などのデータ 通信やコ

ンピュ ータ を駆使する情報技術であり 、 スマート

フ ォ ンやパソ コ ン、I Cカ ード など広い分野で活用

さ れている。 こ のよう に現代社会に欠かせないイ

ンフ ラ と し てビジネスの在り 方や産業構造に大き

な改革をも たら し ている。 だが、 I T 社会の発展の

一方で情報リ テラ シーの低さ により 若者と 高齢者

の間で生じ る知識格差が深刻な問題と なっ ている。

代表的な例と し てスマート フ ォ ンの操作に難があ

るこ と が挙げら れる。 手軽で一番身近な I T と 言

っ ても よいスマート フ ォ ンでさ え格差が生じ てい

る。 従っ て、 我々はその格差を 無く す第一歩と し

て高齢者を対象と し たアプリ の作成、 標準搭載制

度を提案する。 ガラ パゴス携帯の製造や３ G 回線

の終了に伴っ てスマート フ ォ ンを使う 必要がある

ので、 専用アプリ を新たに作成する良い機会だと

も 考えた。  

 

2.  現状 

I T 利活用が広まるにつれ、 高齢者の I T に対す

る考え方や利用状況に変化が見ら れる。 図 1 は総

務省が出し た平成 24 年の「 通信利用動向調査」 の

図である。イ ンタ ーネッ ト の利用状況は平成 24 年

末に 65～69 歳が 60％以上、70～79 歳が 40％以上

と なっ ている。平成 20 年末と 比較すると 、65～69

歳は 25％超、 70～79 歳は 20％程度も 利用率が上

昇し ており 、 年々増加傾向にある。  

また高齢者は I T の利用経験は乏し いが、 I T そ

のも のには知的好奇心があり 習得意欲も 高い。 高

齢者は図 2 のよう なサービスを 利用し たいと 考え

ている。 図 2 は総務省が出し た「 超高齢社会を支

える I T の在り 方に関する調査結果」 である。やは

り 健康に気を付けているため病院や介護に関する

手続き 、 サービスを利用し たい割合が高い。  

し かし 高齢者はスマート フ ォ ンを手に入れても

誰かが教えないと 使えない。 家族が使い方を 教え

るのが一番良い方法ではあるが、 なかなか覚えな

い高齢者に対し て家族がイ ラ イ ラ し て使い方を教

えなく なっ てし まう こ と がある。 また、 スマート

フ ォ ン教室で教わる方法も あるが、 一度教わっ て

も 使い始めれば新たな疑問に直面するこ と も 多い

ため繰り 返し 何度も 通う 必要がある。  

 
図 1 イ ンタ ーネッ ト の年齢階級別利用状況 

 

 
図 2 高齢者が利用し たい I Tサービス 

 

3.  政策 1 高齢者向けアプリ の標準搭載制度 

私たちは高齢者が使いやすいアプリ を 標準搭載

し たスマート フ ォ ンを販売する新たな制度を改革

案と し て提案する。 標準搭載と は、 お年寄り がス

マート フ ォ ンを購入する時点で、 高齢者が使いや

すいアプリ が記載さ れたリ スト を 販売店が高齢者

に見せ、 高齢者は自分の欲し いアプリ をリ スト か

ら 選び、 販売店がそのアプリ をあら かじ めイ ンス

ト ールし て販売するこ と だ。 高齢者が使いやすい

アプリ 、 すなわちシンプルで尚且つ容易に操作で

き るこ と が重視さ れ、 高齢者が混同するよう なも
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のはでき るだけ排除さ れたアプリ があら かじ めイ

ンスト ールさ れていると いう こ と だ。  

こ こ で、 どのよう なアプリ を 提供するか挙げて

みる。 図 2 のよう に高齢者は健康に気を付けてい

るこ と が分かるため、 歩数計や血圧などの情報が

わかる健康アプリ を搭載する。 またアプリ 上で病

院の予約を行い病院での待ち時間を短縮するこ と

や、 処方箋予約をアプリ 上で行い薬の受け取り 待

ち時間を短縮する。 メ ッ セージアプリ で家族や友

人と の連絡を簡単にし ても ら い、 認知症などの高

齢者のために GPSアプリ を提供し 、 行方不明の高

齢者を減ら すこ と や家族が探す手間を 省く 。 免許

証を返納し た高齢者のためのタ ク シー配車アプリ

や乗り 合いタ ク シーを手配するアプリ で移動手段

を 提供する。 手助けが必要な高齢者が手助けし た

い人を探すマッ チングアプリ によっ て、 食事を運

んでも ら っ たり 、 介護し てく れる人を 探せるアプ

リ を提供する。 移動が困難な高齢者やまだまだ物

欲の衰えない高齢者のために通販アプリ を提供し

たり 、 銀行に行かずタ ッ チするだけで決済でき る

アプリ を提供する。 こ のよう なアプリ を標準搭載

し たスマート フ ォ ンによっ て、 高齢者が操作し や

すいだけでなく 、家族の負担も 減ると 予想さ れる。 
 

4.  政策 2 高齢者アプリ の認証制度の導入 

上記の政策を実施する上で、 標準搭載するアプ

リ （ 企業） を選定する必要がある。 選定のやり 方

と し ては、 現在飲食店で実施さ れているコ ロナウ

イ ルスに対する制度を参考にする。 その一例と し

て、 京都府新型コ ロナウイ ルス感染防止対策認証

制度を挙げる。 アク リ ル板の設置や換気の徹底等

を 定めた 38 の基準を満たし た飲食店を認証し 、

安全な環境を整備するこ と を目的と する制度であ

る。 私たちはこ の制度のよう に高齢者がより 安心

し てスマート フ ォ ンを利用でき るよう な、 高齢者

向けアプリ の認証制度を導入するこ と を提案する。

認証が得ら れたアプリ のみ、 スマート フ ォ ン販売

店がスマホを購入するお年寄り に示すアプリ のリ

スト に掲載さ れる。 アプリ の認証基準の具体的な

例と し ては、 従来の他のアプリ と 比べて使用手順

がどのく ら い少ないのか、 高齢者にも 分かり やす

い構図になっ ているのか等である。 も ちろ ん変更

や追加の余地はあるが、 そのよう な審査基準を満

たし たアプリ を 一定数集め、 購入時に認証アプリ

一覧から 利用者が搭載するアプリ を選び、 それら

についての簡易的な使い方説明を販売員が行う 。  
 

5.  課題 

も ちろ ん上記の制度を 実地するう えで課題は数

多く ある。 例えばアプリ 制作会社と 携帯会社の契

約提携問題や高齢者へ説明をする労力、 実際にア

プリ を利用するユーザーが集まるのかなどが考え

ら れる。 アプリ 製作会社と 携帯会社の間に高齢者

向けアプリ の標準搭載すると いう 契約を結ぶ必要

があり 、 どの会社と 契約を結ぶのか、 契約を結ぶ

こ と で得ら れる既存の携帯会社のメ リ ッ ト は何な

のか、 そのよう な提示は不可欠になっ てく る。 他

にも 高齢者が政策 1・ 2 で記し たよう なスマート

フ ォ ンを手に入れても 誰かが教えないと 使う こ と

はでき ない。 よく あるのが現状でも 述べた通り 、

なかなか覚える事が出来ない高齢者に対し て教え

るこ と を投げ出し てし まう と いっ たこ と だ。 こ の

スマート フ ォ ンは高齢者が使いやすいよう に配慮

さ れていると はいえ、 少なから ずこ う いっ た問題

は出てく ると 考えら れる。 またアプリ の製作には

多大な時間と 労力がかかる。 そう いっ た時間と 労

力を 割いてまで高齢者用のアプリ を作ると 得ら れ

るメ リ ッ ト を提供し なければ、 企業はアプリ の開

発に取り 組んでく れないだろ う 。  

 

6.  終わり に 

こ の制度のメ リ ッ ト と いう のはシンプルで高齢

者も 使いやすいアプリ が標準搭載さ れていて、 必

ず利用し ても ら える点にある。 スマート フ ォ ンに

搭載するアプリ はシンプルで容易に操作でき るこ

と を 重視し 、 高齢者が使いやすいよう に配慮し て

いる。 間違えやすいモノ は排除・ 非搭載し 、 必要

なモノ を初期搭載するこ と で従来のモノ より 高齢

者にと っ て使い勝手のいいモノ になる。 また、 メ

リ ッ ト と し て初期搭載するアプリ の開発ではより

シンプルな形を目指し て企業による開発競争が起

き ると 考えら れ、 政策 2 で述べた認証制度を通る

ための競争なども 考えら れる。 こ の結果、 高齢者

が使用可能なアプリ は増加し 、 高齢者の方の生活

が向上に向かう だろ う 。 し かし 、 先ほどの課題も

見受けら れ、 私たちでは分から ない課題も 数多く

あると 思う 。 そう いっ た課題を一つ一つク リ アし

ていく こ と で高齢者への I T 支援の充実を図っ て

いく こ と が大事なのではないかと 私たちは考える。 
 
参考文献  

総務省「 通信利用動向調査」  

総務省「 超高齢社会を支える I Tの在り 方に関する調査結

果」  

ht t ps: //www. soumu. go. j p/j ohot susi nt okei /whi t epape

r /j a/h25/html /nc123220. html  

-199-

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepape


子育てママと女子大生を繋ぐ架け橋プロジェクト 

 

福知山公立大学地域経営学部 谷口ゼミ Rainbow Pocket チーム 

〇坂野茉夢（Mayu sakano）・石田蓮（Ren Ishida）・小熊紗祈（Saki oguma） 

・成瀬花音（Kanon naruse） 

（福知山公立大学 地域経営学部地域系学科） 

キーワード：子育てママ、女子大学生、情報発信 

 

1．はじめに 

 現在、私たちは福知山公立大学の女子学生に向

けて、福知山の子育てママや私たち自身の経験を

伝える情報発信を Instagram で行っている。子育

てママと私たち先輩女子大学生の女性ならではの

視点で、福知山の女子大生の生活を支える情報を

発信している。 

 子育てママから女子大生への情報発信を通して

ゆくゆくは子育てママと女子大生を繋げ、お互い

に支え合える関係を目指している。また、子育て

ママ同士、女子大生同士の関係性の向上も図って

いきたい。このような関係性の向上によってお互

いの抱える悩みを改善し、福知山で豊かに住みよ

い生活を送れるようにしたいと考えている。 

 

2．現在までの活動 

 このプロジェクトは 2年次から始めた。きっか

けは福知山に住む住民、大学生にもっと福知山を

知ってほしい、楽しんでほしいという思いを持っ

たことである。さらに、コロナウイルスの流行に

よって地域とのつながりや大学生同士のつながり

が作りづらくなったことで、大学生が孤立してい

るのではないかという懸念を持ったからである。

それらの思いから、私たちは SNS を活用した情報

発信をしていきたいと考えた。 

そのためにまず、福知山の新町商店街で毎月行

われている「福知山ワンダーマーケット」にて調

査を行った。商店街の中にある古民家の一角を休

憩所として空間デザインし、そのうえで来訪者に

アンケート調査を実施した（図 1)。 

アンケートでは主にどのような SNS を普段使っ

ているか、日常での困りごとは何か、いま現在ど

のような情報を欲しているかを調査した。 

 

 

図 1. 福知山ワンダーマーケットでの調査 

 

アンケート結果から、子育てをする若い女性

が、子育てや仕事に手がかかり自分に向き合えて

いない、忙しすぎるといった悩みが多いことが分

かった。この結果をきっかけに、子育てをする主

婦に対して大学生が何かできないだろうか、逆に

大学生が生活の知恵や将来のための知識を得られ

ないだろうかと考えた。 

 目的を達成するために住民ディレクター等を視

野にいれ、岸本晃氏にインタビューを行ったが、

最終的に問題意識と自分たちがしてみたいこと、

興味のあることを掛け合わせたうえで Instagram

を活用することになった。 

 

3．現状 

 現在の活動内容は、Instagram アカウント運営

の開始、子育てママへのインタビューの実施、そ

して同大学 1年生の女子学生へのインタビューの

実施である。 

Instagram アカウント運営では、女子大学生の

大学生活を豊かにするための内容をメインとし

「友達作りのコツ」をテーマに投稿した。次の投
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稿テーマは「アルバイトのアドバイス」であり、

現在は投稿へ向けた活動を行っている（図 2）。 

     

図 2．「Rainbow Pocket」のアカウント 

 

そして、インタビュー調査は女子大学生と子育

てママそれぞれを対象に実施することができ、そ

れぞれの立場の現状や悩みを把握することができ

たため、情報発信やイベントの企画をする際の参

考にしていく（図 3）。 

図 3．福知山公立大生のインタビュー 

 

しかし、コロナウイルスの影響によってオフラ

インでのイベント開催をすることが難しい状況に

ある。そのため、オンラインでの実験的な開催や

少人数での開催など状況に応じた取り組みを行い

ながら、最終的な目的である女子大学生と子育て

ママを繋げるためのオフラインでの交流会を企画

していく。 

 

4．これからの活動 

 私たちがこれから行っていく活動は主に

Instagram アカウント運営の継続、女子大学生や

子育てママに向けたおすすめの場所やお店の調査、

女子大学生同士、子育てママ同士、または女子大

学生と子育てママを繋ぐオフライン交流会の開催

である。 

1 つ目の Instagram アカウント運営では投稿内 

容の幅を広げ多様化することで、これまで以上に

女子大学生の気になることや関心のあることを反

映した投稿内容にする予定である（図 4）。 

図 4．投稿準備風景 

 

2 つ目のおすすめの場所やお店の調査は、女子

大学生や子育てママに対して安心してくつろぐこ

とができる憩いの場を紹介することで、生活の向

上に繋げることを目的としている。 

3 つ目のオフライン交流会は、Rainbow Pocket

の目的である女子大学生と子育てママを繋げるた

めのイベントである。この交流会を通して新しい

関係を形成してもらうと同時に、それぞれの立場

の悩みや困りごとを共有し合いながら、それらの

相談口としての役割も持たせることができるよう

な内容を企画していく。 

 

5．おわりに 

私たちは子育てママと女子大生を繋げ、支え合

うことのできる関係を形成していくことで悩みや

不安を改善し、より充実した生活を送ってもらい

たいという目標を元に活動を行っている。 

これまでの活動内容はアンケートやインタビュ

ーによる調査と Instagram を通しての情報発信が

中心となっており、アンケート、インタビュー調

査から福知山で暮らす子育てママと女子大生の持

つ悩みや関心を知ることができた。 

今後は Instagram の運営を継続しつつオフライ

ンでの交流を行うために活動の幅を広げていきた

いと考えている。 
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女性
わ た し

が議員になるために 
‐「非選挙権」の主権者教育‐ 

 
チーム京都からパリテ 

雨森夏菜子（amemorinanako）・大江奈央（oenao）・○川北美奈（kawakitamina）・ 

北村航一（kitamurakoichi）・高村いずみ（takamuraizumi）・知禿雅晴(chitokumasaharu） 

（佛教大学社会学部現代社会学科） 

キーワード：女性の立候補者、女性議員、女性の地位向上 
 

1. はじめに 

この小論の目的は女性の更なる社会進出のた

めに女性議員を増やすにはどうしたらいいのか

について主権者教育の立場から提案を行うこと

にある。  

 政府は 2025 年までに国政選挙での女性の立候

補者数を全体の 35%にまで引き上げることを目標

に掲げているが、10 月に行われる衆議院選挙で

の女性の立候補者の割合は 17.7%にとどまってい

る。女性が初めて選挙権を行使した 1946 年の衆

議院選挙から 75 年が経過しているが、女性の立

候補者は依然として少ない状況にある。その結

果として国会の女性議員比率をみると衆議院が

9.9%であり、世界中190カ国中163位である。ま

た地方議会の女性議員の割合は都道府県議会

11.4%、女性議員ゼロの町村議会が 3 割以上にも

及んでいる（毎日新聞：2019/7/4）。 

 人口の約半数が女性なのにもかかわらず、な

ぜ女性の立候補者、そして女性議員が少ないの

はなぜなのだろうか。以下では、女性議員女性

立候補者を増やす取り組みの一つとして、「被選

挙権」の主権者教育について提案を行いたい。 

 

2. 女性立候補者を増やすための課題 

 2021 年 6 月 10 日に国会・地方議会の女性議員

を増やすために改正法が成立し、「候補者選定方

法の改善」「候補者となるにふさわしい人材の育

成」「セクハラやマタハラ等の防止策」を求める

内容が新設された。問題発生を防ぐ研修を実施

して相談体制を整備する規定。議会を欠席する

要件として、妊娠や出産、育児、介護を例示し

議会との両立を支援する体制も求めた。しかし、

いずれも罰則はなく自主的に取り組むよう努め

るものとされ、その結果として先に挙げたよう

に今回の女性立候補者は 17・7％、与党である自

由民主党では女性候補 6.5%にとどまっている。 

 しかし、立候補したい女性がいないわけでは

ない。そのため女性が立候補を断念する理由と

して、内閣府は 2020 年 6 月から今年 3 月にかけ

て立候補を取りやめた男女994人に調査を行った。

理由は女性のプライバシーの確保、家事・育児

両立困難が 40%を超えた。そして、現職の地方議

員男女 5513 人の調査では「家事・育児との両立

困難」とした女性割合は男性の 2 倍以上、「差別

やセクハラ」は女性34.8%、男性2.2%と大きく離

れている。こうしたことから女性立候補者が少

ない状況にある。また、社会的に「女性リーダ

ー推進」を掲げていても、環境の整っていない

現在の日本社会では手を挙げにくい、声を出し

にくい雰囲気が漂っていないのではないだろう

か。 

 

3.被選挙権の主権者教育の課題 

 女性が置かれた状況がある中で、一女性であ

る「私」が立候補を考えた時、そもそもどうす

れば立候補できるのかを知らないことに気が付

いた。つまり上記の「女性が立候補する困難さ」

として、「立候補の仕方がわからない」「女性だ

から人前に立たなくてもいい」などと私たち自

身も思い込んいることがあるのではないかと考

えた。こうした状況について私たちが経験した

ことから何ができるのかについて考えるために、

現在高等学校で行われている主権者教育につい

て考えたい。 

 主権者教育とは、国や社会の問題を自分の問

題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動 し

ていく主権者を育成していくことである。この

大会でも選挙権の主権者教育については取り上

げられているが（京都府立大学公共政策学部3回

生窪田ゼミ：2019、京都府立大学公共政策学部 2

回生窪田ゼミ：2018）、多くは選挙権、すなわち

投票する権利についての教育がなされているよ

うに思われる。 

 そのため立候補という被選挙権の主権者教育

について 2021 年 9 月に私たちの出身高校である

公立 A高校と私立 B高校で主権者教育を行ってい

る社会科教員に「議員の立候補の仕方や過程に

ついて教えているのか」について伺った。 

 A 高校の社会科担当教員に伺ったところ以下の

ようなお話であった。 

 

 「授業では立候補のことは話していない。授
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業で話すのは衆議院選挙や参議院選挙や小選挙

区制や比例代表制などの選挙制度くらい。あと
は公職選挙法や選挙の期日、期日前選挙など投

票する時の注意点を話す。」 
 
またB高校の社会科担当教員伺ったところ以下の

ようなお話であった。 

 

 「選挙について学ぶ授業があり、授業内容と

して衆議院選挙や参議院選挙という制度につい
て話されている以外に有権者として求められる
力をつけるため政策討論のディベートや模擬選

挙などの実践が行われる。この中では、選挙に

ついて選挙権のことについてしか触れない。ま
た、この授業では選挙についての冊子が配られ

るが、有権者であること、投票の大切さなど、
選挙に対して興味を持ち投票してほしいという

願いが込められているだけである。」 
 

 すなわち、両高校とも教育の場面で立候補の

仕方・過程について教えられることは少なく、

知らないまま大人になっていくと考えられる。

さらに女性の立候補や議員についてのお話はさ

れていない。その結果、私たちのように大学生

になっても議員のなり方がわからずなりたくて

もなれない、議員になることを目指す人が少な

いという状況になっていると考えられる。 

 わずか2つの高校の例であるが、以上のことか

ら女性の立候補者が少ないのは、高校での主権

者教育の問題もあるのではないかと考える。つ

まり、女性の立候補者が少ないのは、高校教育

で選挙権に重きを置いた学習を指導しているた

め、自分が立候補者の立場に立つということが

前提から排除されているのではないだろうか。

特に、女性はロールモデルとなるような女性議

員が少ないため、女性が議員になることがわか

らなくなってしまっていると考えられる。 

 

4.提案 

 私たちはこの課題に対して、高校教育の中で

非選挙権（立候補者）側の立場の学習も取り入

れることを提案したい。議員になるということ

は男女共に平等に与えられた権利である。その

ことを高校教育の中で非選挙権（立候補者）側

にも平等に与えられているということを学習内

容に組み込む必要がある。そして立候補という

学習を通じて、女性の立候補者を増やすための

取り組みを組み込むことを提案したい。 

 被選挙権の主権者教育については海外では、

例えばイギリスでは、授業で争点が対立する問

題の討論の実施、英国議会事務局による模擬議

会の実施、各地域から青少年議員を選出する

「英国青少年議会」が行われている(日本経済新

聞:2016/6/19)。またドイツでは、18 歳未満の模

擬選挙の実施、個別の争点への賛否を答えて考

えの近い政党を探す「ポートマッチプログラム」

の実施、教員や保護者、生徒で構成し学校運営

に関する幅広い話題を取り上げる「学校議会」

が行われている(日本経済新聞:2016/6/19)。こ

うした過程の中で、誰にどのような政策に投票

するのかという選挙権とともに、どのように立

候補するのかという被選挙権も学んでいると考

えられる。 

 こうしたことからイギリスやドイツのような

非主権者教育とジェンダー教育を結び付けた教

育を取り入れることを提案する。 

  
参考文献 

(1) 女性候補割合、過去最高も「男女均等」ほど遠く 

与党は消極的 参院選、毎日新聞、（2019/7/4）． 

(2) 京都府立大学 公共政策学部 3 回生窪田ゼミ 主権

者教育におけるゲームの有効性と中期的効果、2019
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(3) 京都府立大学 公共政策学部 2 回生窪田ゼミ、主権

者教育の現状と政策評価ゲームによる新展開、2018

年 

(4) 主権者教育の推進に関する有識者会議とりまとめ、

総務省、(閲覧日 2021 年 10 月 29 日) 

(5)  海外「18 歳以上」が大半 政治教育強化とセット
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効果的なデート DV防止教育と は？ 
 

チームパープルリ ボン 

〇上山 瑞樹（ Mi zuki  Ueyama） ・ 井口 駿平（ Shumpei  I guchi ）  

・ 奥 梨亜菜（ Ri ana Oku） ・ 越智 桃香（ Momoka Ochi ）  

（ 佛教大学社会学部現代社会学科）  

キーワード ： 複数回の教育、 教科内での教育、 社会問題と し ての教育 

 

1. はじ めに 
DV（ ド メ ス テ ィ ッ ク ・ バイ オレ ン ス） だけで

なく 、 デート DV と いう 言葉も 広く 知ら れるよう

になっ てき た。 2001 年には「 配偶者から の暴力

の防止及び被害者の保護に関する 法律」 （ DV 防

止法） が制定さ れ、 その後三回目の改正が行わ

れた際には、 配偶者から の暴力だけでな く 、 同

居関係における 交際相手から の暴力及びその被

害者にまで、 適応対象が拡大さ れた。  
一方、 伊田（ 2010） は「 DV に関する 情報およ

び啓発について は一定の広がり が見ら れる が、

若者に対するデート DV 防止教育はほと んどなさ

れていな い」 と いう 。 ま た喜多( 2015) は「 デー

ト DV 等の予防教育は学習指導要領にも 位置づけ

ら れて おら ず、 取組自体は各学校や教育機関に

委ねら れて いる 。 ど の学校段階でど のよ う に教

育を 行う かも 明確になっ ていない」 と いう 。  
そこ で本研究では、 デート DV 防止対策のため

に、 京都市の高等学校におけるデート DV の認知

度を 例に、 そこ から 見える 課題と 今後のデート

DV防止教育について提案し たい。  

 
2. 高校生のデート DVの認識について 

まずは高等学校の学生に対し て、 デート DV に

関する 知識を 知る 重要性について考えたい。 テ

レ ビ やド ラ マな ど のメ ディ アの情報から 、 過度

な束縛を 愛情と 受け取るこ と や、 SNS やイ ンタ ー

ネッ ト の普及で 、 写真や動画の利用や相手の行

動を 監視し やすく なっ たこ と によ り 、 若者間で

のデート DV被害も 増えている( 伊田 2010) 。 その

ため、 高校生等の 10 代の若い世代が正し い知識

を 身に付けている 必要がある 。 そこ で一例と し

て 京都市内の高等学校に在籍する 学生に対象を

絞り 、 その中でのデート DV への認知度について

みていき たい。  

京都市は京都市内の高等学校のう ち 協力を 得

ら れた 5 校に在籍する生徒を 対象「 デート DV に

関する 意識調査」 ( 2014) を 行っ て いる 。 「 あな

たは『 デート DV』 と いう 言葉を 聞いたこ と があ

り ま すか」 と いう 質問に対し て 、 「 ある 」 の割

合は女性 37. 6%・ 男性 28. 5%と なっ ていた( 図1) 。  
次に「 あなたは『 デート DV』 と いう 言葉を 知

っ ていま すか」 と いう 質問に対し て 、 男女と も

「 ま っ たく 知ら な い」 の割合が最も 高く 、 女性

45. 3%・ 男性 58. 0%、 デート DV を「 よく 知っ てい

る」 割合は男女と も に 5%未満と なっ ている。 ( 図

2) 。  

図 1『 デート DV』 と いう 言葉の認知 

 

図 2『 デート DV』 と いう 言葉の理解 

 

さ ら に、 「 性や恋愛について の情報はど こ か

ら 得ていま すか( 複数回答可) 」 と いう 質問では、

女性、 男性と も に「 友人・ 先輩」 の割合が最も

高く 、 「 テレ ビ ・ ラ ジオ」 「 携帯( イ ン タ ーネッ

ト ) 」 の割合が共通し て高かっ た。 「 授業」 の割

合は女性 24. 0%・ 男性 22. 8%ほどである( 図 3) 。  

こ れら から わかるよう に、 デート DV と いう 言

葉の認知度は男女共に 3 割で、 性や恋愛に対する

情報源が友人や先輩、 テ レ ビ 等の曖昧な 知識で

ある こ と が多く 、 授業で情報を 取得し て いる 割
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合が少ないため、 若者に対するデート DV 防止教

育の普及は充分でないと いえる。  

図 3 性や恋愛の情報入手先 

 

伊田( 2010) は「 防止教育は一回限り の講座で

済ま さ れて し ま う こ と が多いが、 それで は決定

的に不十分である 」 こ と と 、 「 単純に、 『 それ

はジェ ン ダーの問題だ、 DV だ』 と いう よ う な結

論だけを 提示さ れても 、 多く の人は本当の深い

と こ ろ では納得も 理解も で き な い」 こ と を 問題

と し ている。  
以上の課題を 踏まえた、 今後のデート DV 防止

教育のあり 方について提案し たい。  

 
3. 提案 

今後の防止教育の方法の提案と し て、 デート

DV を 社会問題と し て扱い、 授業の一つの単元と

し て教育を 義務化し 、 学習の時間数を 確保する

こ と で ある 。 それによ り 、 他の団体の委託の費

用等に関係なく 、 全て の高等学校で 等し く 防止

教育を行う こ と ができ る。  

ま た、 学年単位で の大講義で の説明と いっ た

形式で はな く 、 ク ラ ス 単位で行い、 生徒自身が

参加し 、 考えて 意見を 出すワーク シ ョ ッ プ 形式

の授業を 取る こ と で、 受け身で はな く 能動的に

考え、 継続的に記憶に刷り 込む効果を 期待する 。  
そこ で 、 防止教育を 単元と し て 組み込み、 実

際に授業を 行う 際の内容を 提案し て いき たい。

（ 本研究ではデート DV を 社会問題と し て取り 扱

う ため、 2022 年に新設さ れる 公民科の「 公共」

の一単元と し て追加するこ と と する）  

ま ず導入と し て 、 恋人関係で 起こ り う る デー

ト DV に繋がる例を提示し （ 例えば「 相手の持つ

連絡先を 管理・ チェ ッ ク する 」 について ） 、 そ

れを 議題に一班 4～5 人のグループを 作り 、 被害

者側と 加害者側に分かれ、 それぞれがその行為

を 行う 理由や考え について 討論し て も ら う （ 先

述の例で、 管理する 側の主張、 さ れた側はど う

受け取る か、 その立場にな っ て 考え 意見を 出し

合っ ても ら う ） 。  

その後各グループ で出た意見を 代表者が発表

し 、 全体の意見を ま と める 。 そこ から 該当する

デート DV の種類の概要と 、 前提と し て相手と の

関係性や状況次第で暴力と なる か異なる こ と を

教師が説明する 。 最後にグループで 出た意見と

全体のま と めから 、 一人ひと り に感想を 書いて

提出し ても ら う 、 と いっ た内容である。  

こ の方法で はデート DV にあたる 行為を する

人・ さ れる 人の両者の立場にな っ て 心情を 考え 、

共有する こ と がで き 、 自ら 考え た後で教師から

正し い知識を 得る こ と がで き る ため、 印象にも

残り やすく 、 同じ 正し い知識を 生徒全員が理解

でき ると 考える。  

ま た、 理解度の確認について は、 問いに対し

て 自分自身の意見を 書き 、 その意見の整合性で

評価を つけると いっ た方法が考えら れる。  

 
4. まと め 

京都市の高等学校 5 校の調査を一例にし たが、

今回取り 上げたデート DV 防止教育に対する問題

は、 他の地域や高等学校以外の教育機関にも 通

ずるも のである。 そし て、 デート DV 防止教育を

広める こ と は、 正し い知識を 身につけ、 互いを

尊重し 合う 恋愛関係を 築き 、 DV 被害者も 加害者

も 生み出さ ない社会につな がる と 考える 。 今後、

DV と デート DV を 未然に防ぐ ために、 各教育機関

の早い段階で正し い知識を 身に付ける 授業を 実

施するこ と が求めら れる。  

 
参考文献 
1. 伊田広行( 2010) 『 デート DVと 恋愛』 大月書店 
2. 喜多加実代・ 阪井俊文( 2015)  『 学校・ 大学における

DV・ デート DV 予防教育の現状と 課題 ─自治体の支援に

よ る推進の可能性─』 福岡教育大学紀要.  第六分冊,  教

育実践研究編 
3. 京都市( 2014) 『 デート DVに関する意識調査』  
ht t ps: //www. wi ngs-

kyot o. j p/docs/publ i sh_ H26DVi shi ki . pdf   
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近畿地方 4県の要介護認定率、離婚組数、高齢者独居

世帯の割合と各市町村の自殺者数との関係 
 

チームカルシウム 

〇岡本 晃汰（Okamoto kota）・細野 晶太（Hosono shota）・大宅 竜聖（Ooya 

ryuto）・藤原 亮介（Hujiwara ryosuke） 

（京都産業大学 経済学部 経済学科） 

キーワード：要介護認定数、離婚組数、高齢者独居世帯数 

 

1.研究の目的 

 私達は現代の日本において、年々減少してい

る自殺者数について、都市の要介護認定や離婚

組数、高齢者独居世帯数などの政策や指標のデ

ータを用いて分析することで、都市政策などが

どれだけ自殺者を減らす要因になっているのか

分析するために、このテーマを選択しました。 

 

2.方法 

 研究の方法として、私達は自殺者数と自殺者

の増減に関連があると考えられる要因のデータ

を、重回帰分析を用いて関連度を調べました。 

  

3.用いたデータ 

 私達は、自殺者の減少には高齢者の要介護認

定や離婚組数、高齢者独居世帯数が影響を与え

たと考えました。その為、要因と考えられる要

介護認定数、離婚組数、高齢者独居世帯数の 3

つのデータを重回帰分析では、説明変数として

用いました。そして、その要因によってもたら

される結果とする自殺者数は、重回帰分析では

目的変数として用いました。 

 また、データはすべての項目で十分なデータ

が存在するのが 2015 年まででしたので、2015 年

のデータを使って分析を行います。 

 

4.調査対象 

 私達は、要介護認定、京都府、大阪府、奈良

県、滋賀県の市町村を調査対象としました。大

阪府、奈良県、滋賀県も調査対象としているの

は、京都府内だけのデータではデータ数が少な

く関連性についての信頼性が低く、本当に関連

があるといえるのか判断するのが難しいと考え

た為、調査対象に加えました。 

 

5.データを用いた重回帰分析 

 まず、データが要介護数と高齢者独居世帯は

認定率、割合となっており、離婚は組数と基準

がずれていたので、離婚組数を市町村の総人口

で割ることで離婚率を求めました。割合で統一

したデータを用いて、重回帰分析を行ったグラ

フが以下の３つになります。 

1 つ目のグラフは自殺数と要介護認定率の関係

を示した図です。 

 

図 1 自殺数と要介護認定率の関係 

要介護認定率のグラフでは、ほぼ全ての市町村

が 15％から 25％の認定率にあり、その中で市町

村の自殺率が変動しているということは、要介

護認定率が自殺の増減する要因としてはあまり

関係がないと考えられます。 
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 2 つ目は自殺者数と高齢独居世帯割合の関係を

示した図です。 

 

図 2 自殺者数と高齢独居世帯割合の関係 

 高齢者独居世帯割合の図では、予測値は右肩

上がりになっていますが、実測値は高齢者独居

割合が高くても自殺率が低い市町村や、割合は

あまり高くないが自殺率が高い市町村があるこ

とから、高齢者の独居世帯割合も、自殺が増減

する要因とは関係がないと考えます 

 3 つ目は自殺者数と離婚率の関係を示した図で

す。 

 

図 3 自殺者数と離婚率の関係 

離婚率の図では、実測値の分布も予測値の分布

も、右肩上がりになっているので、離婚率の増

減が自殺の要因と関係しているのではないかと

考えました。 

 

6.一元配置を用いた分析 

 ここまで重回帰分析を用いて、自殺率とその

要因と考えたデータを分析しました。しかし、

重回帰分析だけでは明確に関係があるのか、そ

れとも関係はないのかが判断できなかったの

で、一元配置も用いて分析を重ねることにしま

した。重回帰分析では、すべての市町村のデー

タをそのまま使用して行っていましたが、一元

配置では、政令市・中核市・特例市の３つとそ

れら以外の市・それら以外の町村の２つ、計 5

つに分け、それぞれで平均をとってから、行う

ことで都市の大きさなども関係するのかを分析

しました。結果としては、都市の大きさが影響

を与えると考えられるのは、高齢者独居世帯割

合の増減に関してでした。高齢者独居世帯割合

は町だけが他より高いですが、それ以外は都市

の規模が大きくなるにつれて、平均が高くなり

分散も小さくなったので、関係があると言える

と考えました。 

自殺者数は都市が大きくなるほど平均値は高

くなりますが、分散値も上がる為自殺数の増減

にはこちらも関係ないと考えました。 

 

7.結論 

 今回行った分析の中では、明確にこれが自殺

者の増減する原因だと言えるものはありません

でした。しかし、一定ではないにしろどのデー

タも割合がある程度上がると、自殺者が多くな

る傾向がありました。その為、少子高齢化やコ

ロナの影響によって、高齢者の独居世帯割合や

離婚率が増え、自殺者が増える可能性があるの

で、市町村は高齢者の生活状況を把握したりサ

ポートするための制度を整えたりすることが必

要だと考えます。また環境面でも経済面でも快

適に心地よく過ごせる街にするために、市町村

も積極的に公共事業を行っていくべきだと考え

ました。 

 

参考文献 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

資料：3-16 世帯の家族類型別一般世帯数及び一般世帯

人員 大阪府 HP 
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資料：保健統計年報 兵庫県 HP 

資料：京都府統計書 第 14 章医療・保健衛生・環境 
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子ども食堂の現状と展望 
‐地場スーパーを主体とした持続可能な多世代交流拠点を目指して‐ 

 

龍谷大学 政策学部 安ゼミナール 

○李泰鎮（LEE TAEJIN）・大八木美有（OYAGI MIU）・坂本隆人（SAKAMOTO RYUTO）・ 

山内明香（YAMAUCHI ASUKA） 

（龍谷大学 政策学部 政策学科） 
キーワード：共生社会、多世代交流拠点、持続可能性 

 

1. 本研究の背景と目的 

 厚生労働省「国民生活基礎調査」（2019）によ

ると、日本における子どもの貧困率は 13.5％で

ある。これは、日本の子どもの約7人に1人が貧

困状態に置かれていることを意味している。そ

の中には、一見、健康的な普通の子どもに見え

ていても、その裏で自身の置かれている環境に

苦しんでいる子どもたちがいる。現在、日本で

はこのような「見えない貧困」が社会問題とし

て認識されている。 

上記の「見えない貧困」に苦しむ貧困家庭は

複雑で多様な問題（地域社会からの疎外、過重

な育児負担、低所得など）を抱えている場合が

多い。これらの問題に対しては、行政の画一的

な政策では根本的解決が難しい現状がある。  

このような状況の中で、子ども食堂は多くの

人が貧困や所得などと関係なく過ごせる居場所

であり、また貧困状態にある子どもたちに「人

とのつながり」や「教育・経験の機会」を与え

うるコミュニティ形成の場としての役割を果た

している。 

また、子ども食堂はコミュニティ内の人と人

の交流の中で「見えない貧困」を可視化させる

こともできる。 

つまり「子ども食堂」には、行政や家庭だけ

では対処しきれない多くの問題を解決する、も

しくは解決につなげる力がある。 

我々は、上記のような子ども食堂の可能性に

注目し、今後における子ども食堂の在り方と持

続可能性について政策提言を行うことを目的と

する。 

 
図 1 子どもの貧困率の年次推移 

2. 子ども食堂の現状  

現在の子ども食堂は、多世代の人々が集まり、

共食をしながら交流を深めるコミュニティ形成

の場であると言える。我々が訪れた子ども食堂

の場合も、老若男女が各々食事をしながら交流

を深めていた。新型コロナウイルス感染拡大と

いう情勢下で食事時間は限られていたものの、

子ども食堂を通して、顔を合わせ、人との交流

を楽しむことが実現できるという可能性を見出

した。このように、子ども食堂は誰かにとって

の「居場所」になり得る。 

 

3. 子ども食堂の運営面における課題 

 一方、子ども食堂の運営面においては、様々

な課題が山積している。 

 
図 2 子ども食堂での困りごと 

第一に、「代表者への依存」という課題が挙げ

られる。我々が訪れた子ども食堂の場合、現在

の代表者がやめることになると、継続的に子ど

も食堂の運営を担ってくれる人がいないという

お話を伺った。このように、子ども食堂を継続

的かつ安定的に運営するのは難しいことである。 

そのため、子ども食堂の運営面での継続性と

安定性を担保できる新しい仕組みが必要である。 

第二に、「人材不足」という課題が挙げられる。

図2より、現在、多くの子ども食堂は運営資金の

調達に悩んでおり、有償の専任スタッフを雇用

することが難しい状況であることが推測できる。
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その結果、子ども食堂はボランティアに依存す

る傾向が非常に強いと言える。今後、子ども食

堂がどのような手段を通して人材を確保してい

くのかという課題が浮上している。 

第三に、「会場の確保」という課題が挙げられ

る。子ども食堂はどこでも開催できるものでは

ない。子ども食堂を開催するためには食事をす

る場所の確保のみならず、調理を行う施設も必

要となる。 

上記の三つの課題が子ども食堂の持続可能性

を阻害する要因であると言える。これらの課題

を克服していくためには、次に見る先進事例が

有効である。 

 

4. 先進事例からみる子ども食堂の持続性 

 株式会社ファミリーマートがフランチャイズ

店舗において展開している『ファミマこども食

堂』がその一例である。企業が運営の主体とな

っているため、持続可能性の欠如や人材不足と

いった状況に陥りにくいと推測される。特に

『ファミマこども食堂』の場合、「ファミマ関係

者によれば、開催した店舗に測対してファミマ

本社から支援金が出る。金額は非公開だが、支

援金には実際に提供する食費に加えて、人件費

相当額が盛り込まれている。」という。このよう

に、継続的かつ安定的に売上を生み出している

企業が子ども食堂の運営を担うことが持続可能

な子ども食堂の運営につながる可能性が高い。

さらに、ファミリーマートのような主に食品の

販売を行っている小売業界の企業が子ども食堂

の運営を行う場合、食材不足や保健衛生への対

応等の様々な問題が解消され得る。 

 また、身近にあるコンビニエンスストアで開

催されているため、優れた接近性を有している

とも言える。 

 

5. 地場スーパーを運営主体とする子ども食堂 

 一方、『ファミマこども食堂』にも欠点が存在

している。まず、コンビニエンスストアは面積

が小さいところが多いため、収容できる人数が

少ない。次に、コンビニエンスストアの場合、

調理施設が十分でないところが多い。 

 これらの課題を克服したうえでコンビニエン

スストアのメリットも活用する運営方法として、

面積が広く、調理施設も十分に整っている地場

スーパーを運営主体にすることが有効であると

考える。 

 ここでいう地場スーパーとは、地域に密着し

たスーパーと定義する。またこの運営形態にお

いては、惣菜や弁当等は、本来の業務内で調理

を行っているため食事の提供が容易になる。さ

らに、地場スーパーは個人や任意団体より、会

計や経理等の事務作業の知識を有している。次

に、会場の確保については、イートインスペー

スのようなスーパー内の施設を通して、子ども

食堂を開催することが可能であると考えられる。     

その他、財源の確保という面では、個人や任意

団体が運営を行うより、他の収入源がある企業

の方が安定的であることは明確である。 

 要するに、地場スーパーが子ども食堂の運営

を担うことで、様々な作業における負担が軽減

され、子ども食堂の持続可能性の向上につなが

ると考えられる。 

上記の案は、地場スーパー側にもメリットが

あると考えられる。近年、地場スーパーはオン

ラインショップや、複合商業施設等の台頭によ

り経営状況が厳しくなっているところが少なく

ない。このような状況の中で、地場スーパーは、

大きな強みである地域とのつながりを活かして

いく必要があると考えられる。地域とのつなが

りは、子ども食堂の利点である地域コミュニテ

ィの形成と連動して強化することができ、地域

住民の長期的な集客も見込める。 

つまり、地場スーパーを運営主体とする子ど

も食堂を通して、現在の多くの子ども食堂が抱

えている課題へ効果的に対応することができる

と推測される。 

 

6. おわりに 

 本研究を進めるにあたって、私たちは実際に

子ども食堂を訪れた。そこで、子ども食堂が抱

えている様々な課題を発見した。その中から、

子ども食堂の運営面における課題に着目し、子

ども食堂の可能性を広げることを目的とした。 

 課題に対する解決策を模索した中で、ファミ

リーマートの事例を活かし、地場スーパーを運

営主体とする子ども食堂の開催が持続可能性の

確保につながるという政策提言をした。 

 この政策提言が持続可能性のある、共生社会

の到来の一助となることを期待する。 
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都市近郊におけるシカ食害に関する若年層への 

普及啓発手法の検討 
‐クイズイベントと動画による効果の把握‐ 

 

PROTECT FOREST 

〇甲村優佳（KOMURA YUKA）・上田賢幸（UEDA TAKAYUKI）・永棟紫音（NAGAMUNE 

SHION）・荒賀三太郎（ARAGA SANTARO）・富岡瑠加（TOMIOKA RUKA） 

（京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科） 

キーワード：普及啓発、シカ食害、環境教育 

 

1. はじめに 

近年、長期にわたるシカの生息数の増加及び生

息域の拡大により森林の被害は深刻な状況にあり、

全国の森林の約 2 割でシカによる被害が確認され

ている。シカによる被害としては樹皮剝ぎ、下層

植生の衰退、食害による裸地化が報告されており、

シカ食害が森林に大きな被害を与えていることが

分かっている。対策としては防護柵の整備や植栽

木を保護する獣害防止資材（1）が挙げられている。 

また、京都府においてもシカによる被害が生じて

おり、シカによる下層植生の食害により森林生態

系・生物多様性に強い影響を与えている(2)と示唆

されている。 

このような森林被害を防ぐためには継続的な市

民活動を行う必要がある。これを実現するために

は、環境保全活動への市民の自主的な参加が重要

であるという認識がなされている（3）。よって、市

民への理解の促進が森林保全活動の活発化へとつ

ながると考える。 

本研究では自然環境への関心が低くなっている

若年層（4）の理解を高めることで全体の環境問題へ

の意識を上げることが出来ると考える。動画視聴

は視覚情報だけでなく聴覚情報を組み合わせるこ

とで記憶を高める（5）という学習効果が研究により

示唆されている。また、クイズは対象物に興味が

ないと感じている層に対しても教育効果をもたら

しうる(6)という報告が存在する。 

 

2. 目的 

自然環境への関心が低いとされている若年層を

本研究の対象とし、クイズイベントと動画による

シカ食害の理解の変化を把握する。本研究ではシ

カ食害が確認できた宝ヶ池公園（以下宝ヶ池）を

実施場所とした。 

 

3. 方法 

3.1 クイズイベント 

クイズイベントは小学校低学年とその保護者

（以下参加者）を対象とした。全 7 問のシカ食害

に関するクイズを順に実施した後、保護者にアン

ケートを取ることで理解の変化を調査した。宝ヶ

池にある子供の楽園内のプレイパークという場所

において実施した。実施日程は 2021 年 7 月 25 日

（日）、時間は 14 時から 15 時半までの 1 時間半

とした。本イベントは子供の楽園の利用規定に基

づき実施した。 

イベントではシカの生態や宝ヶ池で実際に生じ

ているシカの問題、シカ食害への対策等を示した

ものとした。クイズ内容は、順に「シカはどれ？」

「角があるのはどっち？オス？メス？」「シカは最

大何ｍ飛ぶか？」「宝ヶ池にシカ何匹いるでしょ

う？」「シカは何を食べるでしょう？」「この森で

困っていることがあります。それはどれ？」「宝ヶ

池で行っている活動はどれ？」であった。問題用

紙の内容には出題する問題に関する写真やイラス

トを使用することにより、参加者が理解すること

が容易になる工夫を施した。また、参加者が楽し

んで取り組むことが出来るよう、参加者に積極的

に話しかけて盛り上げる工夫を施した。 

保護者にアンケート用紙に記入してもらうこと

で、イベントによるシカ食害への意識の変化を図

った。質問内容は全 7問で「宝ヶ池のシカの問題

について興味を持った」「次回があれば参加したい」

などの内容であった。（全アンケート内容は表 1参

照） また上記の内容に加え、その他の意見や要望

の自由記述欄、性別、年齢、住まいの地域の選択

をアンケート内容に記し、現地回収でのアンケー

ト調査とした。回収率は 100％であった。 

 

3.2 動画 

動画による調査では高校 3年生を対象とした。

動画の内容はシカ食害の被害と対策を伝えるもの

であり、テレビ番組のニュースを模倣する構成と

した。実際に宝ヶ池のシカが下草を食べている姿

の映像を組み込んだ後にシカ食害に対するコメン

トを導入し、1 分程度の動画を作成した。動画の

最後にはシカに餌を与えないというメッセージを

発信することで高校生に出来る活動の提案を行っ

た。また動画内ではシカの被り物を被るなど対象

者が楽しんで視聴することが出来るよう工夫も凝

-210-



 

らした。（図 1） 

動画による調査の実施日は京都産業大学、生命

科学部産業生命科学科のオープンキャンパスの 4

日間（2021 年 7月 31 日、8 月 1、7、8日）とし、

来場した 18 歳以上の学生を対象として動画視聴

の後アンケートを取った。アンケートは Google フ

ォームでの回答および集計を行った。質問内容は

全 4問であり、「食害について知っていましたか？」

などとし、回答は全てはい・いいえの選択式での

アンケートとした。 

 
図 1 動画内容の様子 

 

4．結果 

4.1 クイズイベント 

クイズイベントでの回答は男性 10 名、女性 11

名の合計 21 名となった。アンケート内容のうち

「宝ヶ池のシカ食害について興味を持った」とい

う問いに対して、とても当てはまる・当てはまる

と回答した人数は 81％を占めた。また、「次回が

あれば参加したい」という問いに対して、とても

当てはまる・あてはまると回答した人数は 95％を

占めていた。（表 1） 

 
表 1「クイズイベントでのアンケート集計結果」 

 
 

4.2 動画 

動画による宝ヶ池の情報発信では計 33 名のア

ンケートを回収することが出来た。動画視聴前に

ついてのアンケートではシカ食害についての認知

度が 27.3％であったが、動画視聴後の理解度は

100％となった。また、動画視聴後に実際に宝ヶ池

に行ってみたいと感じた人の割合は 84.8％とな

った。（図 2） 

 

 
図 2 動画アンケート 

 

5.考察  

クイズイベントや動画での情報発信は、ともに

対象者である若年層の理解度や関心が高まった。

この結果から、シカ食害を解決するために若者世

代の理解者を増加させる手段として、クイズイベ

ントや動画が利用価値のあるものである可能性が

示唆された。これらの手法により関心を高めるこ

とが出来た要因としては楽しさを重視した動画や

クイズの提供であると考える。ある研究では生涯

学習において知る楽しさが学習の継続に影響する

という報告がある(7)。そのため楽しさという点に

着目して情報発信をすることが若者の関心を高め

ることが出来る可能性が生じた。 

しかし本研究で既存の普及啓発方法と比較、検

討は出来ていないため、本手法の効果を客観的に

評価するには至っていない。また、本手法の楽し

さの要素を特定することは時間の都合上出来なか

った。そのため今後は、既存の普及啓発と比較し

つつ、クイズの個数や動画視聴時間による若年層

の関心の変化や効果を把握することにより、詳細

な課題の検討を進める必要がある。  
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1. 研究の背景 

近年、「高齢者ドライバーの加害事故が増えてい

る」という話題がよく昇っている。実際に高齢者

ドライバーに関する記事では、前置きにそういっ

た表現が使用されることがある1。そのように感じ

る人も多いのではないだろうか。またそれに伴い、

高齢者ドライバーに対する風当たりも非常に強く、

免許の早期返納を催促するような意見も多くみら

れる。しかし本当に事故は増加しているのだろう

か。増えていないとすると、なぜ「増えている」

と認識してしまうのであろうか。 

そこで、本研究では、高齢者ドライバーの事故

実態について分析を行うとともに、そのような認

識に至る要因について検討を行うこととした。 

 

2. 調査及び考察 

2.1 高齢者の事故件数 

初めに、高齢者の事故件数について調査を行う。 

「高齢者ドライバーの事故件数が増加している」

という表現には複数の意味が考えられる。故にま

ずその考え方を紹介し、どれが分析方法として適

切であるかを考える。 

①「高齢者ドライバーの事故件数（実数値）が

増加している」 

②「高齢者ドライバーの事故件数が全事故件数

に占める割合が増加している」 

③「高齢者の免許保有者人口（10 万人）あたり

の事故件数が増加している」 

 ①と②の考え方は、実際起こった件数をそのま

ま表しているので、我々に「高齢者ドライバーの

事故件数は増加している」という印象を与えやす

いと考えられる。しかし、これらは免許保有者人

口を加味していない。これから高齢化社会になり

高齢者ドライバーが増加していくことを考慮する

と、上記の影響を考えないことは不適切ではない

かと思われる。よって、③の「高齢者の免許保有

者人口（10 万人）あたりの事故件数が増加してい

る」ことが事実であるかを検証していく。 

 

2.2 事故件数の実態 

                                                
1 アディーレ法律事務所「高齢者ドライバー事故の実態と

は？高齢者が安全に運転する方法も紹介」（2021年6月2）

https://www.adire.jp/lega-life-lab/about-elderly-

drivers395/ 

 まず、高齢者ドライバーの事故件数自体が増加

しているのかを調べる。これは 2009 年と 2019 年

において、原付以上の車両の運転者が第一当事者

となった交通事故に関する第一当事者の年齢層別

の 10 万人あたり事故件数を表したグラフである。

（図 1参照）このグラフを見るとどの年齢層もそ

うだが、2割程度減少していることが分かる。 

 
図 1：原付以上運転者（第一当事者）の年齢層別免許保

有者 10万人あたり交通事故件数 

（警察庁 Web サイトをもとに筆者が作成） 

 また、高齢者の免許保有者の増加率に対して事

故の増加率はどのように変化しているかを調べ

た。すなわち、2019 年の全年齢の 10 万人あたり

の事故件数を 2009 年の同様の数値で除したもの

（以下、平均減少率という）に 2009 年の年齢層

別免許保有者 10 万人あたりの事故件数を乗じた

ものと、各年齢層における 2019 年の実数値を比

較した。（表 1 参照） 

この表を見ると、高齢者層は、平均減少率を下

回っているところもあるが、上回っているところ

もある。また、85 歳以上の年齢層を除けば、ど

の年齢層もこの 10 年の間にほぼ平均的に事故発

生率が増減少していることが読み取れる。つま

り、85 歳以上の年齢層を除けば、高齢者の事故

発生率が特に増加しているわけではないことがわ

かった。 

 

 

東洋経済新聞、「「高齢者ドライバー」が危険だとわかる統

計 的 根 拠 」 （ 2019 年 8 月 24 日 ）

https://toyokeizai.net/articles/-/297303 
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表 1：実数値と平均減少率に基づく数値の比較 

 

 

（警察庁 Web サイトをもとに筆者が作成） 

 

2.3 高齢者の事故が増加していると感じる要因 

 次に、何故「高齢者の事故が増加している」と

感じる原因は一体何であるのかを検討した。 

その一つとして、印象に残りやすい死亡事故が

多いということが挙げられる。免許保有者人口を

加味し、高齢者の免許保有者 10 万人あたりの死

亡事故件数を他の年代に比べてみると、多いこと

がわかる。（図 2参照）先行研究にも同様の指摘

がある2。 

 
図 2：原付以上運転者（第一当事者）の年齢層別免許保

有者 10万人あたり死亡事故件数 

（警察庁 Web サイトをもとに筆者が作成） 

 死亡事故は悲惨であり、大きな事件はメディア

に取り上げられやすい。そのような報道を繰り返

し見ていると、「高齢者ドライバー事故は増加し

ている」と思うようになるのは当然ではないだろ

うか。 

 

                                                
2 栗山湧気＝中村彰宏＝坂口利裕「高齢者の運転行動と

事故・違反の特性に関する実証分析」国際交通安全学会

誌 Vol.43No.3、pp190-196、2019 年、一杉正仁「高齢者

 二つ目として、全事故に占める高齢者の年齢層

別割合が増加していることが挙げられる。2009

年と 2019 年の全事故件数（実数値）の構成率を

比較すると、高齢者ドライバーによる事故構成率

が高まっていることがわかる。（図 3参照） 

 
図 3：全事故構成比率 

（警察庁 Web サイトをもとに筆者が作成） 

 

三つ目として、メディアの影響が考えられる。

データベースに「高齢者ドライバー」というキー

ワードで検索をかけると、多くのデータベースで

記事件数が増加していたことがわかった。（表 2

参照） 
表 2：各データベースの掲載数比較 

 
 

 

3．結論 

 以上の研究から③の考え方では高齢者ドライバ

ーの事故は増加しておらず、また、免許保有者数

の変化を加味しても他の年齢層と変わらない増減

率であるということがわかった。 

しかし、印象に残りやすい死亡事故件数が多い

ことや、高齢者ドライバーの事故構成率が増加し

ていること、メディアが影響を与えていることか

ら「高齢者ドライバーの事故は増加している。」と

感じやすいことも分かった。 

 

 

 
4．図表の数値の基礎資料 

（図 1）（表 1）（表 2） 

警察庁 「交通事故の発生状況について」 

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/kouts

uu/toukeihyo.html 

 

（図 2）警察庁「交通事故統計」 

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/kouts

uu/toukeihyo.html 

が起こす自動車事故の特徴」日本老年医学会雑誌 55巻 2

号、pp186-190、2018 年 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

2019年の年齢層別の
免許保有者10万人
あたり事故件数
（A）

1,251 754 528 425 380 372

2019年の年齢層別の
免許保有者10万人
あたり事故件数に平均
減少率を乗じた数値
（B)

1,227 748 512 408 383 375

A/B 1.020 1.008 1.031 1.042 0.992 0.992

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85以上

382 375 368 378 399 413 495 547 616

356 360 392 385 388 414 488 505 542

1.073 1.042 0.939 0.982 1.028 0.998 1.014 1.083 1.137

0%

50%

100%

事故件数（絶対値）

2009年
事故件数（絶対値）

2019年

16-19 20-29 30-39 40-49
50-59 60--69 70-79 80以上

聞蔵Ⅱビジュアル 日経テレコン 毎索（マイサク） ヨミダス歴史観 合計
2009年 7 8 12 7 34
2019年 9 13 16 4 42
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青色防犯灯の更新に関する自治会の意思決定 
 

古山 理香子（Koyama Rikako） 

（京都産業大学 法学部 法律学科） 
キーワード：防犯灯、自治会、青色防犯灯 

 

1． はじめに 

母方の祖父の家を訪問したときに青色の防犯灯

をみた。話を聞くと青色防犯灯と呼ばれ、全国各

地にあると知った。 

青色防犯灯とは言葉の通り青色の防犯灯のこと

である。そもそも防犯灯とは防犯を目的として街

路などに設置した街灯の一種で電灯のことである。

しかし、私はそれまで白色の防犯灯しか見たこと

がなかった。 

2．青色防犯灯の設置と効果検証 

2-1 青色防犯灯が設置された経緯 

青色防犯灯が日本の各地に設置されることにな

った原因は、あるテレビ局がクイズバラエティー

番組で、2005 年に英国･スコットランド グラスゴ

ー市内で「“街灯をオレンジから青色に替えたら、

副次効果で年間約１万件も犯罪が減った”」とい

う報道である。また、が青色の心理的効果の観点

からも理にかなっていると心理カウンセラーの発

言もあり、「この報道が、“青色防犯灯に犯罪抑止

効果がある”と視聴者に印象づける」とも述べて

いる。（須谷：2008） 

2-2 防犯効果検証 

番組放送後、北海道や東京都、大阪府、奈良県、

高知県、鹿児島県その他多くの各地で青色防犯灯

は設置され、行政が主体、自治会が主体といった

様々な機関・団体が研究調査に乗り出した。近隣

住民への聞き取り調査や意識調査、実際の犯罪発

生件数の増減、見え方などが調査された。（注 1、

2） 

その結果、青色防犯灯自体に犯罪防止効果はあ

るとは言えないが、照明を青色に替えることで地

域住民の防犯意識が高められ、犯罪の抑止力にな

るのではないかと言う結論に至った。 

そもそもグラスゴー市自体は「市当局は住民の

安全、環境改善などを目的として、2005 年“光の

フェスティバル”を実施した。建物のライトアッ

プ、街路のタイル舗装化、道路の清掃など、街並

みの景観改善が行われ、その結果市民の意識高揚、

連帯感の高まりなどから、犯罪抑止効果も高まっ

た。」とも言われ、「なお、グラスゴー警察当局へ

聞いても、市全体で犯罪が激減したというが確か

なデータは見当たらない。」とされている。（須谷：

2008）。 

3．研究の目的 

青色防犯灯が設置されはじめたのは 2005 年で

あり、2008 年あたりには調査の結果青色防犯灯自

体に防犯効果はないと言うことが判明した。たと

えその防犯灯が LED ランプであったとしても寿命

が約 10 年であり、既にランプを交換したか、交換

時期である。本研究の目的は、過去、現在青色防

犯灯を使用していた地域では現在何色の防犯灯を

使用しているのか、または次回の交換時は何色に

するのかを調査した上で、防犯灯の色の選択に関

する住民の意思決定の実態及び問題点を明らかに

することである。 

4．更新状況に関する調査結果 
 従来青色防犯灯を導入していた地域において、

現在の防犯灯の色は何色であるか、また、その理

由について調査を行った。なお、青色防犯灯を行

政主導で導入した地域と住民主導で導入した地域

政主導とがあるので分けて述べる。 
① 行政主導で青色防犯灯を導入した地域 

ⅰ滋賀権米原市 

現在：青色 

光害による稲の生育に影響が出ないように青色

にしているため、今回の研究である防犯効果を目

的とするものではない。 

 

ⅱ滋賀県蒲生郡竜王町 

現在：白色 

2009 年に防犯効果を目的として町内約 1000 基

と農地の防犯灯の半数にあたる約 500 基を青色防

犯灯に替えた。（注 3） 

しかし 2 年ほどで点灯しなくなったため、省エ

ネである LED ランプに替えた際に白色に戻した。

白色にした理由は当時 LED に青色がなかったため。 

また、住民から「青色は不気味である」、「暗く

見えにくい」との苦情も寄せられた。なお、防犯

灯に防犯効果は特に感じられなかったが、元々犯

罪件数が多くない地域柄である。 

 

ⅲ兵庫県神崎郡福崎町 

現在：青色 

当時不審者の目撃情報や不良少年達がたむろす

る場所があり、青色防犯灯の防犯効果を期待した

近隣住民からの要望で青色にした。次回電灯を替

えるときは当初から白色に戻すと言う決定がされ

ている。 

 

②自治会主導 

ⅰ滋賀県東近江市 

現在：青色の地域や白色の地域 

-214-



 

市は防犯灯を設置するさいに規定された物であ

れば（LED ランプ）何色でも問わないとのこと。そ

のため、青色防犯灯の地域もあれば、白色の防犯

灯の地域もある。 

 

ⅱ大阪府箕面市森町 

現在：青色白色複合 LED 防犯灯（注 4,5）現在

取材中） 

青色の明かりだけだと暗くて見えにくいが白色と

複合させることにより照度が下がらず見えやすい。

現在調査中である。 

5．考察 

行政が主導して行動したり、多くの市町村で基

準を満たしていれば何色でも補助金が出るのはこ

れは警察庁生活安全局長からの通達である「安全・

安心まちづくり推進要綱 第 3 」「資機材の整備

等、道路、公園、駐車場・駐輪場等の整備・管理

に係る防犯上の留意事項 4 その他」（注 6）によ

るものだろう。 

青色自体に効果がなくとも住民の意識次第では

十分に効果があると言うことになる。しかし、青

色防犯灯が設置された当初と 15 年経った現在で

はよほど自治会の結束力や理解がないと同じ効果

は出ないことは想像に難しくない。 

自治会は県や市よりも規模が小さい。そのため

より一人一人の尊重がされやすいと推測する。青

色防犯灯については、不快であると言った意見も

消して少なくない。今後自治会ごとの決まり事や

決定についてはどのような決定の仕方をしている

のか調査したい。 

 
引用・参考文献 

  

（注 1）第 14 号／表紙 (shikoku-u.ac.jp) 青色 LED 

を用いた防犯灯の設置効果とその可能性 池本有里・

近藤明子・山本耕司・見野幸一 四国大学経営情報研

究所年報 第 14 号 （2008） 

 

（注 2）財団法人 都市防災研究所 客員研究員/防犯

担当 須谷 修治 ：青色防犯灯の導入背景と全国実態

調査報告、照明学会誌 9 月号 特集「防犯照明と青色

光照明」に投稿した原稿を、シンポジウ ム発表用に

若 干 加 筆 ･ 訂 正 し た も の

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312E8FC696BE

8A7789EF83568393837C2D907B924A8CB48D6595AA2E646

F63> (ieij.or.jp) 

 

（注 3）2009 年 10 月 31 日(土) 第 15483 号     

滋賀報知新聞 (shigahochi.co.jp) 

 

（注 4）2009 年 6 月 5 日（金），第 3 回「地域防災

防犯展」大阪のシンポジウムにおける講演内容をもと

に 執筆したものであり，大阪府茨木土木事務所，広

島化成株式会社との共同研究成果の一部である

KJ00005910220 (1).pdf 

 

（注 5）箕面市公式ブログ 

撮れたて箕面ブログ (goo.ne.jp)   
2011 年 02 月 18 日 

 

（注 6）警察庁丙生企発 第 38 号令和 2 年 3月 17 日 

Taro-局長通達「安全・安心まちづくり推進要綱」の改

正について (npa.go.jp) 
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学生の居場所づくりの実践と提案 
-映画評論合戦シネマバトルの試み- 

 

福知山公立大学 谷口ゼミ 居場所づくりチーム 

○小林 勇斗（Kobayashi Hayato）・清水 俊太（Shimizu Shunnta）・辻廉斗（Tsuji 

Rento） 

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 
キーワード：居場所、学生生活、映画 

 

1. 研究目的 

学生が主に集う場所は、「学校」「飲食店」「自宅」

である。これらの集いの場は比較的閉鎖的になり

がちである。親密な関係の中に閉じたり、学生同

士の交流が広がらないのではないかと考えた。そ

こで私たちのグループでは学生が気軽に集まり交

流ができる居場所を作りたいと思いこのプロジェ

クトを開始した。 
また、学生が集まる機会が少ないことは学生の

“つながり”を形成する機会も減少させている。

多様な“つながり”が少ないことは学生生活の満

足度を下げる可能性がある。このことは先行研究

で明らかにされている。（1） 

さらにコロナ過の影響で多くの学生はオンライ

ンで授業を受けることになり大学に行く機会が減

ってしまった状況がある。それに伴い飲食店へ行

く機会やサークル・部活等の活動にも参加できな

い状況が続くことが多く新たな居場所を作ること

の需要がより高まっている。 

以上の理由からオンラインや対面での居場所は

必要であると考え活動している。 

 

2. 社会実験 

2.1 オンライン飲み会 

 実施日時：2020 年 8月 7 日 21 時〜22 時 

 参加者 0人 

この活動は、コロナ過になってすぐ行った社会

実験である。参加者は筆者らと親しい者を募った

が結果は参加者を集めることができなかった。 

参加者が得られなかった原因は人を呼ぶコンテ

ンツ力が弱かったと考えた。 

当初の筆者らの考え方ではイベントなどで人を

呼ぶのではなく自由に出入りできる休憩所のよう

な居場所をつくることを目標にしていたが、コン

テンツ力がないと人が集まらないことが分かった。

更に、自由すぎることは各自が自宅で過ごすのと

変わらないのではないかとも考えた。 

 

2.2 大学生の休憩所 

 実施日時：2020 年 2月 7 日 18 時〜19 時、 

 参加者８人、スタッフ 3 人 

次に、学生が関心を持つコンテンツが必要だと

考え「足湯」に着目し、筆者らで簡単な足湯を作

ってゼミメンバーや担当教員をモニターに試した

結果好評であったことから実践することにした。 

足湯の作り方は簡易的なものでおけにお湯を入

れるというものである。また、おけの底が冷えな

いようにおけの下にマットを敷いた。 

実際の社会実験では商店街にあるレンタルスペ

ース「アーキテンポ」（2）を会場に、対面での活

動を行った（図 1）。 

 
図 1 大学生の休憩所の様子 

参加者は１回生と２回生、計 8人であった。筆

者らの事前実験から「足湯」は心地よく、また、

温泉好きの学生もいることから関心を引くと考え

たが、足湯に惹かれて参加する学生は少なかった。

特に女子は足湯に対する抵抗感があったようだ。 

コロナ禍であることも影響し、参加者は交流で

きる場を求めていると実感した。特に、先輩との

交流に楽しさを感じており、学年を越えた交流の

機会が大切だと気づいた。 

まとめると、「足湯」というコンテンツは魅力不

足であったが、交流できる場、居場所をつくると

いう点でいえば需要があると感じられた社会実験

であった。 

 

2.3 映画評論合戦シネマバトル 

 第１回実施日時：2021 年 8月 28 日 22 時 30 分

〜23 時 30 分、参加者 2 人、スタッフ 3人 

 第２回 実施日時：2021 年 9 月 23 日 15 時〜 

16 時、参加者 4人、スタッフ 3 人 
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 第３回 実施日時：2021 年 10 月 14 日 20 時〜

21 時、参加者 6人、スタッフ 2人 

学生の欲するコンテンツについて検討を重ね、

映画評論合戦ビブリオバトルからヒントを得たも

ので、ゲーム感覚で映画のプレゼンテーションを

する映画評論合戦シネマバトルを企画した。 

新型コロナウイルス感染症の影響により家で過

ご時間が増加し、Netflix や Amazon prime をは

じめとして映画などの映像作品を見る機会が増え

た。この変化に注目し「映画」をテーマにした居

場所づくりの実験を始めた。まずは、開催方法は

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が

発令されていたためオンラインで実施した（図

2）。

 
図 2 オンラインにてシネマバトルを行う様子 

実施したプログラムでは、自由に話し合う時間

がなかったため、参加者から自由時間が欲しいと

の意見があり放課後的な時間を設けた。その結果

後輩と先輩の雑談時間が生まれ学生生活の悩みや

暮らしについて話すことができた。筆者らはこの

時間こそ居場所づくりの目指すべきものであると

感じた。このような交流が生まれることが学生の

多様な“つながり”を形成されると考えている。 

３回実験した結果、映画評論合戦シネマバトル

は目指すべき居場所づくりの効果が一定検証でき

たことから、今後も続けていく予定である。ま

た、オンラインでの開催は新たな居場所になりう

ることがわかる社会実験である。学生の交流でき

る場としてのシネマバトルであるという側面で対

面とは別のオンラインという場所での交流できる

場としてこの居場所は価値があると考えている。 

 

3. 考察 

3 つの活動を通して居場所の必要性を確認でき

たと考える。特に大学生の休憩所、映画評論合戦

シネマバトルでは他学年間の交流を生みそれがよ

かったという評価ももらえていることから“つな

がり”を生むことに寄与していると考えられる。

また、まちの中に居場所を作るという点では映画

評論合戦シネマバトルではコロナ禍であることか

らオンラインのみでの開催しか出来ていない。  

しかし、活動を通してきてオンラインと対面で

は別次元で居場所をつくることを考える必要があ

ることがわかっている。どちらの居場所も学生の

“つながり”を生むためではあるがそれに付随す

る価値が違うと考える。 

まちの中に作る物理的な居場所は先述のとおり

学生の居場所を学校・自宅・飲食店以外の場所を

つくることで学生がまちに関心を持ち、まちを楽

しみ、学生生活を豊かすることが出来ると考えら

れる。 

一方オンラインでの居場所は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で利用機会の増えたネット環境

でのあらたな居場所を提供できる。 

オンライン環境での活動は従来から存在したが、

ここまで一般的に普及したのはコロナ禍以降の出

来事であり、それも踏まえオンラインでの居場所

をつくることは、これからの学生のために新たな

価値を提案できると考える。 

 

4. 今後の活動について 

今後、筆者らは映画評論合戦シネマバトルの対

面（オフライン）での開催を目指し活動していき

たいと考えている。具体的には福知山唯一の映画

館「福知山シネマ」（3）での開催である。オンラ

インとの違いはやはり直接会うことで自由に交流

できることである。そして、本来静かに映画を鑑

賞する場であるスクリーンの前に集い、映画につ

いて語り合う特別な体験は、参加者の心に残り、

思い出として共有することで、“つながり”の形成

に役立つと推察している。 

そして福知山シネマで行うことは考察で述べた

ように学生がまちに関心を持ってもらう機会にも

なる。このようにオンラインで行ってきたことに

よる価値、まちなかで行うことの価値、映画館で

行うことの価値を集めた活動になると考えている。 

映画評論合戦シネマバトルが今後、福知山公立

大学生の学生へオフライン、オンライン問わず新

たな居場所づくりの先駆けになるように活動を続

けていきたい。  

 
参考文献等 
(1) 谷田川 ルミ ：大学における“つながり”重要性、

第３回 大学生の学習・生活実態調査報告書［２０１６年］、

41pp-48pp 

 

(2) アーキテンポ 〒620-0029 京都府福知山市字上新町

17 

https://wonderfukuchiyama.net/architempo 

 

(3) 福知山シネマ 〒620-0037 京都府福知山市東中ノ町

28-1 

http://www.fukuchiyamacinema.com/index.html 
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花火大会が地域にもたらす効果の研究と実践    
‐『ドッコイセ福知山花火大会』の復活に向けた取り組み‐ 

 

谷口ゼミ まつりチーム 

森本 啓太（Keita Morimoto）・○藤田 琢人（Takuto Fujita）・蝉丸 太一（Taichi 

Semimaru）・高見臨（Rin Takami） 

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 

キーワード：花火大会、地域活性化、市民主体 

 

1.研究目的 

1932 年から始まった『ドッコイセ福知山花火大

会』は、市民だけでなく市外からも多くの観光客

が訪れるお盆の一大イベントであった。近年では

京都府の『宇治川花火大会』と併せてニ大花火大

会と称されるほど大規模なものであった。しかし、

2013 年にドッコイセ福知山花火大会の露店で爆

発事故が発生してしまった。その被害は大きく、

死者 3 名・重軽傷者 59 名を出す悲惨なものであ

った。事故を受けて、翌年以降は一度も正規のド

ッコイセ福知山花火大会が開催されていない。こ

の現状を知り、福知山市外からやって来た学生だ

からこそ花火大会の復活に向けてできることは

ないかと考え、活動を始めた。 

 

2.これまでの活動 

2020 年 4 月から現在までに行ってきた活動は

大きく 4 つである。 

1 つ目は、花火大会関係者への聞き取り調査で

ある。ドッコイセ福知山花火大会に深く関わって

きた福知山市役所、福知山商工会議所、ドッコイ

セまつり実行委員会委員長に聞き取り調査を行

ってきた。聞き取り調査から花火大会の歴史や事

故から現在までの被害者に対する動きや復活を

目指した活動を知ることがでた。 

2つ目は、2度行なったアンケート調査である。

第１回目は 2021 年 2 月に、オンラインで「市民

の花火大会に対する意識調査」を行なった。第 2

回目は、今年の 8 月に行われたドッコイセスカイ 

ランタン final の際に「スカイランタン FINAL と

花火大会に関するアンケート」を行った。アンケ

ート調査から花火大会の復活に前向きな意見や、

やはり未だに反対という厳しい意見も沢山あっ

た。 

3 つ目は、福知山商工会議所青年部ドッコイセ

光委員会が主催する「ドッコイセスカイランタン

final」のスタッフ活動である。運営側として関わ

ったことでまつりの素晴らしさや地域にとって

のまつりの重要性を再確認することができた。

 

図 1.ドッコイセスカイランタン FINAL の運営スタッフ 

集合写真 

4 つ目は、今行っている YouTube で配信する番

組制作である。番組を通して筆者らがこれまでに

行ってきた活動を知ってもらうこと、そして花火

大会の復活に対して前向きな人を募って新たな

プロジェクトチームを形成することを目指して

いる。今後、卒業までに全 3 回を企画しており、

最終的には花火に関心を持つ市民の皆さんと学

生で話し合う場を設けたいと考えている。 

 

3. 事例研究（大阪府枚方市花火大会の復活に向

けての取り組み） 
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 大阪府枚方市では 1976 年から大阪府で 2 番目

の規模を誇る花火大会が開催されていました。し

かし「観覧者の安全を確保するための財政と人員

の不足」「近隣住民への迷惑行為（騒音・ゴミのポ

イ捨て等）」「運営に対して非協力的（花火大会の

開催が当たり前だと思われている）」によって、

2003 年以降開催が断念された。この現状を変える

べく、Light up OSAKA（一般社団法人）が立ち上

がった。 

復活に向けて「活動を知ってもらうこと」「SNS を

活用した情報共有」「ボランティアへの参加者の

募集（参加を促す取り組み）」「協賛金の募集（WEB

募金）」を行ってきた。その結果、2015 年に 60 発

と少数ではあるが 12 年振りに枚方市で花火の打

ち上げを達成した。翌年以降も徐々に規模を拡大

しながら花火の打ち上げを継続しており、2019 年

には 1200 発（来場者数：およそ 60,000 人）まで

規模の拡大に成功している（2020 年と 2021 年は

新型コロナウイルスの影響で非開催）。 

 本事例より、花火大会を復活させるためには、

多くの市民の協力が必要であることがわかった。

本チームでも制作したYouTube番組を通して市民

の協力を募り、市民主体による花火大会の開催を

目指して活動を続けていく。 

 

4.今後の活動・まとめ 

 

①大学生（まつりチーム）が取り組んできたこと

を多くの人に知ってもらう 

 

②YouTube 番組を通じて花火大会の復活に前向き

な協力者を募る 

 

③大学生と集まった協力者で新たなチームを結

成し、新プロジェクトを立ち上げる 

 

 アンケートの結果を受けて、花火大会の復活に

賛成する意見や前向きな期待を持つ人が多かっ

た。しかし、いまだに反対の意見や大学生の活動

に批判的な声が上がっていることも事実である。

今後は、（番組の企画として）花火大会関係者への

インタビュー調査等を検討している。これまでよ

りも繊細な情報を取り扱うことになるため、慎重

な活動が求められると考える。 

図 2.ドッコイセ光委員会委員長井上仁志さんとまつり 

チーム学生の集合写真 

 

参考文献 

 

「宇治川花火大会の復活を」京都・宇治市議会が再検討求
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一般社団法人 Light up OSAKA ホームページ 

https://lightup-osaka.com 
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